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【対照表】審理員意見書、裁決書、是正の指示書 

審理員意見書 裁決書 是正の指示 

第１章 事案の概要 

 

以下、証拠については、審査請求人が提出したものを「請」とし、

処分庁が提出したものを「処」とし、これにそれぞれの証拠の番号

を付して表記する。 

 

 

 

 

 

 

第１ 本件審査請求の概要 

審査請求人は、平成２５年１２月２７日付け沖縄県指令土第１３

２１号・沖縄県指令農第１７２１号により当時の沖縄県知事から公

有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第４２条第１項の承認を

受けた、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設（以下「本

件代替施設」ともいう。）を同県名護市辺野古沿岸域に設置するた

めの公有水面の埋立て（以下「本件埋立事業」という。）に関し、

同条第３項において準用する同法第１３条ノ２第１項に基づき、処

分庁に対し、埋立地用途変更・設計概要変更承認申請（以下「本件

変更承認申請」という。）をしたところ、処分庁は、審査請求人に

対し、本件変更承認申請を不承認とする処分（以下「本件変更不承

認処分」という。）をした。 

本件審査請求は、審査請求人が、本件変更不承認処分に不服があ

るとして、行政不服審査法第２条及び地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２５５条の２第１項第１号に基づき、審査庁に対し、

本件変更不承認処分の取消しを求めるものである。 

 

 

第２ 関係法令等の概要 

別紙１のとおり 

 

第３ 事実関係等の概要 

１ 本件審査請求に至る経緯 

⑴ 普天間飛行場は、宜野湾市の中央部にあり、昭和２０年から

事案の概要 

 

以下、証拠については、審査請求人が提出したものを「請」とし、

処分庁が提出したものを「処」とし、これにそれぞれの証拠の番号

を付して表記する。 

 

 

 

 

 

 

第１ 本件審査請求の概要 

審査請求人は、平成２５年１２月２７日付け沖縄県指令土第１３

２１号・沖縄県指令農第１７２１号により当時の沖縄県知事から公

有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第４２条第１項の承認を

受けた、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設（以下「本

件代替施設」ともいう。）を同県名護市辺野古沿岸域に設置するた

めの公有水面の埋立て（以下「本件埋立事業」という。）に関し、

同条第３項において準用する同法第１３条ノ２第１項に基づき、処

分庁に対し、埋立地用途変更・設計概要変更承認申請（以下「本件

変更承認申請」という。）をしたところ、処分庁は、審査請求人に

対し、本件変更承認申請を不承認とする処分（以下「本件変更不承

認処分」という。）をした。 

本件審査請求は、審査請求人が、本件変更不承認処分に不服があ

るとして、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条及び

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５５条の２第１項第１

号に基づき、審査庁に対し、本件変更不承認処分の取消しを求める

ものである。 

 

第２ 関係法令等の概要 

別紙２のとおり 

 

第３ 事実関係等の概要 

１ 本件に至る経緯 

⑴ 普天間飛行場は、宜野湾市の中央部にあり、昭和２０年から

第１章 事案の概要 

 

以下、証拠は、沖縄防衛局が令和３年１２月７日に提起した、沖

縄県知事が同年１１月２５日付け沖縄県指令土第７６７号・沖縄県

指令農第１５０２号により沖縄防衛局に対してした埋立地用途変

更・設計概要変更承認申請を不承認とする処分についての審査請求

（水政第６３号）に係る審理手続において、沖縄防衛局（審査請求

人）が提出したものを「請」とし、沖縄県知事（処分庁）が提出し

たものを「処」とし、これにそれぞれの証拠の番号を付して表記し

たものである。 

 

第１ 本件の概要 

沖縄防衛局は、平成２５年１２月２７日付け沖縄県指令土第１３

２１号・沖縄県指令農第１７２１号により当時の沖縄県知事から公

有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第４２条第１項の承認を

受けた、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設（以下「本

件代替施設」ともいう。）を同県名護市辺野古沿岸域に設置するた

めの公有水面の埋立て（以下「本件埋立事業」という。）に関し、

同条第３項において準用する同法第１３条ノ２第１項に基づき、沖

縄県知事に対し、埋立地用途変更・設計概要変更承認申請（以下「本

件変更承認申請」という。）をしたところ、沖縄県知事は、沖縄防

衛局に対し、本件変更承認申請を不承認とする処分（以下「本件変

更不承認処分」という。）をした。 

 

 

 

 

 

 

第２ 関係法令等の概要 

別紙２のとおり 

 

第３ 事実関係等の概要 

１ 本件に至る経緯 

⑴ 普天間飛行場は、宜野湾市の中央部にあり、昭和２０年から
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米国軍隊（以下「米軍」という。）による使用が開始され、

現在は米軍海兵隊の航空部隊の基地として用いられている

（請１－２）。同飛行場周辺は、学校や住宅、医療施設等が

密集している状況にある（請５、６）。 

⑵ キャンプ・シュワブは、名護市辺野古周辺に所在し、昭和３

１年から米軍海兵隊により使用が開始され、現在はキャンプ

地区及び訓練場地区として、米軍海兵隊の陸上部隊により用

いられている施設及び区域であり、一般人の立入りなどが制

限されている（請１－２、請１－７の３－２０４頁、３－２

０５頁、請４、７９）。 

⑶ 米軍が使用する普天間飛行場については、日米間で、一定の

措置を講じた後に返還される旨が合意されており、同飛行場

の代替施設を名護市辺野古沿岸域に設置することとされてい

る（請１－２、請３）。 

⑷ 審査請求人は、名護市辺野古の辺野古崎地区及びこれに隣接

する水域（以下この水域を「本件水域」という。）に本件代

替施設を設置するため、平成２５年３月２２日、当時の沖縄

県知事に対し本件水域の公有水面の埋立て（本件埋立事業）

の承認を求めて、公有水面埋立承認願書（以下「本件願書」

という。）を提出した（以下この出願を「本件埋立出願」と

いう。請１－１～請１－１５）。本件願書に添付された環境

保全に関し講ずる措置を記載した図書（以下「環境保全図書」

という。）は、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）及

び沖縄県環境影響評価条例（平成１２年沖縄県条例第７７号）

等に基づいて作成された、本件埋立事業に係る環境影響評価

書を踏まえて作成されたものである（請１－１、請１－７）。 

⑸ア 当時の沖縄県知事は、本件埋立出願を受け、関係市町村長

である名護市長及び沖縄県環境生活部長等に対し意見照会を

し、それぞれ回答を受けた。また、沖縄県は、平成２５年１

０月から同年１２月までの間、４回にわたり、審査請求人に

対し、本件埋立事業が公有水面埋立法第４２条第３項におい

て準用する同法第４条第１項第１号の要件（以下「第１号要

件」という。）及び同項第２号の要件（以下「第２号要件」

という。）に適合するか否かに関する質問をし、その回答を

受けた。（請１３、１４） 

イ 当時の沖縄県知事は、沖縄県が行政手続法（平成５年法律

米国軍隊（以下「米軍」という。）による使用が開始され、

現在は米軍海兵隊の航空部隊の基地として用いられている

（請１－２）。同飛行場周辺は、学校や住宅、医療施設等が

密集している状況にある（請５、６）。 

⑵ キャンプ・シュワブは、名護市辺野古周辺に所在し、昭和３

１年から米軍海兵隊により使用が開始され、現在はキャンプ

地区及び訓練場地区として、米軍海兵隊の陸上部隊により用

いられている施設及び区域であり、一般人の立入りなどが制

限されている（請１－２、請１－７の３－２０４頁、３－２

０５頁、請４、７９）。 

⑶ 米軍が使用する普天間飛行場については、日米間で、一定の

措置を講じた後に返還される旨が合意されており、同飛行場

の代替施設を名護市辺野古沿岸域に設置することとされてい

る（請１－２、請３）。 

⑷ 審査請求人は、名護市辺野古の辺野古崎地区及びこれに隣接

する水域（以下この水域を「本件水域」という。）に本件代

替施設を設置するため、平成２５年３月２２日、当時の沖縄

県知事に対し本件水域の公有水面の埋立て（本件埋立事業）

の承認を求めて、公有水面埋立承認願書（以下「本件願書」

という。）を提出した（以下この出願を「本件埋立出願」と

いう。請１－１～請１－１５）。本件願書に添付された環境

保全に関し講ずる措置を記載した図書（以下「環境保全図書」

という。）は、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）及

び沖縄県環境影響評価条例（平成１２年沖縄県条例第７７号）

等に基づいて作成された、本件埋立事業に係る環境影響評価

書を踏まえて作成されたものである（請１－１、請１－７）。 

⑸ア 当時の沖縄県知事は、本件埋立出願を受け、関係市町村長

である名護市長及び沖縄県環境生活部長等に対し意見照会を

し、それぞれ回答を受けた。また、沖縄県は、平成２５年１

０月から同年１２月までの間、４回にわたり、審査請求人に

対し、本件埋立事業が公有水面埋立法第４２条第３項におい

て準用する同法第４条第１項第１号の要件（以下「第１3号要

件」という。）及び同項第２号の要件（以下「第２号要件」

という。）に適合するか否かに関する質問をし、その回答を

受けた。（請１３、１４） 

イ 当時の沖縄県知事は、沖縄県が行政手続法（平成５年法律

米国軍隊（以下「米軍」という。）による使用が開始され、

現在は米軍海兵隊の航空部隊の基地として用いられている

（請１－２）。同飛行場周辺は、学校や住宅、医療施設等が

密集している状況にある（請５、６）。 

⑵キャンプ・シュワブは、名護市辺野古周辺に所在し、昭和３

１年から米軍海兵隊により使用が開始され、現在はキャンプ

地区及び訓練場地区として、米軍海兵隊の陸上部隊により用

いられている施設及び区域であり、一般人の立入りなどが制

限されている（請１－２、請１－７の３－２０４頁、３－２

０５頁、請４、７９）。 

⑶ 米軍が使用する普天間飛行場については、日米間で、一定の

措置を講じた後に返還される旨が合意されており、同飛行場

の代替施設を名護市辺野古沿岸域に設置することとされてい

る（請１－２、請３）。 

⑷ 沖縄防衛局は、名護市辺野古の辺野古崎地区及びこれに隣接

する水域（以下この水域を「本件水域」という。）に本件代

替施設を設置するため、平成２５年３月２２日、当時の沖縄

県知事に対し本件水域の公有水面の埋立て（本件埋立事業）

の承認を求めて、公有水面埋立承認願書（以下「本件願書」

という。）を提出した（以下この出願を「本件埋立出願」と

いう。請１－１～請１－１５）。本件願書に添付された環境

保全に関し講ずる措置を記載した図書（以下「環境保全図書」

という。）は、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）及

び沖縄県環境影響評価条例（平成１２年沖縄県条例第７７号）

等に基づいて作成された、本件埋立事業に係る環境影響評価

書を踏まえて作成されたものである（請１－１、請１－７）。 

⑸ア 当時の沖縄県知事は、本件埋立出願を受け、関係市町村長

である名護市長及び沖縄県環境生活部長等に対し意見照会を

し、それぞれ回答を受けた。また、沖縄県は、平成２５年１

０月から同年１２月までの間、４回にわたり、沖縄防衛局に

対し、本件埋立事業が公有水面埋立法第４２条第３項におい

て準用する同法第４条第１項第１号の要件（以下「第１号要

件」という。）及び同項第２号の要件（以下「第２号要件」

という。）に適合するか否かに関する質問をし、その回答を

受けた。（請１３、１４） 

イ 当時の沖縄県知事は、沖縄県が行政手続法（平成５年法律
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第８８号）第５条第１項に基づいて定めた、公有水面埋立

ての免許に係る審査基準により本件埋立出願に係る審査を

行い、本件埋立出願につき、公有水面埋立法第４２条第３

項において準用する同法第４条第１項の要件に適合すると

判断し、平成２５年１２月２７日付け沖縄県指令土第１３

２１号・沖縄県指令農第１７２１号により、審査請求人に

対し、同法第４２条第１項に基づく承認（以下「本件埋立

承認」という。）をした（請２、７８～８０、処２８）。 

本件埋立承認に際しては、工事中の環境保全対策等につ

いて、①実施設計に基づき環境保全対策、環境監視調査及

び事後調査等につき詳細検討し、沖縄県と協議を行うこと、

②詳細検討及び対策等の実施に当たっては、各分野の専門

家及び有識者から構成される環境監視等委員会（仮称）を

設置し、助言を受けるとともに、特に、外来生物の侵入防

止対策、海生生物の保護対策の実施に万全を期すこと、③

これらの実施状況につき沖縄県及び関係市町村に報告する

ことなどが留意事項として付されていた（請２）。 

ウ 上記審査において、本件埋立事業が埋立ての必要性につい

ては、普天間飛行場の周辺に学校や住宅、医療施設等が密

集しており、騒音被害等により住民生活に深刻な影響が生

じていることや、過去に同飛行場周辺で航空機の墜落事故

が発生しており、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題で

あることを前提として、①沿岸域を埋め立てて代替施設を

建設し、滑走路延長線上を海域とすることにより、航空機

が住宅地の上空を飛行することを回避しようとするもので

あることから、埋立ての動機となった土地利用が埋立てに

よらなければ充足されない、②同飛行場の移設先の確保と

いう点から、当該公有水面を廃止する価値があり、また、

今埋立てを開始しなければならない、③沿岸域を埋め立て

て滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地

の上空を飛行することが回避されることや、本件代替施設

が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワブの一部を

利用して設置されることなどから、埋立てをしようとする

場所が埋立地の用途に照らして適切な場所である、④同飛

行場の施設面積が約４．８ｋ㎡であるのに対し、本件代替

施設の面積が約２ｋ㎡であり、そのうち埋立面積が約１．

第８８号）第５条第１項に基づいて定めた、公有水面埋立

ての免許に係る審査基準により本件埋立出願に係る審査を

行い、本件埋立出願につき、公有水面埋立法第４２条第３

項において準用する同法第４条第１項の要件に適合すると

判断し、平成２５年１２月２７日付け沖縄県指令土第１３

２１号・沖縄県指令農第１７２１号により、審査請求人に

対し、同法第４２条第１項に基づく承認（以下「本件埋立

承認」という。）をした（請２、７８～８０、処２８）。 

本件埋立承認に際しては、工事中の環境保全対策等につ

いて、①実施設計に基づき環境保全対策、環境監視調査及

び事後調査等につき詳細検討し、沖縄県と協議を行うこと、

②詳細検討及び対策等の実施に当たっては、各分野の専門

家及び有識者から構成される環境監視等委員会（仮称）を

設置し、助言を受けるとともに、特に、外来生物の侵入防

止対策、海生生物の保護対策の実施に万全を期すこと、③

これらの実施状況につき沖縄県及び関係市町村に報告する

ことなどが留意事項として付されていた（請２）。 

ウ 上記審査において、本件埋立事業が埋立ての必要性につい

ては、普天間飛行場の周辺に学校や住宅、医療施設等が密

集しており、騒音被害等により住民生活に深刻な影響が生

じていることや、過去に同飛行場周辺で航空機の墜落事故

が発生しており、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題で

あることを前提として、①沿岸域を埋め立てて代替施設を

建設し、滑走路延長線上を海域とすることにより、航空機

が住宅地の上空を飛行することを回避しようとするもので

あることから、埋立ての動機となった土地利用が埋立てに

よらなければ充足されない、②同飛行場の移設先の確保と

いう点から、当該公有水面を廃止する価値があり、また、

今埋立てを開始しなければならない、③沿岸域を埋め立て

て滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地

の上空を飛行することが回避されることや、本件代替施設

が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワブの一部を

利用して設置されることなどから、埋立てをしようとする

場所が埋立地の用途に照らして適切な場所である、④同飛

行場の施設面積が約４．８ｋ㎡であるのに対し、本件代替

施設の面積が約２ｋ㎡であり、そのうち埋立面積が約１．

第８８号）第５条第１項に基づいて定めた、公有水面埋立

ての免許に係る審査基準により本件埋立出願に係る審査を

行い、本件埋立出願につき、公有水面埋立法第４２条第３

項において準用する同法第４条第１項の要件に適合すると

判断し、平成２５年１２月２７日付け沖縄県指令土第１３

２１号・沖縄県指令農第１７２１号により、沖縄防衛局に

対し、同法第４２条第１項に基づく承認（以下「本件埋立

承認」という。）をした（請２、７８～８０、処２８）。 

本件埋立承認に際しては、工事中の環境保全対策等につ

いて、①実施設計に基づき環境保全対策、環境監視調査及

び事後調査等につき詳細検討し、沖縄県と協議を行うこと、

②詳細検討及び対策等の実施に当たっては、各分野の専門

家及び有識者から構成される環境監視等委員会（仮称）を

設置し、助言を受けるとともに、特に、外来生物の侵入防

止対策、海生生物の保護対策の実施に万全を期すこと、③

これらの実施状況につき沖縄県及び関係市町村に報告する

ことなどが留意事項として付されていた（請２）。 

ウ 上記審査において、埋立ての必要性については、普天間飛

行場の周辺に学校や住宅、医療施設等が密集しており、騒

音被害等により住民生活に深刻な影響が生じていること

や、過去に同飛行場周辺で航空機の墜落事故が発生してお

り、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前

提として、①沿岸域を埋め立てて代替施設を建設し、滑走

路延長線上を海域とすることにより、航空機が住宅地の上

空を飛行することを回避しようとするものであることか

ら、埋立ての動機となった土地利用が埋立てによらなけれ

ば充足されない、②同飛行場の移設先の確保という点から、

当該公有水面を廃止する価値があり、また、今埋立てを開

始しなければならない、③沿岸域を埋め立てて滑走路延長

線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行

することが回避されることや、本件代替施設が既に米軍に

提供されているキャンプ・シュワブの一部を利用して設置

されることなどから、埋立てをしようとする場所が埋立地

の用途に照らして適切な場所である、④同飛行場の施設面

積が約４．８ｋ㎡であるのに対し、本件代替施設の面積が

約２ｋ㎡であり、そのうち埋立面積が約１．６ｋ㎡である
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６ｋ㎡であることなどから、埋立ての規模が適正であるな

どとされた上で、本件埋立事業が埋立ての必要性が認めら

れると判断されている（請７９）。 

エ 上記審査において、本件埋立事業が第１号要件に適合する

か否かについては、上記ウと同じく、普天間飛行場の危険

性の除去が喫緊の課題であることを前提として、①上記ウ

④と同じ理由により、埋立ての規模が適正かつ合理的であ

る、②上記ウ③と同じ理由により、埋立ての位置が適正か

つ合理的であるなどとされた上で、本件埋立事業が第１号

要件に適合すると判断されている（請７９）。 

オ 上記審査において、本件埋立事業が第２号要件に適合する

か否かについては、本件願書に添付された環境保全図書（上

記環境影響評価書）の内容が検討の対象とされた上で、①

護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用いる土砂等の性

質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投入、④埋立

てによる水面の陸地化において、現段階で採り得ると考え

られる工法、環境保全措置及び対策が講じられていること

から、環境保全に十分配慮した対策が採られている、また、

⑤埋立地の護岸の構造は、滑動、転倒及び支持力等の安定

計算が行われ、技術基準に適合している、⑥埋立区域の液

状化の有無を評価し、対策が必要な箇所では実績のある工

法により地盤改良が計画されているため、埋立地をその用

途に従って利用するのに適した地盤となるよう対策が講じ

られている、⑦水面が陸地化することによる影響につき、

現状と埋立地の存在時の異常波浪の波高変化は極めて小さ

い結果であるため、埋立地以外の護岸等への影響は生じな

いことから、災害防止に十分配慮した対策が採られている

などとされた上で、本件埋立事業が第２号要件に適合する

と判断されている（請１４、７９、８０）。 

⑹ア 前沖縄県知事は、平成２７年１０月１３日付け沖縄県達土

第２３３号・沖縄県達農第３１８９号により、審査請求人に

対し、本件埋立承認には本件埋立事業が第１号要件及び第２

号要件に適合しないにもかかわらずこれらに適合するとした

瑕疵があったとして、本件埋立承認を取り消す処分をした（請

８）。 

イ 国土交通大臣は、上記アの処分が違法であるとして、平成

６ｋ㎡であることなどから、埋立ての規模が適正であるな

どとされた上で、本件埋立事業が埋立ての必要性が認めら

れると判断されている（請７９）。 

エ 上記審査において、本件埋立事業が第１号要件に適合する

か否かについては、上記ウと同じく、普天間飛行場の危険

性の除去が喫緊の課題であることを前提として、①上記ウ

④と同じ理由により、埋立ての規模が適正かつ合理的であ

る、②上記ウ③と同じ理由により、埋立ての位置が適正か

つ合理的であるなどとされた上で、本件埋立事業が第１号

要件に適合すると判断されている（請７９）。 

オ 上記審査において、本件埋立事業が第２号要件に適合する

か否かについては、本件願書に添付された環境保全図書（上

記環境影響評価書）の内容が検討の対象とされた上で、①

護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用いる土砂等の性

質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投入、④埋立

てによる水面の陸地化において、現段階で採り得ると考え

られる工法、環境保全措置及び対策が講じられていること

から、環境保全に十分配慮した対策が採られている、また、

⑤埋立地の護岸の構造は、滑動、転倒及び支持力等の安定

計算が行われ、技術基準に適合している、⑥埋立区域の液

状化の有無を評価し、対策が必要な箇所では実績のある工

法により地盤改良が計画されているため、埋立地をその用

途に従って利用するのに適した地盤となるよう対策が講じ

られている、⑦水面が陸地化することによる影響につき、

現状と埋立地の存在時の異常波浪の波高変化は極めて小さ

い結果であるため、埋立地以外の護岸等への影響は生じな

いことから、災害防止に十分配慮した対策が採られている

などとされた上で、本件埋立事業が第２号要件に適合する

と判断されている（請１４、７９、８０）。 

⑹ア 前沖縄県知事は、平成２７年１０月１３日付け沖縄県達土

第２３３号・沖縄県達農第３１８９号により、審査請求人に

対し、本件埋立承認には本件埋立事業が第１号要件及び第２

号要件に適合しないにもかかわらずこれらに適合するとした

瑕疵があったとして、本件埋立承認を取り消す処分をした（請

８）。 

イ 国土交通大臣は、上記アの処分が違法であるとして、平成

ことなどから、埋立ての規模が適正であるなどとされた上

で、本件埋立事業が埋立ての必要性が認められると判断さ

れている（請７９）。 

エ 上記審査において、本件埋立事業が第１号要件に適合する

か否かについては、上記ウと同じく、普天間飛行場の危険

性の除去が喫緊の課題であることを前提として、①上記ウ

④と同じ理由により、埋立ての規模が適正かつ合理的であ

る、②上記ウ③と同じ理由により、埋立ての位置が適正か

つ合理的であるなどとされた上で、本件埋立事業が第１号

要件に適合すると判断されている（請７９）。 

オ 上記審査において、本件埋立事業が第２号要件に適合する

か否かについては、本件願書に添付された環境保全図書（上

記環境影響評価書）の内容が検討の対象とされた上で、①

護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用いる土砂等の性

質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投入、④埋立

てによる水面の陸地化において、現段階で採り得ると考え

られる工法、環境保全措置及び対策が講じられていること

から、環境保全に十分配慮した対策が採られている、また、

⑤埋立地の護岸の構造は、滑動、転倒及び支持力等の安定

計算が行われ、技術基準に適合している、⑥埋立区域の液

状化の有無を評価し、対策が必要な箇所では実績のある工

法により地盤改良が計画されているため、埋立地をその用

途に従って利用するのに適した地盤となるよう対策が講じ

られている、⑦水面が陸地化することによる影響につき、

現状と埋立地の存在時の異常波浪の波高変化は極めて小さ

い結果であるため、埋立地以外の護岸等への影響は生じな

いことから、災害防止に十分配慮した対策が採られている

などとされた上で、本件埋立事業が第２号要件に適合する

と判断されている（請１４、７９、８０）。 

⑹ア 前沖縄県知事は、平成２７年１０月１３日付け沖縄県達土

第２３３号・沖縄県達農第３１８９号により、沖縄防衛局に

対し、本件埋立承認には本件埋立事業が第１号要件及び第２

号要件に適合しないにもかかわらずこれらに適合するとした

瑕疵があったとして、本件埋立承認を取り消す処分をした（請

８）。 

イ 国土交通大臣は、上記アの処分が違法であるとして、平成
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２８年３月１６日付け国水政第１０２号により、地方自治

法第２４５条の７第１項に基づき、沖縄県に対し、上記ア

の処分の取消しを求める是正の指示をした（請１０）。 

 

ウ 前沖縄県知事が上記指示に不服があるとして平成２８年

３月２３日に地方自治法第２５０条の１３第１項に基づき

国地方係争処理委員会に対し審査の申出をしたこと（請１

１、１２）から、同年６月２０日付け国地委第３３号によ

り、前沖縄県知事及び国土交通大臣に通知された国地方係

争処理委員会の決定（請１２）を経て、国土交通大臣は、

同年７月２２日、前沖縄県知事が法定の期間内に同法第２

５１条の５第１項に定める上記指示の取消しを求める訴え

の提起をせず、かつ、上記アの処分を取り消さなかったこ

とから、同法第２５１条の７第１項に基づき、前沖縄県知

事が上記指示に従って上記アの処分を取り消さないことが

違法であることの確認を求める訴えを提起した（請１３、

１４）。 

エ 福岡高等裁判所那覇支部は、平成２８年９月１６日、前沖

縄県知事が上記アの処分を取り消さないことが違法である

ことを確認する判決をした（請１３）。 

オ 前沖縄県知事は、上記判決に不服があるとして、上告受理

の申立てをした。しかし、最高裁判所は、平成２８年１２

月２０日、本件埋立事業が第１号要件及び第２号要件に適

合するとした本件埋立承認に係る当時の沖縄県知事の判断

に違法又は不当があるということはできないとするなどし

て、前沖縄県知事の上告を棄却する判決をした。（請１４） 

カ 前沖縄県知事は、上記オの判決を受け、平成２８年１２月

２６日付け沖縄県達土第３１６号・沖縄県達農第３６９８

号により、審査請求人に対し、上記アの処分を取り消す処

分をした（請１５）。 

⑺ 審査請求人は、本件埋立承認の後に実施した土質調査によ

り、本件水域のうち辺野古崎の東側部分（以下「大浦湾側」

という。）の水域の海底地盤に粘性土及び中間土が堆積して

いることが判明したことを踏まえ、所要の箇所に、本件願書

に記載された設計の概要に含まれていない内容の地盤改良工

事を追加して行うことなどを決定した（請２６－１、請２６

２８年３月１６日付け国水政第１０２号により、地方自治

法第２４５条の７第１項に基づき、沖縄県に対し、上記ア

の処分の取消しを求める是正の指示をした（請１０）。 

 

ウ 前沖縄県知事が上記指示に不服があるとして平成２８年

３月２３日に地方自治法第２５０条の１３第１項に基づき

国地方係争処理委員会に対し審査の申出をしたこと（請１

１、１２）から、同年６月２０日付け国地委第３３号によ

り、前沖縄県知事及び国土交通大臣に通知された国地方係

争処理委員会の決定（請１２）を経て、国土交通大臣は、

同年７月２２日、前沖縄県知事が法定の期間内に同法第２

５１条の５第１項に定める上記指示の取消しを求める訴え

の提起をせず、かつ、上記アの処分を取り消さなかったこ

とから、同法第２５１条の７第１項に基づき、前沖縄県知

事が上記指示に従って上記アの処分を取り消さないことが

違法であることの確認を求める訴えを提起した（請１３、

１４）。 

エ 福岡高等裁判所那覇支部は、平成２８年９月１６日、前沖

縄県知事が上記アの処分を取り消さないことが違法である

ことを確認する判決をした（請１３）。 

オ 前沖縄県知事は、上記判決に不服があるとして、上告受理

の申立てをした。しかし、最高裁判所は、平成２８年１２

月２０日、本件埋立事業が第１号要件及び第２号要件に適

合するとした本件埋立承認に係る当時の沖縄県知事の判断

に違法又は不当があるということはできないとするなどし

て、前沖縄県知事の上告を棄却する判決をした。（請１４） 

カ 前沖縄県知事は、上記オの判決を受け、平成２８年１２月

２６日付け沖縄県達土第３１６号・沖縄県達農第３６９８

号により、審査請求人に対し、上記アの処分を取り消す処

分をした（請１５）。 

⑺ 審査請求人は、本件埋立承認の後に実施した土質調査によ

り、本件水域のうち辺野古崎の東側部分（以下「大浦湾側」

という。）の水域の海底地盤に粘性土及び中間土が堆積して

いることが判明したことを踏まえ、所要の箇所に、本件願書

に記載された設計の概要に含まれていない内容の地盤改良工

事を追加して行うことなどを決定した（請２６－１、請２６

２８年３月１６日付け国水政第１０２号により、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の７第１項に基

づき、沖縄県に対し、上記アの処分の取消しを求める是正

の指示をした（請１０）。 

ウ 前沖縄県知事が上記指示に不服があるとして平成２８年

３月２３日に地方自治法第２５０条の１３第１項に基づき

国地方係争処理委員会に対し審査の申出をしたこと（請１

１、１２）から、同年６月２０日付け国地委第３３号によ

り、前沖縄県知事及び国土交通大臣に通知された国地方係

争処理委員会の決定（請１２）を経て、国土交通大臣は、

同年７月２２日、前沖縄県知事が法定の期間内に同法第２

５１条の５第１項に定める上記指示の取消しを求める訴え

の提起をせず、かつ、上記アの処分を取り消さなかったこ

とから、同法第２５１条の７第１項に基づき、前沖縄県知

事が上記指示に従って上記アの処分を取り消さないことが

違法であることの確認を求める訴えを提起した（請１３、

１４）。 

エ 福岡高等裁判所那覇支部は、平成２８年９月１６日、前沖

縄県知事が上記アの処分を取り消さないことが違法である

ことを確認する判決をした（請１３）。 

オ 前沖縄県知事は、上記判決に不服があるとして、上告受理

の申立てをした。しかし、最高裁判所は、平成２８年１２

月２０日、本件埋立事業が第１号要件及び第２号要件に適

合するとした本件埋立承認に係る当時の沖縄県知事の判断

に違法又は不当があるということはできないとするなどし

て、前沖縄県知事の上告を棄却する判決をした。（請１４） 

カ 前沖縄県知事は、上記オの判決を受け、平成２８年１２月

２６日付け沖縄県達土第３１６号・沖縄県達農第３６９８

号により、沖縄防衛局に対し、上記アの処分を取り消す処

分をした（請１５）。 

⑺ 沖縄防衛局は、本件埋立承認の後に実施した土質調査によ

り、本件水域のうち辺野古崎の東側部分（以下「大浦湾側」

という。）の水域の海底地盤に粘性土及び中間土が堆積して

いることが判明したことを踏まえ、所要の箇所に、本件願書

に記載された設計の概要に含まれていない内容の地盤改良工

事を追加して行うことなどを決定した（請２６－１、請２６
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－２、請２６－５、請４２）。 

⑻ア 沖縄県副知事は、平成３０年８月３１日付け沖縄県達土第

１２５号・沖縄県達農第６４６号により、沖縄県知事の職務

代理者の委任に基づき、審査請求人に対し、上記⑺の事情に

より本件埋立事業が第１号要件及び第２号要件に適合してい

ないことなどを理由として、本件埋立承認を取り消す処分を

した（請１６）。 

イ 審査請求人は、上記アの処分に不服があるとして、平成３

０年１０月１６日付け沖防第５１１５号により、行政不服

審査法第２条及び地方自治法第２５５条の２第１項第１号

に基づき、国土交通大臣に対し、審査請求をし（請１７）、

国土交通大臣は、平成３１年４月５日付け国水政第１３号

により、上記アの処分を取り消す裁決をした（請２０）。 

 

ウ 沖縄県知事は、上記裁決に不服があるとして、平成３１年

４月２２日付けで、地方自治法第２５０条の１３第１項に

基づき、国地方係争処理委員会に対し、審査の申出をした

（請２１）。しかし、国地方係争処理委員会は、令和元年

６月１７日付け国地委第６号により、上記裁決は「国の関

与」に当たらず国地方係争処理委員会の審査の対象になら

ないとして、沖縄県知事の審査の申出を却下する決定をし

た（請２２）。 

エ 沖縄県知事は、上記ウの決定に不服があるとして、令和元

年７月１７日、地方自治法第２５１条の５第１項に基づき、

上記裁決の取消しを求める訴えを提起した。しかし、福岡

高等裁判所那覇支部は、同年１０月２３日、上記裁決は「国

の関与」から除かれる裁決等に当たり沖縄県知事の訴えは

不適法であるとして、沖縄県知事の訴えを却下する判決を

した。（請２３） 

オ 沖縄県知事は、上記エの判決に不服があるとして、上告受

理の申立てをした（請２４）。しかし、最高裁判所は、令

和２年３月２６日、公有水面埋立法第４２条第１項に基づ

く埋立ての承認は、国の機関が行政不服審査法第７条第２

項にいう「固有の資格」において相手方となるものという

ことはできないとして、沖縄県知事の上告を棄却する判決

をした（請２５）。 

－２、請２６－５、請４２）。 

⑻ア 沖縄県副知事は、平成３０年８月３１日付け沖縄県達土第

１２５号・沖縄県達農第６４６号により、沖縄県知事の職務

代理者の委任に基づき、審査請求人に対し、上記⑺の事情に

より本件埋立事業が第１号要件及び第２号要件に適合してい

ないことなどを理由として、本件埋立承認を取り消す処分を

した（請１６）。 

イ 審査請求人は、上記アの処分に不服があるとして、平成３

０年１０月１６日付け沖防第５１１５号により、行政不服

審査法第２条及び地方自治法第２５５条の２第１項第１号

に基づき、国土交通大臣に対し、審査請求をし（請１７）、

国土交通大臣は、平成３１年４月５日付け国水政第１３号

により、上記アの処分を取り消す裁決をした（請２０）。 

 

ウ 沖縄県知事は、上記裁決に不服があるとして、平成３１年

４月２２日付けで、地方自治法第２５０条の１３第１項に

基づき、国地方係争処理委員会に対し、審査の申出をした

（請２１）。しかし、国地方係争処理委員会は、令和元年

６月１７日付け国地委第６号により、上記裁決は「国の関

与」に当たらず国地方係争処理委員会の審査の対象になら

ないとして、沖縄県知事の審査の申出を却下する決定をし

た（請２２）。 

エ 沖縄県知事は、上記ウの決定に不服があるとして、令和元

年７月１７日、地方自治法第２５１条の５第１項に基づき、

上記裁決の取消しを求める訴えを提起した。しかし、福岡

高等裁判所那覇支部は、同年１０月２３日、上記裁決は「国

の関与」から除かれる裁決等に当たり沖縄県知事の訴えは

不適法であるとして、沖縄県知事の訴えを却下する判決を

した。（請２３） 

オ 沖縄県知事は、上記エの判決に不服があるとして、上告受

理の申立てをした（請２４）。しかし、最高裁判所は、令

和２年３月２６日、公有水面埋立法第４２条第１項に基づ

く埋立ての承認は、国の機関が行政不服審査法第７条第２

項にいう「固有の資格」において相手方となるものという

ことはできないとして、沖縄県知事の上告を棄却する判決

をした（請２５）。 

－２、請２６－５、請４２）。 

⑻ア 沖縄県副知事は、平成３０年８月３１日付け沖縄県達土第

１２５号・沖縄県達農第６４６号により、沖縄県知事の職務

代理者の委任に基づき、沖縄防衛局に対し、上記⑺の事情に

より本件埋立事業が第１号要件及び第２号要件に適合してい

ないことなどを理由として、本件埋立承認を取り消す処分を

した（請１６）。 

イ 沖縄防衛局は、上記アの処分に不服があるとして、平成３

０年１０月１６日付け沖防第５１１５号により、行政不服

審査法（平成２６年法律第６８号）第２条及び地方自治法

第２５５条の２第１項第１号に基づき、国土交通大臣に対

し、審査請求をし（請１７）、国土交通大臣は、平成３１

年４月５日付け国水政第１３号により、上記アの処分を取

り消す裁決をした（請２０）。 

ウ 沖縄県知事は、上記裁決に不服があるとして、平成３１年

４月２２日付けで、地方自治法第２５０条の１３第１項に

基づき、国地方係争処理委員会に対し、審査の申出をした

（請２１）。しかし、国地方係争処理委員会は、令和元年

６月１７日付け国地委第６号により、上記裁決は「国の関

与」に当たらず国地方係争処理委員会の審査の対象になら

ないとして、沖縄県知事の審査の申出を却下する決定をし

た（請２２）。 

エ 沖縄県知事は、上記ウの決定に不服があるとして、令和元

年７月１７日、地方自治法第２５１条の５第１項に基づき、

上記裁決の取消しを求める訴えを提起した。しかし、福岡

高等裁判所那覇支部は、同年１０月２３日、上記裁決は「国

の関与」から除かれる裁決等に当たり沖縄県知事の訴えは

不適法であるとして、沖縄県知事の訴えを却下する判決を

した。（請２３） 

オ 沖縄県知事は、上記エの判決に不服があるとして、上告受

理の申立てをした（請２４）。しかし、最高裁判所は、令

和２年３月２６日、公有水面埋立法第４２条第１項に基づ

く埋立ての承認は、国の機関が行政不服審査法第７条第２

項にいう「固有の資格」において相手方となるものという

ことはできないとして、沖縄県知事の上告を棄却する判決

をした（請２５）。 
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⑼ア 審査請求人は、令和２年４月２１日付け沖防第２０５６号

により、公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同

法第１３条ノ２第１項に基づき、処分庁に対し、本件変更承

認申請をした（請２６－１～請２６－９）。 

イ 上記⑸イのとおり、本件埋立承認に際しては、詳細検討及

び対策等の実施に当たっては、各分野の専門家及び有識者

から構成される環境監視等委員会（仮称）を設置し、助言

を受けるとともに、特に、外来生物の侵入防止対策、海生

生物の保護対策の実施に万全を期すことなどが留意事項と

して付されていたことから、環境保全措置及び事後調査等

に関する検討内容の合理性及び客観性を確保するため、科

学的専門的助言を行うことを目的として、普天間飛行場代

替施設建設事業に係る環境監視等委員会（以下「環境監視

等委員会」という。）が設置されている（請３６）。環境

監視等委員会は、水産学、海洋生物学、水工学、生物資源

保全学、生物学、環境技術・環境材料、環境工学、植物学、

環境保全、水理学、自然災害科学等の各分野の専門家又は

学識経験者の委員で構成されている（請３７）。 

審査請求人が本件変更承認申請をするに当たっては、令

和２年１月２０日から同年４月１０日までの間、３回にわ

たり環境監視等委員会が開催された。本件変更承認申請に

係る埋立地用途変更・設計概要変更承認申請書（以下「本

件変更承認申請書」という。）に添付された環境保全図書

は、事後調査等の計画策定、結果の評価及び環境保全措置

に関する事項についての環境監視等委員会による指導及び

助言等の内容も踏まえて作成されたものである。（請２６

－１、請２６－５、請３８～４１） 

ウ また、上記⑺のとおり、大浦湾側の水域の海底地盤に粘性

土及び中間土が堆積していることが判明したことを踏ま

え、護岸や埋立地等の設計、施工及び維持管理を合理的な

ものとするため、技術的専門的見地から客観的に提言及び

助言を行うことを目的として、普天間飛行場代替施設建設

事業に係る技術検討会（以下「技術検討会」という。）が

設置されている（請２８）。技術検討会は、土木工学、水

工学、地盤工学、構造工学、舗装工学等の各分野の専門家

又は学識経験者の委員で構成されている（請２７）。 

⑼ア 審査請求人は、令和２年４月２１日付け沖防第２０５６号

により、公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同

法第１３条ノ２第１項に基づき、処分庁に対し、本件変更承

認申請をした（請２６－１～請２６－９）。 

イ 上記⑸イのとおり、本件埋立承認に際しては、詳細検討及

び対策等の実施に当たっては、各分野の専門家及び有識者

から構成される環境監視等委員会（仮称）を設置し、助言

を受けるとともに、特に、外来生物の侵入防止対策、海生

生物の保護対策の実施に万全を期すことなどが留意事項と

して付されていたことから、環境保全措置及び事後調査等

に関する検討内容の合理性及び客観性を確保するため、科

学的専門的助言を行うことを目的として、普天間飛行場代

替施設建設事業に係る環境監視等委員会（以下「環境監視

等委員会」という。）が設置されている（請３６）。環境

監視等委員会は、水産学、海洋生物学、水工学、生物資源

保全学、生物学、環境技術・環境材料、環境工学、植物学、

環境保全、水理学、自然災害科学等の各分野の専門家又は

学識経験者の委員で構成されている（請３７）。 

審査請求人が本件変更承認申請をするに当たっては、令

和２年１月２０日から同年４月１０日までの間、３回にわ

たり環境監視等委員会が開催された。本件変更承認申請に

係る埋立地用途変更・設計概要変更承認申請書（以下「本

件変更承認申請書」という。）に添付された環境保全図書

は、事後調査等の計画策定、結果の評価及び環境保全措置

に関する事項についての環境監視等委員会による指導及び

助言等の内容も踏まえて作成されたものである。（請２６

－１、請２６－５、請３８～４１） 

ウ また、上記⑺のとおり、大浦湾側の水域の海底地盤に粘性

土及び中間土が堆積していることが判明したことを踏ま

え、護岸や埋立地等の設計、施工及び維持管理を合理的な

ものとするため、技術的専門的見地から客観的に提言及び

助言を行うことを目的として、普天間飛行場代替施設建設

事業に係る技術検討会（以下「技術検討会」という。）が

設置されている（請２８）。技術検討会は、土木工学、水

工学、地盤工学、構造工学、舗装工学等の各分野の専門家

又は学識経験者の委員で構成されている（請２７）。 

⑼ア 沖縄防衛局は、令和２年４月２１日付け沖防第２０５６号

により、公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同

法第１３条ノ２第１項に基づき、沖縄県知事に対し、本件変

更承認申請をした（請２６－１～請２６－９）。 

イ 上記⑸イのとおり、本件埋立承認に際しては、詳細検討及

び対策等の実施に当たっては、各分野の専門家及び有識者

から構成される環境監視等委員会（仮称）を設置し、助言

を受けるとともに、特に、外来生物の侵入防止対策、海生

生物の保護対策の実施に万全を期すことなどが留意事項と

して付されていたことから、環境保全措置及び事後調査等

に関する検討内容の合理性及び客観性を確保するため、科

学的専門的助言を行うことを目的として、普天間飛行場代

替施設建設事業に係る環境監視等委員会（以下「環境監視

等委員会」という。）が設置されている（請３６）。環境

監視等委員会は、水産学、海洋生物学、水工学、生物資源

保全学、生物学、環境技術・環境材料、環境工学、植物学、

環境保全、水理学、自然災害科学等の各分野の専門家又は

学識経験者の委員で構成されている（請３７）。 

沖縄防衛局が本件変更承認申請をするに当たっては、令

和２年１月２０日から同年４月１０日までの間、３回にわ

たり環境監視等委員会が開催された。本件変更承認申請に

係る埋立地用途変更・設計概要変更承認申請書（以下「本

件変更承認申請書」という。）に添付された環境保全図書

は、事後調査等の計画策定、結果の評価及び環境保全措置

に関する事項についての環境監視等委員会による指導及び

助言等の内容も踏まえて作成されたものである。（請２６

－１、請２６－５、請３８～４１） 

ウ また、上記⑺のとおり、大浦湾側の水域の海底地盤に粘性

土及び中間土が堆積していることが判明したことを踏ま

え、護岸や埋立地等の設計、施工及び維持管理を合理的な

ものとするため、技術的専門的見地から客観的に提言及び

助言を行うことを目的として、普天間飛行場代替施設建設

事業に係る技術検討会（以下「技術検討会」という。）が

設置されている（請２８）。技術検討会は、土木工学、水

工学、地盤工学、構造工学、舗装工学等の各分野の専門家

又は学識経験者の委員で構成されている（請２７）。 
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審査請求人が本件変更承認申請をするに当たっては、令

和元年９月６日から令和２年４月１日までの間、６回にわ

たり技術検討会が開催された。本件変更承認申請書は、護

岸や埋立地等の設計、施工及び維持管理に関する事項につ

いての技術検討会による提言及び助言等の内容も踏まえて

作成されたものであり、また、本件変更承認申請書に添付

された設計概要説明書も、その内容も踏まえて作成された

ものである。（請２６－１、請２６－２、請２９～３５） 

⑽ 処分庁は、沖縄県が行政手続法第５条第１項に基づいて定め

た審査基準により本件変更承認申請に係る審査を行い、令和

３年１１月２５日付け沖縄県指令土第７６７号・沖縄県指令

農第１５０２号により、審査請求人に対し、別紙２の理由に

より、本件変更不承認処分をした（請７５、７７、７８、処

２７～２９）。 

⑾ 審査請求人は、本件変更不承認処分に不服があるとして、令

和３年１２月７日付け沖防第６５２７号により、行政不服審

査法第２条及び地方自治_法第２５５条の２第１項第１号に

基づき、審査庁に対し、本件審査請求をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本件変更承認申請の概要 

⑴ 本件変更承認申請書の概要（請２６－１、請４２の４頁） 

ア 埋立地用途変更 

工程を見直して作業ヤード計画を合理化した結果、従来

作業ヤードに供するために造成することとしていた埋立地

審査請求人が本件変更承認申請をするに当たっては、令

和元年９月６日から令和２年４月１日までの間、６回にわ

たり技術検討会が開催された。本件変更承認申請書は、護

岸や埋立地等の設計、施工及び維持管理に関する事項につ

いての技術検討会による提言及び助言等の内容も踏まえて

作成されたものであり、また、本件変更承認申請書に添付

された設計概要説明書も、その内容も踏まえて作成された

ものである。（請２６－１、請２６－２、請２９～３５） 

⑽ 処分庁は、沖縄県が行政手続法第５条第１項に基づいて定め

た審査基準により本件変更承認申請に係る審査を行い、令和

３年１１月２５日付け沖縄県指令土第７６７号・沖縄県指令

農第１５０２号により、審査請求人に対し、別紙２の理由に

より、本件変更不承認処分をした（請７５、７７、７８、処

２７～２９）。 

⑾ 審査請求人は、本件変更不承認処分に不服があるとして、令

和３年１２月７日付け沖防第６５２７号により、行政不服審

査法第２条及び地方自治法第２５５条の２第１項第１号に基

づき、審査庁に対し、本件審査請求をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本件変更承認申請の概要 

⑴ 本件変更承認申請書の概要（請２６－１、請４２の４頁） 

ア 埋立地用途変更 

工程を見直して作業ヤード計画を合理化した結果、従来

作業ヤードに供するために造成することとしていた埋立地

沖縄防衛局が本件変更承認申請をするに当たっては、令

和元年９月６日から令和２年４月１日までの間、６回にわ

たり技術検討会が開催された。本件変更承認申請書は、護

岸や埋立地等の設計、施工及び維持管理に関する事項につ

いての技術検討会による提言及び助言等の内容も踏まえて

作成されたものであり、また、本件変更承認申請書に添付

された設計概要説明書も、その内容も踏まえて作成された

ものである。（請２６－１、請２６－２、請２９～３５） 

⑽ 沖縄県知事は、沖縄県が行政手続法第５条第１項に基づいて

定めた審査基準により本件変更承認申請に係る審査を行い、

令和３年１１月２５日付け沖縄県指令土第７６７号・沖縄県

指令農第１５０２号により、沖縄防衛局に対し、別紙３の理

由により、本件変更不承認処分をした（請７５、７７、７８、

処２７～２９）。 

⑾ 沖縄防衛局は、本件変更不承認処分に不服があるとして、令

和３年１２月７日付け沖防第６５２７号により、行政不服審

査法第２条及び地方自治法第２５５条の２第１項第１号に基

づき、国土交通大臣（審査庁）に対し、審査請求（水政第６

２号）をした。 

⑿ 国土交通大臣（審査庁）は、令和４年４月８日付け国水政第

６号により、下記第３章と同様の理由によって、本件変更不

承認処分を取り消す裁決をした。 

⒀ ア 国土交通大臣は、本件変更不承認処分が違法かつ不当で

あるとして、令和４年４月８日付け国水政第９号により、地

方自治法第２４５条の４第１項に基づき、沖縄県に対し、同

月２０日までに、本件変更承認申請について承認するよう勧

告した。 

イ 沖縄県知事は、上記勧告を受け、令和４年４月２０日付

け土海第５９号により、同日までに承認することに対する判

断を行うことはできない旨回答した。 

 

２ 本件変更承認申請の概要 

⑴ 本件変更承認申請書の概要（請２６－１、請４２の４頁） 

ア 埋立地用途変更 

工程を見直して作業ヤード計画を合理化した結果、従来

作業ヤードに供するために造成することとしていた埋立地
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が必要なくなったことから、埋立区域につき、名護市辺野

古地区地先の位置（地番）、面積を削除し、埋立地の用途に

つき、名護市辺野古地区地先の配置及び規模を削除した（請

２６－１の３頁）。 

イ 設計概要変更 

(ｱ) 埋立地の地盤の高さ 

本件埋立承認の後に実施した土質調査の結果を踏ま

え、地盤改良を追加したことに伴い、施行計画全体をよ

り合理的なものとなるよう検討した結果、作業ヤードに

供するために造成することとしていた名護市辺野古地区

地先の埋立地が必要なくなったことから、当該埋立地に

係る地盤の高さを削除した（請２６－１の１３頁）。 

(ｲ) 護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類

及び構造（請２６－１の５頁～８頁、１４頁、１５頁） 

Ｃ護岸につき、本件埋立承認の後に実施した土質調査

の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設計

について再検討し、合理化した結果、海底地形や地層構

成を踏まえた工区分けをするとともに、地盤改良が必要

と確認された工区に地盤改良を追加し、想定される沈下

量を考慮した天端高に変更した。 

Ａ護岸につき、本件埋立承認の後に実施した土質調査

の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設計

について再検討し、合理化した結果、海底地形や地層構

成を踏まえて工区分けをした。 

護岸（係船機能付）につき、本件埋立承認の後に実施

した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したこと

に伴い、設計について再検討し、合理化した結果、石材

の流出防止を目的とした被覆ブロックを追加した。 

中仕切岸壁及び揚土場につき、本件埋立承認の後に実

施した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したこ

とに伴い、設計について再検討するとともに、工程につ

いても合理化した結果、埋立てに用いる土砂等の揚土を

効率化するため、揚土場を追加し、また、中仕切護岸の

配置を見直し、揚土場を追加することで、中仕切岸壁が

不要となったことから、中仕切岸壁を削除した。 

(ｳ) 埋立てに関する工事の施行方法（請２６－１の１６頁、

が必要なくなったことから、埋立区域につき、名護市辺野

古地区地先の位置（地番）、面積を削除し、埋立地の用途に

つき、名護市辺野古地区地先の配置及び規模を削除した（請

２６－１の３頁）。 

イ 設計概要変更 

(ｱ) 埋立地の地盤の高さ 

本件埋立承認の後に実施した土質調査の結果を踏ま

え、地盤改良を追加したことに伴い、施行計画全体をよ

り合理的なものとなるよう検討した結果、作業ヤードに

供するために造成することとしていた名護市辺野古地区

地先の埋立地が必要なくなったことから、当該埋立地に

係る地盤の高さを削除した（請２６－１の１３頁）。 

(ｲ) 護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類

及び構造（請２６－１の５頁～８頁、１４頁、１５頁） 

Ｃ護岸につき、本件埋立承認の後に実施した土質調査

の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設計

について再検討し、合理化した結果、海底地形や地層構

成を踏まえた工区分けをするとともに、地盤改良が必要

と確認された工区に地盤改良を追加し、想定される沈下

量を考慮した天端高に変更した。 

Ａ護岸につき、本件埋立承認の後に実施した土質調査

の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設計

について再検討し、合理化した結果、海底地形や地層構

成を踏まえて工区分けをした。 

護岸（係船機能付）につき、本件埋立承認の後に実施

した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したこと

に伴い、設計について再検討し、合理化した結果、石材

の流出防止を目的とした被覆ブロックを追加した。 

中仕切岸壁及び揚土場につき、本件埋立承認の後に実

施した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したこ

とに伴い、設計について再検討するとともに、工程につ

いても合理化した結果、埋立てに用いる土砂等の揚土を

効率化するため、揚土場を追加し、また、中仕切護岸の

配置を見直し、揚土場を追加することで、中仕切岸壁が

不要となったことから、中仕切岸壁を削除した。 

(ｳ) 埋立てに関する工事の施行方法（請２６－１の１６頁、

が必要なくなったことから、埋立区域につき、名護市辺野

古地区地先の位置（地番）、面積を削除し、埋立地の用途に

つき、名護市辺野古地区地先の配置及び規模を削除した（請

２６－１の３頁）。 

イ 設計概要変更 

(ｱ) 埋立地の地盤の高さ 

本件埋立承認の後に実施した土質調査の結果を踏ま

え、地盤改良を追加したことに伴い、施行計画全体をよ

り合理的なものとなるよう検討した結果、作業ヤードに

供するために造成することとしていた名護市辺野古地区

地先の埋立地が必要なくなったことから、当該埋立地に

係る地盤の高さを削除した（請２６－１の１３頁）。 

(ｲ) 護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の種類

及び構造（請２６－１の５頁～８頁、１４頁、１５頁） 

Ｃ護岸につき、本件埋立承認の後に実施した土質調査

の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設計

について再検討し、合理化した結果、海底地形や地層構

成を踏まえた工区分けをするとともに、地盤改良が必要

と確認された工区に地盤改良を追加し、想定される沈下

量を考慮した天端高に変更した。 

Ａ護岸につき、本件埋立承認の後に実施した土質調査

の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設計

について再検討し、合理化した結果、海底地形や地層構

成を踏まえて工区分けをした。 

護岸（係船機能付）につき、本件埋立承認の後に実施

した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したこと

に伴い、設計について再検討し、合理化した結果、石材

の流出防止を目的とした被覆ブロックを追加した。 

中仕切岸壁及び揚土場につき、本件埋立承認の後に実

施した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したこ

とに伴い、設計について再検討するとともに、工程につ

いても合理化した結果、埋立てに用いる土砂等の揚土を

効率化するため、揚土場を追加し、また、中仕切護岸の

配置を見直し、揚土場を追加することで、中仕切岸壁が

不要となったことから、中仕切岸壁を削除した。 

(ｳ) 埋立てに関する工事の施行方法（請２６－１の１６頁、
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１７頁） 

埋立工法につき、本件埋立承認の後に実施した土質調

査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設

計について再検討するとともに、工法についても合理化

した結果、施行を合理化するため、一部の埋立区域につ

いて、護岸により外海と遮断する前に、濁りの拡散防止

に配慮した工法で埋立てを行うこととした。 

埋立てに関する工事の施行順序につき、本件埋立承認

の後に実施した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追

加したことに伴い、設計について再検討するとともに、

施行順序についても見直して合理化した結果、埋立工区

を見直し、合理的な施行順序により埋立てを行うことと

した。 

埋立てに用いる土砂等の種類につき、本件願書に添付

された環境保全図書において、ダム堆積土砂や浚渫土を

含む建設残土、リサイクル材等については、今後、これ

らの発生状況を踏まえながら受入れについて検討を行う

としていたため、埋立てに用いる土砂等の種類の再検討

を行った結果、公共残土やリサイクル材等を追加すると

ともに、海砂を用いないこととした。 

(ｴ) 公共施設の配置及び規模の概要（請２６－１の１２頁、

１７頁） 

上記アのとおり作業ヤードに供するため造成すること

としていた名護市辺野古地区地先の埋立地が必要なくな

った結果、仮設道路及び雨水排水を取りやめた。 

⑵ 設計概要説明書の概要（請２６－２、請４２の５頁、６頁） 

本件埋立承認の後に実施した土質調査により、地盤改良が

必要となることが明らかになったことに伴い、所要の箇所に

地盤改良を追加して行うことに加え、以下のとおり、全般に

ついて、より合理的な設計、施行方法等とすることとした（請

２６－２の１頁）。 

ア 地盤改良の追加（請２６－２の１頁） 

本件埋立事業においては、海底地盤の地盤改良を行うに

際して、海上施行が可能であることや、事業実施区域の特

殊性を考慮し、以下の工法を採用した。 

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで（Ｃ－２護岸の一部を除

１７頁） 

埋立工法につき、本件埋立承認の後に実施した土質調

査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設

計について再検討するとともに、工法についても合理化

した結果、施行を合理化するため、一部の埋立区域につ

いて、護岸により外海と遮断する前に、濁りの拡散防止

に配慮した工法で埋立てを行うこととした。 

埋立てに関する工事の施行順序につき、本件埋立承認

の後に実施した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追

加したことに伴い、設計について再検討するとともに、

施行順序についても見直して合理化した結果、埋立工区

を見直し、合理的な施行順序により埋立てを行うことと

した。 

埋立てに用いる土砂等の種類につき、本件願書に添付

された環境保全図書において、ダム堆積土砂や浚渫土を

含む建設残土、リサイクル材等については、今後、これ

らの発生状況を踏まえながら受入れについて検討を行う

としていたため、埋立てに用いる土砂等の種類の再検討

を行った結果、公共残土やリサイクル材等を追加すると

ともに、海砂を用いないこととした。 

(ｴ) 公共施設の配置及び規模の概要（請２６－１の１２頁、

１７頁） 

上記アのとおり作業ヤードに供するため造成すること

としていた名護市辺野古地区地先の埋立地が必要なくな

った結果、仮設道路及び雨水排水を取りやめた。 

⑵ 設計概要説明書の概要（請２６－２、請４２の５頁、６頁） 

本件埋立承認の後に実施した土質調査により、地盤改良が

必要となることが明らかになったことに伴い、所要の箇所に

地盤改良を追加して行うことに加え、以下のとおり、全般に

ついて、より合理的な設計、施行方法等とすることとした（請

２６－２の１頁）。 

ア 地盤改良の追加（請２６－２の１頁） 

本件埋立事業においては、海底地盤の地盤改良を行うに

際して、海上施行が可能であることや、事業実施区域の特

殊性を考慮し、以下の工法を採用した。 

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで（Ｃ－２護岸の一部を除

１７頁） 

埋立工法につき、本件埋立承認の後に実施した土質調

査の結果を踏まえ、地盤改良を追加したことに伴い、設

計について再検討するとともに、工法についても合理化

した結果、施行を合理化するため、一部の埋立区域につ

いて、護岸により外海と遮断する前に、濁りの拡散防止

に配慮した工法で埋立てを行うこととした。 

埋立てに関する工事の施行順序につき、本件埋立承認

の後に実施した土質調査の結果を踏まえ、地盤改良を追

加したことに伴い、設計について再検討するとともに、

施行順序についても見直して合理化した結果、埋立工区

を見直し、合理的な施行順序により埋立てを行うことと

した。 

埋立てに用いる土砂等の種類につき、本件願書に添付

された環境保全図書において、ダム堆積土砂や浚渫土を

含む建設残土、リサイクル材等については、今後、これ

らの発生状況を踏まえながら受入れについて検討を行う

としていたため、埋立てに用いる土砂等の種類の再検討

を行った結果、公共残土やリサイクル材等を追加すると

ともに、海砂を用いないこととした。 

(ｴ) 公共施設の配置及び規模の概要（請２６－１の１２頁、

１７頁） 

上記アのとおり作業ヤードに供するため造成すること

としていた名護市辺野古地区地先の埋立地が必要なくな

った結果、仮設道路及び雨水排水を取りやめた。 

⑵ 設計概要説明書の概要（請２６－２、請４２の５頁、６頁） 

本件埋立承認の後に実施した土質調査により、地盤改良が

必要となることが明らかになったことに伴い、所要の箇所に

地盤改良を追加して行うことに加え、以下のとおり、全般に

ついて、より合理的な設計、施行方法等とすることとした（請

２６－２の１頁）。 

ア 地盤改良の追加（請２６－２の１頁） 

本件埋立事業においては、海底地盤の地盤改良を行うに

際して、海上施行が可能であることや、事業実施区域の特

殊性を考慮し、以下の工法を採用した。 

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで（Ｃ－２護岸の一部を除
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く。）及び護岸（係船機能付）直下の地盤改良として、地盤

の安定性を確保するとともに、供用開始後の残留沈下量を

低減させることを目的として、サンドコンパクションパイ

ル（ＳＣＰ）工法を追加した。サンドコンパクションパイ

ル（ＳＣＰ）工法は、地盤改良の工法として、一般的で施

工実績が豊富であり、沖縄県内においても施工実績があり、

また、例えば東京国際空港や関西国際空港において施工実

績がある（請３２資料７５頁、請３８資料３－１の２頁、

議事録６頁、請４２の１頁）。 

埋立地内の地盤改良として、供用開始後の残留沈下量を

低減させることを目的として、海上施行における地盤改良

の施工実績が豊富であり、沖縄県内においても施工実績が

あるサンドドレーン（ＳＤ）工法を追加した（請３２資料

７５頁、請３８資料３－１の３頁）。 

埋立地内の水深が浅い範囲の地盤改良として、残留沈下

量を低減させることを目的として、陸上施行が可能な箇所

については、沖縄県内においても施工実績があるペーパー

ドレーン（ＰＤ）工法を、陸上施行が困難な箇所について

は、浚渫により作業船の喫水を確保することとした上で、

サンドドレーン（ＳＤ）工法を追加した（請３８資料３－

１の４頁）。 

イ 護岸の設計及び施行の合理化について（請２６－２の１

頁、２頁） 

(ｱ) Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付） 

これらの護岸の設計工区の設定につき、護岸法線の形

状、護岸法線位置における海底地形及び地層構成を基に

工区を再検討した。 

設計につき、地盤改良により生じる盛り上がり土につ

いても地盤改良して活用することとし、設計波高を再設

定したことなどにより、各ケーソンの断面を小さくする

ことが可能となった。また、想定した沈下量に応じ、ケ

ーソン又は基礎捨石（マウンド）の天端高を上げ越しし

た。 

施行につき、一函当たりの長さを長くすることができ

るハイブリッドケーソン（鋼板とコンクリートの合成構

造であるケーソン）を適切に割り付け、その他をＲＣケ

く。）及び護岸（係船機能付）直下の地盤改良として、地盤

の安定性を確保するとともに、供用開始後の残留沈下量を

低減させることを目的として、サンドコンパクションパイ

ル（ＳＣＰ）工法を追加した。サンドコンパクションパイ

ル（ＳＣＰ）工法は、地盤改良の工法として、一般的で施

工実績が豊富であり、沖縄県内においても施工実績があり、

また、例えば東京国際空港や関西国際空港において施工実

績がある（請３２資料７５頁、請３８資料３－１の２頁、

議事録６頁、請４２の１頁）。 

埋立地内の地盤改良として、供用開始後の残留沈下量を

低減させることを目的として、海上施行における地盤改良

の施工実績が豊富であり、沖縄県内においても施工実績が

あるサンドドレーン（ＳＤ）工法を追加した（請３２資料

７５頁、請３８資料３－１の３頁）。 

埋立地内の水深が浅い範囲の地盤改良として、残留沈下

量を低減させることを目的として、陸上施行が可能な箇所

については、沖縄県内においても施工実績があるペーパー

ドレーン（ＰＤ）工法を、陸上施行が困難な箇所について

は、浚渫により作業船の喫水を確保することとした上で、

サンドドレーン（ＳＤ）工法を追加した（請３８資料３－

１の４頁）。 

イ 護岸の設計及び施行の合理化について（請２６－２の１

頁、２頁） 

(ｱ) Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付） 

これらの護岸の設計工区の設定につき、護岸法線の形

状、護岸法線位置における海底地形及び地層構成を基に

工区を再検討した。 

設計につき、地盤改良により生じる盛り上がり土につ

いても地盤改良して活用することとし、設計波高を再設

定したことなどにより、各ケーソンの断面を小さくする

ことが可能となった。また、想定した沈下量に応じ、ケ

ーソン又は基礎捨石（マウンド）の天端高を上げ越しし

た。 

施行につき、一函当たりの長さを長くすることができ

るハイブリッドケーソン（鋼板とコンクリートの合成構

造であるケーソン）を適切に割り付け、その他をＲＣケ

く。）及び護岸（係船機能付）直下の地盤改良として、地盤

の安定性を確保するとともに、供用開始後の残留沈下量を

低減させることを目的として、サンドコンパクションパイ

ル（ＳＣＰ）工法を追加した。サンドコンパクションパイ

ル（ＳＣＰ）工法は、地盤改良の工法として、一般的で施

工実績が豊富であり、沖縄県内においても施工実績があり、

また、例えば東京国際空港や関西国際空港において施工実

績がある（請３２資料７５頁、請３８資料３－１の２頁、

議事録６頁、請４２の１頁）。 

埋立地内の地盤改良として、供用開始後の残留沈下量を

低減させることを目的として、海上施行における地盤改良

の施工実績が豊富であり、沖縄県内においても施工実績が

あるサンドドレーン（ＳＤ）工法を追加した（請３２資料

７５頁、請３８資料３－１の３頁）。 

埋立地内の水深が浅い範囲の地盤改良として、残留沈下

量を低減させることを目的として、陸上施行が可能な箇所

については、沖縄県内においても施工実績があるペーパー

ドレーン（ＰＤ）工法を、陸上施行が困難な箇所について

は、浚渫により作業船の喫水を確保することとした上で、

サンドドレーン（ＳＤ）工法を追加した（請３８資料３－

１の４頁）。 

イ 護岸の設計及び施行の合理化について（請２６－２の１

頁、２頁） 

(ｱ) Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付） 

これらの護岸の設計工区の設定につき、護岸法線の形

状、護岸法線位置における海底地形及び地層構成を基に

工区を再検討した。 

設計につき、地盤改良により生じる盛り上がり土につ

いても地盤改良して活用することとし、設計波高を再設

定したことなどにより、各ケーソンの断面を小さくする

ことが可能となった。また、想定した沈下量に応じ、ケ

ーソン又は基礎捨石（マウンド）の天端高を上げ越しし

た。 

施行につき、一函当たりの長さを長くすることができ

るハイブリッドケーソン（鋼板とコンクリートの合成構

造であるケーソン）を適切に割り付け、その他をＲＣケ
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ーソン（鉄筋コンクリート製のケーソン）として据付回

数を少なくし、工期を短縮することとした。 

(ｲ) Ａ護岸 

Ａ護岸の設計工区の設定につき、護岸法線の形状、護

岸法線位置における海底地形及び地層構成に応じて設計

工区を再検討した。 

施行につき、騒音及び振動が小さく、濁りの発生も抑

制可能であり、かつ、施行日数が短いウォータージェッ

ト併用バイブロハンマ工法を採用した。 

ウ 埋立工事の合理化について（請２６－２の２頁、３頁） 

(ｱ 外周護岸の概成前の埋立て 

以下のとおり、外周護岸（Ｃ護岸）概成前に埋立てを

進めて工期を短縮することとした。 

ａ 地盤改良に影響を与えない位置に中仕切護岸を築造

し、陸側の埋立区域を外海と遮断して埋立てを行うこ

ととした。 

ｂ 大浦湾側の水深が深い区域について、外周護岸概成前

に、汚濁拡散防止効果のある砂撒船（トレミー方式）

による埋立てを行うこととした。 

(ｲ) 揚土場の設置 

中仕切護岸Ｎ－１及びＮ－２の先端に揚土場を築造

し、揚土能力の高い作業船等から継続的に揚土を行って

揚土量を確保することとした。 

(ｳ 埋立土砂等の仮置き 

外周護岸概成後の埋立ての工期を短縮するため、当該

埋立てに使う埋立土砂等について、埋立てが最も早く完

了する埋立区域に運搬し、仮置きすることとした。 

(ｴ) 埋立工法 

海上からの埋立ては、リクレーマ船及びフローティン

グベルトコンベア等の揚土能力の高い作業船等を用いる

こととした。 

エ 斜路の変更（請２６－２の３頁） 

斜路の向きなどを変更することとした。 

オ その他（請２６－２の３頁、４頁） 

埋立土砂等の変更につき、埋立土砂等として、浚渫によ

って生じる浚渫土砂を追加するほか、沖縄県内で行われる

ーソン（鉄筋コンクリート製のケーソン）として据付回

数を少なくし、工期を短縮することとした。 

(ｲ) Ａ護岸 

Ａ護岸の設計工区の設定につき、護岸法線の形状、護

岸法線位置における海底地形及び地層構成に応じて設計

工区を再検討した。 

施行につき、騒音及び振動が小さく、濁りの発生も抑

制可能であり、かつ、施行日数が短いウォータージェッ

ト併用バイブロハンマ工法を採用した。 

ウ 埋立工事の合理化について（請２６－２の２頁、３頁） 

(ｱ) 外周護岸の概成前の埋立て 

以下のとおり、外周護岸（Ｃ護岸）概成前に埋立てを

進めて工期を短縮することとした。 

ａ 地盤改良に影響を与えない位置に中仕切護岸を築造

し、陸側の埋立区域を外海と遮断して埋立てを行うこ

ととした。 

ｂ 大浦湾側の水深が深い区域について、外周護岸概成前

に、汚濁拡散防止効果のある砂撒船（トレミー方式）

による埋立てを行うこととした。 

(ｲ) 揚土場の設置 

中仕切護岸Ｎ－１及びＮ－２の先端に揚土場を築造

し、揚土能力の高い作業船等から継続的に揚土を行って

揚土量を確保することとした。 

(ｳ) 埋立土砂等の仮置き 

外周護岸概成後の埋立ての工期を短縮するため、当該

埋立てに使う埋立土砂等について、埋立てが最も早く完

了する埋立区域に運搬し、仮置きすることとした。 

(ｴ) 埋立工法 

海上からの埋立ては、リクレーマ船及びフローティン

グベルトコンベア等の揚土能力の高い作業船等を用いる

こととした。 

エ 斜路の変更（請２６－２の３頁） 

斜路の向きなどを変更することとした。 

オ その他（請２６－２の３頁、４頁） 

埋立土砂等の変更につき、埋立土砂等として、浚渫によ

って生じる浚渫土砂を追加するほか、沖縄県内で行われる

ーソン（鉄筋コンクリート製のケーソン）として据付回

数を少なくし、工期を短縮することとした。 

(ｲ) Ａ護岸 

Ａ護岸の設計工区の設定につき、護岸法線の形状、護

岸法線位置における海底地形及び地層構成に応じて設計

工区を再検討した。 

施行につき、騒音及び振動が小さく、濁りの発生も抑

制可能であり、かつ、施行日数が短いウォータージェッ

ト併用バイブロハンマ工法を採用した。 

ウ 埋立工事の合理化について（請２６－２の２頁、３頁） 

(ｱ) 外周護岸の概成前の埋立て 

以下のとおり、外周護岸（Ｃ護岸）概成前に埋立てを

進めて工期を短縮することとした。 

ａ 地盤改良に影響を与えない位置に中仕切護岸を築造

し、陸側の埋立区域を外海と遮断して埋立てを行うこ

ととした。 

ｂ 大浦湾側の水深が深い区域について、外周護岸概成前

に、汚濁拡散防止効果のある砂撒船（トレミー方式）

による埋立てを行うこととした。 

(ｲ) 揚土場の設置 

中仕切護岸Ｎ－１及びＮ－２の先端に揚土場を築造

し、揚土能力の高い作業船等から継続的に揚土を行って

揚土量を確保することとした。 

(ｳ) 埋立土砂等の仮置き 

外周護岸概成後の埋立ての工期を短縮するため、当該

埋立てに使う埋立土砂等について、埋立てが最も早く完

了する埋立区域に運搬し、仮置きすることとした。 

(ｴ) 埋立工法 

海上からの埋立ては、リクレーマ船及びフローティン

グベルトコンベア等の揚土能力の高い作業船等を用いる

こととした。 

エ 斜路の変更（請２６－２の３頁） 

斜路の向きなどを変更することとした。 

オ その他（請２６－２の３頁、４頁） 

埋立土砂等の変更につき、埋立土砂等として、浚渫によ

って生じる浚渫土砂を追加するほか、沖縄県内で行われる
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公共工事によって発生した公共残土及び沖縄県リサイクル

資材評価認定制度により認定されたリサイクル材を必要に

応じて用いることとした。他方で、海砂は埋立材としては

用いないこととした。 

名護市辺野古地区地先の埋立てを取りやめた。 

斜路の向きなどの変更により、埋立区域の面積が縮小と
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本件願書に添付された資金計画書からの増額の主な要因
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の工事計画の内容（請２６－５第１章１．２）を踏まえた

上で、設計概要変更に伴って影響を受ける可能性のある環

境要素を変更前（本件願書に添付された環境保全図書にお

ける計画や環境影響の予測及び評価の内容をいう。以下⑷

において同じ。）の項目構成に準じて選定した（請２６－５

の１－２２９頁）。 

予測及び評価項目は、設計概要変更に伴う影響要因と環

境要素との関連性について検討を行い、影響要因により影

響を受ける可能性のある環境要素の具体的な項目を選定し

た（請２６－５の１－２３０頁～１－２３６頁）。 
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り（海域）、地下水の水質、水象、地形及び地質、塩害、海

域生物（サンゴ類、海藻草類及びジュゴンを含む。）、陸域

動物、陸域植物、海域生態系、陸域生態系、景観、人と自

然との触れ合いの活動の場、歴史的文化的環境並びに廃棄

物等）に関して、変更前と変更後（本件変更承認申請にお

公共工事によって発生した公共残土及び沖縄県リサイクル
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ける計画や環境影響の予測及び評価の内容をいう。以下⑷

において同じ。）における環境への影響を比較検討し、環境

要素によっては数値シミュレーション等により変更後にお

ける影響の程度（範囲）を定量的に明らかにし、変更前と

の更に詳細な比較検討を行った（請２６－５の１－２３０

頁、１－２３７頁～１－２３９頁、請３８資料３－２の４

頁）。環境影響を予測する項目、地域、地点及び手法は、基

本的に変更前の環境保全図書と同じ考え方によることと

し、環境負荷の算定方法や数値シミュレーションの方法、

その計算条件等についても、変更前の環境保全図書におけ

る設定値や予測モデルを用いて行った。ただし、環境影響

の予測において、参照している基準等が更新（改訂）され

ている場合には、最新の情報を踏まえて予測を行うことと

した。（請２６－５の１－２３７頁～１－２３９頁、請３８

資料３－２の４頁） 

イ 大気質（請２６－５第２章２．１）から廃棄物等（請２６

－５第２章２．２２）まで 

上記アの大気質から廃棄物等までの環境要素に関し、変

更前と変更後における環境への影響を比較検討し、環境要

素によっては数値シミュレーション等により変更後におけ

る影響の程度（範囲）を定量的に明らかにし、変更前との

更に詳細な比較検討を行うなどして予測及び評価を行っ

た。 

ウ 環境保全措置（請２６－５第３章） 

変更後も、変更前と同様に、環境監視等委員会の指導及

び助言を得つつ、影響要因に変更が生じる環境要素ごとに、

環境保全措置を講ずることとした。 

エ 事後調査（請２６－５第４章） 

変更後における環境影響は、いずれの項目についても変

更前と同程度又はそれ以下であること、変更後も環境保全

措置を講じていくことから、変更後の事後調査及び環境監

視調査についても、引き続き、変更前と同様の方針に従っ

て実施していくこととした。 

オ 環境影響の予測及び評価のまとめ（請２６－５第５章） 

設計概要変更において変更が生じる環境影響要因を抽出

し、それに伴って影響を受ける可能性のある環境要素と具

ける計画や環境影響の予測及び評価の内容をいう。以下⑷

において同じ。）における環境への影響を比較検討し、環境

要素によっては数値シミュレーション等により変更後にお

ける影響の程度（範囲）を定量的に明らかにし、変更前と

の更に詳細な比較検討を行った（請２６－５の１－２３０

頁、１－２３７頁～１－２３９頁、請３８資料３－２の４

頁）。環境影響を予測する項目、地域、地点及び手法は、基

本的に変更前の環境保全図書と同じ考え方によることと

し、環境負荷の算定方法や数値シミュレーションの方法、

その計算条件等についても、変更前の環境保全図書におけ

る設定値や予測モデルを用いて行った。ただし、環境影響

の予測において、参照している基準等が更新（改訂）され

ている場合には、最新の情報を踏まえて予測を行うことと
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体的な項目を選定して、変更前後の環境影響の程度を比較

するなどして各項目についての予測及び評価を行った。 

その結果、設計概要変更が環境に及ぼす影響の程度は、

いずれの項目についても変更前と比べて同程度又はそれ以

下と考えられた。したがって、変更後における環境影響は

変更前における予測の結果及び評価と変わらず、変更前と

同様の環境保全措置を講ずることで、環境保全への配慮は

適正にされ、環境保全の基準又は目標との整合性も図られ

ると評価した。 

⑸ 埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図

書の概要（請２６－７、請４２の９頁、１０頁） 

ア 採取場所 

岩ズリ 沖縄県内又は九州地方 

山土 キャンプ・シュワブ既存陸上部の整地及び辺野古ダ

ム周辺 

浚渫土砂 本件埋立事業の施行区域 

公共残土 沖縄県内 

リサイクル材 沖縄県内 

イ 採取量 

採取量 調達可能量 

岩ズリ 約１６８９万９０００㎥ 約４４７６万３０００

㎥ 

※ 県内の調達可能量 

山土 約３０４万７０００㎥ 約３０４万７０００㎥ 

浚渫土砂 約２３万㎥ 約２３万㎥ 

公共残土 必要に応じ調達可能な分量を調達して用いる。 

リサイクル材 必要に応じ調達可能な分量を調達して用

いる。 

体的な項目を選定して、変更前後の環境影響の程度を比較

するなどして各項目についての予測及び評価を行った。 
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変更前における予測の結果及び評価と変わらず、変更前と

同様の環境保全措置を講ずることで、環境保全への配慮は

適正にされ、環境保全の基準又は目標との整合性も図られ

ると評価した。 

⑸ 埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図

書の概要（請２６－７、請４２の９頁、１０頁） 

ア 採取場所 

岩ズリ 沖縄県内又は九州地方 

山土 キャンプ・シュワブ既存陸上部の整地及び辺野古ダ

ム周辺 

浚渫土砂 本件埋立事業の施行区域 

公共残土 沖縄県内 

リサイクル材 沖縄県内 

イ 採取量 

採取量 調達可能量 

岩ズリ 約１６８９万９０００㎥ 約４４７６万３０００

㎥ 

※ 県内の調達可能量 

山土 約３０４万７０００㎥ 約３０４万７０００㎥ 

浚渫土砂 約２３万㎥ 約２３万㎥ 

公共残土 必要に応じ調達可能な分量を調達して用いる。 

リサイクル材 必要に応じ調達可能な分量を調達して用

いる。 

体的な項目を選定して、変更前後の環境影響の程度を比較

するなどして各項目についての予測及び評価を行った。 

その結果、設計概要変更が環境に及ぼす影響の程度は、

いずれの項目についても変更前と比べて同程度又はそれ以

下と考えられた。したがって、変更後における環境影響は

変更前における予測の結果及び評価と変わらず、変更前と

同様の環境保全措置を講ずることで、環境保全への配慮は

適正にされ、環境保全の基準又は目標との整合性も図られ

ると評価した。 

⑸ 埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図

書の概要（請２６－７、請４２の９頁、１０頁） 

ア 採取場所 

岩ズリ 沖縄県内又は九州地方 

山土 キャンプ・シュワブ既存陸上部の整地及び辺野古ダ

ム周辺 

浚渫土砂 本件埋立事業の施行区域 

公共残土 沖縄県内 

リサイクル材 沖縄県内 

イ 採取量 

採取量 調達可能量 

岩ズリ 約１６８９万９０００㎥ 約４４７６万３０００

㎥ 

※ 県内の調達可能量 

山土 約３０４万７０００㎥ 約３０４万７０００㎥ 

浚渫土砂 約２３万㎥ 約２３万㎥ 

公共残土 必要に応じ調達可能な分量を調達して用いる。 

リサイクル材 必要に応じ調達可能な分量を調達して用

いる。 

第２章 審理関係人の主張の要旨 

別紙３（審査請求人の主張の要旨）及び別紙４（処分庁の主張の

要旨）のとおり 

審理関係人の主張の要旨 

別紙３（審査請求人の主張の要旨）及び別紙４（処分庁の主張の

要旨）のとおり 

第２章 沖縄防衛局及び沖縄県知事の主張の要旨 

別紙４（沖縄防衛局の主張の要旨）及び別紙５（沖縄県知事の主

張の要旨）のとおり 

第３章 理由 

第１ 公有水面埋立法第４条第１項第１号の「国土利用上適正且合

理的ナルコト」という要件について 

１ 公有水面埋立法は、第４２条第３項において、国が行う埋立て

に関し、埋立地の用途及び設計の概要の変更については第１３

理由 

第１ 公有水面埋立法第４条第１項第１号の「国土利用上適正且合

理的ナルコト」という要件について 

１ 公有水面埋立法は、第４２条第３項において、国が行う埋立て

に関し、埋立地の用途及び設計の概要の変更については第１３

第３章 理由 

第１ 公有水面埋立法第４条第１項第１号の「国土利用上適正且合

理的ナルコト」という要件について 

１ 公有水面埋立法は、第４２条第３項において、国が行う埋立て

に関し、埋立地の用途及び設計の概要の変更については第１３
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条ノ２を準用するとともに、当該事業を施行する官庁が都道府

県知事から承認を受けるべきことを定め、その承認に関する要

件が同条第１項及び同条第２項において準用する同法第４条第

１項（以下、国が行う埋立てに関する変更の承認を前提とする

が、同法第４２条第３項及び第１３条ノ２の引用を省略するこ

とがある。）により定められているところ、同法第４条第１項第

１号は、同要件として、「国土利用上適正且合理的ナルコト」

という要件（第１号要件）を定めている。 

２⑴ 処分庁は、以下のとおり指摘し、本件変更承認申請について

は、軟弱地盤が確認されたことを踏まえ、設計概要変更が行わ

れているが、災害防止に十分配慮した検討が実施されていない

ことから、「埋立ての位置」について、合理性があるとは認めら

れず、第１号要件を充足しないと指摘している（別紙２（請７

５）第２の３）。なお、処分庁は、第１号要件との関係でも、埋

立ての必要性に関する事項を指摘しているが、この指摘につい

ては下記第３において埋立ての必要性との関係で検討する。 

 

⑵ア まず、処分庁は、埋立区域の地盤の実際の土層及び土質は、

本件願書に添付された設計概要説明書の記載等と全く異な

り、規模的に前例がないような大規模な地盤改良工事とこ

れに伴う構造物の設計変更等の抜本的な埋立工事の内容の

変更が必要となり、工期が著しく長期化し、また、技術的

にも前例がないような工事が必要となり、工事の確実性が

認められず、上記設計概要説明書の工程表のとおりに着工

から５年で本件埋立事業を確実に完成させ、「普天間飛行場

の代替施設を一日でも早く完成させ」る、「普天間飛行場の

危険性を早期に除去する」等の埋立ての目的を達成するこ

とについては、不確実性が大きいことが明らかとなったた

め、「埋立ての位置」について、合理性があるとは認められ

ないと指摘している（別紙２（請７５）第２の３及び４⑷

エ）。 

イ しかし、第１章第３の２⑵アのとおり、サンドコンパクシ

ョンパイル（ＳＣＰ）工法、サンドドレーン（ＳＤ）工法

及びペーパードレーン（ＰＤ）工法は、地盤改良の工法と

して、施工実績が豊富であり、沖縄県内においても施工実

績がある。 

条ノ２を準用するとともに、当該事業を施行する官庁が都道府

県知事から承認を受けるべきことを定め、その承認に関する要

件が同条第１項及び同条第２項において準用する同法第４条第

１項（以下、国が行う埋立てに関する変更の承認を前提とする

が、同法第４２条第３項及び第１３条ノ２の引用を省略するこ

とがある。）により定められているところ、同法第４条第１項第

１号は、同要件として、「国土利用上適正且合理的ナルコト」と

いう要件（第１号要件）を定めている。 

２⑴ 処分庁は、以下のとおり指摘し、本件変更承認申請について

は、軟弱地盤が確認されたことを踏まえ、設計概要変更が行わ

れているが、災害防止に十分配慮した検討が実施されていない

ことから、「埋立ての位置」について、合理性があるとは認めら

れず、第１号要件を充足しないと指摘している（別紙２（請７

５）第２の３）。なお、処分庁は、第１号要件との関係でも、埋

立ての必要性に関する事項を指摘しているが、この指摘につい

ては下記第３において埋立ての必要性との関係で検討する。 

 

⑵ア まず、処分庁は、埋立区域の地盤の実際の土層及び土質は、

本件願書に添付された設計概要説明書の記載等と全く異な

り、規模的に前例がないような大規模な地盤改良工事とこ

れに伴う構造物の設計変更等の抜本的な埋立工事の内容の

変更が必要となり、工期が著しく長期化し、また、技術的

にも前例がないような工事が必要となり、工事の確実性が

認められず、上記設計概要説明書の工程表のとおりに着工

から５年で本件埋立事業を確実に完成させ、「普天間飛行場

の代替施設を一日でも早く完成させ」る、「普天間飛行場の

危険性を早期に除去する」等の埋立ての目的を達成するこ

とについては、不確実性が大きいことが明らかとなったた

め、「埋立ての位置」について、合理性があるとは認められ

ないと指摘している（別紙２（請７５）第２の３及び４⑷

エ）。 

イ しかし、事案の概要第３の２⑵アのとおり、サンドコンパ

クションパイル（ＳＣＰ）工法、サンドドレーン（ＳＤ）

工法及びペーパードレーン（ＰＤ）工法は、地盤改良の工

法として、施工実績が豊富であり、沖縄県内においても施

工実績がある。 

条ノ２を準用するとともに、当該事業を施行する官庁が都道府

県知事から承認を受けるべきことを定め、その承認に関する要

件が同条第１項及び同条第２項において準用する同法第４条第

１項（以下、国が行う埋立てに関する変更の承認を前提とする

が、同法第４２条第３項及び第１３条ノ２の引用を省略するこ

とがある。）により定められているところ、同法第４条第１項第

１号は、同要件として、「国土利用上適正且合理的ナルコト」と

いう要件（第１号要件）を定めている。 

２⑴ 沖縄県知事は、以下のとおり指摘し、本件変更承認申請につ

いては、軟弱地盤が確認されたことを踏まえ、設計概要変更が

行われているが、災害防止に十分配慮した検討が実施されてい

ないことから、「埋立ての位置」について、合理性があるとは認

められず、第１号要件を充足しないと指摘している（別紙３（請

７５）第２の３）。なお、沖縄県知事は、第１号要件との関係で

も、埋立ての必要性に関する事項を指摘しているが、この指摘

については下記第３において埋立ての必要性との関係で検討す

る。 

⑵ア まず、沖縄県知事は、埋立区域の地盤の実際の土層及び土

質は、本件願書に添付された設計概要説明書の記載等と全

く異なり、規模的に前例がないような大規模な地盤改良工

事とこれに伴う構造物の設計変更等の抜本的な埋立工事の

内容の変更が必要となり、工期が著しく長期化し、また、

技術的にも前例がないような工事が必要となり、工事の確

実性が認められず、上記設計概要説明書の工程表のとおり

に着工から５年で本件埋立事業を確実に完成させ、「普天間

飛行場の代替施設を一日でも早く完成させ」る、「普天間飛

行場の危険性を早期に除去する」等の埋立ての目的を達成

することについては、不確実性が大きいことが明らかとな

ったため、「埋立ての位置」について、合理性があるとは認

められないと指摘している（別紙３（請７５）第２の３及

び４⑷エ）。 

イ しかし、第１章第３の２⑵アのとおり、サンドコンパクシ

ョンパイル（ＳＣＰ）工法、サンドドレーン（ＳＤ）工法

及びペーパードレーン（ＰＤ）工法は、地盤改良の工法と

して、施工実績が豊富であり、沖縄県内においても施工実

績がある。 
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そして、例えば、東京国際空港再拡張事業（ＳＣＰ工法

約７万本、ＳＤ工法約１８万本）や、関西国際空港第Ⅰ期

事業（ＳＣＰ工法約２．６万本、ＳＤ工法約９６万本、Ｐ

ＢＤ（プラスチックボードドレーン）工法約３．８万本）、

同第Ⅱ期事業（ＳＣＰ工法約１．８千本、ＳＤ工法約１１

７．８万本）、神戸港ＰＩ（Ⅱ期）地区国際海上コンテナタ

ーミナル整備事業等（ＳＣＰ工法約１．８万本）などにお

いては、本件埋立事業（ＳＣＰ工法約１．６万本、ＳＤ工

法約３．１万本、ＰＤ工法約２．４万本）において予定し

ている地盤改良の各工法による砂杭等の本数よりも、各工

法で比較して多くの本数の砂杭等を打設して地盤改良が行

われている（請１０７、１６０）。 

また、本件埋立事業においては、最大でＣ．Ｄ．Ｌ．－

７０ｍまで地盤改良が行われる（請３０資料２の１４頁、

１５頁、２９頁、３２頁、１５２頁～１６２頁、請３１資

料６７頁、１９７頁～２０４頁）が、サンドコンパクショ

ンパイル（ＳＣＰ）工法については、Ｃ．Ｄ．Ｌ．－５０

ｍ以深の施工実績は多くあり、さらに、国内においてはＣ．

Ｄ．Ｌ．－６５ｍまで、海外においてはＣ．Ｄ．Ｌ．－７

０ｍまでの施工実績がある（請３１の８４頁、請５５添付

資料４）。なお、地盤改良工事においては、改良地盤の下部

に未改良地盤が残されることもある（請２０の１０頁、請

１０７）。処分庁も、安定性能照査基準を満足していれば、

未改良地盤が残ることに設計上問題があるとはいえないと

していた（別紙２（請７５別紙）１２頁。なお、処１０、

３４の２頁、３頁）。 

ウ 以上によれば、本件埋立事業における地盤改良は、規模的

に前例がないものということはできず、また、技術的に確

実性が認められないものということもできないから、処分

庁の上記アの指摘は理由がない。 

⑶ア 次に、処分庁は、本件代替施設の安定的な運用を図る上で、

Ｃ－１－１－１工区のＢ－２７地点付近の地盤条件の設定

が災害防止に関して最も重要であり、また、軟弱地盤の最

深部が位置するにもかかわらず、Ｂ－２７地点について、

力学試験を行わず、約１５０ｍ離れたＳ－３地点、約３０

０ｍ離れたＳ－２０地点及び約７５０ｍ離れたＢ－５８地

そして、例えば、東京国際空港再拡張事業（ＳＣＰ工法

約７万本、ＳＤ工法約１８万本）や、関西国際空港第Ⅰ期

事業（ＳＣＰ工法約２．６万本、ＳＤ工法約９６万本、Ｐ

ＢＤ（プラスチックボードドレーン）工法約３．８万本）、

同第Ⅱ期事業（ＳＣＰ工法約１．８千本、ＳＤ工法約１１

７．８万本）、神戸港ＰＩ（Ⅱ期）地区国際海上コンテナタ

ーミナル整備事業等（ＳＣＰ工法約１．８万本）などにお

いては、本件埋立事業（ＳＣＰ工法約１．６万本、ＳＤ工

法約３．１万本、ＰＤ工法約２．４万本）において予定し

ている地盤改良の各工法による砂杭等の本数よりも、各工

法で比較して多くの本数の砂杭等を打設して地盤改良が行

われている（請１０７、１６０）。 

また、本件埋立事業においては、最大でＣ．Ｄ．Ｌ．－

７０ｍまで地盤改良が行われる（請３０資料２の１４頁、

１５頁、２９頁、３２頁、１５２頁～１６２頁、請３１資

料６７頁、１９７頁～２０４頁）が、サンドコンパクショ

ンパイル（ＳＣＰ）工法については、Ｃ．Ｄ．Ｌ．－５０

ｍ以深の施工実績は多くあり、さらに、国内においてはＣ．

Ｄ．Ｌ．－６５ｍまで、海外においてはＣ．Ｄ．Ｌ．－７

０ｍまでの施工実績がある（請３１の８４頁、請５５添付

資料４）。なお、地盤改良工事においては、改良地盤の下部

に未改良地盤が残されることもある（請２０の１０頁、請

１０７）。処分庁も、安定性能照査基準を満足していれば、

未改良地盤が残ることに設計上問題があるとはいえないと

していた（別紙２（請７５別紙）１２頁。なお、処１０、

３４の２頁、３頁）。 

ウ 以上によれば、本件埋立事業における地盤改良は、規模的

に前例がないものということはできず、また、技術的に確

実性が認められないものということもできないから、処分

庁の上記アの指摘は理由がない。 

⑶ア 次に、処分庁は、本件代替施設の安定的な運用を図る上で、

Ｃ－１－１－１工区のＢ－２７地点付近の地盤条件の設定

が災害防止に関して最も重要であり、また、軟弱地盤の最

深部が位置するにもかかわらず、Ｂ－２７地点について、

力学試験を行わず、約１５０ｍ離れたＳ－３地点、約３０

０ｍ離れたＳ－２０地点及び約７５０ｍ離れたＢ－５８地

そして、例えば、東京国際空港再拡張事業（ＳＣＰ工法

約７万本、ＳＤ工法約１８万本）や、関西国際空港第Ⅰ期

事業（ＳＣＰ工法約２．６万本、ＳＤ工法約９６万本、Ｐ

ＢＤ（プラスチックボードドレーン）工法約３．８万本）、

同第Ⅱ期事業（ＳＣＰ工法約１．８千本、ＳＤ工法約１１

７．８万本）、神戸港ＰＩ（Ⅱ期）地区国際海上コンテナタ

ーミナル整備事業等（ＳＣＰ工法約１．８万本）などにお

いては、本件埋立事業（ＳＣＰ工法約１．６万本、ＳＤ工

法約３．１万本、ＰＤ工法約２．４万本）において予定し

ている地盤改良の各工法による砂杭等の本数よりも、各工

法で比較して多くの本数の砂杭等を打設して地盤改良が行

われている（請１０７、１６０）。 

また、本件埋立事業においては、最大でＣ．Ｄ．Ｌ．－

７０ｍまで地盤改良が行われる（請３０資料２の１４頁、

１５頁、２９頁、３２頁、１５２頁～１６２頁、請３１資

料６７頁、１９７頁～２０４頁）が、サンドコンパクショ

ンパイル（ＳＣＰ）工法については、Ｃ．Ｄ．Ｌ．－５０

ｍ以深の施工実績は多くあり、さらに、国内においてはＣ．

Ｄ．Ｌ．－６５ｍまで、海外においてはＣ．Ｄ．Ｌ．－７

０ｍまでの施工実績がある（請３１の８４頁、請５５添付

資料４）。なお、地盤改良工事においては、改良地盤の下部

に未改良地盤が残されることもある（請２０の１０頁、請

１０７）。沖縄県知事も、安定性能照査基準を満足していれ

ば、未改良地盤が残ることに設計上問題があるとはいえな

いとしていた（別紙３（請７５別紙）１２頁。なお、処１

０、３４の２頁、３頁）。 

ウ 以上によれば、本件埋立事業における地盤改良は、規模的

に前例がないものということはできず、また、技術的に確

実性が認められないものということもできないから、沖縄

県知事の上記アの指摘は理由がない。 

⑶ア 次に、沖縄県知事は、本件代替施設の安定的な運用を図る

上で、Ｃ－１－１－１工区のＢ－２７地点付近の地盤条件

の設定が災害防止に関して最も重要であり、また、軟弱地

盤の最深部が位置するにもかかわらず、Ｂ－２７地点につ

いて、力学試験を行わず、約１５０ｍ離れたＳ－３地点、

約３００ｍ離れたＳ－２０地点及び約７５０ｍ離れたＢ－
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点から、Ｃ－１－１－１工区直下のＡｖｆ－ｃ２層のせん

断強さを類推しており、地点周辺の性状等を適切に考慮し

ているとはいい難いなどとして、港湾の施設の技術上の基

準の細目を定める告示（平成１９年国土交通省告示第３９

５号。以下「告示」という。）第１３条に適合しているとは

認められず、災害防止に十分配慮した検討が実施されてい

ないと指摘している（別紙２（請７５）第２の３並びに４

⑶並びに⑷ア及びイ）。 

イ(ｱ) 第１章第３の１⑽の本件変更承認申請に係る審査にお

いては、港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第５６条

の２の２第１項の技術基準をもって、公有水面埋立ての

免許に係る審査基準の「埋立地の護岸の構造が、例えば、

少なくとも海岸護岸築造基準に適合している等、災害防

止に十分配慮されているか。」という審査事項の「海岸護

岸築造基準」として、技術基準への適合性について判断

されている（別紙２（請７５別紙）９頁）。なお、本件埋

立出願に係る審査においても、同審査事項につき、技術

基準への適合性について判断されている（請７９の７

頁）。 

同法によれば、港湾の施設である外郭施設（護岸を含

む。同法第２条第５項第２号）については、港湾の施設

の技術上の基準を定める省令（平成１９年国土交通省令

第１５号。同法第５６条の２の２第１項に基づき定めら

れたもの。以下「省令」という。）で定める技術上の基準

（技術基準）及び告示（省令に基づき定められたもの）

に適合しなければならない（同項、港湾法施行令（昭和

２６年政令第４号）第１９条第２号）。 

そして、告示第１３条は、地盤条件については、地盤

調査及び土質試験の結果を基に、土の物理的性質、力学

的特性等を適切に設定するものとすると定めているとこ

ろ、設計に用いる、各地層のせん断強さ（せん断強度）

については、地盤条件の土の力学的特性（国土交通省港

湾局監修、公益社団法人日本港湾協会発行『港湾の施設

の技術上の基準・同解説（上・中・下巻） 平成３０年５

月』（以下「技術基準・同解説」という。）３０２頁表－

１．３．１。請１５２）として、設定されることとなる。 

点から、Ｃ－１－１－１工区直下のＡｖｆ－ｃ２層のせん

断強さを類推しており、地点周辺の性状等を適切に考慮し

ているとはいい難いなどとして、港湾の施設の技術上の基

準の細目を定める告示（平成１９年国土交通省告示第３９

５号。以下「告示」という。）第１３条に適合しているとは

認められず、災害防止に十分配慮した検討が実施されてい

ないと指摘している（別紙２（請７５）第２の３並びに４

⑶並びに⑷ア及びイ）。 

イ(ｱ) 事案の概要第３の１⑽の本件変更承認申請に係る審査

においては、港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第５

６条の２の２第１項の技術基準をもって、公有水面埋立

ての免許に係る審査基準の「埋立地の護岸の構造が、例

えば、少なくとも海岸護岸築造基準に適合している等、

災害防止に十分配慮されているか。」という審査事項の

「海岸護岸築造基準」として、技術基準への適合性につ

いて判断されている（別紙２（請７５別紙）９頁）。なお、

本件埋立出願に係る審査においても、同審査事項につき、

技術基準への適合性について判断されている（請７９の

７頁）。 

同法によれば、港湾の施設である外郭施設（護岸を含

む。同法第２条第５項第２号）については、港湾の施設

の技術上の基準を定める省令（平成１９年国土交通省令

第１５号。同法第５６条の２の２第１項に基づき定めら

れたもの。以下「省令」という。）で定める技術上の基準

（技術基準）及び告示（省令に基づき定められたもの）

に適合しなければならない（同項、港湾法施行令（昭和

２６年政令第４号）第１９条第２号）。 

そして、告示第１３条は、地盤条件については、地盤

調査及び土質試験の結果を基に、土の物理的性質、力学

的特性等を適切に設定するものとすると定めているとこ

ろ、設計に用いる、各地層のせん断強さ（せん断強度）

については、地盤条件の土の力学的特性（国土交通省港

湾局監修、公益社団法人日本港湾協会発行『港湾の施設

の技術上の基準・同解説（上・中・下巻） 平成３０年５

月』（以下「技術基準・同解説」という。）３０２頁表－

１．３．１。請１５２）として、設定されることとなる。 

５８地点から、Ｃ－１－１－１工区直下のＡｖｆ－ｃ２層

のせん断強さを類推しており、地点周辺の性状等を適切に

考慮しているとはいい難いなどとして、港湾の施設の技術

上の基準の細目を定める告示（平成１９年国土交通省告示

第３９５号。以下「告示」という。）第１３条に適合してい

るとは認められず、災害防止に十分配慮した検討が実施さ

れていないと指摘している（別紙３（請７５）第２の３並

びに４⑶並びに⑷ア及びイ）。 

イ(ｱ) 第１章第３の１⑽の本件変更承認申請に係る審査にお

いては、港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第５６条

の２の２第１項の技術基準をもって、公有水面埋立ての

免許に係る審査基準の「埋立地の護岸の構造が、例えば、

少なくとも海岸護岸築造基準に適合している等、災害防

止に十分配慮されているか。」という審査事項の「海岸護

岸築造基準」として、技術基準への適合性について判断

されている（別紙３（請７５別紙）９頁）。なお、本件埋

立出願に係る審査においても、同審査事項につき、技術

基準への適合性について判断されている（請７９の７

頁）。 

同法によれば、港湾の施設である外郭施設（護岸を含

む。同法第２条第５項第２号）については、港湾の施設

の技術上の基準を定める省令（平成１９年国土交通省令

第１５号。同法第５６条の２の２第１項に基づき定めら

れたもの。以下「省令」という。）で定める技術上の基準

（技術基準）及び告示（省令に基づき定められたもの）

に適合しなければならない（同項、港湾法施行令（昭和

２６年政令第４号）第１９条第２号）。 

そして、告示第１３条は、地盤条件については、地盤

調査及び土質試験の結果を基に、土の物理的性質、力学

的特性等を適切に設定するものとすると定めているとこ

ろ、設計に用いる、各地層のせん断強さ（せん断強度）

については、地盤条件の土の力学的特性（国土交通省港

湾局監修、公益社団法人日本港湾協会発行『港湾の施設

の技術上の基準・同解説（上・中・下巻） 平成３０年５

月』（以下「技術基準・同解説」という。）３０２頁表－

１．３．１。請１５２）として、設定されることとなる。 
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(ｲ) 本件変更承認申請において、本件代替施設の各護岸の

設計に用いた、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定

数（地盤物性値）は、技術基準とその解釈や解説を記載

した技術基準・同解説３０４頁「図－２．１．１ 地盤物

性値の特性値の設定手順の例」における地盤物性値の特

性値の設定手順及び技術基準・同解説３０７頁「表－２．

１．１ 補正係数の値」における補正係数の値に加え、渡

部要一ほか「信頼性設計に基づく性能設計実現に向けた

新しい地盤定数設定法の提案」港湾空港技術研究所報告

第４８巻第２号１４０頁「表－４ 本論文の特性値設定法

の適用範囲」における補正の適用の考え方に基づき、以

下のとおり設定されている（請２９資料３の３６頁、請

９２、９５、１５３）。 

ａ まず、告示第１３条及び技術基準・同解説３０４頁「図

－２．１．１ 地盤物性値の特性値の設定手順の例」（請

９２）における地盤物性値の特性値の設定手順に基づ

き、大浦湾側の土質調査（地盤調査）については、①

護岸法線及び海底地形を基に設定した各調査エリアの

両端部、中央部付近及び法線変化点等を対象として調

査地点を設定し、ボーリング調査を実施し、また、②

ボーリング調査地点間の地層の成層状態を把握するこ

とを目的として音波探査を実施し、さらに、③ボーリ

ング調査地点間及び音波探査において、地層境界が不

明瞭な箇所の把握等を目的として更に電気式コーン貫

入試験（ＣＰＴ）及びボーリング調査を実施している

（請２９資料３の１２頁、１３頁、議事録４頁）。その

結果、本件水域においては、土質調査（地盤調査）と

して、６１か所のボーリング調査、１５か所の電気式

コーン貫入試験（ＣＰＴ）、２２測線の音波探査及び２

測線の弾性波探査を実施している（請２９資料３の１

２頁）。 

Ｃ－１護岸付近の土質調査（地盤調査）については、

法線平行方向につき、①当該調査エリアの両端部及び

中央部付近を対象として、Ｂ－２５、Ｂ－２６、Ｂ－

２８及びＢ－３０の調査地点を設定し、ボーリング調

査を実施し、また、②当該調査エリアの法線平行方向

(ｲ) 本件変更承認申請において、本件代替施設の各護岸の

設計に用いた、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定

数（地盤物性値）は、技術基準とその解釈や解説を記載

した技術基準・同解説３０４頁「図－２．１．１ 地盤物

性値の特性値の設定手順の例」における地盤物性値の特

性値の設定手順及び技術基準・同解説３０７頁「表－２．

１．１ 補正係数の値」における補正係数の値に加え、渡

部要一ほか「信頼性設計に基づく性能設計実現に向けた

新しい地盤定数設定法の提案」港湾空港技術研究所報告

第４８巻第２号１４０頁「表－４ 本論文の特性値設定法

の適用範囲」における補正の適用の考え方に基づき、以

下のとおり設定されている（請２９資料３の３６頁、請

９２、９５、１５３）。 

ａ まず、告示第１３条及び技術基準・同解説３０４頁「図

－２．１．１ 地盤物性値の特性値の設定手順の例」（請

９２）における地盤物性値の特性値の設定手順に基づ

き、大浦湾側の土質調査（地盤調査）については、①

護岸法線及び海底地形を基に設定した各調査エリアの

両端部、中央部付近及び法線変化点等を対象として調

査地点を設定し、ボーリング調査を実施し、また、②

ボーリング調査地点間の地層の成層状態を把握するこ

とを目的として音波探査を実施し、さらに、③ボーリ

ング調査地点間及び音波探査において、地層境界が不

明瞭な箇所の把握等を目的として更に電気式コーン貫

入試験（ＣＰＴ）及びボーリング調査を実施している

（請２９資料３の１２頁、１３頁、議事録４頁）。その

結果、本件水域においては、土質調査（地盤調査）と

して、６１か所のボーリング調査、１５か所の電気式

コーン貫入試験（ＣＰＴ）、２２測線の音波探査及び２

測線の弾性波探査を実施している（請２９資料３の１

２頁）。 

Ｃ－１護岸付近の土質調査（地盤調査）については、

法線平行方向につき、①当該調査エリアの両端部及び

中央部付近を対象として、Ｂ－２５、Ｂ－２６、Ｂ－

２８及びＢ－３０の調査地点を設定し、ボーリング調

査を実施し、また、②当該調査エリアの法線平行方向

(ｲ) 本件変更承認申請において、本件代替施設の各護岸の

設計に用いた、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定

数（地盤物性値）は、技術基準とその解釈や解説を記載

した技術基準・同解説３０４頁「図－２．１．１ 地盤物

性値の特性値の設定手順の例」における地盤物性値の特

性値の設定手順及び技術基準・同解説３０７頁「表－２．

１．１ 補正係数の値」における補正係数の値に加え、渡

部要一ほか「信頼性設計に基づく性能設計実現に向けた

新しい地盤定数設定法の提案」港湾空港技術研究所報告

第４８巻第２号１４０頁「表－４ 本論文の特性値設定法

の適用範囲」における補正の適用の考え方に基づき、以

下のとおり設定されている（請２９資料３の３６頁、請

９２、９５、１５３）。 

ａ まず、告示第１３条及び技術基準・同解説３０４頁「図

－２．１．１ 地盤物性値の特性値の設定手順の例」（請

９２）における地盤物性値の特性値の設定手順に基づ

き、大浦湾側の土質調査（地盤調査）については、①

護岸法線及び海底地形を基に設定した各調査エリアの

両端部、中央部付近及び法線変化点等を対象として調

査地点を設定し、ボーリング調査を実施し、また、②

ボーリング調査地点間の地層の成層状態を把握するこ

とを目的として音波探査を実施し、さらに、③ボーリ

ング調査地点間及び音波探査において、地層境界が不

明瞭な箇所の把握等を目的として更に電気式コーン貫

入試験（ＣＰＴ）及びボーリング調査を実施している

（請２９資料３の１２頁、１３頁、議事録４頁）。その

結果、本件水域においては、土質調査（地盤調査）と

して、６１か所のボーリング調査、１５か所の電気式

コーン貫入試験（ＣＰＴ）、２２測線の音波探査及び２

測線の弾性波探査を実施している（請２９資料３の１

２頁）。 

Ｃ－１護岸付近の土質調査（地盤調査）については、

法線平行方向につき、①当該調査エリアの両端部及び

中央部付近を対象として、Ｂ－２５、Ｂ－２６、Ｂ－

２８及びＢ－３０の調査地点を設定し、ボーリング調

査を実施し、また、②当該調査エリアの法線平行方向



20 
 

審理員意見書 裁決書 是正の指示 

の地層の成層状態を把握することを目的として、Ｌ－

０１の測線を設定し、音波探査を実施し、さらに、③

Ｂ－２５、Ｂ－２６、Ｂ－２８及びＢ－３０の調査地

点間を補間する調査地点として、Ｂ－２７及びＢ－２

９の調査地点を設定し、電気式コーン貫入試験（ＣＰ

Ｔ）を実施し、加えて、④ボーリング調査及び音波探

査の結果から、地層境界が不明瞭な箇所の確認を目的

として、Ｓ－１の調査地点を設定し、ボーリング調査

を実施している。そして、法線直角方向につき、南側

滑走路位置に当たるＢ－２８の調査地点を基点とし

て、法線直角方向の地層の成層状態を把握することを

目的として、Ｌ－１２の測線を設定し、音波探査を実

施するとともに、Ｂ－６４（ＣＰＴ）、Ｓ－２（ボーリ

ング調査）、Ｓ－３０（ＣＰＴ）、Ｓ－３（ボーリング

調査）、Ｓ－２２（ボーリング調査）、Ｓ－４’（ボーリ

ング調査）及びＳ－２８（ボーリング調査）の調査地

点を設定し、ボーリング調査又は電気式コーン貫入試

験（ＣＰＴ）を実施している。（請２９資料３の１４

頁、議事録４頁、５頁） 

証拠（請２９議事録１１頁、１５頁、請９３、鑑定

書）によれば、このようにして実施された土質調査（地

盤調査）については、ボーリング調査等が高い調査密

度で実施されており、調査地点の設定等の点において、

適切かつ合理的なものと認められる。 

ｂ 次に、大浦湾側の土質試験については、基本的な物理

的特性、せん断特性、圧密特性及び動的特性の把握を

目的として、各種土質試験を実施している（請２９資

料３の２６頁）。 

ｃ そして、音波探査及び電気式コーン貫入試験（ＣＰＴ）

により把握した成層状態と、ボーリング調査により採

取した試料の色調や混入物、土粒子の密度、細粒分含

有率、自然含水比及び間隙比等の物理的特性、せん断

強さ（せん断強度）、強度増加率及び圧密降伏応力等の

力学的特性並びに透水係数等の各種調査及び試験の結

果とを総合的に判断し、地層の空間的な分布の把握が

可能な三次元地盤モデルを作成することを通じ、地層

の地層の成層状態を把握することを目的として、Ｌ－

０１の測線を設定し、音波探査を実施し、さらに、③

Ｂ－２５、Ｂ－２６、Ｂ－２８及びＢ－３０の調査地

点間を補間する調査地点として、Ｂ－２７及びＢ－２

９の調査地点を設定し、電気式コーン貫入試験（ＣＰ

Ｔ）を実施し、加えて、④ボーリング調査及び音波探

査の結果から、地層境界が不明瞭な箇所の確認を目的

として、Ｓ－１の調査地点を設定し、ボーリング調査

を実施している。そして、法線直角方向につき、南側

滑走路位置に当たるＢ－２８の調査地点を基点とし

て、法線直角方向の地層の成層状態を把握することを

目的として、Ｌ－１２の測線を設定し、音波探査を実

施するとともに、Ｂ－６４（ＣＰＴ）、Ｓ－２（ボーリ

ング調査）、Ｓ－３０（ＣＰＴ）、Ｓ－３（ボーリング

調査）、Ｓ－２２（ボーリング調査）、Ｓ－４’（ボーリ

ング調査）及びＳ－２８（ボーリング調査）の調査地

点を設定し、ボーリング調査又は電気式コーン貫入試

験（ＣＰＴ）を実施している。（請２９資料３の１４頁、

議事録４頁、５頁） 

証拠（請２９議事録１１頁、１５頁、請９３、鑑定

書）によれば、このようにして実施された土質調査（地

盤調査）については、ボーリング調査等が高い調査密

度で実施されており、調査地点の設定等の点において、

適切かつ合理的なものと認められる。 

ｂ 次に、大浦湾側の土質試験については、基本的な物理

的特性、せん断特性、圧密特性及び動的特性の把握を

目的として、各種土質試験を実施している（請２９資

料３の２６頁）。 

ｃ そして、音波探査及び電気式コーン貫入試験（ＣＰＴ）

により把握した成層状態と、ボーリング調査により採

取した試料の色調や混入物、土粒子の密度、細粒分含

有率、自然含水比及び間隙比等の物理的特性、せん断

強さ（せん断強度）、強度増加率及び圧密降伏応力等の

力学的特性並びに透水係数等の各種調査及び試験の結

果とを総合的に判断し、地層の空間的な分布の把握が

可能な三次元地盤モデルを作成することを通じ、地層

の地層の成層状態を把握することを目的として、Ｌ－

０１の測線を設定し、音波探査を実施し、さらに、③

Ｂ－２５、Ｂ－２６、Ｂ－２８及びＢ－３０の調査地

点間を補間する調査地点として、Ｂ－２７及びＢ－２

９の調査地点を設定し、電気式コーン貫入試験（ＣＰ

Ｔ）を実施し、加えて、④ボーリング調査及び音波探

査の結果から、地層境界が不明瞭な箇所の確認を目的

として、Ｓ－１の調査地点を設定し、ボーリング調査

を実施している。そして、法線直角方向につき、南側

滑走路位置に当たるＢ－２８の調査地点を基点とし

て、法線直角方向の地層の成層状態を把握することを

目的として、Ｌ－１２の測線を設定し、音波探査を実

施するとともに、Ｂ－６４（ＣＰＴ）、Ｓ－２（ボーリ

ング調査）、Ｓ－３０（ＣＰＴ）、Ｓ－３（ボーリング

調査）、Ｓ－２２（ボーリング調査）、Ｓ－４’（ボーリ

ング調査）及びＳ－２８（ボーリング調査）の調査地

点を設定し、ボーリング調査又は電気式コーン貫入試

験（ＣＰＴ）を実施している。（請２９資料３の１４頁、

議事録４頁、５頁） 

証拠（請２９議事録１１頁、１５頁、請９３、鑑定

書）によれば、このようにして実施された土質調査（地

盤調査）については、ボーリング調査等が高い調査密

度で実施されており、調査地点の設定等の点において、

適切かつ合理的なものと認められる。 

ｂ 次に、大浦湾側の土質試験については、基本的な物理

的特性、せん断特性、圧密特性及び動的特性の把握を

目的として、各種土質試験を実施している（請２９資

料３の２６頁）。 

ｃ そして、音波探査及び電気式コーン貫入試験（ＣＰＴ）

により把握した成層状態と、ボーリング調査により採

取した試料の色調や混入物、土粒子の密度、細粒分含

有率、自然含水比及び間隙比等の物理的特性、せん断

強さ（せん断強度）、強度増加率及び圧密降伏応力等の

力学的特性並びに透水係数等の各種調査及び試験の結

果とを総合的に判断し、地層の空間的な分布の把握が

可能な三次元地盤モデルを作成することを通じ、地層
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区分を設定している（請２９資料３の２８頁～４３頁、

４５頁、請３０資料２頁、請６０別紙３頁、１０頁、

請６２別紙９頁、１０頁、請１５１、処４９、５５）。 

なお、大浦湾側の埋立計画地内には、埋没谷があり、

その埋没谷の下部には、有機物を含み、黒灰色を主体

とし、土粒子の密度が上層に比べて小さい粘性土が堆

積している層がみられる。この層は、混入物や、色調、

土粒子の密度といった物理的特性が上部のＡｖｆ－ｃ

層と異なり（請２９資料３の２９頁、３５頁、６２頁

※１３）、また、大部分が高液性限界に区分されるなど、

工学的特性にも違いがあること（請２９資料３の３３

頁、３４頁）等から、Ａｖｆ－ｃ２層として細分され

た。（請２９資料３の２８頁、請５５別紙６頁、請５６

別紙２の６頁、請５８別紙８頁、請６２別紙１９頁） 

ｄ この地層区分に基づいて地盤物性値の推定値を設定

し、技術基準・同解説３０６頁「③導出値のばらつき

に関する補正係数の設定方法」（請９４）及び技術基準・

同解説３０７頁「④導出値のデータ数に関する補正係

数の設定方法」（請９５）に基づき、導出値のばらつき

（変動係数ＣＶ）に関する補正及びデータ数に関する

補正が行われている（請２９資料３の３６頁）。 

これにより、Ａｖｆ－ｃ２層のせん断強さ（せん断

強度）については、以下のとおり設定された（請２９

資料３の３８頁～４１頁、請３３資料２頁、請３４資

料１頁）。 

粘性土（Ａｖｆ－ｃ層及びＡｖｆ－ｃ２層）のせん

断強さ（せん断強度）については、原地盤では、砂分

を多く含んだ中間土的な性状を示す部分があることか

ら、技術基準・同解説３２６頁から３３４頁までのせ

ん断強さ（せん断強度）の設定方法のうち、高塑性粘

性土を主な対象とする試験方法であるｑｕ法（一軸圧

縮試験による方法）によると、せん断強さ（せん断強

度）を過小評価するおそれがあるため、ｑｕ法でなく、

原地盤の有効土被り圧相当まで圧密させた後に試験を

行う再圧縮法による簡易ＣＵｂａｒ試験による方法に

より設定している。ただし、粘性土のうち、Ａｖｆ－

区分を設定している（請２９資料３の２８頁～４３頁、

４５頁、請３０資料２頁、請６０別紙３頁、１０頁、

請６２別紙９頁、１０頁、請１５１、処４９、５５）。 

なお、大浦湾側の埋立計画地内には、埋没谷があり、

その埋没谷の下部には、有機物を含み、黒灰色を主体

とし、土粒子の密度が上層に比べて小さい粘性土が堆

積している層がみられる。この層は、混入物や、色調、

土粒子の密度といった物理的特性が上部のＡｖｆ－ｃ

層と異なり（請２９資料３の２９頁、３５頁、６２頁

※１３）、また、大部分が高液性限界に区分されるなど、

工学的特性にも違いがあること（請２９資料３の３３

頁、３４頁）等から、Ａｖｆ－ｃ２層として細分され

た。（請２９資料３の２８頁、請５５別紙６頁、請５６

別紙２の６頁、請５８別紙８頁、請６２別紙１９頁） 

ｄ この地層区分に基づいて地盤物性値の推定値を設定

し、技術基準・同解説３０６頁「③導出値のばらつき

に関する補正係数の設定方法」（請９４）及び技術基準・

同解説３０７頁「④導出値のデータ数に関する補正係

数の設定方法」（請９５）に基づき、導出値のばらつき

（変動係数ＣＶ）に関する補正及びデータ数に関する

補正が行われている（請２９資料３の３６頁）。 

これにより、Ａｖｆ－ｃ２層のせん断強さ（せん断

強度）については、以下のとおり設定された（請２９

資料３の３８頁～４１頁、請３３資料２頁、請３４資

料１頁）。 

粘性土（Ａｖｆ－ｃ層及びＡｖｆ－ｃ２層）のせん

断強さ（せん断強度）については、原地盤では、砂分

を多く含んだ中間土的な性状を示す部分があることか

ら、技術基準・同解説３２６頁から３３４頁までのせ

ん断強さ（せん断強度）の設定方法のうち、高塑性粘

性土を主な対象とする試験方法であるｑｕ法（一軸圧

縮試験による方法）によると、せん断強さ（せん断強

度）を過小評価するおそれがあるため、ｑｕ法でなく、

原地盤の有効土被り圧相当まで圧密させた後に試験を

行う再圧縮法による簡易ＣＵｂａｒ試験による方法に

より設定している。ただし、粘性土のうち、Ａｖｆ－

区分を設定している（請２９資料３の２８頁～４３頁、

４５頁、請３０資料２頁、請６０別紙３頁、１０頁、

請６２別紙９頁、１０頁、請１５１、処４９、５５）。 

なお、大浦湾側の埋立計画地内には、埋没谷があり、

その埋没谷の下部には、有機物を含み、黒灰色を主体

とし、土粒子の密度が上層に比べて小さい粘性土が堆

積している層がみられる。この層は、混入物や、色調、

土粒子の密度といった物理的特性が上部のＡｖｆ－ｃ

層と異なり（請２９資料３の２９頁、３５頁、６２頁

※１３）、また、大部分が高液性限界に区分されるなど、

工学的特性にも違いがあること（請２９資料３の３３

頁、３４頁）等から、Ａｖｆ－ｃ２層として細分され

た。（請２９資料３の２８頁、請５５別紙６頁、請５６

別紙２の６頁、請５８別紙８頁、請６２別紙１９頁） 

ｄ この地層区分に基づいて地盤物性値の推定値を設定

し、技術基準・同解説３０６頁「③導出値のばらつき

に関する補正係数の設定方法」（請９４）及び技術基準・

同解説３０７頁「④導出値のデータ数に関する補正係

数の設定方法」（請９５）に基づき、導出値のばらつき

（変動係数ＣＶ）に関する補正及びデータ数に関する

補正が行われている（請２９資料３の３６頁）。 

これにより、Ａｖｆ－ｃ２層のせん断強さ（せん断

強度）については、以下のとおり設定された（請２９

資料３の３８頁～４１頁、請３３資料２頁、請３４資

料１頁）。 

粘性土（Ａｖｆ－ｃ層及びＡｖｆ－ｃ２層）のせん

断強さ（せん断強度）については、原地盤では、砂分

を多く含んだ中間土的な性状を示す部分があることか

ら、技術基準・同解説３２６頁から３３４頁までのせ

ん断強さ（せん断強度）の設定方法のうち、高塑性粘

性土を主な対象とする試験方法であるｑｕ法（一軸圧

縮試験による方法）によると、せん断強さ（せん断強

度）を過小評価するおそれがあるため、ｑｕ法でなく、

原地盤の有効土被り圧相当まで圧密させた後に試験を

行う再圧縮法による簡易ＣＵｂａｒ試験による方法に

より設定している。ただし、粘性土のうち、Ａｖｆ－
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ｃ２層については、比較的塑性の高い粘性土であるこ

とから、せん断強さ（せん断強度）を過小評価するお

それが小さいため、ｑｕ法も併用し、破壊状況を確認

の上、異常値と認められなければ、ｑｕ法によるせん

断強さ（せん断強度）も採用している。なお、試験か

ら求められるせん断強さ（せん断強度）については、

沿岸開発技術研究センター『港湾構造物設計事例集（平

成１９年改訂版）』２頁から５頁までの事例を参考とし

て、簡易ＣＵｂａｒ試験及びｑｕ法により得られた値

をそれぞれ独立した値として、データのばらつきに関

する補正及びデータ数に関する補正を行い、設定して

いる。 

本件変更承認申請において、設計に用いた、Ａｖｆ

－ｃ２層の地盤物性値の変動係数（ＣＶ）は、飽和密

度（密度に重力加速度を乗じ算出した飽和単位体積重

量）が０．０４（請２９資料３の３７頁）、強度特性（非

排水せん断強さ（せん断強度））が０．１８（請２９

料３の４０頁表２．２－１５）、強度増加率が０．１３

（請２９資料３の４２頁図２．２－２７）、圧密特性

密係数Ｃｖ）がΔｐ６００（ｋＮ／㎡）で０．０９、

Δｐ４００（ｋＮ／㎡）で０．０８、Δｐ２００（ｋ

Ｎ／㎡）で０．０８（請２９資料３の４３頁図２．２

－２９）、圧密特性（過圧密比ＯＣＲ）が０．０２（請

２９資料３の４５頁図２．２－３２）、透水係数が室内

透水試験で０．０６（請２９資料３の３８頁表２．２

－１４、請３０資料２の２頁表１．２－２）、圧密特性

（二次圧縮指数Ｃα）が二次圧密の前半（Ｃα１）で

０．２９、二次圧密の後半（Ｃα２）で０．２３（請

３０資料２の２頁表１．２－３）であり、技術基準・

同解説において信頼性が乏しいとされるばらつき（変

動係数ＣＶ）が０．６以上となる地盤物性値の推定値

はなかったとされている（請２９資料３の３７頁、３

８頁、４０頁～４３頁、４５頁、４６頁、請３０資料

２の２頁）。そのため、技術基準・同解説によれば、地

層区分（地盤のモデル化）について再検討する必要や、

土質調査（地盤調査）をやり直す必要はないこととな

ｃ２層については、比較的塑性の高い粘性土であるこ

とから、せん断強さ（せん断強度）を過小評価するお

それが小さいため、ｑｕ法も併用し、破壊状況を確認
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料３の４０頁表２．２－１５）、強度増加率が０．１３

（請２９資料３の４２頁図２．２－２７）、圧密特性（圧

密係数Ｃｖ）がΔｐ６００（ｋＮ／㎡）で０．０９、

Δｐ４００（ｋＮ／㎡）で０．０８、Δｐ２００（ｋ
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２の２頁）。そのため、技術基準・同解説によれば、地

層区分（地盤のモデル化）について再検討する必要や、

土質調査（地盤調査）をやり直す必要はないこととな
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る（請９４）。 

(ｳ)ａ これらの点に関し、証拠（請２９資料３の２８頁、

２９頁、３２頁～３５頁、６２頁※１３、請３３資料

２頁、請３４資料２頁（注１））によれば、技術基準・

同解説において、地層を区分する際には、土の力学的

特性に着目し、砂質土又は粘性土（シルト又は粘土）

に分類され、このうち、粘性土は、土の工学的分類体

系で、細粒分が５０％以上の細粒土からなり、液性限

界に基づき、更に分類（低液性限界又は高液性限界）

され、この方法によると、Ｂ－２７、Ｓ－３、Ｓ－２

０、Ｂ－５８、Ｂ－５９及びＳ－１３の調査地点の下

層において確認された土は、いずれも粘性土に分類さ

れ、液性限界に基づく分類も同様の傾向を示しており、

さらに、土粒子の密度等の物理試験の結果、採取した

土の資料の目視観察による色や植物片の混入等の特徴

から、上記の六つの調査地点の下層において確認され

た粘性土は、同じ地層（Ａｖｆ－ｃ２層）であるとす

るのは妥当である。 

そして、証拠（請３３資料２頁、議事録２３頁～２

６頁、請９２、鑑定書）によれば、地盤条件の設定に

当たっては、一般に、せん断強さ（せん断強度）を含

む土質定数（地盤物性値）は、地層区分に基づき、地

層ごとに設定され、地層については、同じ地層であれ

ば、同じ強度特性を有しているものとして扱うことが

できる上、Ｂ－２７の調査地点とＳ－３の調査地点と

の距離は約１５０ｍ、Ｓ－３の調査地点とＳ－２０の

調査地点との距離は約１５０ｍ（Ｂ－２７の調査地点

とＳ－２０の調査地点との距離は約３００ｍ）、Ｓ－２

０の調査地点とＢ－５８の調査地点との距離は約４５

０ｍ（Ｂ－２７の調査地点とＢ－５８の調査地点との

距離は約７５０ｍ）である（別紙２（請７５）１０頁、

請２９資料３の１２頁、１４頁、１８頁、２９頁、３

０頁）から、①Ｂ－２７の調査地点の地層の力学的特

性と、②Ｓ－３、Ｓ－２０及びＢ－５８の調査地点の

土質試験の結果から設定された地層の力学的特性は相

関性があると推認することができるため、Ｓ－３、Ｓ

る（請９４）。 

(ｳ)ａ これらの点に関し、証拠（請２９資料３の２８頁、
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距離は約７５０ｍ）である（別紙２（請７５）１０頁、

請２９資料３の１２頁、１４頁、１８頁、２９頁、３

０頁）から、①Ｂ－２７の調査地点の地層の力学的特

性と、②Ｓ－３、Ｓ－２０及びＢ－５８の調査地点の

土質試験の結果から設定された地層の力学的特性は相
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(ｳ)ａ これらの点に関し、証拠（請２９資料３の２８頁、
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され、この方法によると、Ｂ－２７、Ｓ－３、Ｓ－２

０、Ｂ－５８、Ｂ－５９及びＳ－１３の調査地点の下

層において確認された土は、いずれも粘性土に分類さ

れ、液性限界に基づく分類も同様の傾向を示しており、

さらに、土粒子の密度等の物理試験の結果、採取した

土の資料の目視観察による色や植物片の混入等の特徴

から、上記の六つの調査地点の下層において確認され

た粘性土は、同じ地層（Ａｖｆ－ｃ２層）であるとす

るのは妥当である。 

そして、証拠（請３３資料２頁、議事録２３頁～２

６頁、請９２、鑑定書）によれば、地盤条件の設定に

当たっては、一般に、せん断強さ（せん断強度）を含

む土質定数（地盤物性値）は、地層区分に基づき、地

層ごとに設定され、地層については、同じ地層であれ

ば、同じ強度特性を有しているものとして扱うことが

できる上、Ｂ－２７の調査地点とＳ－３の調査地点と

の距離は約１５０ｍ、Ｓ－３の調査地点とＳ－２０の

調査地点との距離は約１５０ｍ（Ｂ－２７の調査地点

とＳ－２０の調査地点との距離は約３００ｍ）、Ｓ－２

０の調査地点とＢ－５８の調査地点との距離は約４５

０ｍ（Ｂ－２７の調査地点とＢ－５８の調査地点との

距離は約７５０ｍ）である（別紙３（請７５）１０頁、

請２９資料３の１２頁、１４頁、１８頁、２９頁、３

０頁）から、①Ｂ－２７の調査地点の地層の力学的特

性と、②Ｓ－３、Ｓ－２０及びＢ－５８の調査地点の

土質試験の結果から設定された地層の力学的特性は相

関性があると推認することができるため、Ｓ－３、Ｓ
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－２０及びＢ－５８の調査地点の三軸圧縮試験等の力

学試験の結果から、Ｂ－２７を含む上記の六つの調査

地点の下層において確認された粘性土の地層（Ａｖｆ

－ｃ２層）のせん断強さ（せん断強度）を設定するこ

とは、合理性があると認められる。 

ｂ また、Ｓ－２０の調査地点の土質柱状図にはＡｖｆ－

ｃ２層の一部に「粘土質砂」等の記載があるが、この

部分の土については力学試験の結果、粘性土の挙動を

示すことを確認し、Ａｖｆ－ｃ２層の一部としている

（請２９資料３の１７頁、２９頁、請３３資料２頁、

議事録２３頁～２６頁、処６、４６）。Ｓ－３の調査地

点の土質柱状図にもＡｖｆ－ｃ２層の一部に「礫混じ

り砂」の記載があるが、より安全側の設計とするため、

砂質土より強度の低い粘性土に分類し、直上のＡｖｆ

－ｃ２層に含めている（請２９資料３の１５頁、２９

頁、請３３資料２頁、議事録２３頁～２６頁、請１２

７、処５）。この部分の土については、Ａｖｆ－ｃ２層

のせん断強さ（せん断強度）の設定では考慮していな

い。さらに、Ｂ－２７の調査地点の土質柱状図にもＧ．

Ｌ．－５９．００ｍ以深に「砂」（細粒分質砂）の記

載があるが、この部分の土（取り分けＧ．Ｌ．－５９．

００ｍから－５９．２５ｍまでの土）についてはＧ．

Ｌ．－６３．００ｍ以深の「砂礫」（粒径幅の広い砂混

じり礫）の記載がある部分の土と色調や、混入物、自

然含水比、細粒分含有率等が異なり、加えて、Ｇ．Ｌ．

－５９．００ｍから－６１．００ｍまでの部分の土に

ついては薄層で腐植物と砂の互層状となっており、一

部Ａｖｆ－ｃ２層の特徴がみられるため、Ｓ－３の調

査地点と同様に直上のＡｖｆ－ｃ２層に含めているこ

とは合理性があると認められる（請２９資料３の１３

頁、１５頁、２９頁、請１２６、処２、４）。 

(ｴ) したがって、本件変更承認申請において、①設計に用

いた地層区分と、②その地層区分に基づいて各地層に設

定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地

盤物性値）は、告示第１３条及び技術基準・同解説に基

づく適正なものである。 

－２０及びＢ－５８の調査地点の三軸圧縮試験等の力

学試験の結果から、Ｂ－２７を含む上記の六つの調査

地点の下層において確認された粘性土の地層（Ａｖｆ

－ｃ２層）のせん断強さ（せん断強度）を設定するこ

とは、合理性があると認められる。 

ｂ また、Ｓ－２０の調査地点の土質柱状図にはＡｖｆ－

ｃ２層の一部に「粘土質砂」等の記載があるが、この

部分の土については力学試験の結果、粘性土の挙動を

示すことを確認し、Ａｖｆ－ｃ２層の一部としている

（請２９資料３の１７頁、２９頁、請３３資料２頁、

議事録２３頁～２６頁、処６、４６）。Ｓ－３の調査地

点の土質柱状図にもＡｖｆ－ｃ２層の一部に「礫混じ

り砂」の記載があるが、より安全側の設計とするため、

砂質土より強度の低い粘性土に分類し、直上のＡｖｆ

－ｃ２層に含めている（請２９資料３の１５頁、２９

頁、請３３資料２頁、議事録２３頁～２６頁、請１２

７、処５）。この部分の土については、Ａｖｆ－ｃ２層

のせん断強さ（せん断強度）の設定では考慮していな

い。さらに、Ｂ－２７の調査地点の土質柱状図にもＧ．

Ｌ．－５９．００ｍ以深に「砂」（細粒分質砂）の記載

があるが、この部分の土（取り分けＧ．Ｌ．－５９．

００ｍから－５９．２５ｍまでの土）についてはＧ．

Ｌ．－６３．００ｍ以深の「砂礫」（粒径幅の広い砂混

じり礫）の記載がある部分の土と色調や、混入物、自

然含水比、細粒分含有率等がなり、加えて、Ｇ．Ｌ．

－５９．００ｍから－６１．００ｍまでの部分の土に

ついては薄層で腐植物と砂の互層状となっており、一

部Ａｖｆ－ｃ２層の特徴がみられるため、Ｓ－３の調

査地点と同様に直上のＡｖｆ－ｃ２層に含めているこ

とは合理性があると認められる（請２９資料３の１３

頁、１５頁、２９頁、請１２６、処２、４）。 

(ｴ) したがって、本件変更承認申請において、①設計に用

いた地層区分と、②その地層区分に基づいて各地層に設

定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地

盤物性値）は、告示第１３条及び技術基準・同解説に基

づく適正なものである。 

－２０及びＢ－５８の調査地点の三軸圧縮試験等の力

学試験の結果から、Ｂ－２７を含む上記の六つの調査

地点の下層において確認された粘性土の地層（Ａｖｆ

－ｃ２層）のせん断強さ（せん断強度）を設定するこ

とは、合理性があると認められる。 

ｂ また、Ｓ－２０の調査地点の土質柱状図にはＡｖｆ－

ｃ２層の一部に「粘土質砂」等の記載があるが、この

部分の土については力学試験の結果、粘性土の挙動を

示すことを確認し、Ａｖｆ－ｃ２層の一部としている

（請２９資料３の１７頁、２９頁、請３３資料２頁、

議事録２３頁～２６頁、処６、４６）。Ｓ－３の調査地

点の土質柱状図にもＡｖｆ－ｃ２層の一部に「礫混じ

り砂」の記載があるが、より安全側の設計とするため、

砂質土より強度の低い粘性土に分類し、直上のＡｖｆ

－ｃ２層に含めている（請２９資料３の１５頁、２９

頁、請３３資料２頁、議事録２３頁～２６頁、請１２

７、処５）。この部分の土については、Ａｖｆ－ｃ２層

のせん断強さ（せん断強度）の設定では考慮していな

い。さらに、Ｂ－２７の調査地点の土質柱状図にもＧ．

Ｌ．－５９．００ｍ以深に「砂」（細粒分質砂）の記載

があるが、この部分の土（取り分けＧ．Ｌ．－５９．

００ｍから－５９．２５ｍまでの土）についてはＧ．

Ｌ．－６３．００ｍ以深の「砂礫」（粒径幅の広い砂混

じり礫）の記載がある部分の土と色調や、混入物、自

然含水比、細粒分含有率等が異なり、加えて、Ｇ．Ｌ．

－５９．００ｍから－６１．００ｍまでの部分の土に

ついては薄層で腐植物と砂の互層状となっており、一

部Ａｖｆ－ｃ２層の特徴がみられるため、Ｓ－３の調

査地点と同様に直上のＡｖｆ－ｃ２層に含めているこ

とは合理性があると認められる（請２９資料３の１３

頁、１５頁、２９頁、請１２６、処２、４）。 

(ｴ) したがって、本件変更承認申請において、①設計に用

いた地層区分と、②その地層区分に基づいて各地層に設

定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地

盤物性値）は、告示第１３条及び技術基準・同解説に基

づく適正なものである。 
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証拠（請２９資料３の４０頁、議事録１１頁～１６頁、

請３３議事録２４頁～２６頁、請９６～９８、鑑定書）

によれば、このような地層区分及び土質定数（地盤物性

値）は、適正に実施された土質調査（地盤調査）及び土

質試験の結果に基づく地盤に関する十分な情報を踏まえ

た上で、安全側に設定されており、適切かつ合理的なも

のと認められる。処分庁も、現時点での地層区分自体が

不適切であるとまで主張しているわけではなく、Ａｖｆ

－ｃ２層の地層区分は総合的な判断なので、どうしても

あいまいなところがあると主張しているにすぎないとし

ている（令和４年１月２１日付け反論書に対する同年２

月７日付け意見書５８頁）。 

ウ(ｱ) これに対し、処分庁は、審査請求人は、地層区分を、

土質調査により採取した試料の目視観察、物理的特性、

力学的特性及び三次元地盤モデル等を「総合的」に判断

して設定したとしているが、地層区分については、飽く

までも「総合的」に判断されたものであり、Ａｖｆ－ｃ

２層の細粒分含有率がＢ－２７地点と他の３地点で明ら

かに異なっているなど、あいまいな点が残り、同じＡｖ

ｆ－ｃ２層に分類されているから同じ地盤特性であると

単純にはいえないと指摘している。 

(ｲ) しかし、上記イ(ｲ)ｄのとおり、技術基準・同解説によ

れば、信頼性が乏しいとされるばらつき（変動係数ＣＶ）

が０．６以上となる地盤物性値の推定値はなく、地層区

分（地盤のモデル化）について再検討する必要があると

は認められない（請９４）。 

(ｳ)ａ なお、上記イ(ｲ)ｃのとおり、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ

－ｃ２層は細分されているが、その地層区分を設定す

るに当たっては、ボーリング調査により採取した試料

の目視観察、物理的特性、力学的特性等が以下のよう

に総合的に判断されている。 

目視観察については、例えば、Ａｖｆ－ｃ層は、暗

青灰色の色調であり、他方で、Ａｖｆ－ｃ２層は、植

物片等の有機物を含み、黒灰色の色調である傾向がみ

られる（請２９資料３の２９頁、６２頁※１３、請６

２別紙１９頁、請１２６、１２７、処２、４～６）。 

証拠（請２９資料３の４０頁、議事録１１頁～１６頁、

請３３議事録２４頁～２６頁、請９６～９８、鑑定書）

によれば、このような地層区分及び土質定数（地盤物性

値）は、適正に実施された土質調査（地盤調査）及び土

質試験の結果に基づく地盤に関する十分な情報を踏まえ

た上で、安全側に設定されており、適切かつ合理的なも

のと認められる。処分庁も、現時点での地層区分自体が

不適切であるとまで主張しているわけではなく、Ａｖｆ

－ｃ２層の地層区分は総合的な判断なので、どうしても

あいまいなところがあると主張しているにすぎないとし

ている（令和４年１月２１日付け反論書に対する同年２

月７日付け意見書５８頁）。 

ウ(ｱ) これに対し、処分庁は、審査請求人は、地層区分を、

土質調査により採取した試料の目視観察、物理的特性、

力学的特性及び三次元地盤モデル等を「総合的」に判断

して設定したとしているが、地層区分については、飽く

までも「総合的」に判断されたものであり、Ａｖｆ－ｃ

２層の細粒分含有率がＢ－２７地点と他の３地点で明ら

かに異なっているなど、あいまいな点が残り、同じＡｖ

ｆ－ｃ２層に分類されているから同じ地盤特性であると

単純にはいえないと指摘している。 

(ｲ) しかし、上記イ(ｲ)ｄのとおり、技術基準・同解説によ

れば、信頼性が乏しいとされるばらつき（変動係数ＣＶ）

が０．６以上となる地盤物性値の推定値はなく、地層区

分（地盤のモデル化）について再検討する必要があると

は認められない（請９４）。 

(ｳ)ａ なお、上記イ(ｲ)ｃのとおり、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ

－ｃ２層は細分されているが、その地層区分を設定す

るに当たっては、ボーリング調査により採取した試料

の目視観察、物理的特性、力学的特性等が以下のよう

に総合的に判断されている。 

目視観察については、例えば、Ａｖｆ－ｃ層は、暗

青灰色の色調であり、他方で、Ａｖｆ－ｃ２層は、植

物片等の有機物を含み、黒灰色の色調である傾向がみ

られる（請２９資料３の２９頁、６２頁※１３、請６

２別紙１９頁、請１２６、１２７、処２、４～６）。 

証拠（請２９資料３の４０頁、議事録１１頁～１６頁、

請３３議事録２４頁～２６頁、請９６～９８、鑑定書）

によれば、このような地層区分及び土質定数（地盤物性

値）は、適正に実施された土質調査（地盤調査）及び土

質試験の結果に基づく地盤に関する十分な情報を踏まえ

た上で、安全側に設定されており、適切かつ合理的なも

のと認められる。沖縄県知事も、現時点での地層区分自

体が不適切であるとまで主張しているわけではなく、Ａ

ｖｆ－ｃ２層の地層区分は総合的な判断なので、どうし

てもあいまいなところがあると主張しているにすぎない

としている（令和４年１月２１日付け反論書に対する同

年２月７日付け意見書５８頁）。 

ウ(ｱ) これに対し、沖縄県知事は、沖縄防衛局は、地層区分

を、土質調査により採取した試料の目視観察、物理的特

性、力学的特性及び三次元地盤モデル等を「総合的」に

判断して設定したとしているが、地層区分については、

飽くまでも「総合的」に判断されたものであり、Ａｖｆ

－ｃ２層の細粒分含有率がＢ－２７地点と他の３地点で

明らかに異なっているなど、あいまいな点が残り、同じ

Ａｖｆ－ｃ２層に分類されているから同じ地盤特性であ

ると単純にはいえないと指摘している。 

(ｲ) しかし、上記イ(ｲ)ｄのとおり、技術基準・同解説によ

れば、信頼性が乏しいとされるばらつき（変動係数ＣＶ）

が０．６以上となる地盤物性値の推定値はなく、地層区

分（地盤のモデル化）について再検討する必要があると

は認められない（請９４）。 

(ｳ)ａ なお、上記イ(ｲ)ｃのとおり、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ

－ｃ２層は細分されているが、その地層区分を設定す

るに当たっては、ボーリング調査により採取した試料

の目視観察、物理的特性、力学的特性等が以下のよう

に総合的に判断されている。 

目視観察については、例えば、Ａｖｆ－ｃ層は、暗

青灰色の色調であり、他方で、Ａｖｆ－ｃ２層は、植

物片等の有機物を含み、黒灰色の色調である傾向がみ

られる（請２９資料３の２９頁、６２頁※１３、請６

２別紙１９頁、請１２６、１２７、処２、４～６）。 
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物理的特性については、例えば、土の工学的分類（塑

性図）においては、Ａｖｆ－ｃ層は、低液性限界及び

高液性限界に区分されるものの、大部分が低液性限界

に区分され、他方で、Ａｖｆ－ｃ２層は、大部分が高

液性限界に区分され（請２９資料３の３４頁、議事録

７頁、請６２別紙１９頁）、また、土粒子の密度や飽和

単位体積重量は、Ａｖｆ－ｃ層よりもＡｖｆ－ｃ２層

が小さくなる傾向がみられる（請２９資料３の３５頁、

３７頁、鑑定書）。 

力学的特性については、例えば、圧縮指数や、強度

増加率（三軸圧縮試験）、過圧密比は、Ａｖｆ－ｃ層よ

りもＡｖｆ－ｃ２層が大きくなり（請２９資料３の３

５頁、４２頁、４５頁図２．２－３２、鑑定書）、また、

せん断強さ（せん断強度）は、Ａｖｆ－ｃ層は、概ね

最大主応力差が一定で圧縮ひずみが増加し、他方で、

Ａｖｆ－ｃ２層は、最大主応力差到達後に圧縮ひずみ

が増加するとともに最大主応力差が低下する傾向がみ

られる（請２９資料３の３９頁、請６２別紙１９頁、

鑑定書）。 

そして、土の力学的特性は、細粒分含有率等の粒度

構成のみによって判断することができないということ

ができる（請１３０、１３１）が、Ａｖｆ－ｃ２層の

細粒分含有率については、Ｂ－２７の調査地点が２４．

２％から９６．８％まで（請１２６、処４）、Ｓ－３の

調査地点が３８．１％から８８．４％まで（請１２７、

処５）、Ｓ－２０の調査地点が３５．２％から７７．２％

まで（処６、４６）、Ｂ－５８の調査地点が５０．２％

から７３．７％まで（請１５０、処６、４６）であり、

Ｂ－２７地点と他の三つの調査地点で明らかに異なっ

ているとは認められない。 

ｂ また、処分庁は、Ａｖｆ－ｃ２層の深さと地盤強度の

関係は、３地点（Ｓ－３地点、Ｂ－５８地点及びＳ－

２０地点）で、ばらばらで全地点での近似曲線と相違

していると指摘している。 

しかし、上記イ(ｴのとおり、本件変更承認申請にお

いて、①設計に用いた地層区分と、②その地層区分に

物理的特性については、例えば、土の工学的分類（塑

性図）においては、Ａｖｆ－ｃ層は、低液性限界及び

高液性限界に区分されるものの、大部分が低液性限界

に区分され、他方で、Ａｖｆ－ｃ２層は、大部分が高

液性限界に区分され（請２９資料３の３４頁、議事録

７頁、請６２別紙１９頁）、また、土粒子の密度や飽和

単位体積重量は、Ａｖｆ－ｃ層よりもＡｖｆ－ｃ２層

が小さくなる傾向がみられる（請２９資料３の３５頁、

３７頁、鑑定書）。 

力学的特性については、例えば、圧縮指数や、強度

増加率（三軸圧縮試験）、過圧密比は、Ａｖｆ－ｃ層よ

りもＡｖｆ－ｃ２層が大きくなり（請２９資料３の３

５頁、４２頁、４５頁図２．２－３２、鑑定書）、また、

せん断強さ（せん断強度）は、Ａｖｆ－ｃ層は、概ね

最大主応力差が一定で圧縮ひずみが増加し、他方で、

Ａｖｆ－ｃ２層は、最大主応力差到達後に圧縮ひずみ

が増加するとともに最大主応力差が低下する傾向がみ

られる（請２９資料３の３９頁、請６２別紙１９頁、

鑑定書）。 

そして、土の力学的特性は、細粒分含有率等の粒度

構成のみによって判断することができないということ

ができる（請１３０、１３１）が、Ａｖｆ－ｃ２層の

細粒分含有率については、Ｂ－２７の調査地点が２４．

２％から９６．８％まで（請１２６、処４）、Ｓ－３の

調査地点が３８．１％から８８．４％まで（請１２７、

処５）、Ｓ－２０の調査地点が３５．２％から７７．２％

まで（処６、４６）、Ｂ－５８の調査地点が５０．２％

から７３．７％まで（請１５０、処６、４６）であり、

Ｂ－２７地点と他の三つの調査地点で明らかに異なっ

ているとは認められない。 

ｂ また、処分庁は、Ａｖｆ－ｃ２層の深さと地盤強度の

関係は、３地点（Ｓ－３地点、Ｂ－５８地点及びＳ－

２０地点）で、ばらばらで全地点での近似曲線と相違

していると指摘している。 

しかし、上記イ(ｴ)のとおり、本件変更承認申請にお

いて、①設計に用いた地層区分と、②その地層区分に

物理的特性については、例えば、土の工学的分類（塑

性図）においては、Ａｖｆ－ｃ層は、低液性限界及び

高液性限界に区分されるものの、大部分が低液性限界

に区分され、他方で、Ａｖｆ－ｃ２層は、大部分が高

液性限界に区分され（請２９資料３の３４頁、議事録

７頁、請６２別紙１９頁）、また、土粒子の密度や飽和

単位体積重量は、Ａｖｆ－ｃ層よりもＡｖｆ－ｃ２層

が小さくなる傾向がみられる（請２９資料３の３５頁、

３７頁、鑑定書）。 

力学的特性については、例えば、圧縮指数や、強度

増加率（三軸圧縮試験）、過圧密比は、Ａｖｆ－ｃ層よ

りもＡｖｆ－ｃ２層が大きくなり（請２９資料３の３

５頁、４２頁、４５頁図２．２－３２、鑑定書）、また、

せん断強さ（せん断強度）は、Ａｖｆ－ｃ層は、概ね

最大主応力差が一定で圧縮ひずみが増加し、他方で、

Ａｖｆ－ｃ２層は、最大主応力差到達後に圧縮ひずみ

が増加するとともに最大主応力差が低下する傾向がみ

られる（請２９資料３の３９頁、請６２別紙１９頁、

鑑定書）。 

そして、土の力学的特性は、細粒分含有率等の粒度

構成のみによって判断することができないということ

ができる（請１３０、１３１）が、Ａｖｆ－ｃ２層の

細粒分含有率については、Ｂ－２７の調査地点が２４．

２％から９６．８％まで（請１２６、処４）、Ｓ－３の

調査地点が３８．１％から８８．４％まで（請１２７、

処５）、Ｓ－２０の調査地点が３５．２％から７７．２％

まで（処６、４６）、Ｂ－５８の調査地点が５０．２％

から７３．７％まで（請１５０、処６、４６）であり、

Ｂ－２７地点と他の三つの調査地点で明らかに異なっ

ているとは認められない。 

ｂ また、沖縄県知事は、Ａｖｆ－ｃ２層の深さと地盤強

度の関係は、３地点（Ｓ－３地点、Ｂ－５８地点及び

Ｓ－２０地点）で、ばらばらで全地点での近似曲線と

相違していると指摘している。 

しかし、上記イ(ｴ)のとおり、本件変更承認申請にお

いて、①設計に用いた地層区分と、②その地層区分に
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基づいて各地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）

を含む土質定数（地盤物性値）は、告示第１３条及び

技術基準・同解説に基づく適切なものと認められる。

このことに加え、証拠（請２９資料３の４０頁、請３

３議事録２４頁～２６頁、鑑定書）によれば、Ａｖｆ

－ｃ２層は、大浦湾側の埋立計画地内の埋没谷の下部

にみられるが、ボーリング調査の結果、土質試験の結

果等をみると、谷筋に沿ってみても、土の強度を決め

ている支配的パラメータは基本的には土の自重であ

り、標高ではなく、海底面からの深さが土の強度を支

配しており、一つの谷筋に沿っての土質試験の結果を

Ｂ－２７の調査地点についても適用することを否定す

る理由はないという指摘や、非排水せん断強さ（非排

水せん断強度）の深さ方向の直線性は、Ａｖｆ－ｃ層

及びＡｖｆｃ２層共に明瞭であり、当該地盤の強度は

土の自重によって支配されていることが理解されると

いう指摘もあることからすれば、処分庁のこの指摘は

理由がない。 

ｃ さらに、処分庁は、Ｂ－５８地点のＴ－３１、Ｔ－３

４及びＴ－３６の土質調査データについて、地盤に係

る設計・施工の検討結果報告書（平成３１年１月）（処

７）と第１回技術検討会資料（令和元年９月）（請２９

の４０頁）で取扱いが異なるところ、審査請求人はＡ

ｖｆ－ｃ層の層厚を大きくとることでＡｖｆ－ｃ層と

Ａｖｆｃ－２層の地層区分が安全側にとられていると

主張するが、高液性限界を根拠とするならば、Ｔ－３

２以深をＡｖｆ－ｃ２層に分類することも可能であ

り、その場合には、Ｔ－３４及びＴ－３５の土質調査

データはＡｖｆ－ｃ２層に含まれ、Ａｖｆ－ｃ２層の

せん断強さが危険側になるため、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖ

ｆ－ｃ２層の地層区分が安全側にとられているとはい

えないと指摘している。 

しかし、Ｔ－３７以深の土質調査の結果をみると、

高液性限界に区分されるのみならず、土粒子の密度が

上層より連続的に減少するといったＡｖｆ－ｃ２層の

特徴があることが認められる（請２９資料３の２９頁、

基づいて各地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）

を含む土質定数（地盤物性値）は、告示第１３条及び

技術基準・同解説に基づく適切なものと認められる。

このことに加え、証拠（請２９資料３の４０頁、請３

３議事録２４頁～２６頁、鑑定書）によれば、Ａｖｆ

－ｃ２層は、大浦湾側の埋立計画地内の埋没谷の下部

にみられるが、ボーリング調査の結果、土質試験の結

果等をみると、谷筋に沿ってみても、土の強度を決め

ている支配的パラメータは基本的には土の自重であ

り、標高ではなく、海底面からの深さが土の強度を支

配しており、一つの谷筋に沿っての土質試験の結果を

Ｂ－２７の調査地点についても適用することを否定す

る理由はないという指摘や、非排水せん断強さ（非排

水せん断強度）の深さ方向の直線性は、Ａｖｆ－ｃ層

及びＡｖｆｃ２層共に明瞭であり、当該地盤の強度は

土の自重によって支配されていることが理解されると

いう指摘もあることからすれば、処分庁のこの指摘は

理由がない。 

ｃ さらに、処分庁は、Ｂ－５８地点のＴ－３１、Ｔ－３

４及びＴ－３６の土質調査データについて、地盤に係

る設計・施工の検討結果報告書（平成３１年１月）（処

７）と第１回技術検討会資料（令和元年９月）（請２９

の４０頁）で取扱いが異なるところ、審査請求人はＡ

ｖｆ－ｃ層の層厚を大きくとることでＡｖｆ－ｃ層と

Ａｖｆｃ－２層の地層区分が安全側にとられていると

主張するが、高液性限界を根拠とするならば、Ｔ－３

２以深をＡｖｆ－ｃ２層に分類することも可能であ

り、その場合には、Ｔ－３４及びＴ－３５の土質調査

データはＡｖｆ－ｃ２層に含まれ、Ａｖｆ－ｃ２層の

せん断強さが危険側になるため、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖ

ｆ－ｃ２層の地層区分が安全側にとられているとはい

えないと指摘している。 

しかし、Ｔ－３７以深の土質調査の結果をみると、

高液性限界に区分されるのみならず、土粒子の密度が

上層より連続的に減少するといったＡｖｆ－ｃ２層の

特徴があることが認められる（請２９資料３の２９頁、

基づいて各地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）

を含む土質定数（地盤物性値）は、告示第１３条及び

技術基準・同解説に基づく適切なものと認められる。

このことに加え、証拠（請２９資料３の４０頁、請３

３議事録２４頁～２６頁、鑑定書）によれば、Ａｖｆ

－ｃ２層は、大浦湾側の埋立計画地内の埋没谷の下部

にみられるが、ボーリング調査の結果、土質試験の結

果等をみると、谷筋に沿ってみても、土の強度を決め

ている支配的パラメータは基本的には土の自重であ

り、標高ではなく、海底面からの深さが土の強度を支

配しており、一つの谷筋に沿っての土質試験の結果を

Ｂ－２７の調査地点についても適用することを否定す

る理由はないという指摘や、非排水せん断強さ（非排

水せん断強度）の深さ方向の直線性は、Ａｖｆ－ｃ層

及びＡｖｆｃ２層共に明瞭であり、当該地盤の強度は

土の自重によって支配されていることが理解されると

いう指摘あることからすれば、沖縄県知事のこの指摘

は理由がない。 

ｃ さらに、沖縄県知事は、Ｂ－５８地点のＴ－３１、Ｔ

－３４及びＴ－３６の土質調査データについて、地盤

に係る設計・施工の検討結果報告書（平成３１年１月）

（処７）と第１回技術検討会資料（令和元年９月）（請

２９の４０頁）で取扱いが異なるところ、沖縄防衛局

はＡｖｆ－ｃ層の層厚を大きくとることでＡｖｆ－ｃ

層とＡｖｆ－ｃ２層の地層区分が安全側にとられてい

ると主張するが、高液性限界を根拠とするならば、Ｔ

－３２以深をＡｖｆ－ｃ２層に分類することも可能で

あり、その場合には、Ｔ－３４及びＴ－３５の土質調

査データはＡｖｆ－ｃ２層に含まれ、Ａｖｆ－ｃ２層

のせん断強さが危険側になるため、Ａｖｆ－ｃ層とＡ

ｖｆ－ｃ２層の地層区分が安全側にとられているとは

いえないと指摘している。 

しかし、Ｔ－３７以深の土質調査の結果をみると、

高液性限界に区分されるのみならず、土粒子の密度が

上層より連続的に減少するといったＡｖｆ－ｃ２層の

特徴があることが認められる（請２９資料３の２９頁、
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請１５０、処４６）。このことに加え、Ａｖｆ－ｃ層と

Ａｖｆ－ｃ２層の地層区分を設定するに当たっては、

洪積層の変化に応じてＡｖｆ－ｃ２層も変化すると考

えられるものの、上流から下流に流れてきて埋没谷を

埋めるような形でＡｖｆ－ｃ層が堆積したと考え、土

質柱状図を再現して線を引き、Ｂ－５８の調査地点の

上流となるＢ－５９の調査地点及び下流となるＳ－２

０の調査地点におけるＡｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層

の地層区分と連続性があるように、Ｂ－５８の調査地

点について、Ｇ．Ｌ．－３７．００ｍ以深をＡｖｆ－

ｃ２層に区分すること（請２９資料３の２５頁、２９

頁）は合理性があると認められる。そうすると、Ｂ－

５８の調査地点におけるＴ－３１、Ｔ－３４及びＴ－

３６の試料はＡｖｆ－ｃ層に区分されるが、木片の混

入など、Ａｖｆ－ｃ２層の特徴もみられ、その値もＡ

ｖｆ－ｃ層の非排水せん断強さ（せん断強度）の設定

に用いた場合には、Ａｖｆ－ｃ層の強度を過大評価す

るおそれがあり、安全側に設定するため、その値を棄

却したこと（請２９資料３の４０頁図２．２－２５、

請３４議事録３頁、４頁、６頁）も合理性があると認

められる。したがって、処分庁のこの指摘も理由がな

い。 

ｄ 加えて、地盤条件の設定に当たり、地盤そのものに不

均質性等がみられることは、想定内のこととして扱わ

れているといえる（請１２８、１２９）。 

ｅ 以上のような目視観察、物理試験及び力学試験の結果

等に基づき、上記イ(ｲ)ｃのとおり、三次元地盤モデル

が作成され、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層区

分が設定されているところ、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－

ｃ２層を区分することには十分な地盤工学的根拠もあ

ると認められる（鑑定書）。 

また、このような地層区分が、土質調査（地盤調査）

の結果を踏まえた上で、Ａｖｆ－ｃ２層よりもせん断

強さ（せん断強度）の小さいＡｖｆ－ｃ層を大きな幅

とするなど、安全側に設定されていることは、上記イ

(ｴ)のとおりである。 

請１５０、処４６）。このことに加え、Ａｖｆ－ｃ層と

Ａｖｆ－ｃ２層の地層区分を設定するに当たっては、

洪積層の変化に応じてＡｖｆ－ｃ２層も変化すると考

えられるものの、上流から下流に流れてきて埋没谷を

埋めるような形でＡｖｆ－ｃ層が堆積したと考え、土

質柱状図を再現して線を引き、Ｂ－５８の調査地点の

上流となるＢ－５９の調査地点及び下流となるＳ－２

０の調査地点におけるＡｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層

の地層区分と連続性があるように、Ｂ－５８の調査地

点について、Ｇ．Ｌ．－３７．００ｍ以深をＡｖｆ－

ｃ２層に区分すること（請２９資料３の２５頁、２９

頁）は合理性があると認められる。そうすると、Ｂ－

５８の調査地点におけるＴ－３１、Ｔ－３４及びＴ－

３６の試料はＡｖｆ－ｃ層に区分されるが、木片の混

入など、Ａｖｆ－ｃ２層の特徴もみられ、その値もＡ

ｖｆ－ｃ層の非排水せん断強さ（せん断強度）の設定

に用いた場合には、Ａｖｆ－ｃ層の強度を過大評価す

るおそれがあり、安全側に設定するため、その値を棄

却したこと（請２９資料３の４０頁図２．２－２５、

請３４議事録３頁、４頁、６頁）も合理性があると認

められる。したがって、処分庁のこの指摘も理由がな

い。 

ｄ 加えて、地盤条件の設定に当たり、地盤そのものに不

均質性等がみられることは、想定内のこととして扱わ

れているといえる（請１２８、１２９）。 

ｅ 以上のような目視観察、物理試験及び力学試験の結果

等に基づき、上記イ(ｲ)ｃのとおり、三次元地盤モデル

が作成され、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層区

分が設定されているところ、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－

ｃ２層を区分することには十分な地盤工学的根拠もあ

ると認められる（鑑定書）。 

また、このような地層区分が、土質調査（地盤調査）

の結果を踏まえた上で、Ａｖｆ－ｃ２層よりもせん断

強さ（せん断強度）の小さいＡｖｆ－ｃ層を大きな幅

とするなど、安全側に設定されていることは、上記イ

(ｴ)のとおりである。 

請１５０、処４６）。このことに加え、Ａｖｆ－ｃ層と

Ａｖｆ－ｃ２層の地層区分を設定するに当たっては、

洪積層の変化に応じてＡｖｆ－ｃ２層も変化すると考

えられるものの、上流から下流に流れてきて埋没谷を

埋めるような形でＡｖｆ－ｃ層が堆積したと考え、土

質柱状図を再現して線を引き、Ｂ－５８の調査地点の

上流となるＢ－５９の調査地点及び下流となるＳ－２

０の調査地点におけるＡｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層

の地層区分と連続性があるように、Ｂ－５８の調査地

点について、Ｇ．Ｌ．－３７．００ｍ以深をＡｖｆ－

ｃ２層に区分すること（請２９資料３の２５頁、２９

頁）は合理性があると認められる。そうすると、Ｂ－

５８の調査地点におけるＴ－３１、Ｔ－３４及びＴ－

３６の試料はＡｖｆ－ｃ層に区分されるが、木片の混

入など、Ａｖｆ－ｃ２層の特徴もみられ、その値もＡ

ｖｆ－ｃ層の非排水せん断強さ（せん断強度）の設定

に用いた場合には、Ａｖｆ－ｃ層の強度を過大評価す

るおそれがあり、安全側に設定するため、その値を棄

却したこと（請２９資料３の４０頁図２．２－２５、

請３４議事録３頁、４頁、６頁）も合理性があると認

められる。したがって、沖縄県知事のこの指摘も理由

がない。 

ｄ 加えて、地盤条件の設定に当たり、地盤そのものに不

均質性等がみられることは、想定内のこととして扱わ

れているといえる（請１２８、１２９）。 

ｅ 以上のような目視観察、物理試験及び力学試験の結果

等に基づき、上記イ(ｲ)ｃのとおり、三次元地盤モデル

が作成され、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層区

分が設定されているところ、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－

ｃ２層を区分することには十分な地盤工学的根拠もあ

ると認められる（鑑定書）。 

また、このような地層区分が、土質調査（地盤調査）

の結果を踏まえた上で、Ａｖｆ－ｃ２層よりもせん断

強さ（せん断強度）の小さいＡｖｆ－ｃ層を大きな幅

とするなど、安全側に設定されていることは、上記イ

(ｴ)のとおりである。 
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さらに、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層区分

の設定について、以上のようにされた総合的な判断が

適切かつ合理的なものであることも、上記イ(ｴ)のと

おりである。 

(ｴ) 以上によれば、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層

区分の設定は適切かつ合理的なものであるから、地層区

分についてはあいまいな点が残り、同じＡｖｆ－ｃ２層

に分類されているから同じ地盤特性であると単純にはい

えないという処分庁の上記(ｱ)の指摘は理由がない。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請に当たり、Ｓ－３、Ｓ－

２０及びＢ－５８の調査地点の力学試験の結果から、Ｂ－

２７を含む上記の六つの調査地点の下層のＡｖｆ－ｃ２層

のせん断強さ（せん断強度）を設定していることは、合理

性があり、また、①地層区分と、②各地層に設定した、せ

ん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地盤物性値）は、

告示第１３条に適合する適正なものであると認めることが

できるから、処分庁の上記アの指摘は理由がない。 

処分庁は、Ｂ－２７地点は、港湾法施行規則（昭和２６

年運輸省令第９８号）において規定されている、公共の安

全その他の公益上の影響が著しいと認められる外郭施設

（外周護岸）の設置場所となっており、さらに、飛行場と

して運用上重要な滑走路の延長線上に位置していると指摘

したり、地盤の安定性能照査における円弧の大きさ（地盤

の滑りが生じた場合における危険性の大きさ）を指摘した

りしているが、処分庁が指摘する、Ｃ－１－１－１工区が

Ｂ－２７の調査地点付近であることや、Ｂ－２７の調査地

点付近が滑走路の延長線上に位置していること、地盤の安

定性能照査における円弧の大きさは、①地層区分と、②各

地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定

数（地盤物性値）が告示第１３条に適合する適正なもので

あるという上記の認定や、（改良）地盤の安定性能照査が適

切に行われているという下記⑷オ(ｳ)及び⑸エの認定を左

右しない。 

なお、処分庁は、その指摘の前提として、Ｂ－２７地点

の力学試験が必要であるという立場をとっていると認めら

れるが、鑑定書においては、当該地盤は、非排水せん断強

さらに、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層区分

の設定について、以上のようにされた総合的な判断が

適切かつ合理的なものであることも、上記イ(ｴ)のとお

りである。 

(ｴ) 以上によれば、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層

区分の設定は適切かつ合理的なものであるから、地層区

分についてはあいまいな点が残り、同じＡｖｆ－ｃ２層

に分類されているから同じ地盤特性であると単純にはい

えないという処分庁の上記(ｱ)の指摘は理由がない。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請に当たり、Ｓ－３、Ｓ－

２０及びＢ－５８の調査地点の力学試験の結果から、Ｂ－

２７を含む上記の六つの調査地点の下層のＡｖｆ－ｃ２層

のせん断強さ（せん断強度）を設定していることは、合理

性があり、また、①地層区分と、②各地層に設定した、せ

ん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地盤物性値）は、

告示第１３条に適合する適正なものであると認めることが

できるから、処分庁の上記アの指摘は理由がない。 

処分庁は、Ｂ－２７地点は、港湾法施行規則（昭和２６

年運輸省令第９８号）において規定されている、公共の安

全その他の公益上の影響が著しいと認められる外郭施設

（外周護岸）の設置場所となっており、さらに、飛行場と

して運用上重要な滑走路の延長線上に位置していると指摘

したり、地盤の安定性能照査における円弧の大きさ（地盤

の滑りが生じた場合における危険性の大きさ）を指摘した

りしているが、処分庁が指摘する、Ｃ－１－１－１工区が

Ｂ－２７の調査地点付近であることや、Ｂ－２７の調査地

点付近が滑走路の延長線上に位置していること、地盤の安

定性能照査における円弧の大きさは、①地層区分と、②各

地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定

数（地盤物性値）が告示第１３条に適合する適正なもので

あるという上記の認定や、（改良）地盤の安定性能照査が適

切に行われているという下記⑷オ(ｳ)及び⑸エの認定を左

右しない。 

なお、処分庁は、その指摘の前提として、Ｂ－２７地点

の力学試験が必要であるという立場をとっていると認めら

れるが、鑑定書においては、当該地盤は、非排水せん断強

さらに、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層区分

の設定について、以上のようにされた総合的な判断が

適切かつ合理的なものであることも、上記イ(ｴ)のとお

りである。 

(ｴ) 以上によれば、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の地層

区分の設定は適切かつ合理的なものであるから、地層区

分についてはあいまいな点が残り、同じＡｖｆ－ｃ２層

に分類されているから同じ地盤特性であると単純にはい

えないという沖縄県知事の上記(ｱ)の指摘は理由がない。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請に当たり、Ｓ－３、Ｓ－

２０及びＢ－５８の調査地点の力学試験の結果から、Ｂ－

２７を含む上記の六つの調査地点の下層のＡｖｆ－ｃ２層

のせん断強さ（せん断強度）を設定していることは、合理

性があり、また、①地層区分と、②各地層に設定した、せ

ん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地盤物性値）は、

告示第１３条に適合する適正なものであると認めることが

できるから、沖縄県知事の上記アの指摘は理由がない。 

沖縄県知事は、Ｂ－２７地点は、港湾法施行規則（昭和

２６年運輸省令第９８号）において規定されている、公共

の安全その他の公益上の影響が著しいと認められる外郭施

設（外周護岸）の設置場所となっており、さらに、飛行場

として運用上重要な滑走路の延長線上に位置していると指

摘したり、地盤の安定性能照査における円弧の大きさ（地

盤の滑りが生じた場合における危険性の大きさ）を指摘し

たりしているが、沖縄県知事が指摘する、Ｃ－１－１－１

工区がＢ－２７の調査地点付近であることや、Ｂ－２７の

調査地点付近が滑走路の延長線上に位置していること、地

盤の安定性能照査における円弧の大きさは、①地層区分と、

②各地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土

質定数（地盤物性値）が告示第１３条に適合する適正なも

のであるという上記の認定や、（改良）地盤の安定性能照査

が適切に行われているという下記⑷オ(ｳ)及び⑸エの認定

を左右しない。 

なお、沖縄県知事は、その指摘の前提として、Ｂ－２７

地点の力学試験が必要であるという立場をとっていると認

められるが、鑑定書においては、当該地盤は、非排水せん
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度が深さ方向に直線的に増加し強度の主要な支配要因が土

の自重であるという特性を持つこと、護岸の安定問題は平

均値問題に属すること、空港建設に係る地盤の水平方向の

相関性に関する過去の知見と矛盾していないこと、費用対

効果が低いこと、安定性能照査の過程で、設計地盤図及び

各層の力学諸係数の設定過程等に複数の安全側の配慮が存

在すること、動態観測施工を実施する計画であることの６

項目を総合的に勘案して、追加的にＢ－２７地点での地盤

調査を実施して力学試験結果の情報を得なくても、現行の

設計システムとしてＣ護岸の安定性能照査が適切に行える

とされている。 

処分庁は、第１回技術検討会においては、委員から、Ａ

ｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の力学的特性の差異に関して

は、土の自重だけでなく、有機物の有無が強く影響してい

ることを示す発言がされている（請２９議事録１３頁、１

４頁）が、鑑定書においては、このことについての見解が

示されていないと指摘している。しかし、併せてされてい

る同委員の発言（請２９議事録１３頁）によれば、有機物

が含まれているか否かにより影響があったとしても、その

影響は土粒子の密度や力学的特性（土の挙動）として現れ

ていることが認められる。上記ウ(ｳ)ｅのとおり、鑑定書に

おいては、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層を区分する地盤

工学的根拠は十分に存在していると判断されているとこ

ろ、土粒子の密度や力学的特性は、その判断の前提として

確認された技術検討会（第１回）資料３（請２９資料３）

中のデータ（図表）に含まれている上、それらの判断の前

提として確認されたデータ（図表）としても「図２．２－

１４ 有機物の混在、土試料の色調」が挙げられていること

からすれば、鑑定書において、それらの判断の前提として、

有機物が含まれているか否かも考慮されていることは明ら

かであるから、処分庁のこの指摘も理由がない。 

⑷ア さらに、処分庁は、審査請求人は、施工時の地盤の安定性

能照査について、安定計算において、計測施工を行う前提

で、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）

につき、一律に部分係数γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、

調整係数ｍ＝１．１０としたとしているが、性能照査に当

度が深さ方向に直線的に増加し強度の主要な支配要因が土

の自重であるという特性を持つこと、護岸の安定問題は平

均値問題に属すること、空港建設に係る地盤の水平方向の

相関性に関する過去の知見と矛盾していないこと、費用対

効果が低いこと、安定性能照査の過程で、設計地盤図及び

各層の力学諸係数の設定過程等に複数の安全側の配慮が存

在すること、動態観測施工を実施する計画であることの６

項目を総合的に勘案して、追加的にＢ－２７地点での地盤

調査を実施して力学試験結果の情報を得なくても、現行の

設計システムとしてＣ護岸の安定性能照査が適切に行える

とされている。 

処分庁は、第１回技術検討会においては、委員から、Ａ

ｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の力学的特性の差異に関して

は、土の自重だけでなく、有機物の有無が強く影響してい

ることを示す発言がされている（請２９議事録１３頁、１

４頁）が、鑑定書においては、このことについての見解が

示されていないと指摘している。しかし、併せてされてい

る同委員の発言（請２９議事録１３頁）によれば、有機物

が含まれているか否かにより影響があったとしても、その

影響は土粒子の密度や力学的特性（土の挙動）として現れ

ていることが認められる。上記ウ(ｳ)ｅのとおり、鑑定書に

おいては、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層を区分する地盤

工学的根拠は十分に存在していると判断されているとこ

ろ、土粒子の密度や力学的特性は、その判断の前提として

確認された技術検討会（第１回）資料３（請２９資料３）

中のデータ（図表）に含まれている上、それらの判断の前

提として確認されたデータ（図表）としても「図２．２－

１４ 有機物の混在、土試料の色調」が挙げられていること

からすれば、鑑定書において、それらの判断の前提として、

有機物が含まれているか否かも考慮されていることは明ら

かであるから、処分庁のこの指摘も理由がない。 

⑷ア さらに、処分庁は、審査請求人は、施工時の地盤の安定性

能照査について、安定計算において、計測施工を行う前提

で、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）

につき、一律に部分係数γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、

調整係数ｍ＝１．１０としたとしているが、性能照査に当

断強度が深さ方向に直線的に増加し強度の主要な支配要因

が土の自重であるという特性を持つこと、護岸の安定問題

は平均値問題に属すること、空港建設に係る地盤の水平方

向の相関性に関する過去の知見と矛盾していないこと、費

用対効果が低いこと、安定性能照査の過程で、設計地盤図

及び各層の力学諸係数の設定過程等に複数の安全側の配慮

が存在すること、動態観測施工を実施する計画であること

の６項目を総合的に勘案して、追加的にＢ－２７地点での

地盤調査を実施して力学試験結果の情報を得なくても、現

行の設計システムとしてＣ護岸の安定性能照査が適切に行

えるとされている。 

沖縄県知事は、第１回技術検討会においては、委員から、

Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層の力学的特性の差異に関し

ては、土の自重だけでなく、有機物の有無が強く影響して

いることを示す発言がされている（請２９議事録１３頁、

１４頁）が、鑑定書においては、このことについての見解

が示されていないと指摘している。しかし、併せてされて

いる同委員の発言（請２９議事録１３頁）によれば、有機

物が含まれているか否かにより影響があったとしても、そ

の影響は土粒子の密度や力学的特性（土の挙動）として現

れていることが認められる。上記ウ(ｳ)ｅのとおり、鑑定書

においては、Ａｖｆ－ｃ層とＡｖｆ－ｃ２層を区分する地

盤工学的根拠は十分に存在していると判断されているとこ

ろ、土粒子の密度や力学的特性は、その判断の前提として

確認された技術検討会（第１回）資料３（請２９資料３）

中のデータ（図表）に含まれている上、それらの判断の前

提として確認されたデータ（図表）としても「図２．２－

１４ 有機物の混在、土試料の色調」が挙げられていること

からすれば、鑑定書において、それらの判断の前提として、

有機物が含まれているか否かも考慮されていることは明ら

かであるから、沖縄県知事のこの指摘も理由がない。 

⑷ア さらに、沖縄県知事は、沖縄防衛局は、施工時の地盤の安

定性能照査について、安定計算において、計測施工を行う

前提で、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機

能付）につき、一律に部分係数γＳ＝１．００、γＲ＝１．

００、調整係数ｍ＝１．１０としたとしているが、性能照
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たって地盤条件等の不確定性をどのように判断し、調整係

数ｍ＝１．１０と設定したか明確に示していないなどとし

て、Ｂ－２７地点の地盤条件を適切に設定しておらず、ど

のように不確定性を考慮したか不明であり、告示第３条へ

の適合について判断できず、災害防止に十分配慮した検討

が実施されていないと指摘している（別紙２（請７５）第

２の３及び４⑷ウ）。 

イ 本件変更承認申請においては、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸

まで及び護岸（係船機能付）の設計に当たり、以下のよう

な設計手順が採られている（請３０資料２の８頁）。 

(ｱ) 設計工区の設定 Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）の護岸法線の形状、護岸法線位置に

おける海底地形及び地層構成を基に設計工区を設定する

とともに、設計工区ごとに護岸の安定の検討を行う断面

（検討断面）の位置を設定する。 

(ｲ) 護岸構造の選定 スリットケーソン式及び直立消波ブ

ロック式の護岸構造及び施工方法の検討を行い、施工性

等を比較検討の上、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）の護岸構造を選定する。 

(ｳ) 標準断面の決定 Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）における設計条件及び断面諸元を設

定し、壁体の安定に関する性能照査及び地盤の安定性に

関する性能照査を経て、設計工区ごとの標準断面を決定

する。 

(ｴ) 設計工区の決定 決定された標準断面の諸元により、

施工方法等を考慮した具体的な設計工区を決定する。 

ウ(ｱ) 上記イ(ｱ)のうち、設計工区の設定に当たっては、以下

のような考え方が採られている（請３０資料２の８頁）。 

ａ 護岸法線の形状による区分 護岸法線の向きに応じ

て、波の入射角が変化し、護岸に作用する波力が変化

するため、護岸法線の向きにより設計工区を区分する。 

ｂ 海底地形による区分 海底地形（水深等）に応じて、

外力の作用高が変化し、護岸に作用する波力、土圧等

が変化するため、海底地形により設計工区を区分する。 

ｃ 地層構成による区分 地層構成に応じて、地盤改良の

要否及び地盤の沈下量が変化するため、地層構成によ

たって地盤条件等の不確定性をどのように判断し、調整係

数ｍ＝１．１０と設定したか明確に示していないなどとし

て、Ｂ－２７地点の地盤条件を適切に設定しておらず、ど

のように不確定性を考慮したか不明であり、告示第３条へ

の適合について判断できず、災害防止に十分配慮した検討

が実施されていないと指摘している（別紙２（請７５）第

２の３及び４⑷ウ）。 

イ 本件変更承認申請においては、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸

まで及び護岸（係船機能付）の設計に当たり、以下のよう

な設計手順が採られている（請３０資料２の８頁）。 

(ｱ) 設計工区の設定 Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）の護岸法線の形状、護岸法線位置に

おける海底地形及び地層構成を基に設計工区を設定する

とともに、設計工区ごとに護岸の安定の検討を行う断面

（検討断面）の位置を設定する。 

(ｲ) 護岸構造の選定 スリットケーソン式及び直立消波ブ

ロック式の護岸構造及び施工方法の検討を行い、施工性

等を比較検討の上、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）の護岸構造を選定する。 

(ｳ) 標準断面の決定 Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）における設計条件及び断面諸元を設

定し、壁体の安定に関する性能照査及び地盤の安定性に

関する性能照査を経て、設計工区ごとの標準断面を決定

する。 

(ｴ) 設計工区の決定 決定された標準断面の諸元により、

施工方法等を考慮した具体的な設計工区を決定する。 

ウ(ｱ) 上記イ(ｱ)のうち、設計工区の設定に当たっては、以下

のような考え方が採られている（請３０資料２の８頁）。 

ａ 護岸法線の形状による区分 護岸法線の向きに応じ

て、波の入射角が変化し、護岸に作用する波力が変化

するため、護岸法線の向きにより設計工区を区分する。 

ｂ 海底地形による区分 海底地形（水深等）に応じて、

外力の作用高が変化し、護岸に作用する波力、土圧等

が変化するため、海底地形により設計工区を区分する。 

ｃ 地層構成による区分 地層構成に応じて、地盤改良の

要否及び地盤の沈下量が変化するため、地層構成によ

査に当たって地盤条件等の不確定性をどのように判断し、

調整係数ｍ＝１．１０と設定したか明確に示していないな

どとして、Ｂ－２７地点の地盤条件を適切に設定しておら

ず、どのように不確定性を考慮したか不明であり、告示第

３条への適合について判断できず、災害防止に十分配慮し

た検討が実施されていないと指摘している（別紙３（請７

５）第２の３及び４⑷ウ）。 

イ 本件変更承認申請においては、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸

まで及び護岸（係船機能付）の設計に当たり、以下のよう

な設計手順が採られている（請３０資料２の８頁）。 

(ｱ) 設計工区の設定 Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）の護岸法線の形状、護岸法線位置に

おける海底地形及び地層構成を基に設計工区を設定する

とともに、設計工区ごとに護岸の安定の検討を行う断面

（検討断面）の位置を設定する。 

(ｲ) 護岸構造の選定 スリットケーソン式及び直立消波ブ

ロック式の護岸構造及び施工方法の検討を行い、施工性

等を比較検討の上、Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）の護岸構造を選定する。 

(ｳ) 標準断面の決定 Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）における設計条件及び断面諸元を設

定し、壁体の安定に関する性能照査及び地盤の安定性に

関する性能照査を経て、設計工区ごとの標準断面を決定

する。 

(ｴ) 設計工区の決定 決定された標準断面の諸元により、

施工方法等を考慮した具体的な設計工区を決定する。 

ウ(ｱ) 上記イ(ｱ)のうち、設計工区の設定に当たっては、以下

のような考え方が採られている（請３０資料２の８頁）。 

ａ 護岸法線の形状による区分 護岸法線の向きに応じ

て、波の入射角が変化し、護岸に作用する波力が変化

するため、護岸法線の向きにより設計工区を区分する。 

ｂ 海底地形による区分 海底地形（水深等）に応じて、

外力の作用高が変化し、護岸に作用する波力、土圧等

が変化するため、海底地形により設計工区を区分する。 

ｃ 地層構成による区分 地層構成に応じて、地盤改良の

要否及び地盤の沈下量が変化するため、地層構成によ
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り設計工区を区分する。 

(ｲ) 上記イ(ｱ)のうち、検討断面の位置の設定に当たって

は、設計工区ごとに護岸法線の形状、海底地形及び地層

構成を考慮し、壁体の安定に関する性能照査及び地盤の

安定に関する性能照査に関する検討において、最も安全

な設計を担保することができる護岸法線上の位置（設計

工区の中で壁体や地盤の安定上最も危険となる位置）を

検討断面の位置として設定し、また、検討断面の方向は、

護岸法線直角方向を基本とするという考え方が採られて

いる（請３０資料２の８頁）。 

(ｳ) 証拠（請３０議事録８頁、９頁）によれば、以上のよ

うな考え方により、各護岸の設計工区ごとに護岸法線の

形状、海底地形及び地層構成を考慮した設計上の安全性

又は危険性が適切かつ合理的に検討されていると認めら

れる。 

以上のような考え方により、Ｂ－２７の調査地点付近

に関しては、Ｃ－１護岸について、海底地形（海底面が

平坦な区間か否か）及び地層構成（深い谷地形に粘性土

及び中間土が厚く堆積している区間か否かなど）により

三つに区分した工区（Ｃ－１－１－１工区、Ｃ－１－１

－２工区及びＣ－１－２－１工区）のうち、Ｃ－１－１

－１工区として区分し、検討断面の位置として粘性土及

び中間土が堆積する最深箇所を設定し、さらに、この最

深箇所を検討に反映させて安全側の設計とするため、請

３０資料２の１０頁「図２．２－１ 設計工区及び検討断

面位置の検討結果」（別紙５）のとおり、検討断面の方向

を、護岸法線直角方向そのものとしないで、Ｂ－２７の

調査地点からＳ－３の調査地点までの断面の谷地形が護

岸法線直角方向に埋立地背後に続くものと仮定し、検討

断面を設定している（請３０資料２の９頁）。 

以上のような考え方により（請３０資料２の９頁）、Ｃ

－１護岸のＣ－１－１－１以外の工区（Ｃ－１－１－２

工区及びＣ－１－２－１工区）、Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸

及び護岸（係船機能付）について設定された設計工区及

び検討断面の位置は、請３０資料２の１０頁「図２．２

－１ 設計工区及び検討断面位置の検討結果」（別紙５）

り設計工区を区分する。 

(ｲ) 上記イ(ｱ)のうち、検討断面の位置の設定に当たって

は、設計工区ごとに護岸法線の形状、海底地形及び地層

構成を考慮し、壁体の安定に関する性能照査及び地盤の

安定に関する性能照査に関する検討において、最も安全

な設計を担保することができる護岸法線上の位置（設計

工区の中で壁体や地盤の安定上最も危険となる位置）を

検討断面の位置として設定し、また、検討断面の方向は、

護岸法線直角方向を基本とするという考え方が採られて

いる（請３０資料２の８頁）。 

(ｳ) 証拠（請３０議事録８頁、９頁）によれば、以上のよ

うな考え方により、各護岸の設計工区ごとに護岸法線の

形状、海底地形及び地層構成を考慮した設計上の安全性

又は危険性が適切かつ合理的に検討されていると認めら

れる。 

以上のような考え方により、Ｂ－２７の調査地点付近

に関しては、Ｃ－１護岸について、海底地形（海底面が

平坦な区間か否か）及び地層構成（深い谷地形に粘性土

及び中間土が厚く堆積している区間か否かなど）により

三つに区分した工区（Ｃ－１－１－１工区、Ｃ－１－１

－２工区及びＣ－１－２－１工区）のうち、Ｃ－１－１

－１工区として区分し、検討断面の位置として粘性土及

び中間土が堆積する最深箇所を設定し、さらに、この最

深箇所を検討に反映させて安全側の設計とするため、請

３０資料２の１０頁「図２．２－１ 設計工区及び検討断

面位置の検討結果」（別紙５）のとおり、検討断面の方向

を、護岸法線直角方向そのものとしないで、Ｂ－２７の

調査地点からＳ－３の調査地点までの断面の谷地形が護

岸法線直角方向に埋立地背後に続くものと仮定し、検討

断面を設定している（請３０資料２の９頁）。 

以上のような考え方により（請３０資料２の９頁）、Ｃ

－１護岸のＣ－１－１－１以外の工区（Ｃ－１－１－２

工区及びＣ－１－２－１工区）、Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸

及び護岸（係船機能付）について設定された設計工区及

び検討断面の位置は、請３０資料２の１０頁「図２．２

－１ 設計工区及び検討断面位置の検討結果」（別紙５）

り設計工区を区分する。 

(ｲ) 上記イ(ｱ)のうち、検討断面の位置の設定に当たって

は、設計工区ごとに護岸法線の形状、海底地形及び地層

構成を考慮し、壁体の安定に関する性能照査及び地盤の

安定に関する性能照査に関する検討において、最も安全

な設計を担保することができる護岸法線上の位置（設計

工区の中で壁体や地盤の安定上最も危険となる位置）を

検討断面の位置として設定し、また、検討断面の方向は、

護岸法線直角方向を基本とするという考え方が採られて

いる（請３０資料２の８頁）。 

(ｳ) 証拠（請３０議事録８頁、９頁）によれば、以上のよ

うな考え方により、各護岸の設計工区ごとに護岸法線の

形状、海底地形及び地層構成を考慮した設計上の安全性

又は危険性が適切かつ合理的に検討されていると認めら

れる。 

以上のような考え方により、Ｂ－２７の調査地点付近

に関しては、Ｃ－１護岸について、海底地形（海底面が

平坦な区間か否か）及び地層構成（深い谷地形に粘性土

及び中間土が厚く堆積している区間か否かなど）により

三つに区分した工区（Ｃ－１－１－１工区、Ｃ－１－１

－２工区及びＣ－１－２－１工区）のうち、Ｃ－１－１

－１工区として区分し、検討断面の位置として粘性土及

び中間土が堆積する最深箇所を設定し、さらに、この最

深箇所を検討に反映させて安全側の設計とするため、請

３０資料２の１０頁「図２．２－１ 設計工区及び検討断

面位置の検討結果」（別紙６）のとおり、検討断面の方向

を、護岸法線直角方向そのものとしないで、Ｂ－２７の

調査地点からＳ－３の調査地点までの断面の谷地形が護

岸法線直角方向に埋立地背後に続くものと仮定し、検討

断面を設定している（請３０資料２の９頁）。 

以上のような考え方により（請３０資料２の９頁）、Ｃ

－１護岸のＣ－１－１－１以外の工区（Ｃ－１－１－２

工区及びＣ－１－２－１工区）、Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸

及び護岸（係船機能付）について設定された設計工区及

び検討断面の位置は、請３０資料２の１０頁「図２．２

－１ 設計工区及び検討断面位置の検討結果」（別紙６）
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のとおりである。 

エ 上記イ(ｲ)の護岸構造の選定に当たっては、Ｃ－１護

岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）につい

ては、重力式であるスリットケーソン式及び直立消波

ブロック式を比較した上で、施工性の面で有利である

ことから、スリットケーソン式を採用している（請２

９資料３の５１頁、請３０資料２の１１頁）。 

オ(ｱ) 上記イ(ｳ)の標準断面の決定におけるＣ－１－１

－１工区についての改良地盤の安定性能照査に当た

っては、省令第２条及び第２４条、告示第３条第１

項及び第３３条並びに告示第４３条第１項において

準用する告示第３９条において準用する告示第４９

条第１号並びに技術基準・同解説１０６９頁及び１

０７０頁（請１０１、処３）に準拠し、技術基準・

同解説１０６９頁式（２．２．２）による円弧すべ

り計算（修正フェレニウス法）によって作用耐力比

を計算し、照査した。そして、施工時の安定計算に

用いる部分係数及び調整係数は、技術基準・同解説

７４９頁（請１０２、処３）を参考とし、施工中に

地盤の変位及び応力を観測する計測施工を行うこと

を前提として、γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、

ｍ＝１．１０と設定した。（請３０資料２の２５頁、

請３１資料６６頁） 

証拠（請３４議事録９頁、１０頁、請１０２、１

０３、１３６、処３の７４９頁、処１０、３４、鑑

定書）によれば、公益社団法人日本道路協会『道路

土工 盛土工指針（平成２２年度版）』１０９頁（請

１０３、１３６）において、常時の作用に対する盛

土のすべりに対する安定性の照査について、「適切な

動態観測による情報化施工を適用する場合には、盛

土施工直後の安全率を１．１としてよい。」と記載さ

れているところ、その安定性の照査における安定計

算式も修正フェレニウス法によるものであり、サン

ドコンパクションパイル（ＳＣＰ）地盤改良の施工

管理の実務においても、陸上盛土における安定管理

手法が適用されていることに照らし、上記の記載も

のとおりである。 

エ 上記イ(ｲ)の護岸構造の選定に当たっては、Ｃ－１護

岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）につい

ては、重力式であるスリットケーソン式及び直立消波

ブロック式を比較した上で、施工性の面で有利である

ことから、スリットケーソン式を採用している（請２

９資料３の５１頁、請３０資料２の１１頁）。 

オ(ｱ) 上記イ(ｳ)の標準断面の決定におけるＣ－１－１

－１工区についての改良地盤の安定性能照査に当た

っては、省令第２条及び第２４条、告示第３条第１

項及び第３３条並びに告示第４３条第１項において

準用する告示第３９条において準用する告示第４９

条第１号並びに技術基準・同解説１０６９頁及び１

０７０頁（請１０１、処３）に準拠し、技術基準・

同解説１０６９頁式（２．２．２）による円弧すべ

り計算（修正フェレニウス法）によって作用耐力比

を計算し、照査した。そして、施工時の安定計算に

用いる部分係数及び調整係数は、技術基準・同解説

７４９頁（請１０２、処３）を参考とし、施工中に

地盤の変位及び応力を観測する計測施工を行うこと

を前提として、γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、

ｍ＝１．１０と設定した。（請３０資料２の２５頁、

請３１資料６６頁） 

証拠（請３４議事録９頁、１０頁、請１０２、１

０３、１３６、処３の７４９頁、処１０、３４、鑑

定書）によれば、公益社団法人日本道路協会『道路

土工 盛土工指針（平成２２年度版）』１０９頁（請

１０３、１３６）において、常時の作用に対する盛

土のすべりに対する安定性の照査について、「適切な

動態観測による情報化施工を適用する場合には、盛

土施工直後の安全率を１．１としてよい。」と記載さ

れているところ、その安定性の照査における安定計

算式も修正フェレニウス法によるものであり、サン

ドコンパクションパイル（ＳＣＰ）地盤改良の施工

管理の実務においても、陸上盛土における安定管理

手法が適用されていることに照らし、上記の記載も

のとおりである。 

エ 上記イ(ｲ)の護岸構造の選定に当たっては、Ｃ－１護

岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）につい

ては、重力式であるスリットケーソン式及び直立消波

ブロック式を比較した上で、施工性の面で有利である

ことから、スリットケーソン式を採用している（請２

９資料３の５１頁、請３０資料２の１１頁）。 

オ(ｱ) 上記イ(ｳ)の標準断面の決定におけるＣ－１－１

－１工区についての改良地盤の安定性能照査に当た

っては、省令第２条及び第２４条、告示第３条第１

項及び第３３条並びに告示第４３条第１項において

準用する告示第３９条において準用する告示第４９

条第１号並びに技術基準・同解説１０６９頁及び１

０７０頁（請１０１、処３）に準拠し、技術基準・

同解説１０６９頁式（２．２．２）による円弧すべ

り計算（修正フェレニウス法）によって作用耐力比

を計算し、照査した。そして、施工時の安定計算に

用いる部分係数及び調整係数は、技術基準・同解説

７４９頁（請１０２、処３）を参考とし、施工中に

地盤の変位及び応力を観測する計測施工を行うこと

を前提として、γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、

ｍ＝１．１０と設定した。（請３０資料２の２５頁、

請３１資料６６頁） 

証拠（請３４議事録９頁、１０頁、請１０２、１

０３、１３６、処３の７４９頁、処１０、３４、鑑

定書）によれば、公益社団法人日本道路協会『道路

土工 盛土工指針（平成２２年度版）』１０９頁（請

１０３、１３６）において、常時の作用に対する盛

土のすべりに対する安定性の照査について、「適切な

動態観測による情報化施工を適用する場合には、盛

土施工直後の安全率を１．１としてよい。」と記載さ

れているところ、その安定性の照査における安定計

算式も修正フェレニウス法によるものであり、サン

ドコンパクションパイル（ＳＣＰ）地盤改良の施工

管理の実務においても、陸上盛土における安定管理

手法が適用されていることに照らし、上記の記載も
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参考とすることができると考えられること、粘性土

地盤上の護岸の建設は施工直後の安全率が最も小さ

い短期安定問題であり、一定期間荷重の変動がなけ

れば、時間経過に伴い粘性土の圧密が進行すること

により、その強度が増加し、安全率も増加すること、

施工時の安定計算に用いる安全率（安全率に相当す

る調整係数）と完成時の安定計算に用いる安全率（安

全率に相当する調整係数）を異にすることは何ら不

自然でないことからすれば、計測施工（動態観測）

を行う場合に、調整係数ｍ＝１．１０と設定するこ

とは、合理性があると認められる。 

(ｲ) これに対し、処分庁は、施工時の地盤の安定性能

照査について、技術基準・同解説７４９頁（請１０

２、処３）によれば、安定計算において、計測施工

を実施する場合に用いることができる調整係数ｍの

値は、「１．１０以上」であり、「１．１０」ではな

く、また、国土交通省港湾局『港湾工事における大

規模仮設工等の安全性向上に向けた設計・施工ガイ

ドライン 平成２９年３月』９頁（処１２）によれば、

技術基準・同解説７４９頁において「１）」の参考文

献として引用されている土田孝・湯怡新「港湾構造

物の円弧すべり解析における最適な安全率」港湾技

術研究所報告３５巻１号１３６頁（処３の７５４頁、

処１１）が参照されなければならず、同論文（処１

１）によれば、安定計算においては、計測施工を行

う場合でも、Ａｖｆ－ｃ２層の非排水せん断強度の

ばらつき（ＣＶ＝０．１８）を踏まえ、最低でもｍ

＝１．１５（安全側とするならばｍ＝１．２０）と

しなければ、適切とはいえないと指摘している。 

 

しかし、技術基準・同解説７４９頁（請１０２、

処３）には、「なお、従来の安全率法による設計はγ

Ｓ＝１．００、γＲ＝１．００と設定することに相

当し、安全率に相当するｍについて、永続状態に対

しては１．３０以上、同一の地盤における実績等か

ら照査に用いる定数の信頼性が高いと考えられる場

参考とすることができると考えられること、粘性土

地盤上の護岸の建設は施工直後の安全率が最も小さ

い短期安定問題であり、一定期間荷重の変動がなけ

れば、時間経過に伴い粘性土の圧密が進行すること

により、その強度が増加し、安全率も増加すること、

施工時の安定計算に用いる安全率（安全率に相当す

る調整係数）と完成時の安定計算に用いる安全率（安

全率に相当する調整係数）を異にすることは何ら不

自然でないことからすれば、計測施工（動態観測）

を行う場合に、調整係数ｍ＝１．１０と設定するこ

とは、合理性があると認められる。 

(ｲ) これに対し、処分庁は、施工時の地盤の安定性能

照査について、技術基準・同解説７４９頁（請１０

２、処３）によれば、安定計算において、計測施工

を実施する場合に用いることができる調整係数ｍの

値は、「１．１０以上」であり、「１．１０」ではな

く、また、国土交通省港湾局『港湾工事における大

規模仮設工等の安全性向上に向けた設計・施工ガイ

ドライン 平成２９年３月』９頁（処１２）によれば、

技術基準・同解説７４９頁において「１）」の参考文

献として引用されている土田孝・湯怡新「港湾構造

物の円弧すべり解析における最適な安全率」港湾技

術研究所報告３５巻１号１３６頁（処３の７５４頁、

処１１）が参照されなければならず、同論文（処１

１）によれば、安定計算においては、計測施工を行

う場合でも、Ａｖｆ－ｃ２層の非排水せん断強度の

ばらつき（ＣＶ＝０．１８）を踏まえ、最低でもｍ

＝１．１５（安全側とするならばｍ＝１．２０）と

しなければ、適切とはいえないと指摘している。 

 

しかし、技術基準・同解説７４９頁（請１０２、

処３）には、「なお、従来の安全率法による設計はγ

Ｓ＝１．００、γＲ＝１．００と設定することに相

当し、安全率に相当するｍについて、永続状態に対

しては１．３０以上、同一の地盤における実績等か

ら照査に用いる定数の信頼性が高いと考えられる場

参考とすることができると考えられること、粘性土

地盤上の護岸の建設は施工直後の安全率が最も小さ

い短期安定問題であり、一定期間荷重の変動がなけ

れば、時間経過に伴い粘性土の圧密が進行すること

により、その強度が増加し、安全率も増加すること、

施工時の安定計算に用いる安全率（安全率に相当す

る調整係数）と完成時の安定計算に用いる安全率（安

全率に相当する調整係数）を異にすることは何ら不

自然でないことからすれば、計測施工（動態観測）

を行う場合に、調整係数ｍ＝１．１０と設定するこ

とは、合理性があると認められる。 

(ｲ) これに対し、沖縄県知事は、施工時の地盤の安定

性能照査について、技術基準・同解説７４９頁（請

１０２、処３）によれば、安定計算において、計測

施工を実施する場合に用いることができる調整係数

ｍの値は、「１．１０以上」であり、「１．１０」で

はなく、また、国土交通省港湾局『港湾工事におけ

る大規模仮設工等の安全性向上に向けた設計・施工

ガイドライン 平成２９年３月』９頁（処１２）によ

れば、技術基準・同解説７４９頁において「１）」の

参考文献として引用されている土田孝・湯怡新「港

湾構造物の円弧すべり解析における最適な安全率」

港湾技術研究所報告３５巻１号１３６頁（処３の７

５４頁、処１１）が参照されなければならず、同論

文（処１１）によれば、安定計算においては、計測

施工を行う場合でも、Ａｖｆ－ｃ２層の非排水せん

断強度のばらつき（ＣＶ＝０．１８）を踏まえ、最

低でもｍ＝１．１５（安全側とするならばｍ＝１．

２０）としなければ、適切とはいえないと指摘して

いる。 

しかし、技術基準・同解説７４９頁（請１０２、

処３）には、「なお、従来の安全率法による設計はγ

Ｓ＝１．００、γＲ＝１．００と設定することに相

当し、安全率に相当するｍについて、永続状態に対

しては１．３０以上、同一の地盤における実績等か

ら照査に用いる定数の信頼性が高いと考えられる場
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合や、施工中に地盤の変位及び応力を観測する計測

施工を実施する場合には、１．１０以上の値を用い

ることができるとしていた１）。これに倣って、部分

係数γＳとγＲが設定されていない場合には、従来

法に準じてγＳ＝１．００、γＲ＝１．００と設定

し、調整係数ｍを従来の安全率相当の値に設定して

安定性を照査することができる。」と記載されてお

り、施工中に地盤の変位及び応力を観測する計測施

工を行うことを前提として、γＳ＝１．００、γＲ

＝１．００、ｍ＝１．１０と設定したことが上記の

記載に反するものでないことは明らかである。 

そして、上記の記載のうち、「照査に用いる定数の

信頼性が高いと考えられる場合や、施工中に地盤の

変位及び応力を観測する計測施工を実施する場合」

という部分については、同論文（処１１）によると

すれば、「地盤が均一で地盤定数の信頼度が高い場合

（Ｖ＝０．１程度）」かつ「観測施工・対応可（ｎ＜

０．５）」（ｎは当初の建設費に対する破壊時の費用

の比として定義される被害額率である。）の場合（処

１１の１３６頁）という、より限定的な場合に、従

来の安全率相当の値として、調整係数ｍ＝１．１０

に設定することができることとなるはずである上、

同論文（処１１）自体において、要旨（処１１の１

１７頁）及び結論（処１１の１４４頁）としては、

上記の「観測施工・対応可（ｎ＜０．５）」の場合

に言及されていない。 

これらに加え、技術基準・同解説の上記の記載の

「『同一の地盤における実績等から』照査に用いる定

数の信頼性が高いと考えられる場合」という部分に

ついては、同論文（処１１）の内容にはみられない

こと、同論文（処１１）は主として港湾構造物の完

成時に用いる円弧すべり解析の安全率について検討

したものであり、施工時の円弧すべり計算（解析）

に用いる安全率（安全率に相当する調整係数）につ

いても直ちに適用されるか必ずしも明らかでないこ

と（処１１の１２３頁、１２４頁、鑑定書）などか

合や、施工中に地盤の変位及び応力を観測する計測

施工を実施する場合には、１．１０以上の値を用い

ることができるとしていた１）。これに倣って、部分

係数γＳとγＲが設定されていない場合には、従来

法に準じてγＳ＝１．００、γＲ＝１．００と設定

し、調整係数ｍを従来の安全率相当の値に設定して

安定性を照査することができる。」と記載されてお

り、施工中に地盤の変位及び応力を観測する計測施

工を行うことを前提として、γＳ＝１．００、γＲ

＝１．００、ｍ＝１．１０と設定したことが上記の

記載に反するものでないことは明らかである。 

そして、上記の記載のうち、「照査に用いる定数の

信頼性が高いと考えられる場合や、施工中に地盤の

変位及び応力を観測する計測施工を実施する場合」

という部分については、同論文（処１１）によると

すれば、「地盤が均一で地盤定数の信頼度が高い場合

（Ｖ＝０．１程度）」かつ「観測施工・対応可（ｎ＜

０．５）」（ｎは当初の建設費に対する破壊時の費用

の比として定義される被害額率である。）の場合（処

１１の１３６頁）という、より限定的な場合に、従

来の安全率相当の値として、調整係数ｍ＝１．１０

に設定することができることとなるはずである上、

同論文（処１１）自体において、要旨（処１１の１

１７頁）及び結論（処１１の１４４頁）としては、

上記の「観測施工・対応可（ｎ＜０．５）」の場合に

言及されていない。 

これらに加え、技術基準・同解説の上記の記載の

「『同一の地盤における実績等から』照査に用いる定

数の信頼性が高いと考えられる場合」という部分に

ついては、同論文（処１１）の内容にはみられない

こと、同論文（処１１）は主として港湾構造物の完

成時に用いる円弧すべり解析の安全率について検討

したものであり、施工時の円弧すべり計算（解析）

に用いる安全率（安全率に相当する調整係数）につ

いても直ちに適用されるか必ずしも明らかでないこ

と（処１１の１２３頁、１２４頁、鑑定書）などか

合や、施工中に地盤の変位及び応力を観測する計測

施工を実施する場合には、１．１０以上の値を用い

ることができるとしていた１）。これに倣って、部分

係数γＳとγＲが設定されていない場合には、従来

法に準じてγＳ＝１．００、γＲ＝１．００と設定

し、調整係数ｍを従来の安全率相当の値に設定して

安定性を照査することができる。」と記載されてお

り、施工中に地盤の変位及び応力を観測する計測施

工を行うことを前提として、γＳ＝１．００、γＲ

＝１．００、ｍ＝１．１０と設定したことが上記の

記載に反するものでないことは明らかである。 

そして、上記の記載のうち、「照査に用いる定数の

信頼性が高いと考えられる場合や、施工中に地盤の

変位及び応力を観測する計測施工を実施する場合」

という部分については、同論文（処１１）によると

すれば、「地盤が均一で地盤定数の信頼度が高い場合

（Ｖ＝０．１程度）」かつ「観測施工・対応可（ｎ＜

０．５）」（ｎは当初の建設費に対する破壊時の費用

の比として定義される被害額率である。）の場合（処

１１の１３６頁）という、より限定的な場合に、従

来の安全率相当の値として、調整係数ｍ＝１．１０

に設定することができることとなるはずである上、

同論文（処１１）自体において、要旨（処１１の１

１７頁）及び結論（処１１の１４４頁）としては、

上記の「観測施工・対応可（ｎ＜０．５）」の場合に

言及されていない。 

これらに加え、技術基準・同解説の上記の記載の

「『同一の地盤における実績等から』照査に用いる定

数の信頼性が高いと考えられる場合」という部分に

ついては、同論文（処１１）の内容にはみられない

こと、同論文（処１１）は主として港湾構造物の完

成時に用いる円弧すべり解析の安全率について検討

したものであり、施工時の円弧すべり計算（解析）

に用いる安全率（安全率に相当する調整係数）につ

いても直ちに適用されるか必ずしも明らかでないこ

と（処１１の１２３頁、１２４頁、鑑定書）などか
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らすれば、技術基準・同解説の上記の記載は、同論

文（処１１）の内容そのものではないと認められる。 

以上のとおり、最低でもｍ＝１．１５としなけれ

ば適切とはいえないという処分庁の指摘は理由がな

い。 

処分庁が指摘する、関西国際空港（関西国際空港

第Ⅰ期事業においてはＳＣＰ工法、ＳＤ工法等によ

り約１０２．４万本の砂杭等が打設され、また、同

第Ⅱ期事業においては同様に１２７．８万本の砂杭

等が打設されている。請１０７）や東京国際空港Ｄ

滑走路建設工事（盛土厚は最大４５ｍ程度、圧密沈

下量は最大８ｍ程度にも及び、埋立工事としては前

例のない高盛土工事とされている。処５３の３－１

頁）における安全率の設定例をもって、本件変更承

認申請において、（改良）地盤の安定性能照査に当た

り、施工中に計測施工を行うことを前提として、γ

Ｓ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１０と設

定したことが技術基準・同解説の上記の記載に反す

るということにはならない。 

(ｳ) 上記(ｱ)のＣ－１－１－１工区についての改良地

盤の安定性能照査により、施工時において最も作用

耐力比が大きくなる照査結果は、作用耐力比が０．

９２８となっている（請３０資料２の２９頁、１５

２頁、請３１資料６７頁、１９７頁）。なお、護岸の

安定問題は、すべり面上の局所的な強度のみではな

く、すべり面に沿った抵抗力の総和又は平均値とし

て検討されるべきものであり、Ｂ－２７の調査地点

の力学試験の結果がなければ、安定性能照査を行う

ことができないという性質の工学問題ではなく、上

記(ｱ)のＣ－１－１－１工区についての改良地盤の

安定性能照査は適切に行われていると認められる

（鑑定書）。 

また、同様に、Ｃ－１護岸のＣ－１－１－１以外

の工区（Ｃ－１－１－２工区及びＣ－１－２－１工

区）、Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸及び護岸（係船機能付）

について行われた（改良）地盤の安定性能照査の結

らすれば、技術基準・同解説の上記の記載は、同論

文（処１１）の内容そのものではないと認められる。 

以上のとおり、最低でもｍ＝１．１５としなけれ

ば適切とはいえないという処分庁の指摘は理由がな

い。 

処分庁が指摘する、関西国際空港（関西国際空港

第Ⅰ期事業においてはＳＣＰ工法、ＳＤ工法等によ

り約１０２．４万本の砂杭等が打設され、また、同

第Ⅱ期事業においては同様に１２７．８万本の砂杭

等が打設されている。請１０７）や東京国際空港Ｄ

滑走路建設工事（盛土厚は最大４５ｍ程度、圧密沈

下量は最大８ｍ程度にも及び、埋立工事としては前

例のない高盛土工事とされている。処５３の３－１

頁）における安全率の設定例をもって、本件変更承

認申請において、（改良）地盤の安定性能照査に当た

り、施工中に計測施工を行うことを前提として、γ

Ｓ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１０と設

定したことが技術基準・同解説の上記の記載に反す

るということにはならない。 

(ｳ) 上記(ｱ)のＣ－１－１－１工区についての改良地

盤の安定性能照査により、施工時において最も作用

耐力比が大きくなる照査結果は、作用耐力比が０．

９２８となっている（請３０資料２の２９頁、１５

２頁、請３１資料６７頁、１９７頁）。なお、護岸の

安定問題は、すべり面上の局所的な強度のみではな

く、すべり面に沿った抵抗力の総和又は平均値とし

て検討されるべきものであり、Ｂ－２７の調査地点

の力学試験の結果がなければ、安定性能照査を行う

ことができないという性質の工学問題ではなく、上

記(ｱ)のＣ－１－１－１工区についての改良地盤の

安定性能照査は適切に行われていると認められる

（鑑定書）。 

また、同様に、Ｃ－１護岸のＣ－１－１－１以外

の工区（Ｃ－１－１－２工区及びＣ－１－２－１工

区）、Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸及び護岸（係船機能付）

について行われた（改良）地盤の安定性能照査の結

らすれば、技術基準・同解説の上記の記載は、同論

文（処１１）の内容そのものではないと認められる。 

以上のとおり、最低でもｍ＝１．１５としなけれ

ば適切とはいえないという沖縄県知事の指摘は理由

がない。 

沖縄県知事が指摘する、関西国際空港（関西国際

空港第Ⅰ期事業においてはＳＣＰ工法、ＳＤ工法等

により約１０２．４万本の砂杭等が打設され、また、

同第Ⅱ期事業においては同様に１２７．８万本の砂

杭等が打設されている。請１０７）や東京国際空港

Ｄ滑走路建設工事（盛土厚は最大４５ｍ程度、圧密

沈下量は最大８ｍ程度にも及び、埋立工事としては

前例のない高盛土工事とされている。処５３の３－

１頁）における安全率の設定例をもって、本件変更

承認申請において、（改良）地盤の安定性能照査に当

たり、施工中に計測施工を行うことを前提として、

γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１０と

設定したことが技術基準・同解説の上記の記載に反

するということにはならない。 

(ｳ) 上記(ｱ)のＣ－１－１－１工区についての改良地

盤の安定性能照査により、施工時において最も作用

耐力比が大きくなる照査結果は、作用耐力比が０．

９２８となっている（請３０資料２の２９頁、１５

２頁、請３１資料６７頁、１９７頁）。なお、護岸の

安定問題は、すべり面上の局所的な強度のみではな

く、すべり面に沿った抵抗力の総和又は平均値とし

て検討されるべきものであり、Ｂ－２７の調査地点

の力学試験の結果がなければ、安定性能照査を行う

ことができないという性質の工学問題ではなく、上

記(ｱ)のＣ－１－１－１工区についての改良地盤の

安定性能照査は適切に行われていると認められる

（鑑定書）。 

また、同様に、Ｃ－１護岸のＣ－１－１－１以外

の工区（Ｃ－１－１－２工区及びＣ－１－２－１工

区）、Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸及び護岸（係船機能付）

について行われた（改良）地盤の安定性能照査の結
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果は、いずれも作用耐力比が１を下回っている（請

３０資料２の１５３頁～１６２頁、請３１資料６７

頁、１９８頁～２０４頁）。 

カ そして、上記エのとおり護岸構造の選定において採用

された、スリットケーソン式（請３０資料２の１１頁）

のスリットケーソンの割り付けを行い、上記ウ(ｳ)のと

おり設定した検討断面をスリットケーソンの割り付け

に合わせ、標準断面を決定している（請３０資料２の

３１頁、３３頁、１９３頁）。 

また、同様に、Ｃ－１護岸のＣ－１－１－１以外の

工区（Ｃ－１－１－２工区及びＣ－１－２－１工区）、

Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸及び護岸（係船機能付）につ

いて、スリットケーソンの割り付けを行い、標準断面

を決定している（請３０資料２の３１頁、３４頁～４

３頁、１９４頁～２０３頁）。 

キ 以上のとおり、本件変更承認申請においては、標準断

面の決定におけるＣ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）についての（改良）地盤の安定性

能照査に当たり、計測施工を行うことを前提として、

γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１０と設

定したことは、合理性があり、告示第３条にも適合し、

適正であると認められるから、処分庁の上記アの指摘

は理由がない。 

⑸ア 加えて、処分庁は、審査請求人は、地盤の円弧すべりにつ

いて、地盤改良箇所を通過するすべりと、地盤改良をしな

いで軟弱地盤が存置する箇所を通過するすべりを検討し、

どちらも作用耐力比が１．０未満であるから、安定性能照

査基準を満足するとしているが、Ｃ－１－１－１工区のＢ

－２７地点付近に存在する粘性土のＡｖｆ－ｃ２層のせん

断強さは、同一層と判断した他の３地点からの類推である

ため、Ｂ－２７地点について力学試験等を実施した場合の

せん断強さの値は変わる可能性があり、それに伴い、作用

耐力比の値も変わり、１．０を超える可能性があるなどと

して、災害防止に十分配慮した検討が実施されていないと

指摘している（別紙２（請７５）第２の３及び４⑷エ）。 

イ 上記⑶イ(ｴ)のとおり、本件変更承認申請において、①設

果は、いずれも作用耐力比が１を下回っている（請

３０資料２の１５３頁～１６２頁、請３１資料６７

頁、１９８頁～２０４頁）。 

カ そして、上記エのとおり護岸構造の選定において採用

された、スリットケーソン式（請３０資料２の１１頁）

のスリットケーソンの割り付けを行い、上記ウ(ｳ)のと

おり設定した検討断面をスリットケーソンの割り付け

に合わせ、標準断面を決定している（請３０資料２の

３１頁、３３頁、１９３頁）。 

また、同様に、Ｃ－１護岸のＣ－１－１－１以外の

工区（Ｃ－１－１－２工区及びＣ－１－２－１工区）、

Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸及び護岸（係船機能付）につ

いて、スリットケーソンの割り付けを行い、標準断面

を決定している（請３０資料２の３１頁、３４頁～４

３頁、１９４頁～２０３頁）。 

キ 以上のとおり、本件変更承認申請においては、標準断

面の決定におけるＣ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）についての（改良）地盤の安定性

能照査に当たり、計測施工を行うことを前提として、

γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１０と設

定したことは、合理性があり、告示第３条にも適合し、

適正であると認められるから、処分庁の上記アの指摘

は理由がない。 

⑸ア 加えて、処分庁は、審査請求人は、地盤の円弧すべりにつ

いて、地盤改良箇所を通過するすべりと、地盤改良をしな

いで軟弱地盤が存置する箇所を通過するすべりを検討し、

どちらも作用耐力比が１．０未満であるから、安定性能照

査基準を満足するとしているが、Ｃ－１－１－１工区のＢ

－２７地点付近に存在する粘性土のＡｖｆ－ｃ２層のせん

断強さは、同一層と判断した他の３地点からの類推である

ため、Ｂ－２７地点について力学試験等を実施した場合の

せん断強さの値は変わる可能性があり、それに伴い、作用

耐力比の値も変わり、１．０を超える可能性があるなどと

して、災害防止に十分配慮した検討が実施されていないと

指摘している（別紙２（請７５）第２の３及び４⑷エ）。 

イ 上記⑶イ(ｴ)のとおり、本件変更承認申請において、①設

果は、いずれも作用耐力比が１を下回っている（請

３０資料２の１５３頁～１６２頁、請３１資料６７

頁、１９８頁～２０４頁）。 

カ そして、上記エのとおり護岸構造の選定において採用

された、スリットケーソン式（請３０資料２の１１頁）

のスリットケーソンの割り付けを行い、上記ウ(ｳ)のと

おり設定した検討断面をスリットケーソンの割り付け

に合わせ、標準断面を決定している（請３０資料２の

３１頁、３３頁、１９３頁）。 

また、同様に、Ｃ－１護岸のＣ－１－１－１以外の

工区（Ｃ－１－１－２工区及びＣ－１－２－１工区）、

Ｃ－２護岸、Ｃ－３護岸及び護岸（係船機能付）につ

いて、スリットケーソンの割り付けを行い、標準断面

を決定している（請３０資料２の３１頁、３４頁～４

３頁、１９４頁～２０３頁）。 

キ 以上のとおり、本件変更承認申請においては、標準断

面の決定におけるＣ－１護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）についての（改良）地盤の安定性

能照査に当たり、計測施工を行うことを前提として、

γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１０と設

定したことは、合理性があり、告示第３条にも適合し、

適正であると認められるから、沖縄県知事の上記アの

指摘は理由がない。 

⑸ア 加えて、沖縄県知事は、沖縄防衛局は、地盤の円弧すべり

について、地盤改良箇所を通過するすべりと、地盤改良を

しないで軟弱地盤が存置する箇所を通過するすべりを検討

し、どちらも作用耐力比が１．０未満であるから、安定性

能照査基準を満足するとしているが、Ｃ－１－１－１工区

のＢ－２７地点付近に存在する粘性土のＡｖｆ－ｃ２層の

せん断強さは、同一層と判断した他の３地点からの類推で

あるため、Ｂ－２７地点について力学試験等を実施した場

合のせん断強さの値は変わる可能性があり、それに伴い、

作用耐力比の値も変わり、１．０を超える可能性があるな

どとして、災害防止に十分配慮した検討が実施されていな

いと指摘している（別紙３（請７５）第２の３及び４⑷エ）。 

イ 上記⑶イ(ｴ)のとおり、本件変更承認申請において、①設
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計に用いた地層区分と、②その地層区分に基づいて各地層

に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地

盤物性値）は、告示第１３条及び技術基準・同解説に基づ

く適正なものである。 

そして、上記⑶イ(ｳ)ａのとおり、Ｂ－２７、Ｓ－３、Ｓ

－２０、Ｂ－５８、Ｂ－５９及びＳ－１３の調査地点の下

層において確認された土は、いずれも粘性土に分類され、

同じ地層（Ａｖｆ－ｃ２層）であるということができるか

ら、Ｓ－３、Ｓ－２０及びＢ－５８の調査地点の力学試験

の結果から、Ｂ－２７を含む上記の六つの調査地点の下層

のＡｖｆｃ２層のせん断強さ（せん断強度）を設定するこ

とは合理性があると認められる。 

ウ また、本件変更承認申請においては、Ｃ－１－１－１工区

の安定性能照査に際し、以下のとおり不確定性が考慮され

ている。 

まず、上記⑷ウ(ｳ)のとおり、検討断面の位置を設定する

に当たり、Ｂ－２７の調査地点付近に関しては、Ｃ－１－

１－１工区として区分し、検討断面の位置として粘性土及

び中間土が堆積する最深箇所を設定し、さらに、この最深

箇所を検討に反映させて安全側の設計とするため、検討断

面の方向を、護岸法線直角方向そのものとしないで、Ｂ－

２７の調査地点からＳ－３の調査地点までの断面の谷地形

が護岸法線直角方向に埋立地背後に続くものと仮定し、検

討断面を設定している。 

加えて、上記⑷オ(ｱ)のとおり、標準断面の決定における

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）の

（改良）地盤の安定性能照査に当たり、施工時の安定計算

に用いる部分係数及び調整係数はいずれも適切に設定され

ており、また、完成時の安定計算に用いる部分係数及び調

整係数も技術基準・同解説７４９頁（請１０２、処３）、１

０６９頁及び１０７０頁（請１０１、処３）に準じ、又は

準拠し、いずれも適切に設定されており（請３０資料２の

２５頁、請３１資料６６頁）、安定性能照査は告示第３条第

１項及び第３３条並びに告示第４３条第１項において準用

する告示第３９条において準用する告示第４９条第１号に

適合していると認められる。 

計に用いた地層区分と、②その地層区分に基づいて各地層

に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地

盤物性値）は、告示第１３条及び技術基準・同解説に基づ

く適正なものである。 

そして、上記⑶イ(ｳ)ａのとおり、Ｂ－２７、Ｓ－３、Ｓ

－２０、Ｂ－５８、Ｂ－５９及びＳ－１３の調査地点の下

層において確認された土は、いずれも粘性土に分類され、

同じ地層（Ａｖｆ－ｃ２層）であるということができるか

ら、Ｓ－３、Ｓ－２０及びＢ－５８の調査地点の力学試験

の結果から、Ｂ－２７を含む上記の六つの調査地点の下層

のＡｖｆｃ２層のせん断強さ（せん断強度）を設定するこ

とは合理性があると認められる。 

ウ また、本件変更承認申請においては、Ｃ－１－１－１工区

の安定性能照査に際し、以下のとおり不確定性が考慮され

ている。 

まず、上記⑷ウ(ｳ)のとおり、検討断面の位置を設定する

に当たり、Ｂ－２７の調査地点付近に関しては、Ｃ－１－

１－１工区として区分し、検討断面の位置として粘性土及

び中間土が堆積する最深箇所を設定し、さらに、この最深

箇所を検討に反映させて安全側の設計とするため、検討断

面の方向を、護岸法線直角方向そのものとしないで、Ｂ－

２７の調査地点からＳ－３の調査地点までの断面の谷地形

が護岸法線直角方向に埋立地背後に続くものと仮定し、検

討断面を設定している。 

加えて、上記⑷オ(ｱ)のとおり、標準断面の決定における

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）の

（改良）地盤の安定性能照査に当たり、施工時の安定計算

に用いる部分係数及び調整係数はいずれも適切に設定され

ており、また、完成時の安定計算に用いる部分係数及び調

整係数も技術基準・同解説７４９頁（請１０２、処３）、１

０６９頁及び１０７０頁（請１０１、処３）に準じ、又は

準拠し、いずれも適切に設定されており（請３０資料２の

２５頁、請３１資料６６頁）、安定性能照査は告示第３条第

１項及び第３３条並びに告示第４３条第１項において準用

する告示第３９条において準用する告示第４９条第１号に

適合していると認められる。 

計に用いた地層区分と、②その地層区分に基づいて各地層

に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定数（地

盤物性値）は、告示第１３条及び技術基準・同解説に基づ

く適正なものである。 

そして、上記⑶イ(ｳ)ａのとおり、Ｂ－２７、Ｓ－３、Ｓ

－２０、Ｂ－５８、Ｂ－５９及びＳ－１３の調査地点の下

層において確認された土は、いずれも粘性土に分類され、

同じ地層（Ａｖｆ－ｃ２層）であるということができるか

ら、Ｓ－３、Ｓ－２０及びＢ－５８の調査地点の力学試験

の結果から、Ｂ－２７を含む上記の六つの調査地点の下層

のＡｖｆｃ２層のせん断強さ（せん断強度）を設定するこ

とは合理性があると認められる。 

ウ また、本件変更承認申請においては、Ｃ－１－１－１工区

の安定性能照査に際し、以下のとおり不確定性が考慮され

ている。 

まず、上記⑷ウ(ｳ)のとおり、検討断面の位置を設定する

に当たり、Ｂ－２７の調査地点付近に関しては、Ｃ－１－

１－１工区として区分し、検討断面の位置として粘性土及

び中間土が堆積する最深箇所を設定し、さらに、この最深

箇所を検討に反映させて安全側の設計とするため、検討断

面の方向を、護岸法線直角方向そのものとしないで、Ｂ－

２７の調査地点からＳ－３の調査地点までの断面の谷地形

が護岸法線直角方向に埋立地背後に続くものと仮定し、検

討断面を設定している。 

加えて、上記⑷オ(ｱ)のとおり、標準断面の決定における

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）の

（改良）地盤の安定性能照査に当たり、施工時の安定計算

に用いる部分係数及び調整係数はいずれも適切に設定され

ており、また、完成時の安定計算に用いる部分係数及び調

整係数も技術基準・同解説７４９頁（請１０２、処３）、１

０６９頁及び１０７０頁（請１０１、処３）に準じ、又は

準拠し、いずれも適切に設定されており（請３０資料２の

２５頁、請３１資料６６頁）、安定性能照査は告示第３条第

１項及び第３３条並びに告示第４３条第１項において準用

する告示第３９条において準用する告示第４９条第１号に

適合していると認められる。 
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そして、上記⑷オ(ｱ)のとおり、標準断面の決定における

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）の

（改良）地盤の安定性能照査に当たって行われた技術基準・

同解説１０６９頁式（２．２．２）（請１０１、処３）によ

る円弧すべり計算（修正フェレニウス法）においては、一

般に、過去の基準類における安全性水準を参考として設定

した係数である部分係数又は調整係数により不確定性が考

慮されている（請１０１（処３）１０７０頁、請１３４）。

なお、上記⑷オ(ｱ)のとおり、施工時の安定計算に用いる部

分係数及び調整係数は、施工中に計測施工を行うことを前

提として、γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１

０と設定されているところ、これは従来の安全率法による

設計に準じた設定となっている（請１０２、１３４、処３

の７４９頁）。 

また、技術基準・同解説１０６９頁式（２．２．２）（請

１０１、処３）においては、土質定数が式の構成要素とさ

れているところ、上記⑶イ(ｲ)ｄのとおり、地層区分に基づ

いて各地層に設定した土質定数（地盤物性値）については、

ばらつきを考慮して補正され、安全側に設定されており、

これによって不確定性が考慮されている。例えば、せん断

強さ（せん断強度）については、地盤物性値の特性値の導

出値のばらつきに関する補正及びデータ数に関する補正を

行っており（請２９資料３の３６頁、請９４、９５、１２

８）、未改良部分が残る粘性土層であるＡｖｆ－ｃ２層に関

しては、非排水せん断強さ（せん断強度）について、その

変動係数ＣＶ＝０．１８（請２９資料３の４０頁表２．２

－１５）に対応してｂ１＝０．９０と設定し（請２９資料

３の３６頁表２．２－１１、請９５表－２．１．１）、強度

増加率について、その変動係数ＣＶ＝０．１３（請２９資

料３の４２頁図２．２－２７）に対応してｂ１＝０．９５

と設定する（請２９資料３の３６頁表２．２－１１、請９

５表－２．１．１）など、安全側に設定されている。 

さらに、地盤の安定性能照査における完成時の安定計算

において、未改良の粘性土層のみを円弧が通過する場合に

は、通過する粘性土層のうち、非排水せん断強さ（せん断

強度）の変動係数（ＣＶ）が最も大きな粘性土層を代表層

そして、上記⑷オ(ｱ)のとおり、標準断面の決定における

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）の

（改良）地盤の安定性能照査に当たって行われた技術基準・

同解説１０６９頁式（２．２．２）（請１０１、処３）によ

る円弧すべり計算（修正フェレニウス法）においては、一

般に、過去の基準類における安全性水準を参考として設定

した係数である部分係数又は調整係数により不確定性が考

慮されている（請１０１（処３）１０７０頁、請１３４）。

なお、上記⑷オ(ｱ)のとおり、施工時の安定計算に用いる部

分係数及び調整係数は、施工中に計測施工を行うことを前

提として、γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１

０と設定されているところ、これは従来の安全率法による

設計に準じた設定となっている（請１０２、１３４、処３

の７４９頁）。 

また、技術基準・同解説１０６９頁式（２．２．２）（請

１０１、処３）においては、土質定数が式の構成要素とさ

れているところ、上記⑶イ(ｲ)ｄのとおり、地層区分に基づ

いて各地層に設定した土質定数（地盤物性値）については、

ばらつきを考慮して補正され、安全側に設定されており、

これによって不確定性が考慮されている。例えば、せん断

強さ（せん断強度）については、地盤物性値の特性値の導

出値のばらつきに関する補正及びデータ数に関する補正を

行っており（請２９資料３の３６頁、請９４、９５、１２

８）、未改良部分が残る粘性土層であるＡｖｆ－ｃ２層に関

しては、非排水せん断強さ（せん断強度）について、その

変動係数ＣＶ＝０．１８（請２９資料３の４０頁表２．２

－１５）に対応してｂ１＝０．９０と設定し（請２９資料

３の３６頁表２．２－１１、請９５表－２．１．１）、強度

増加率について、その変動係数ＣＶ＝０．１３（請２９資

料３の４２頁図２．２－２７）に対応してｂ１＝０．９５

と設定する（請２９資料３の３６頁表２．２－１１、請９

５表－２．１．１）など、安全側に設定されている。 

さらに、地盤の安定性能照査における完成時の安定計算

において、未改良の粘性土層のみを円弧が通過する場合に

は、通過する粘性土層のうち、非排水せん断強さ（せん断

強度）の変動係数（ＣＶ）が最も大きな粘性土層を代表層

そして、上記⑷オ(ｱ)のとおり、標準断面の決定における

Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船機能付）の

（改良）地盤の安定性能照査に当たって行われた技術基準・

同解説１０６９頁式（２．２．２）（請１０１、処３）によ

る円弧すべり計算（修正フェレニウス法）においては、一

般に、過去の基準類における安全性水準を参考として設定

した係数である部分係数又は調整係数により不確定性が考

慮されている（請１０１（処３）１０７０頁、請１３４）。

なお、上記⑷オ(ｱ)のとおり、施工時の安定計算に用いる部

分係数及び調整係数は、施工中に計測施工を行うことを前

提として、γＳ＝１．００、γＲ＝１．００、ｍ＝１．１

０と設定されているところ、これは従来の安全率法による

設計に準じた設定となっている（請１０２、１３４、処３

の７４９頁）。 

また、技術基準・同解説１０６９頁式（２．２．２）（請

１０１、処３）においては、土質定数が式の構成要素とさ

れているところ、上記⑶イ(ｲ)ｄのとおり、地層区分に基づ

いて各地層に設定した土質定数（地盤物性値）については、

ばらつきを考慮して補正され、安全側に設定されており、

これによって不確定性が考慮されている。例えば、せん断

強さ（せん断強度）については、地盤物性値の特性値の導

出値のばらつきに関する補正及びデータ数に関する補正を

行っており（請２９資料３の３６頁、請９４、９５、１２

８）、未改良部分が残る粘性土層であるＡｖｆ－ｃ２層に関

しては、非排水せん断強さ（せん断強度）について、その

変動係数ＣＶ＝０．１８（請２９資料３の４０頁表２．２

－１５）に対応してｂ１＝０．９０と設定し（請２９資料

３の３６頁表２．２－１１、請９５表－２．１．１）、強度

増加率について、その変動係数ＣＶ＝０．１３（請２９資

料３の４２頁図２．２－２７）に対応してｂ１＝０．９５

と設定する（請２９資料３の３６頁表２．２－１１、請９

５表－２．１．１）など、安全側に設定されている。 

さらに、地盤の安定性能照査における完成時の安定計算

において、未改良の粘性土層のみを円弧が通過する場合に

は、通過する粘性土層のうち、非排水せん断強さ（せん断

強度）の変動係数（ＣＶ）が最も大きな粘性土層を代表層
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として、その粘性土層の変動係数（ＣＶ）に応じた部分係

数及び調整係数を適用しており、Ｃ－１－１－１工区につ

いて、未改良の粘性土層のみを円弧が通過する場合に用い

る部分係数及び調整係数は、通過する粘性土層のうち、非

排水せん断強さ（せん断強度）の変動係数（ＣＶ）が最も

大きな粘性土層であるＡｖｆ－ｃ２層を代表層として、そ

の変動係数（ＣＶ）＝０．１８（請２９資料３の４０頁表

２．２－１５）に対応してγＲ＝０．８０、γＳ＝１．０

２（従来の安全率法による設計は、γＲ＝１．０、γＳ＝

１．０と設定することに相当する（請１０２、１３４、処

３の７４９頁）ため、安全率換算でＦｓａ＝１．２７５（１．

０２／０．８０）相当）と安全側に設定されている（請３

０資料２の２５頁、２９頁、１５２頁、請３１資料６６頁、

６７頁、１９７頁、請３４資料１頁、請６２別紙１５頁、

請１０１（処３）１０７０頁表－２．２．１）。 

加えて、外周護岸（Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで、護

岸（係船機能付）及びＡ護岸）の施工時には、①仮設工を

含む構造物の施工中の安全性の確認、②施工前に見込んで

いた構造物の沈下量、変位量等の検証と設計及び施工への

フィードバック並びに③構造物の完成後の将来の沈下量、

変位量等の予測と維持管理計画への反映を目的として、観

測項目を変位（地表面沈下、層別沈下及び水平変位）、応力

等とする動態観測を実施することとされている（請３２資

料２頁）。 

エ 以上のとおり、本件変更承認における①地層区分と、②各

地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定

数（地盤物性値）は告示第１３条に適合する適正なもので

あり、また、本件変更承認申請に当たり、Ｓ－３、Ｓ－２

０及びＢ－５８の調査地点の力学試験の結果から、Ｂ－２

７を含む上記の六つの調査地点の下層のＡｖｆ－ｃ２層の

せん断強さ（せん断強度）を設定していることは合理性が

あり、さらに、標準断面の決定におけるＣ－１－１－１工

区についての改良地盤の安定性能照査は合理性があり、告

示に適合するように適正に行われていると認めることがで

きる（鑑定書）から、処分庁の上記アの指摘は理由がない。 

 

として、その粘性土層の変動係数（ＣＶ）に応じた部分係

数及び調整係数を適用しており、Ｃ－１－１－１工区につ

いて、未改良の粘性土層のみを円弧が通過する場合に用い

る部分係数及び調整係数は、通過する粘性土層のうち、非

排水せん断強さ（せん断強度）の変動係数（ＣＶ）が最も

大きな粘性土層であるＡｖｆ－ｃ２層を代表層として、そ

の変動係数（ＣＶ）＝０．１８（請２９資料３の４０頁表

２．２－１５）に対応してγＲ＝０．８０、γＳ＝１．０

２（従来の安全率法による設計は、γＲ＝１．０、γＳ＝

１．０と設定することに相当する（請１０２、１３４、処

３の７４９頁）ため、安全率換算でＦｓａ＝１．２７５（１．

０２／０．８０）相当）と安全側に設定されている（請３

０資料２の２５頁、２９頁、１５２頁、請３１資料６６頁、

６７頁、１９７頁、請３４資料１頁、請６２別紙１５頁、

請１０１（処３）１０７０頁表－２．２．１）。 

加えて、外周護岸（Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで、護

岸（係船機能付）及びＡ護岸）の施工時には、①仮設工を

含む構造物の施工中の安全性の確認、②施工前に見込んで

いた構造物の沈下量、変位量等の検証と設計及び施工への

フィードバック並びに③構造物の完成後の将来の沈下量、

変位量等の予測と維持管理計画への反映を目的として、観

測項目を変位（地表面沈下、層別沈下及び水平変位）、応力

等とする動態観測を実施することとされている（請３２資

料２頁）。 

エ 以上のとおり、本件変更承認における①地層区分と、②各

地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定

数（地盤物性値）は告示第１３条に適合する適正なもので

あり、また、本件変更承認申請に当たり、Ｓ－３、Ｓ－２

０及びＢ－５８の調査地点の力学試験の結果から、Ｂ－２

７を含む上記の六つの調査地点の下層のＡｖｆ－ｃ２層の

せん断強さ（せん断強度）を設定していることは合理性が

あり、さらに、標準断面の決定におけるＣ－１－１－１工

区についての改良地盤の安定性能照査は合理性があり、告

示に適合するように適正に行われていると認めることがで

きる（鑑定書）から、処分庁の上記アの指摘は理由がない。 

 

として、その粘性土層の変動係数（ＣＶ）に応じた部分係

数及び調整係数を適用しており、Ｃ－１－１－１工区につ

いて、未改良の粘性土層のみを円弧が通過する場合に用い

る部分係数及び調整係数は、通過する粘性土層のうち、非

排水せん断強さ（せん断強度）の変動係数（ＣＶ）が最も

大きな粘性土層であるＡｖｆ－ｃ２層を代表層として、そ

の変動係数（ＣＶ）＝０．１８（請２９資料３の４０頁表

２．２－１５）に対応してγＲ＝０．８０、γＳ＝１．０

２（従来の安全率法による設計は、γＲ＝１．０、γＳ＝

１．０と設定することに相当する（請１０２、１３４、処

３の７４９頁）ため、安全率換算でＦｓａ＝１．２７５（１．

０２／０．８０）相当）と安全側に設定されている（請３

０資料２の２５頁、２９頁、１５２頁、請３１資料６６頁、

６７頁、１９７頁、請３４資料１頁、請６２別紙１５頁、

請１０１（処３）１０７０頁表－２．２．１）。 

加えて、外周護岸（Ｃ－１護岸からＣ－３護岸まで、護

岸（係船機能付）及びＡ護岸）の施工時には、①仮設工を

含む構造物の施工中の安全性の確認、②施工前に見込んで

いた構造物の沈下量、変位量等の検証と設計及び施工への

フィードバック並びに③構造物の完成後の将来の沈下量、

変位量等の予測と維持管理計画への反映を目的として、観

測項目を変位（地表面沈下、層別沈下及び水平変位）、応力

等とする動態観測を実施することとされている（請３２資

料２頁）。 

エ 以上のとおり、本件変更承認における①地層区分と、②各

地層に設定した、せん断強さ（せん断強度）を含む土質定

数（地盤物性値）は告示第１３条に適合する適正なもので

あり、また、本件変更承認申請に当たり、Ｓ－３、Ｓ－２

０及びＢ－５８の調査地点の力学試験の結果から、Ｂ－２

７を含む上記の六つの調査地点の下層のＡｖｆ－ｃ２層の

せん断強さ（せん断強度）を設定していることは合理性が

あり、さらに、標準断面の決定におけるＣ－１－１－１工

区についての改良地盤の安定性能照査は合理性があり、告

示に適合するように適正に行われていると認めることがで

きる（鑑定書）から、沖縄県知事の上記アの指摘は理由が

ない。 
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３ 以上によれば、処分庁の上記２⑴の指摘も理由がない。 

以上のとおり、本件変更承認申請が第１号要件を充足しない

という処分庁の指摘は理由がなく、処分庁が指摘する不承認の

理由をもって、本件変更承認申請が第１号要件を充足しないと

はいえない。 

そして、第１号要件について、当時の沖縄県知事は、本件埋

立承認をするに当たり、第１章第３の１⑸エのとおり、普天間

飛行場の使用状況や、同飛行場の返還及び代替施設の設置に関

する日米間の交渉経過等を踏まえた上で、騒音被害等により同

飛行場の周辺住民の生活に深刻な影響が生じていることや、同

飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前提として、

①本件代替施設の面積や埋立面積が同飛行場の施設面積と比較

して相当程度縮小されること、②沿岸域を埋め立てて滑走路延

長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行す

ることが回避されること及び本件代替施設が既に米軍に提供さ

れているキャンプ・シュワブの一部を利用して設置されるもの

であることなどに照らし、埋立ての規模及び位置が適正かつ合

理的であるなどとして、本件埋立事業が第１号要件に適合する

と判断しているところ、最高裁判所は、このような当時の沖縄

県知事の判断が事実の基礎を欠くものであることや、その内容

が社会通念に照らし明らかに妥当性を欠くものであるという事

情は認められず、本件埋立事業が第１号要件に適合するとした

当時の沖縄県知事の判断に違法又は不当があるということはで

きないと判断していること（最高裁平成２８年１２月２０日第

二小法廷判決・民集７０巻９号２２８１頁参照）が認められる。 

 

このことを前提として、第１章第３の２（取り分け同⑴及び

⑵）のとおりの本件変更承認申請の内容、すなわち、①埋立地

の用途につき、名護市辺野古地区地先の配置及び規模を削除す

ること、②所要の箇所に地盤改良を追加して行うことに加え、

全般について、より合理的な設計、施行方法等とすることとい

う申請の内容その他の事実関係等を考慮すれば、本件変更承認

申請は本件埋立事業が第１号要件に適合するとの判断を覆すよ

うなものではなく、本件変更承認申請は第１号要件に適合する

と認められるから、本件変更承認申請について第１号要件を充

足しないとした処分庁の判断は、裁量権の範囲を逸脱し、又は

３ 以上によれば、処分庁の上記２⑴の指摘も理由がない。 

以上のとおり、本件変更承認申請が第１号要件を充足しない

という処分庁の指摘は理由がなく、処分庁が指摘する不承認の

理由をもって、本件変更承認申請が第１号要件を充足しないと

はいえない。 

そして、第１号要件について、当時の沖縄県知事は、本件埋

立承認をするに当たり、事案の概要第３の１⑸エのとおり、普

天間飛行場の使用状況や、同飛行場の返還及び代替施設の設置

に関する日米間の交渉経過等を踏まえた上で、騒音被害等によ

り同飛行場の周辺住民の生活に深刻な影響が生じていること

や、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前提と

して、①本件代替施設の面積や埋立面積が同飛行場の施設面積

と比較して相当程度縮小されること、②沿岸域を埋め立てて滑

走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を

飛行することが回避されること及び本件代替施設が既に米軍に

提供されているキャンプ・シュワブの一部を利用して設置され

るものであることなどに照らし、埋立ての規模及び位置が適正

かつ合理的であるなどとして、本件埋立事業が第１号要件に適

合すると判断しているところ、最高裁判所は、このような当時

の沖縄県知事の判断が事実の基礎を欠くものであることや、そ

の内容が社会通念に照らし明らかに妥当性を欠くものであると

いう事情は認められず、本件埋立事業が第１号要件に適合する

とした当時の沖縄県知事の判断に違法又は不当があるというこ

とはできないと判断していること（最高裁平成２８年１２月２

０日第二小法廷判決・民集７０巻９号２２８１頁参照）が認め

られる。 

このことを前提として、事案の概要第３の２（取り分け同⑴

及び⑵）のとおりの本件変更承認申請の内容、すなわち、①埋

立地の用途につき、名護市辺野古地区地先の配置及び規模を削

除すること、②所要の箇所に地盤改良を追加して行うことに加

え、全般について、より合理的な設計、施行方法等とすること

という申請の内容その他の事実関係等を考慮すれば、本件変更

承認申請は本件埋立事業が第１号要件に適合するとの判断を覆

すようなものではなく、本件変更承認申請は第１号要件に適合

すると認められるから、本件変更承認申請について第１号要件

を充足しないとした処分庁の判断は、裁量権の範囲を逸脱し、

３ 以上によれば、沖縄県知事の上記２⑴の指摘も理由がない。 

以上のとおり、本件変更承認申請が第１号要件を充足しない

という沖縄県知事の指摘は理由がなく、沖縄県知事が指摘する

不承認の理由をもって、本件変更承認申請が第１号要件を充足

しないとはいえない。 

そして、第１号要件について、当時の沖縄県知事は、本件埋

立承認をするに当たり、第１章第３の１⑸エのとおり、普天間

飛行場の使用状況や、同飛行場の返還及び代替施設の設置に関

する日米間の交渉経過等を踏まえた上で、騒音被害等により同

飛行場の周辺住民の生活に深刻な影響が生じていることや、同

飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前提として、

①本件代替施設の面積や埋立面積が同飛行場の施設面積と比較

して相当程度縮小されること、②沿岸域を埋め立てて滑走路延

長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行す

ることが回避されること及び本件代替施設が既に米軍に提供さ

れているキャンプ・シュワブの一部を利用して設置されるもの

であることなどに照らし、埋立ての規模及び位置が適正かつ合

理的であるなどとして、本件埋立事業が第１号要件に適合する

と判断しているところ、最高裁判所は、このような当時の沖縄

県知事の判断が事実の基礎を欠くものであることや、その内容

が社会通念に照らし明らかに妥当性を欠くものであるという事

情は認められず、本件埋立事業が第１号要件に適合するとした

当時の沖縄県知事の判断に違法又は不当があるということはで

きないと判断していること（最高裁平成２８年１２月２０日第

二小法廷判決・民集７０巻９号２２８１頁参照）が認められる。 

 

このことを前提として、第１章第３の２（取り分け同⑴及び

⑵）のとおりの本件変更承認申請の内容、すなわち、①埋立地

の用途につき、名護市辺野古地区地先の配置及び規模を削除す

ること、②所要の箇所に地盤改良を追加して行うことに加え、

全般について、より合理的な設計、施行方法等とすることとい

う申請の内容その他の事実関係等を考慮すれば、本件変更承認

申請は本件埋立事業が第１号要件に適合するとの判断を覆すよ

うなものではなく、本件変更承認申請は第１号要件に適合する

と認められるから、本件変更承認申請について第１号要件を充

足しないとした沖縄県知事の判断は、裁量権の範囲を逸脱し、
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これを濫用したものとして違法であり、かつ、不適切な裁量判

断として不当である。 

又はこれを濫用したものとして違法であり、かつ、不適切な裁

量判断として不当である。 

又はこれを濫用したものとして違法であり、かつ、不適切な裁

量判断として不当である。 

第２ 公有水面埋立法第４条第１項第２号の「其ノ埋立ガ環境保全

及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件に

ついて 

１ 公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同法第１３

条ノ２第２項において準用する同法第４条第１項第２号は、「其

ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナル

コト」という要件（第２号要件）を定めている。 

２⑴ 処分庁は、以下のとおり指摘し、本件変更承認申請について

は、第２号要件を充足しないと指摘している（別紙２（請７

５）第２の４）。 

⑵ア まず、処分庁は、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）のレッド

リストにおいて南西諸島に生息する地域個体群が絶滅危惧

ⅠＡ類と評価されているなどジュゴンの保護の重要性が更

に高まっていることや、ジュゴンの生息域に変化が生じる

など地域特性に変化が生じていること、大浦湾は地形が複

雑であり、水中音の予測に不確実性が含まれることを鑑み

ると、本件埋立承認の後に実施されている水中音を発する

工事の水中音の調査が行われず、予測値と実測値の比較が

行われていないことは、調査の手法として必要な水準が確

保されているとはいえず、本件埋立事業の実施がジュゴン

に及ぼす影響について適切に情報が収集されておらず、適

切な予測が行われているとはいえないと指摘している（別

紙２（請７５）第２の４⑴ア(ｱ)及び⑵ア(ｱ)）。 

イ(ｱ)ａ 国指定天然記念物であるジュゴンについては、既に

平成１９年８月に環境省のレッドリストにおいて絶滅

危惧ⅠＡ類（ＣＲ。ごく近い将来における野生での絶

滅の危険性が極めて高いもの）と評価されており、そ

の後の令和元年１２月に国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）

のレッドリストにおいて南西諸島に生息するジュゴン

の地域個体群が「深刻な危機」（ＣＲ。絶滅危惧ⅠＡ類）

にあると評価されるに至っている（請１－７の３－８

７頁、請１０８、１０９、処１４）。 

本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響につい

ては、本件願書に添付された環境保全図書においても、

第２ 公有水面埋立法第４条第１項第２号の「其ノ埋立ガ環境保全

及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件に

ついて 

１ 公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同法第１３

条ノ２第２項において準用する同法第４条第１項第２号は、「其

ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナル

コト」という要件（第２号要件）を定めている。 

２⑴ 処分庁は、以下のとおり指摘し、本件変更承認申請について

は、第２号要件を充足しないと指摘している（別紙２（請７

５）第２の４）。 

⑵ア まず、処分庁は、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）のレッド

リストにおいて南西諸島に生息する地域個体群が絶滅危惧

ⅠＡ類と評価されているなどジュゴンの保護の重要性が更

に高まっていることや、ジュゴンの生息域に変化が生じる

など地域特性に変化が生じていること、大浦湾は地形が複

雑であり、水中音の予測に不確実性が含まれることを鑑み

ると、本件埋立承認の後に実施されている水中音を発する

工事の水中音の調査が行われず、予測値と実測値の比較が

行われていないことは、調査の手法として必要な水準が確

保されているとはいえず、本件埋立事業の実施がジュゴン

に及ぼす影響について適切に情報が収集されておらず、適

切な予測が行われているとはいえないと指摘している（別

紙２（請７５）第２の４⑴ア(ｱ)及び⑵ア(ｱ)）。 

イ(ｱ)ａ 国指定天然記念物であるジュゴンについては、既に

平成１９年８月に環境省のレッドリストにおいて絶滅

危惧ⅠＡ類（ＣＲ。ごく近い将来における野生での絶

滅の危険性が極めて高いもの）と評価されており、そ

の後の令和元年１２月に国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）

のレッドリストにおいて南西諸島に生息するジュゴン

の地域個体群が「深刻な危機」（ＣＲ。絶滅危惧ⅠＡ類）

にあると評価されるに至っている（請１－７の３－８

７頁、請１０８、１０９、処１４）。 

本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響につい

ては、本件願書に添付された環境保全図書においても、

第２ 公有水面埋立法第４条第１項第２号の「其ノ埋立ガ環境保全

及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という要件に

ついて 

１ 公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同法第１３

条ノ２第２項において準用する同法第４条第１項第２号は、「其

ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナル

コト」という要件（第２号要件）を定めている。 

２⑴ 沖縄県知事は、以下のとおり指摘し、本件変更承認申請につ

いては、第２号要件を充足しないと指摘している（別紙３（請

７５）第２の４）。 

⑵ア まず、沖縄県知事は、国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）のレ

ッドリストにおいて南西諸島に生息する地域個体群が絶滅

危惧ⅠＡ類と評価されているなどジュゴンの保護の重要性

が更に高まっていることや、ジュゴンの生息域に変化が生

じるなど地域特性に変化が生じていること、大浦湾は地形

が複雑であり、水中音の予測に不確実性が含まれることを

鑑みると、本件埋立承認の後に実施されている水中音を発

する工事の水中音の調査が行われず、予測値と実測値の比

較が行われていないことは、調査の手法として必要な水準

が確保されているとはいえず、本件埋立事業の実施がジュ

ゴンに及ぼす影響について適切に情報が収集されておら

ず、適切な予測が行われているとはいえないと指摘してい

る（別紙３（請７５）第２の４⑴ア(ｱ)及び⑵ア(ｱ)）。 

イ(ｱ)ａ 国指定天然記念物であるジュゴンについては、既に

平成１９年８月に環境省のレッドリストにおいて絶滅

危惧ⅠＡ類（ＣＲ。ごく近い将来における野生での絶

滅の危険性が極めて高いもの）と評価されており、そ

の後の令和元年１２月に国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）

のレッドリストにおいて南西諸島に生息するジュゴン

の地域個体群が「深刻な危機」（ＣＲ。絶滅危惧ⅠＡ類）

にあると評価されるに至っている（請１－７の３－８

７頁、請１０８、１０９、処１４）。 

本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響につい

ては、本件願書に添付された環境保全図書においても、
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当時、ジュゴンが国指定天然記念物で、既に環境省の

レッドリストにおいて絶滅危惧ⅠＡ類と評価されてい

たことが前提とされており、そのことも踏まえ、以下

のとおり調査が実施されてきた（請１－７の３－８７

頁、請１０８）。 

ｂ 航空機による生息状況調査（請１５４別添資料１） 

航空機を用いた航空調査による上空からの目視確認

等により（請１－７の５－９７頁）、①「毎月調査」（セ

スナ）として、少なくとも、平成１９年８月から平成

２１年２月までの間は、毎月５日程度、沖縄島全域を

対象に実施し（請１－７の６－１６－３０頁～６－１

６－３３頁、６－１６－６０頁～６－１６－６５頁）、

②「季別調査」（セスナ）として、少なくとも、同年５

月以降は、各季３、４日程度、沖縄島北部の西海岸側

から辺戸岬を経て沖縄島中部の東海岸側までを対象に

実施し（請１－７の６－１６－１１６頁～６－１６－

１１９頁、請３９資料４の７頁注）３．、８頁注）３．、

最後の※、請８８の１３頁、２２頁）、③「ヘリ監視」

として、少なくとも、平成２６年８月から同年１１月

まで及び平成２７年１月から平成２８年３月までの間

は、海上作業の期間中週１日程度、辺野古沖、大浦湾、

嘉陽沖及び古宇利島沖を対象に実施し（請３９資料４

の７頁注）１．）、④「事後調査（ヘリ監視）」として、

少なくとも、平成２９年２月以降は、月３、４日程度、

辺野古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古宇利島沖を対象に実

施している（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１

６－２８２頁、８－８頁、９－２１頁、請３９資料４

の６頁、７頁注）１．、８頁注）１．、請８４の１２６

頁～１３０頁、請８８の１３頁、２１頁）。 

ｃ 監視用プラットフォーム船による監視 

ジュゴンの工事海域への来遊（接近）状況を監視す

るため、３隻のプラットフォーム船により、目視観察、

曳船式ハイドロホンによる鳴音探知及びスキャニング

ソナーによる映像探知を実施し、工事期間中、毎日、

工事の着手前においては、施工区域全域をできる限り

短時間で調査し、又は監視し、工事の着手後において

当時、ジュゴンが国指定天然記念物で、既に環境省の

レッドリストにおいて絶滅危惧ⅠＡ類と評価されてい

たことが前提とされており、そのことも踏まえ、以下

のとおり調査が実施されてきた（請１－７の３－８７

頁、請１０８）。 

ｂ 航空機による生息状況調査（請１５４別添資料１） 

航空機を用いた航空調査による上空からの目視確認

等により（請１－７の５－９７頁）、①「毎月調査」（セ

スナ）として、少なくとも、平成１９年８月から平成

２１年２月までの間は、毎月５日程度、沖縄島全域を

対象に実施し（請１－７の６－１６－３０頁～６－１

６－３３頁、６－１６－６０頁～６－１６－６５頁）、

②「季別調査」（セスナ）として、少なくとも、同年５

月以降は、各季３、４日程度、沖縄島北部の西海岸側

から辺戸岬を経て沖縄島中部の東海岸側までを対象に

実施し（請１－７の６－１６－１１６頁～６－１６－

１１９頁、請３９資料４の７頁注）３．、８頁注）３．、

最後の※、請８８の１３頁、２２頁）、③「ヘリ監視」

として、少なくとも、平成２６年８月から同年１１月

まで及び平成２７年１月から平成２８年３月までの間

は、海上作業の期間中週１日程度、辺野古沖、大浦湾、

嘉陽沖及び古宇利島沖を対象に実施し（請３９資料４

の７頁注）１．）、④「事後調査（ヘリ監視）」として、

少なくとも、平成２９年２月以降は、月３、４日程度、

辺野古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古宇利島沖を対象に実

施している（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１

６－２８２頁、８－８頁、９－２１頁、請３９資料４

の６頁、７頁注）１．、８頁注）１．、請８４の１２６

頁～１３０頁、請８８の１３頁、２１頁）。 

ｃ 監視用プラットフォーム船による監視 

ジュゴンの工事海域への来遊（接近）状況を監視す

るため、３隻のプラットフォーム船により、目視観察、

曳船式ハイドロホンによる鳴音探知及びスキャニング

ソナーによる映像探知を実施し、工事期間中、毎日、

工事の着手前においては、施工区域全域をできる限り

短時間で調査し、又は監視し、工事の着手後において

当時、ジュゴンが国指定天然記念物で、既に環境省の

レッドリストにおいて絶滅危惧ⅠＡ類と評価されてい

たことが前提とされており、そのことも踏まえ、以下

のとおり調査が実施されてきた（請１－７の３－８７

頁、請１０８）。 

ｂ 航空機による生息状況調査（請１５４別添資料１） 

航空機を用いた航空調査による上空からの目視確認

等により（請１－７の５－９７頁）、①「毎月調査」（セ

スナ）として、少なくとも、平成１９年８月から平成

２１年２月までの間は、毎月５日程度、沖縄島全域を

対象に実施し（請１－７の６－１６－３０頁～６－１

６－３３頁、６－１６－６０頁～６－１６－６５頁）、

②「季別調査」（セスナ）として、少なくとも、同年５

月以降は、各季３、４日程度、沖縄島北部の西海岸側

から辺戸岬を経て沖縄島中部の東海岸側までを対象に

実施し（請１－７の６－１６－１１６頁～６－１６－

１１９頁、請３９資料４の７頁注）３．、８頁注）３．、

最後の※、請８８の１３頁、２２頁）、③「ヘリ監視」

として、少なくとも、平成２６年８月から同年１１月

まで及び平成２７年１月から平成２８年３月までの間

は、海上作業の期間中週１日程度、辺野古沖、大浦湾、

嘉陽沖及び古宇利島沖を対象に実施し（請３９資料４

の７頁注）１．）、④「事後調査（ヘリ監視）」として、

少なくとも、平成２９年２月以降は、月３、４日程度、

辺野古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古宇利島沖を対象に実

施している（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１

６－２８２頁、８－８頁、９－２１頁、請３９資料４

の６頁、７頁注）１．、８頁注）１．、請８４の１２６

頁～１３０頁、請８８の１３頁、２１頁）。 

ｃ 監視用プラットフォーム船による監視 

ジュゴンの工事海域への来遊（接近）状況を監視す

るため、３隻のプラットフォーム船により、目視観察、

曳船式ハイドロホンによる鳴音探知及びスキャニング

ソナーによる映像探知を実施し、工事期間中、毎日、

工事の着手前においては、施工区域全域をできる限り

短時間で調査し、又は監視し、工事の着手後において
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は、大浦湾東側海域を中心に終日継続して監視してい

る（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１６－２８

２頁、８－８頁、９－２１頁、請３９資料４の６頁、

請８４の１２６頁～１３０頁、請８５（取り分け２頁

～５頁、１７頁～２３頁）、請８８の１３頁、請１１

３（取り分け２頁～５頁、１８頁～２４頁））。 

ｄ 水中録音装置による監視 

平成２９年４月からは嘉陽地先海域のうち大浦湾内

（埋立工事施行区域内）の２地点、平成３０年３月か

らは嘉陽地先海域、安田地先海域、辺戸岬地先海域及

び古宇利島沖の１８地点の合計２０地点において、水

中録音装置を設置し、毎日２４時間の連続観測を行っ

ている（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１６－

２８２頁、８－９頁、９－２１頁、請３９資料４の６

頁、１０頁、１１頁、請４０資料２の１頁～４頁、請

８４の１２６頁～１３０頁、請８５（取り分け２頁、

３頁、５頁、１８頁、２４頁～２７頁）、請８８の１３

頁～１７頁、請１１３（取り分け２頁、３頁、５頁、

１９頁、２５頁～２８頁））。 

ｅ 海草藻場の利用状況の調査 

少なくとも、平成１９年７月以降、月１、２回、安

部地先、嘉陽地先等の海草藻場を対象に潜水目視観察

（マンタ法）により食跡を調査している（請１－７の

５－９７頁～５－９９頁、６－１６－４３頁、６－１

６－４４頁、６－１６－７９頁、６－１６－８０頁、

６－１６－１４１頁、６－１６－１４２頁、８－９頁、

９－２１頁、請３９資料４の６頁、１２頁、請４０資

料２の１頁、８頁、請８４の１２６頁～１３０頁、請

８８の１３頁、１８頁、２０頁、請１５４別添資料２）。 

ｆ そして、これらの調査の結果は環境監視等委員会に報

告され、その指導及び助言を踏まえた対応が採られて

きている（請３９資料４、議事録、請４０資料２、議

事録、請８８、１１１、１１２）。 

(ｲ) ところで、個体Ａについては、嘉陽海域を主要な生息

域としていたが、平成３０年９月に確認された以降、確

認されなくなった（請３９資料４の７頁、８頁）。 

は、大浦湾東側海域を中心に終日継続して監視してい

る（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１６－２８

２頁、８－８頁、９－２１頁、請３９資料４の６頁、

請８４の１２６頁～１３０頁、請８５（取り分け２頁

～５頁、１７頁～２３頁）、請８８の１３頁、請１１３

（取り分け２頁～５頁、１８頁～２４頁））。 

ｄ 水中録音装置による監視 

平成２９年４月からは嘉陽地先海域のうち大浦湾内

（埋立工事施行区域内）の２地点、平成３０年３月か

らは嘉陽地先海域、安田地先海域、辺戸岬地先海域及

び古宇利島沖の１８地点の合計２０地点において、水

中録音装置を設置し、毎日２４時間の連続観測を行っ

ている（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１６－

２８２頁、８－９頁、９－２１頁、請３９資料４の６

頁、１０頁、１１頁、請４０資料２の１頁～４頁、請

８４の１２６頁～１３０頁、請８５（取り分け２頁、

３頁、５頁、１８頁、２４頁～２７頁）、請８８の１３

頁～１７頁、請１１３（取り分け２頁、３頁、５頁、

１９頁、２５頁～２８頁））。 

ｅ 海草藻場の利用状況の調査 

少なくとも、平成１９年７月以降、月１、２回、安

部地先、嘉陽地先等の海草藻場を対象に潜水目視観察

（マンタ法）により食跡を調査している（請１－７の

５－９７頁～５－９９頁、６－１６－４３頁、６－１

６－４４頁、６－１６－７９頁、６－１６－８０頁、

６－１６－１４１頁、６－１６－１４２頁、８－９頁、

９－２１頁、請３９資料４の６頁、１２頁、請４０資

料２の１頁、８頁、請８４の１２６頁～１３０頁、請

８８の１３頁、１８頁、２０頁、請１５４別添資料２）。 

ｆ そして、これらの調査の結果は環境監視等委員会に報

告され、その指導及び助言を踏まえた対応が採られて

きている（請３９資料４、議事録、請４０資料２、議

事録、請８８、１１１、１１２）。 

(ｲ) ところで、個体Ａについては、嘉陽海域を主要な生息

域としていたが、平成３０年９月に確認された以降、確

認されなくなった（請３９資料４の７頁、８頁）。 

は、大浦湾東側海域を中心に終日継続して監視してい

る（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１６－２８

２頁、８－８頁、９－２１頁、請３９資料４の６頁、

請８４の１２６頁～１３０頁、請８５（取り分け２頁

～５頁、１７頁～２３頁）、請８８の１３頁、請１１３

（取り分け２頁～５頁、１８頁～２４頁））。 

ｄ 水中録音装置による監視 

平成２９年４月からは嘉陽地先海域のうち大浦湾内

（埋立工事施行区域内）の２地点、平成３０年３月か

らは嘉陽地先海域、安田地先海域、辺戸岬地先海域及

び古宇利島沖の１８地点の合計２０地点において、水

中録音装置を設置し、毎日２４時間の連続観測を行っ

ている（請１－７の６－１６－２７９頁～６－１６－

２８２頁、８－９頁、９－２１頁、請３９資料４の６

頁、１０頁、１１頁、請４０資料２の１頁～４頁、請

８４の１２６頁～１３０頁、請８５（取り分け２頁、

３頁、５頁、１８頁、２４頁～２７頁）、請８８の１３

頁～１７頁、請１１３（取り分け２頁、３頁、５頁、

１９頁、２５頁～２８頁））。 

ｅ 海草藻場の利用状況の調査 

少なくとも、平成１９年７月以降、月１、２回、安

部地先、嘉陽地先等の海草藻場を対象に潜水目視観察

（マンタ法）により食跡を調査している（請１－７の

５－９７頁～５－９９頁、６－１６－４３頁、６－１

６－４４頁、６－１６－７９頁、６－１６－８０頁、

６－１６－１４１頁、６－１６－１４２頁、８－９頁、

９－２１頁、請３９資料４の６頁、１２頁、請４０資

料２の１頁、８頁、請８４の１２６頁～１３０頁、請

８８の１３頁、１８頁、２０頁、請１５４別添資料２）。 

ｆ そして、これらの調査の結果は環境監視等委員会に報

告され、その指導及び助言を踏まえた対応が採られて

きている（請３９資料４、議事録、請４０資料２、議

事録、請８８、１１１、１１２）。 

(ｲ) ところで、個体Ａについては、嘉陽海域を主要な生息

域としていたが、平成３０年９月に確認された以降、確

認されなくなった（請３９資料４の７頁、８頁）。 
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平成２９年４月から平成３０年１２月１４日までの間

の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を対照すると、

以下のとおり認めることができる。 

ジュゴンに影響を及ぼす可能性が考えられる水中音や

振動を発する工事は、平成２９年１１月から平成３０年

８月までの期間がピークであったと推定することができ

る（請８６（処１６）２４頁）ところ、この期間には、

嘉陽沖において、個体Ａが定期的に確認されている（請

３９資料４の６頁～１３頁、処１６）。他方で、個体Ａが

嘉陽周辺海域の海草藻場を利用しなくなったと考えられ

る平成３０年１０月１８日から同年１２月５日までの間

に行われていた工事は、工事再開に伴う復旧作業（台風

影響による一部損傷等からの復旧）に限られており、護

岸の造成等の水中音や振動を発する工事は実施されてい

なかった（請８６、処１６の１９頁、２０頁、２４頁～

２９頁）。 

したがって、個体Ａが確認されなくなったことについ

て、水中音や振動を発する工事の影響によるものとまで

認めることはできない。 

なお、上記のとおり、個体Ａについては、同年９月に

確認された以降、確認されなくなったが、本件変更承認

申請書に添付された環境保全図書においても、本件願書

に添付された環境保全図書と同じく、本件埋立事業の実

施がジュゴンに及ぼす影響に配慮するため、ジュゴンが

大浦湾内に来遊することを前提として、その影響の予測

及び評価を行い、環境保全措置を講じ、事後調査を実施

するなどすることとされている（請２６－５第２章２．

１４、第３章３．１．９、第４章）。 

(ｳ)ａ ジュゴンについては、航空機を用いた航空調査によ

る上空からの目視確認等では、平成３１年２月１２日

に確認された以降、辺野古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古

宇利島沖において確認されておらず（請３９資料４の

８頁、請４０資料２の３頁、４頁、請８８の１５頁～

１７頁、処１７の１２頁）、また、潜水目視観察（マン

タ法）によっても、平成３０年１２月以降、安部地先、

嘉陽地先等の海草藻場において食跡が発見されていな

平成２９年４月から平成３０年１２月１４日までの間

の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を対照すると、

以下のとおり認めることができる。 

ジュゴンに影響を及ぼす可能性が考えられる水中音や

振動を発する工事は、平成２９年１１月から平成３０年

８月までの期間がピークであったと推定することができ

る（請８６（処１６）２４頁）ところ、この期間には、

嘉陽沖において、個体Ａが定期的に確認されている（請

３９資料４の６頁～１３頁、処１６）。他方で、個体Ａが

嘉陽周辺海域の海草藻場を利用しなくなったと考えられ

る平成３０年１０月１８日から同年１２月５日までの間

に行われていた工事は、工事再開に伴う復旧作業（台風

影響による一部損傷等からの復旧）に限られており、護

岸の造成等の水中音や振動を発する工事は実施されてい

なかった（請８６、処１６の１９頁、２０頁、２４頁～

２９頁）。 

したがって、個体Ａが確認されなくなったことについ

て、水中音や振動を発する工事の影響によるものとまで

認めることはできない。 

なお、上記のとおり、個体Ａについては、同年９月に

確認された以降、確認されなくなったが、本件変更承認

申請書に添付された環境保全図書においても、本件願書

に添付された環境保全図書と同じく、本件埋立事業の実

施がジュゴンに及ぼす影響に配慮するため、ジュゴンが

大浦湾内に来遊することを前提として、その影響の予測

及び評価を行い、環境保全措置を講じ、事後調査を実施

するなどすることとされている（請２６－５第２章２．

１４、第３章３．１．９、第４章）。 

(ｳ)ａ ジュゴンについては、航空機を用いた航空調査によ

る上空からの目視確認等では、平成３１年２月１２日

に確認された以降、辺野古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古

宇利島沖において確認されておらず（請３９資料４の

８頁、請４０資料２の３頁、４頁、請８８の１５頁～

１７頁、処１７の１２頁）、また、潜水目視観察（マン

タ法）によっても、平成３０年１２月以降、安部地先、

嘉陽地先等の海草藻場において食跡が発見されていな

平成２９年４月から平成３０年１２月１４日までの間

の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を対照すると、

以下のとおり認めることができる。 

ジュゴンに影響を及ぼす可能性が考えられる水中音や

振動を発する工事は、平成２９年１１月から平成３０年

８月までの期間がピークであったと推定することができ

る（請８６（処１６）２４頁）ところ、この期間には、

嘉陽沖において、個体Ａが定期的に確認されている（請

３９資料４の６頁～１３頁、処１６）。他方で、個体Ａが

嘉陽周辺海域の海草藻場を利用しなくなったと考えられ

る平成３０年１０月１８日から同年１２月５日までの間

に行われていた工事は、工事再開に伴う復旧作業（台風

影響による一部損傷等からの復旧）に限られており、護

岸の造成等の水中音や振動を発する工事は実施されてい

なかった（請８６、処１６の１９頁、２０頁、２４頁～

２９頁）。 

したがって、個体Ａが確認されなくなったことについ

て、水中音や振動を発する工事の影響によるものとまで

認めることはできない。 

なお、上記のとおり、個体Ａについては、同年９月に

確認された以降、確認されなくなったが、本件変更承認

申請書に添付された環境保全図書においても、本件願書

に添付された環境保全図書と同じく、本件埋立事業の実

施がジュゴンに及ぼす影響に配慮するため、ジュゴンが

大浦湾内に来遊することを前提として、その影響の予測

及び評価を行い、環境保全措置を講じ、事後調査を実施

するなどすることとされている（請２６－５第２章２．

１４、第３章３．１．９、第４章）。 

(ｳ)ａ ジュゴンについては、航空機を用いた航空調査によ

る上空からの目視確認等では、平成３１年２月１２日

に確認された以降、辺野古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古

宇利島沖において確認されておらず（請３９資料４の

８頁、請４０資料２の３頁、４頁、請８８の１５頁～

１７頁、処１７の１２頁）、また、潜水目視観察（マン

タ法）によっても、平成３０年１２月以降、安部地先、

嘉陽地先等の海草藻場において食跡が発見されていな
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い（請３９資料４の１２頁、請４０資料２の８頁、請

８８の１８頁）。 

他方で、水中録音装置による観測により、令和２年

２月から同年６月まで及び同年８月に、大浦湾内（埋

立工事施行区域内）における録音データから、海洋生

物の鳴音のような音（以下単に「鳴音のような音」と

いう。）が検出され、この音については専門家からジュ

ゴンの鳴音の可能性が高いという意見が得られたこと

（請４０資料２の２頁、議事録４頁、５頁、請８８の

１４頁、処１７の１１頁）から、環境監視等委員会の

指導及び助言を踏まえ（請１５５資料５の１８頁）、以

下のとおり調査が追加して実施された。 

ｂ ①令和２年４月には、過去（平成２１年度）にジュゴ

ンの食跡を発見した大浦湾奥部の海草藻場が生息して

いる箇所において、補足的に海草藻場の利用状況の調

査を実施し（請４０資料２の９頁、請１５４別添資料

２、請１５５資料５の１７頁）、また、②嘉陽、安部、

辺野古及び大浦湾西部に加え、令和２年５月及び６月

には、大浦湾奥部、大浦湾奥部２０ｍ以浅及び鳴音の

ような音が検出された地点付近の海底、大浦湾東部、

久志、松田、宜野座、漢那、金武並びに海中道路にお

いて、同調査を実施し（請１５４別添資料２、請１５

５資料５の１９頁、２０頁、請１５６資料５の１３頁

～１６頁、２７頁）、さらに、③同年７月及び８月には、

大浦湾奥部２０ｍ以浅及び鳴音のような音が検出され

た地点付近の海底を除くこれらの海域において、同調

査を実施した（請１５４別添資料２、請１５７資料３

の１０頁～１２頁）。 

ｃ 令和２年４月以降、鳴音のような音が検出された地点

付近に監視用プラットフォーム船１隻を追加し、監視

用プラットフォーム船合計４隻を配置して監視を実施

している（請４０資料２の１０頁、請８８の１３頁）。 

ｄ 航空機による生息状況調査のうち、①「事後調査（ヘ

リ監視）」の範囲について、令和２年５月以降は、辺野

古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古宇利島沖に、久志沖を追

加して実施し（請１５４別添資料１、請１５５資料５

い（請３９資料４の１２頁、請４０資料２の８頁、請

８８の１８頁）。 

他方で、水中録音装置による観測により、令和２年

２月から同年６月まで及び同年８月に、大浦湾内（埋

立工事施行区域内）における録音データから、海洋生

物の鳴音のような音（以下単に「鳴音のような音」と

いう。）が検出され、この音については専門家からジュ

ゴンの鳴音の可能性が高いという意見が得られたこと

（請４０資料２の２頁、議事録４頁、５頁、請８８の

１４頁、処１７の１１頁）から、環境監視等委員会の

指導及び助言を踏まえ（請１５５資料５の１８頁）、以

下のとおり調査が追加して実施された。 

ｂ ①令和２年４月には、過去（平成２１年度）にジュゴ

ンの食跡を発見した大浦湾奥部の海草藻場が生息して

いる箇所において、補足的に海草藻場の利用状況の調

査を実施し（請４０資料２の９頁、請１５４別添資料

２、請１５５資料５の１７頁）、また、②嘉陽、安部、

辺野古及び大浦湾西部に加え、令和２年５月及び６月

には、大浦湾奥部、大浦湾奥部２０ｍ以浅及び鳴音の

ような音が検出された地点付近の海底、大浦湾東部、

久志、松田、宜野座、漢那、金武並びに海中道路にお

いて、同調査を実施し（請１５４別添資料２、請１５

５資料５の１９頁、２０頁、請１５６資料５の１３頁

～１６頁、２７頁）、さらに、③同年７月及び８月には、

大浦湾奥部２０ｍ以浅及び鳴音のような音が検出され

た地点付近の海底を除くこれらの海域において、同調

査を実施した（請１５４別添資料２、請１５７資料３

の１０頁～１２頁）。 

ｃ 令和２年４月以降、鳴音のような音が検出された地点

付近に監視用プラットフォーム船１隻を追加し、監視

用プラットフォーム船合計４隻を配置して監視を実施

している（請４０資料２の１０頁、請８８の１３頁）。 

ｄ 航空機による生息状況調査のうち、①「事後調査（ヘ

リ監視）」の範囲について、令和２年５月以降は、辺野

古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古宇利島沖に、久志沖を追

加して実施し（請１５４別添資料１、請１５５資料５

い（請３９資料４の１２頁、請４０資料２の８頁、請

８８の１８頁）。 

他方で、水中録音装置による観測により、令和２年

２月から同年６月まで及び同年８月に、大浦湾内（埋

立工事施行区域内）における録音データから、海洋生

物の鳴音のような音（以下単に「鳴音のような音」と

いう。）が検出され、この音については専門家からジュ

ゴンの鳴音の可能性が高いという意見が得られたこと

（請４０資料２の２頁、議事録４頁、５頁、請８８の

１４頁、処１７の１１頁）から、環境監視等委員会の

指導及び助言を踏まえ（請１５５資料５の１８頁）、以

下のとおり調査が追加して実施された。 

ｂ ①令和２年４月には、過去（平成２１年度）にジュゴ

ンの食跡を発見した大浦湾奥部の海草藻場が生息して

いる箇所において、補足的に海草藻場の利用状況の調

査を実施し（請４０資料２の９頁、請１５４別添資料

２、請１５５資料５の１７頁）、また、②嘉陽、安部、

辺野古及び大浦湾西部に加え、令和２年５月及び６月

には、大浦湾奥部、大浦湾奥部２０ｍ以浅及び鳴音の

ような音が検出された地点付近の海底、大浦湾東部、

久志、松田、宜野座、漢那、金武並びに海中道路にお

いて、同調査を実施し（請１５４別添資料２、請１５

５資料５の１９頁、２０頁、請１５６資料５の１３頁

～１６頁、２７頁）、さらに、③同年７月及び８月には、

大浦湾奥部２０ｍ以浅及び鳴音のような音が検出され

た地点付近の海底を除くこれらの海域において、同調

査を実施した（請１５４別添資料２、請１５７資料３

の１０頁～１２頁）。 

ｃ 令和２年４月以降、鳴音のような音が検出された地点

付近に監視用プラットフォーム船１隻を追加し、監視

用プラットフォーム船合計４隻を配置して監視を実施

している（請４０資料２の１０頁、請８８の１３頁）。 

ｄ 航空機による生息状況調査のうち、①「事後調査（ヘ

リ監視）」の範囲について、令和２年５月以降は、辺野

古沖、大浦湾、嘉陽沖及び古宇利島沖に、久志沖を追

加して実施し（請１５４別添資料１、請１５５資料５
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の１８頁、２１頁、請１５６資料５の１３頁、１７頁、

請８８の１９頁、２１頁）、さらに、②「季別調査」（セ

スナ）の範囲について、令和２年度の春季調査からは、

金武湾から嘉陽までの海域を「重点海域」として調査

を実施している（請１５４別添資料１、請１５５資料

５の１８頁、２２頁、請１５６資料５の１３頁、１８

頁、請８８の１９頁、２２頁）。 

ｅ ①令和２年６月以降は、鳴音のような音が検出され

た地点付近に水中録音装置５台を追加して設置し、ま

た、②同年７月以降は、鳴音のような音が検出された

地点に水中カメラを設置し、撮影を実施している（請

１５６資料５の２７頁～２９頁、請１５７資料３の１

４頁、請１５８資料４の２４頁、２８頁、請１５９資

料５の２３頁、２８頁、請８８の１９頁、２３頁）。 

(ｴ) 以上のとおり、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼ

す影響については、本件変更承認申請に当たり、適切に、

調査等が行われて情報が収集されてきているとともに、

これらの調査の結果が環境監視等委員会に報告され、そ

の指導及び助言を踏まえた対応が採られてきていると認

めることができる。南西諸島に生息するジュゴンの地域

個体群が令和元年１２月に国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）

のレッドリストにおいて「深刻な危機」（ＣＲ。絶滅危惧

ⅠＡ類）にあると評価されるに至っていることなどの処

分庁が指摘する事情を考慮しても、上記のとおり適切に

調査等が行われてきているという評価は異ならない。 

 

(ｵ)ａ これに対し、処分庁は、個体Ａが確認された時期と

水中音を発する工事の時期との単純な比較で工事の影

響を否定することは短絡的であり、令和２年２月１１

日以降、ジュゴンの鳴音は、ほとんどが休工日又は工

事が実施されていない時間帯に確認されており、ジュ

ゴンが海上工事の水中音を避けている可能性があり、

さらに、ジュゴンの鳴音が確認された同年３月の同一

時間帯に、プラットフォーム船による監視でジュゴン

を確認することができておらず、プラットフォーム船

による監視は機能しているといえず、ジュゴンの行動

の１８頁、２１頁、請１５６資料５の１３頁、１７頁、

請８８の１９頁、２１頁）、さらに、②「季別調査」（セ

スナ）の範囲について、令和２年度の春季調査からは、

金武湾から嘉陽までの海域を「重点海域」として調査

を実施している（請１５４別添資料１、請１５５資料

５の１８頁、２２頁、請１５６資料５の１３頁、１８

頁、請８８の１９頁、２２頁）。 

ｅ ①令和２年６月以降は、鳴音のような音が検出され

た地点付近に水中録音装置５台を追加して設置し、ま

た、②同年７月以降は、鳴音のような音が検出された

地点に水中カメラを設置し、撮影を実施している（請

１５６資料５の２７頁～２９頁、請１５７資料３の１

４頁、請１５８資料４の２４頁、２８頁、請１５９資

料５の２３頁、２８頁、請８８の１９頁、２３頁）。 

(ｴ) 以上のとおり、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼ

す影響については、本件変更承認申請に当たり、適切に、

調査等が行われて情報が収集されてきているとともに、

これらの調査の結果が環境監視等委員会に報告され、そ

の指導及び助言を踏まえた対応が採られてきていると認

めることができる。南西諸島に生息するジュゴンの地域

個体群が令和元年１２月に国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）

のレッドリストにおいて「深刻な危機」（ＣＲ。絶滅危惧

ⅠＡ類）にあると評価されるに至っていることなどの処

分庁が指摘する事情を考慮しても、上記のとおり適切に

調査等が行われてきているという評価は異ならない。 

 

(ｵ)ａ これに対し、処分庁は、個体Ａが確認された時期と

水中音を発する工事の時期との単純な比較で工事の影

響を否定することは短絡的であり、令和２年２月１１

日以降、ジュゴンの鳴音は、ほとんどが休工日又は工

事が実施されていない時間帯に確認されており、ジュ

ゴンが海上工事の水中音を避けている可能性があり、

さらに、ジュゴンの鳴音が確認された同年３月の同一

時間帯に、プラットフォーム船による監視でジュゴン

を確認することができておらず、プラットフォーム船

による監視は機能しているといえず、ジュゴンの行動

の１８頁、２１頁、請１５６資料５の１３頁、１７頁、

請８８の１９頁、２１頁）、さらに、②「季別調査」（セ

スナ）の範囲について、令和２年度の春季調査からは、

金武湾から嘉陽までの海域を「重点海域」として調査

を実施している（請１５４別添資料１、請１５５資料

５の１８頁、２２頁、請１５６資料５の１３頁、１８

頁、請８８の１９頁、２２頁）。 

ｅ ①令和２年６月以降は、鳴音のような音が検出され

た地点付近に水中録音装置５台を追加して設置し、ま

た、②同年７月以降は、鳴音のような音が検出された

地点に水中カメラを設置し、撮影を実施している（請

１５６資料５の２７頁～２９頁、請１５７資料３の１

４頁、請１５８資料４の２４頁、２８頁、請１５９資

料５の２３頁、２８頁、請８８の１９頁、２３頁）。 

(ｴ) 以上のとおり、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼ

す影響については、本件変更承認申請に当たり、適切に、

調査等が行われて情報が収集されてきているとともに、

これらの調査の結果が環境監視等委員会に報告され、そ

の指導及び助言を踏まえた対応が採られてきていると認

めることができる。南西諸島に生息するジュゴンの地域

個体群が令和元年１２月に国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）

のレッドリストにおいて「深刻な危機」（ＣＲ。絶滅危惧

ⅠＡ類）にあると評価されるに至っていることなどの沖

縄県知事が指摘する事情を考慮しても、上記のとおり適

切に調査等が行われてきているという評価は異ならな

い。 

(ｵ)ａ これに対し、沖縄県知事は、個体Ａが確認された時

期と水中音を発する工事の時期との単純な比較で工事

の影響を否定することは短絡的であり、令和２年２月

１１日以降、ジュゴンの鳴音は、ほとんどが休工日又

は工事が実施されていない時間帯に確認されており、

ジュゴンが海上工事の水中音を避けている可能性があ

り、さらに、ジュゴンの鳴音が確認された同年３月の

同一時間帯に、プラットフォーム船による監視でジュ

ゴンを確認することができておらず、プラットフォー

ム船による監視は機能しているといえず、ジュゴンの
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監視が十分でないことからすれば、調査不足のため、

工事の影響を否定することはできず、調査が行われて

いない水中音の影響も否定することはできないと指摘

している。 

ｂ しかし、工事は、鳴音のような音が検出された令和２

年２月以前から既に実施されていたことに加え、鳴音

のような音が検出された工事実施日である同年３月６

日、９日、１３日及び２５日並びに４月３日及び６日

のうち、同年３月６日及び２５日並びに４月３日及び

６日については、日の出から日没までの間の工事実施

時間中に鳴音のような音が検出されていること（請５

５添付資料３３、請１１１（請１５６）２１頁、請１

５５（処１７）１１頁、１２頁）も考慮すれば、鳴音

のような音が検出された日時の傾向から、上記(ｳ)ａの

とおり鳴音のような音が検出された同年２月から同年

６月まで及び同年８月の期間において、ジュゴンが海

上工事の水中音を避けていたとまでは認めることがで

きない。 

また、上記(ｳ)のとおり調査等が実施されてきている

が、鳴音のような音が検出された同年２月以降も、ジ

ュゴンの姿や、映像、食跡が全く確認されていないこ

と（請８８）などからすれば、鳴音のような音が検出

された工事実施日の工事実施時間中において、監視用

プラットフォーム船による監視によってジュゴンを確

認することができなかったことなどをもって、監視用

プラットフォーム船による監視が機能していないとま

ではいうことができず、さらに、下記⑶イのとおり、

本件願書に添付された環境保全図書については、本件

埋立承認の段階で採り得ると考えられる環境保全措置

及び対策が講じられており、環境保全に十分配慮した

対策が採られていると判断されているところ、同環境

保全図書における事後調査の内容（船舶を利用した監

視プラットフォーム等。請１－７の８－６頁、８－８

頁、８－９頁、９－２１頁、請８４）を変更しなけれ

ばならないような事情までは認められない。 

加えて、平成２９年４月から平成３０年１２月１４

監視が十分でないことからすれば、調査不足のため、

工事の影響を否定することはできず、調査が行われて

いない水中音の影響も否定することはできないと指摘

している。 

ｂ しかし、工事は、鳴音のような音が検出された令和２

年２月以前から既に実施されていたことに加え、鳴音

のような音が検出された工事実施日である同年３月６

日、９日、１３日及び２５日並びに４月３日及び６日

のうち、同年３月６日及び２５日並びに４月３日及び

６日については、日の出から日没までの間の工事実施

時間中に鳴音のような音が検出されていること（請５

５添付資料３３、請１１１（請１５６）２１頁、請１

５５（処１７）１１頁、１２頁）も考慮すれば、鳴音

のような音が検出された日時の傾向から、上記(ｳ)ａの

とおり鳴音のような音が検出された同年２月から同年

６月まで及び同年８月の期間において、ジュゴンが海

上工事の水中音を避けていたとまでは認めることがで

きない。 

また、上記(ｳ)のとおり調査等が実施されてきている

が、鳴音のような音が検出された同年２月以降も、ジ

ュゴンの姿や、映像、食跡が全く確認されていないこ

と（請８８）などからすれば、鳴音のような音が検出

された工事実施日の工事実施時間中において、監視用

プラットフォーム船による監視によってジュゴンを確

認することができなかったことなどをもって、監視用

プラットフォーム船による監視が機能していないとま

ではいうことができず、さらに、下記⑶イのとおり、

本件願書に添付された環境保全図書については、本件

埋立承認の段階で採り得ると考えられる環境保全措置

及び対策が講じられており、環境保全に十分配慮した

対策が採られていると判断されているところ、同環境

保全図書における事後調査の内容（船舶を利用した監

視プラットフォーム等。請１－７の８－６頁、８－８

頁、８－９頁、９－２１頁、請８４）を変更しなけれ

ばならないような事情までは認められない。 

加えて、平成２９年４月から平成３０年１２月１４

行動監視が十分でないことからすれば、調査不足のた

め、工事の影響を否定することはできず、調査が行わ

れていない水中音の影響も否定することはできないと

指摘している。 

ｂ しかし、工事は、鳴音のような音が検出された令和２

年２月以前から既に実施されていたことに加え、鳴音

のような音が検出された工事実施日である同年３月６

日、９日、１３日及び２５日並びに４月３日及び６日

のうち、同年３月６日及び２５日並びに４月３日及び

６日については、日の出から日没までの間の工事実施

時間中に鳴音のような音が検出されていること（請５

５添付資料３３、請１１１（請１５６）２１頁、請１

５５（処１７）１１頁、１２頁）も考慮すれば、鳴音

のような音が検出された日時の傾向から、上記(ｳ)ａの

とおり鳴音のような音が検出された同年２月から同年

６月まで及び同年８月の期間において、ジュゴンが海

上工事の水中音を避けていたとまでは認めることがで

きない。 

また、上記(ｳ)のとおり調査等が実施されてきている

が、鳴音のような音が検出された同年２月以降も、ジ

ュゴンの姿や、映像、食跡が全く確認されていないこ

と（請８８）などからすれば、鳴音のような音が検出

された工事実施日の工事実施時間中において、監視用

プラットフォーム船による監視によってジュゴンを確

認することができなかったことなどをもって、監視用

プラットフォーム船による監視が機能していないとま

ではいうことができず、さらに、下記⑶イのとおり、

本件願書に添付された環境保全図書については、本件

埋立承認の段階で採り得ると考えられる環境保全措置

及び対策が講じられており、環境保全に十分配慮した

対策が採られていると判断されているところ、同環境

保全図書における事後調査の内容（船舶を利用した監

視プラットフォーム等。請１－７の８－６頁、８－８

頁、８－９頁、９－２１頁、請８４）を変更しなけれ

ばならないような事情までは認められない。 

加えて、平成２９年４月から平成３０年１２月１４
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日までの間の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を

対照した結果は、上記(ｲ)のとおりである。 

処分庁は、新聞報道（大型掘削船１隻、台船２隻、

作業船２隻）や、処分庁が行った現場調査（運搬船等

６隻）による掘削船や運搬船の隻数等から、水中音の

予測の設定条件にも疑義があり、評価基準を超える水

中音が発生していた可能性を否定できず、工事による

水中音が個体Ａに行動変化をもたらした可能性は否定

できないとも指摘している。しかし、上記(ｲ)のとおり、

平成２９年４月から平成３０年１２月１４日までの間

の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を対照する

と、水中音や振動を発する工事は、平成２９年１１月

から平成３０年８月までの期間がピークであったと推

定することができることなどから、ジュゴンが海上工

事の水中音を避けていたとまでは認めることができな

いことなどの認定は、処分庁が指摘する掘削船や運搬

船の隻数等によって直ちに左右されるようなものでな

いから、処分庁のこの指摘は理由がない。 

 

これらを併せ考慮すれば、上記(ｲ)のとおり、個体Ａ

が確認されなくなったことについて、水中音や振動を

発する工事の影響によるものとまで認めることはでき

ない。処分庁が指摘するようなジュゴンが海上工事の

水中音を避けているという事実や、工事の影響、水中

音の影響等を認めるに足りる十分な根拠はない。 

以上のとおり、処分庁の上記ａの指摘は理由がない。 

 

ウ(ｱａ 本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響につい

ては、本件変更承認申請書に添付された環境保全図書

において、本件願書に添付された環境保全図書と同じ

く、これらの調査の結果に基づくジュゴンの生息状況

と、工事の実施による生息環境の改変の程度を踏まえ、

既往知見等を参考として、予測及び評価が行われてい

る（請１－７第６章６．１６、請２６－５第２章２．

１４．１）。 

ｂ 本件願書に添付された環境保全図書においては、工事

日までの間の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を

対照した結果は、上記(ｲ)のとおりである。 

処分庁は、新聞報道（大型掘削船１隻、台船２隻、

作業船２隻）や、処分庁が行った現場調査（運搬船等

６隻）による掘削船や運搬船の隻数等から、水中音の

予測の設定条件にも疑義があり、評価基準を超える水

中音が発生していた可能性を否定できず、工事による

水中音が個体Ａに行動変化をもたらした可能性は否定

できないとも指摘している。しかし、上記(ｲ)のとおり、

平成２９年４月から平成３０年１２月１４日までの間

の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を対照する

と、水中音や振動を発する工事は、平成２９年１１月

から平成３０年８月までの期間がピークであったと推

定することができることなどから、ジュゴンが海上工

事の水中音を避けていたとまでは認めることができな

いことなどの認定は、処分庁が指摘する掘削船や運搬

船の隻数等によって直ちに左右されるようなものでな

いから、処分庁のこの指摘は理由がない。 

 

これらを併せ考慮すれば、上記(ｲ)のとおり、個体Ａ

が確認されなくなったことについて、水中音や振動を

発する工事の影響によるものとまで認めることはでき

ない。処分庁が指摘するようなジュゴンが海上工事の

水中音を避けているという事実や、工事の影響、水中

音の影響等を認めるに足りる十分な根拠はない。 

以上のとおり、処分庁の上記ａの指摘は理由がない。 

 

ウ(ｱ)ａ 本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響につい

ては、本件変更承認申請書に添付された環境保全図書

において、本件願書に添付された環境保全図書と同じ

く、これらの調査の結果に基づくジュゴンの生息状況

と、工事の実施による生息環境の改変の程度を踏まえ、

既往知見等を参考として、予測及び評価が行われてい

る（請１－７第６章６．１６、請２６－５第２章２．

１４．１）。 

ｂ 本件願書に添付された環境保全図書においては、工事

日までの間の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を

対照した結果は、上記(ｲ)のとおりである。 

沖縄県知事は、新聞報道（大型掘削船１隻、台船２

隻、作業船２隻）や、沖縄県知事が行った現場調査（運

搬船等６隻）による掘削船や運搬船の隻数等から、水

中音の予測の設定条件にも疑義があり、評価基準を超

える水中音が発生していた可能性を否定できず、工事

による水中音が個体Ａに行動変化をもたらした可能性

は否定できないとも指摘している。しかし、上記(ｲ)の

とおり、平成２９年４月から平成３０年１２月１４日

までの間の工事の実施状況とジュゴンの生息状況を対

照すると、水中音や振動を発する工事は、平成２９年

１１月から平成３０年８月までの期間がピークであっ

たと推定することができることなどから、ジュゴンが

海上工事の水中音を避けていたとまでは認めることが

できないことなどの認定は、沖縄県知事が指摘する掘

削船や運搬船の隻数等によって直ちに左右されるよう

なものでないから、沖縄県知事のこの指摘は理由がな

い。 

これらを併せ考慮すれば、上記(ｲ)のとおり、個体Ａ

が確認されなくなったことについて、水中音や振動を

発する工事の影響によるものとまで認めることはでき

ない。沖縄県知事が指摘するようなジュゴンが海上工

事の水中音を避けているという事実や、工事の影響、

水中音の影響等を認めるに足りる十分な根拠はない。 

以上のとおり、沖縄県知事の上記ａの指摘は理由が

ない。 

ウ(ｱ)ａ 本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響につい

ては、本件変更承認申請書に添付された環境保全図書

において、本件願書に添付された環境保全図書と同じ

く、これらの調査の結果に基づくジュゴンの生息状況

と、工事の実施による生息環境の改変の程度を踏まえ、

既往知見等を参考として、予測及び評価が行われてい

る（請１－７第６章６．１６、請２６－５第２章２．

１４．１）。 

ｂ 本件願書に添付された環境保全図書においては、工事
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区域において発生する騒音のうち、工事に伴う水中音

がジュゴンに及ぼす影響について、工事に伴う水中音

の主な発生源として、海中土木工事（杭打ち工事、捨

石投入工事及び浚渫工事）及び船舶騒音が考えられる

ため、水中音が発生する海中土木工事の実施時期並び

にガット船及び土運搬船の稼働隻数を踏まえ、水中音

の予測時期を設定し、同種の海中土木工事及び船舶騒

音に関する実測データを基に、水中音の距離減衰及び

リーフ等の地形による回析減衰等を考慮して工事中の

水中音圧レベルを推定し、水中音の音圧レベル（ピー

ク値。瞬時の音による障害の影響を評価する項目）、音

圧レベル（ＲＭＳ（実効値）。瞬時の音による行動阻害

の影響を評価する項目）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ。

累積した音による障害及び行動阻害の影響を評価する

項目）について、水中音の予測式により、水中音の予

測を行うなどしている（請１－７の６－１６－２２３

頁～６－１６－２４９頁、請２６－５の２－１４－８

頁、２－１４－９頁）。 

そして、下記⑶ウ(ｱ)のとおり、水中音圧レベル（ピ

ーク値及びＲＭＳ）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ）の

予測の結果を基に、騒音がクジラ目及び鰭脚類に及ぼ

す影響についての評価基準（水中音が海産哺乳類に及

ぼす影響についての評価基準）を参考として設定した、

水中音がジュゴンに及ぼす影響についての評価基準と

対比させ、工事に伴い発生する水中音がジュゴンに及

ぼす影響について、予測及び評価を行っている。その

結果、予測時期として設定した１年次３か月目及び４

か月目に、同時に杭打ち工事を施工する箇所を５か所

とした場合には、安部から嘉陽地先西側までの範囲に

おいては、水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす可

能性はなく、水中音の累積した音が行動阻害の影響を

及ぼす可能性も小さいと考えられたが、水中音の瞬時

の音がジュゴンに行動阻害の影響を及ぼす可能性があ

ると考えられた。また、大浦湾東側海域においては、

水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす可能性はない

と考えられたが、工事の実施中、水中音が長期的にジ

区域において発生する騒音のうち、工事に伴う水中音

がジュゴンに及ぼす影響について、工事に伴う水中音

の主な発生源として、海中土木工事（杭打ち工事、捨

石投入工事及び浚渫工事）及び船舶騒音が考えられる

ため、水中音が発生する海中土木工事の実施時期並び

にガット船及び土運搬船の稼働隻数を踏まえ、水中音

の予測時期を設定し、同種の海中土木工事及び船舶騒

音に関する実測データを基に、水中音の距離減衰及び

リーフ等の地形による回析減衰等を考慮して工事中の

水中音圧レベルを推定し、水中音の音圧レベル（ピー

ク値。瞬時の音による障害の影響を評価する項目）、音

圧レベル（ＲＭＳ（実効値）。瞬時の音による行動阻害

の影響を評価する項目）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ。

累積した音による障害及び行動阻害の影響を評価する

項目）について、水中音の予測式により、水中音の予

測を行うなどしている（請１－７の６－１６－２２３

頁～６－１６－２４９頁、請２６－５の２－１４－８

頁、２－１４－９頁）。 

そして、下記⑶ウ(ｱ)のとおり、水中音圧レベル（ピ

ーク値及びＲＭＳ）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ）の

予測の結果を基に、騒音がクジラ目及び鰭脚類に及ぼ

す影響についての評価基準（水中音が海産哺乳類に及

ぼす影響についての評価基準）を参考として設定した、

水中音がジュゴンに及ぼす影響についての評価基準と

対比させ、工事に伴い発生する水中音がジュゴンに及

ぼす影響について、予測及び評価を行っている。その

結果、予測時期として設定した１年次３か月目及び４

か月目に、同時に杭打ち工事を施工する箇所を５か所

とした場合には、安部から嘉陽地先西側までの範囲に

おいては、水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす可

能性はなく、水中音の累積した音が行動阻害の影響を

及ぼす可能性も小さいと考えられたが、水中音の瞬時

の音がジュゴンに行動阻害の影響を及ぼす可能性があ

ると考えられた。また、大浦湾東側海域においては、

水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす可能性はない

と考えられたが、工事の実施中、水中音が長期的にジ

区域において発生する騒音のうち、工事に伴う水中音

がジュゴンに及ぼす影響について、工事に伴う水中音

の主な発生源として、海中土木工事（杭打ち工事、捨

石投入工事及び浚渫工事）及び船舶騒音が考えられる

ため、水中音が発生する海中土木工事の実施時期並び

にガット船及び土運搬船の稼働隻数を踏まえ、水中音

の予測時期を設定し、同種の海中土木工事及び船舶騒

音に関する実測データを基に、水中音の距離減衰及び

リーフ等の地形による回析減衰等を考慮して工事中の

水中音圧レベルを推定し、水中音の音圧レベル（ピー

ク値。瞬時の音による障害の影響を評価する項目）、音

圧レベル（ＲＭＳ（実効値）。瞬時の音による行動阻害

の影響を評価する項目）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ。

累積した音による障害及び行動阻害の影響を評価する

項目）について、水中音の予測式により、水中音の予

測を行うなどしている（請１－７の６－１６－２２３

頁～６－１６－２４９頁、請２６－５の２－１４－８

頁、２－１４－９頁）。 

そして、下記⑶ウ(ｱ)のとおり、水中音圧レベル（ピ

ーク値及びＲＭＳ）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ）の

予測の結果を基に、騒音がクジラ目及び鰭脚類に及ぼ

す影響についての評価基準（水中音が海産哺乳類に及

ぼす影響についての評価基準）を参考として設定した、

水中音がジュゴンに及ぼす影響についての評価基準と

対比させ、工事に伴い発生する水中音がジュゴンに及

ぼす影響について、予測及び評価を行っている。その

結果、予測時期として設定した１年次３か月目及び４

か月目に、同時に杭打ち工事を施工する箇所を５か所

とした場合には、安部から嘉陽地先西側までの範囲に

おいては、水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす可

能性はなく、水中音の累積した音が行動阻害の影響を

及ぼす可能性も小さいと考えられたが、水中音の瞬時

の音がジュゴンに行動阻害の影響を及ぼす可能性があ

ると考えられた。また、大浦湾東側海域においては、

水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす可能性はない

と考えられたが、工事の実施中、水中音が長期的にジ
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ュゴンに行動阻害の影響を及ぼす可能性があると考え

られた。以上のような水中音の予測の結果を踏まえ、

工事中において、水中音がジュゴンに及ぼす影響の低

減を十分に図る保全対策が必要であり、特に水中音の

発生レベルが高い１年次３か月目及び４か月目に水中

音の発生源としての寄与が大きな杭打ち工事につい

て、極力騒音発生の少ない工法を採用するなどの対策

が必要であると考えられ、他方で、同時に杭打ち工事

を施工する箇所を２か所とした場合には、ジュゴンの

生息範囲における水中音圧レベルは概ね評価基準を下

回るため、杭打ち工事においては、最初の杭打ち工事

が行われる際には水中音の測定を行い、予測した音圧

レベルを検証するとともに、測定結果を基に、杭打ち

工事の同時施工箇所の数を調整するなど、工事に伴う

水中音がジュゴンの行動に及ぼす影響を低減する措置

を講ずることとされた。さらに、工事中は、ジュゴン

の生息範囲に変化がみられないかを監視し、変化がみ

られた場合には、工事との関連性を検討し、工事によ

る影響と判断された場合には、速やかに施工方法の見

直しを行うなどの対策を実施することとされた。加え

て、工事中は、大浦湾内の広い範囲が長期的に行動阻

害の評価基準を上回る音圧レベルになると予測され、

ジュゴンが大浦湾内に来遊してきた場合には、ジュゴ

ンの行動に変化を与える可能性があると考えられるた

め、工事中はジュゴンの生息位置を監視し、ジュゴン

が施工区域内において確認された場合には、施工区域

から離れたことを確認した後、工事に着手し、また、

ジュゴンの施工区域内への接近が確認された場合に

は、工事関係者に連絡し、水中音を発する工事を一時

的に休止するなどの対策を講ずることとされた。そし

て、杭打ち工事による急激な音の発生は、ジュゴンの

行動に変化を及ぼすおそれがあるため、杭打ちの開始

時は弱く打撃し、一定時間経過後に所定の打撃力で杭

打ちを行うことにより、ジュゴンへの水中音の影響を

低減する措置を講ずるなど事業者として実行可能な範

囲で環境影響を最大限に回避又は低減することができ

ュゴンに行動阻害の影響を及ぼす可能性があると考え

られた。以上のような水中音の予測の結果を踏まえ、

工事中において、水中音がジュゴンに及ぼす影響の低

減を十分に図る保全対策が必要であり、特に水中音の

発生レベルが高い１年次３か月目及び４か月目に水中

音の発生源としての寄与が大きな杭打ち工事につい

て、極力騒音発生の少ない工法を採用するなどの対策

が必要であると考えられ、他方で、同時に杭打ち工事

を施工する箇所を２か所とした場合には、ジュゴンの

生息範囲における水中音圧レベルは概ね評価基準を下

回るため、杭打ち工事においては、最初の杭打ち工事

が行われる際には水中音の測定を行い、予測した音圧

レベルを検証するとともに、測定結果を基に、杭打ち

工事の同時施工箇所の数を調整するなど、工事に伴う

水中音がジュゴンの行動に及ぼす影響を低減する措置

を講ずることとされた。さらに、工事中は、ジュゴン

の生息範囲に変化がみられないかを監視し、変化がみ

られた場合には、工事との関連性を検討し、工事によ

る影響と判断された場合には、速やかに施工方法の見

直しを行うなどの対策を実施することとされた。加え

て、工事中は、大浦湾内の広い範囲が長期的に行動阻

害の評価基準を上回る音圧レベルになると予測され、

ジュゴンが大浦湾内に来遊してきた場合には、ジュゴ

ンの行動に変化を与える可能性があると考えられるた

め、工事中はジュゴンの生息位置を監視し、ジュゴン

が施工区域内において確認された場合には、施工区域

から離れたことを確認した後、工事に着手し、また、

ジュゴンの施工区域内への接近が確認された場合に

は、工事関係者に連絡し、水中音を発する工事を一時

的に休止するなどの対策を講ずることとされた。そし

て、杭打ち工事による急激な音の発生は、ジュゴンの

行動に変化を及ぼすおそれがあるため、杭打ちの開始

時は弱く打撃し、一定時間経過後に所定の打撃力で杭

打ちを行うことにより、ジュゴンへの水中音の影響を

低減する措置を講ずるなど事業者として実行可能な範

囲で環境影響を最大限に回避又は低減することができ

ュゴンに行動阻害の影響を及ぼす可能性があると考え

られた。以上のような水中音の予測の結果を踏まえ、

工事中において、水中音がジュゴンに及ぼす影響の低

減を十分に図る保全対策が必要であり、特に水中音の

発生レベルが高い１年次３か月目及び４か月目に水中

音の発生源としての寄与が大きな杭打ち工事につい

て、極力騒音発生の少ない工法を採用するなどの対策

が必要であると考えられ、他方で、同時に杭打ち工事

を施工する箇所を２か所とした場合には、ジュゴンの

生息範囲における水中音圧レベルは概ね評価基準を下

回るため、杭打ち工事においては、最初の杭打ち工事

が行われる際には水中音の測定を行い、予測した音圧

レベルを検証するとともに、測定結果を基に、杭打ち

工事の同時施工箇所の数を調整するなど、工事に伴う

水中音がジュゴンの行動に及ぼす影響を低減する措置

を講ずることとされた。さらに、工事中は、ジュゴン

の生息範囲に変化がみられないかを監視し、変化がみ

られた場合には、工事との関連性を検討し、工事によ

る影響と判断された場合には、速やかに施工方法の見

直しを行うなどの対策を実施することとされた。加え

て、工事中は、大浦湾内の広い範囲が長期的に行動阻

害の評価基準を上回る音圧レベルになると予測され、

ジュゴンが大浦湾内に来遊してきた場合には、ジュゴ

ンの行動に変化を与える可能性があると考えられるた

め、工事中はジュゴンの生息位置を監視し、ジュゴン

が施工区域内において確認された場合には、施工区域

から離れたことを確認した後、工事に着手し、また、

ジュゴンの施工区域内への接近が確認された場合に

は、工事関係者に連絡し、水中音を発する工事を一時

的に休止するなどの対策を講ずることとされた。そし

て、杭打ち工事による急激な音の発生は、ジュゴンの

行動に変化を及ぼすおそれがあるため、杭打ちの開始

時は弱く打撃し、一定時間経過後に所定の打撃力で杭

打ちを行うことにより、ジュゴンへの水中音の影響を

低減する措置を講ずるなど事業者として実行可能な範

囲で環境影響を最大限に回避又は低減することができ
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る環境保全措置を講ずることとされた。（請１－７の６

－１６－２５０頁～６－１６－２５２頁、６－１６－

２７９頁～６－１６－２８３頁、７－８頁～７－１２

頁、９－２１頁） 

ｃ 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書にお

いては、工事区域において発生する騒音のうち、工事

に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、地盤

改良工事の施工を行うサンドコンパクション船及びサ

ンドドレーン船を水中音の主な発生源として追加し、

また、杭打ち工事の一部について、環境影響を軽減す

る観点から、施工方法を油圧ハンマからより音圧レベ

ルが小さいバイブロハンマに変更し、水中音が発生す

る海中土木工事の実施時期及びガット船の稼働隻数を

踏まえ、水中音の予測時期を設定し、本件願書に添付

された環境保全図書と同じく、工事中の水中音圧レベ

ルを推定するなどし、水中音の音圧レベル（ピーク値）、

音圧レベル（ＲＭＳ）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ）

について、水中音の予測式により、水中音の予測を行

うなどしている（請２６－５の２－１４－３頁～２－

１４－２６頁、請４０資料３－１の２１８頁～２２４

頁、資料３－７の１頁～１６頁、資料３－７参考資料）。 

そして、水中音圧レベル（ピーク値及びＲＭＳ）及

び音響曝露レベル（ＳＥＬ）の予測の結果を基に、本

件願書に添付された環境保全図書と同様に設定した評

価基準と対比させ、工事に伴い発生する水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響について、予測及び評価を行った。

その結果、ジュゴンに障害の影響を及ぼす可能性につ

いては、同環境保全図書における予測の結果によれば、

施工区域近傍において、音響曝露レベルの評価基準（パ

ルス音：１９８ｄＢ、非パルス音：２１５ｄＢ）を上

回る範囲がみられていたが、本件変更承認申請書に添

付された環境保全図書における予測の結果によれば、

ジュゴンに障害の影響を及ぼす音圧レベル（ピーク値）

の評価基準（２３０ｄＢ）及び音響曝露レベルの評価

基準を上回る範囲はみられないことから、その影響は

軽減されている。また、ジュゴンに行動阻害の影響を

る環境保全措置を講ずることとされた。（請１－７の６

－１６－２５０頁～６－１６－２５２頁、６－１６－

２７９頁～６－１６－２８３頁、７－８頁～７－１２

頁、９－２１頁） 

ｃ 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書にお

いては、工事区域において発生する騒音のうち、工事

に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、地盤

改良工事の施工を行うサンドコンパクション船及びサ

ンドドレーン船を水中音の主な発生源として追加し、

また、杭打ち工事の一部について、環境影響を軽減す

る観点から、施工方法を油圧ハンマからより音圧レベ

ルが小さいバイブロハンマに変更し、水中音が発生す

る海中土木工事の実施時期及びガット船の稼働隻数を

踏まえ、水中音の予測時期を設定し、本件願書に添付

された環境保全図書と同じく、工事中の水中音圧レベ

ルを推定するなどし、水中音の音圧レベル（ピーク値）、

音圧レベル（ＲＭＳ）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ）

について、水中音の予測式により、水中音の予測を行

うなどしている（請２６－５の２－１４－３頁～２－

１４－２６頁、請４０資料３－１の２１８頁～２２４

頁、資料３－７の１頁～１６頁、資料３－７参考資料）。 

そして、水中音圧レベル（ピーク値及びＲＭＳ）及

び音響曝露レベル（ＳＥＬ）の予測の結果を基に、本

件願書に添付された環境保全図書と同様に設定した評

価基準と対比させ、工事に伴い発生する水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響について、予測及び評価を行った。

その結果、ジュゴンに障害の影響を及ぼす可能性につ

いては、同環境保全図書における予測の結果によれば、

施工区域近傍において、音響曝露レベルの評価基準（パ

ルス音：１９８ｄＢ、非パルス音：２１５ｄＢ）を上

回る範囲がみられていたが、本件変更承認申請書に添

付された環境保全図書における予測の結果によれば、

ジュゴンに障害の影響を及ぼす音圧レベル（ピーク値）

の評価基準（２３０ｄＢ）及び音響曝露レベルの評価

基準を上回る範囲はみられないことから、その影響は

軽減されている。また、ジュゴンに行動阻害の影響を

る環境保全措置を講ずることとされた。（請１－７の６

－１６－２５０頁～６－１６－２５２頁、６－１６－

２７９頁～６－１６－２８３頁、７－８頁～７－１２

頁、９－２１頁） 

ｃ 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書にお

いては、工事区域において発生する騒音のうち、工事

に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、地盤

改良工事の施工を行うサンドコンパクション船及びサ

ンドドレーン船を水中音の主な発生源として追加し、

また、杭打ち工事の一部について、環境影響を軽減す

る観点から、施工方法を油圧ハンマからより音圧レベ

ルが小さいバイブロハンマに変更し、水中音が発生す

る海中土木工事の実施時期及びガット船の稼働隻数を

踏まえ、水中音の予測時期を設定し、本件願書に添付

された環境保全図書と同じく、工事中の水中音圧レベ

ルを推定するなどし、水中音の音圧レベル（ピーク値）、

音圧レベル（ＲＭＳ）及び音響曝露レベル（ＳＥＬ）

について、水中音の予測式により、水中音の予測を行

うなどしている（請２６－５の２－１４－３頁～２－

１４－２６頁、請４０資料３－１の２１８頁～２２４

頁、資料３－７の１頁～１６頁、資料３－７参考資料）。 

そして、水中音圧レベル（ピーク値及びＲＭＳ）及

び音響曝露レベル（ＳＥＬ）の予測の結果を基に、本

件願書に添付された環境保全図書と同様に設定した評

価基準と対比させ、工事に伴い発生する水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響について、予測及び評価を行った。

その結果、ジュゴンに障害の影響を及ぼす可能性につ

いては、同環境保全図書における予測の結果によれば、

施工区域近傍において、音響曝露レベルの評価基準（パ

ルス音：１９８ｄＢ、非パルス音：２１５ｄＢ）を上

回る範囲がみられていたが、本件変更承認申請書に添

付された環境保全図書における予測の結果によれば、

ジュゴンに障害の影響を及ぼす音圧レベル（ピーク値）

の評価基準（２３０ｄＢ）及び音響曝露レベルの評価

基準を上回る範囲はみられないことから、その影響は

軽減されている。また、ジュゴンに行動阻害の影響を
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及ぼす可能性については、ジュゴンに行動阻害の影響

を及ぼす音圧レベル（ＲＭＳ）の評価基準（１２０ｄ

Ｂ）を上回る範囲は、本件願書に添付された環境保全

図書における予測の結果（１年次３か月目及び４か月

目は同時に杭打ち工事を施工する箇所を２か所とした

場合）と概ね同様又は狭くなる範囲である。さらに、

音響曝露レベル（ＳＥＬ）の評価基準（パルス音：１

８３ｄＢ）を上回る範囲は、施工区域のごく近傍のみ

に限られ、加えて、その範囲は、本件願書に添付され

た環境保全図書における予測の結果よりも縮小される

ことから、その影響は軽減されている。以上から、本

件変更承認申請書に添付された環境保全図書における

予測の結果は、本件願書に添付された環境保全図書に

おける予測の結果と比較して、概ね同程度又はそれ以

下であると評価されているが、同環境保全図書と同じ

環境保全措置を講ずることとされている。（請２６－５

の２－１４－２７頁、２－１４－３０頁～２－１４－

３２頁、３－５頁～３－８頁、請４０資料３－１の２

１８頁～２２４頁、３１９頁～３２１頁、資料３－７

の１頁～１６頁） 

(ｲ)ａ 上記(ｱ)ｂのとおり、本件願書に添付された環境保全

図書においては、工事区域において発生する騒音のう

ち、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響につい

て、工事に伴う水中音の主な発生源として、工種ごと

に、同種の海中土木工事及び船舶騒音に関する実測デ

ータを基に、水中音の距離減衰、リーフ等の地形によ

る回析減衰、海況や底質に依存する近距離音場の不規

則性による効果を考慮して工事中の水中音圧レベルを

推定するなどの手法により、水中音の予測及び評価が

行われているところ、このような手法は既存文献資料

に基づく一般的なもので合理性があるものと認めるこ

とができる（請１－７の６－１６－２２７頁～６－１

６－２３１頁、請４０資料３－１の２１９頁、資料３

－７の１頁～４頁、資料３－７参考資料、請８７、１

４６、処４１の２３頁、２４頁、処４２、４３）。 

そして、このような手法による、工事に伴う水中音

及ぼす可能性については、ジュゴンに行動阻害の影響

を及ぼす音圧レベル（ＲＭＳ）の評価基準（１２０ｄ

Ｂ）を上回る範囲は、本件願書に添付された環境保全

図書における予測の結果（１年次３か月目及び４か月

目は同時に杭打ち工事を施工する箇所を２か所とした

場合）と概ね同様又は狭くなる範囲である。さらに、

音響曝露レベル（ＳＥＬ）の評価基準（パルス音：１

８３ｄＢ）を上回る範囲は、施工区域のごく近傍のみ

に限られ、加えて、その範囲は、本件願書に添付され

た環境保全図書における予測の結果よりも縮小される

ことから、その影響は軽減されている。以上から、本

件変更承認申請書に添付された環境保全図書における

予測の結果は、本件願書に添付された環境保全図書に

おける予測の結果と比較して、概ね同程度又はそれ以

下であると評価されているが、同環境保全図書と同じ

環境保全措置を講ずることとされている。（請２６－５

の２－１４－２７頁、２－１４－３０頁～２－１４－

３２頁、３－５頁～３－８頁、請４０資料３－１の２

１８頁～２２４頁、３１９頁～３２１頁、資料３－７

の１頁～１６頁） 

(ｲ)ａ 上記(ｱ)ｂのとおり、本件願書に添付された環境保全

図書においては、工事区域において発生する騒音のう

ち、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響につい

て、工事に伴う水中音の主な発生源として、工種ごと

に、同種の海中土木工事及び船舶騒音に関する実測デ

ータを基に、水中音の距離減衰、リーフ等の地形によ

る回析減衰、海況や底質に依存する近距離音場の不規

則性による効果を考慮して工事中の水中音圧レベルを

推定するなどの手法により、水中音の予測及び評価が

行われているところ、このような手法は既存文献資料

に基づく一般的なもので合理性があるものと認めるこ

とができる（請１－７の６－１６－２２７頁～６－１

６－２３１頁、請４０資料３－１の２１９頁、資料３

－７の１頁～４頁、資料３－７参考資料、請８７、１

４６、処４１の２３頁、２４頁、処４２、４３）。 

そして、このような手法による、工事に伴う水中音

及ぼす可能性については、ジュゴンに行動阻害の影響

を及ぼす音圧レベル（ＲＭＳ）の評価基準（１２０ｄ

Ｂ）を上回る範囲は、本件願書に添付された環境保全

図書における予測の結果（１年次３か月目及び４か月

目は同時に杭打ち工事を施工する箇所を２か所とした

場合）と概ね同様又は狭くなる範囲である。さらに、

音響曝露レベル（ＳＥＬ）の評価基準（パルス音：１

８３ｄＢ）を上回る範囲は、施工区域のごく近傍のみ

に限られ、加えて、その範囲は、本件願書に添付され

た環境保全図書における予測の結果よりも縮小される

ことから、その影響は軽減されている。以上から、本

件変更承認申請書に添付された環境保全図書における

予測の結果は、本件願書に添付された環境保全図書に

おける予測の結果と比較して、概ね同程度又はそれ以

下であると評価されているが、同環境保全図書と同じ

環境保全措置を講ずることとされている。（請２６－５

の２－１４－２７頁、２－１４－３０頁～２－１４－

３２頁、３－５頁～３－８頁、請４０資料３－１の２

１８頁～２２４頁、３１９頁～３２１頁、資料３－７

の１頁～１６頁） 

(ｲ)ａ 上記(ｱ)ｂのとおり、本件願書に添付された環境保全

図書においては、工事区域において発生する騒音のう

ち、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響につい

て、工事に伴う水中音の主な発生源として、工種ごと

に、同種の海中土木工事及び船舶騒音に関する実測デ

ータを基に、水中音の距離減衰、リーフ等の地形によ

る回析減衰、海況や底質に依存する近距離音場の不規

則性による効果を考慮して工事中の水中音圧レベルを

推定するなどの手法により、水中音の予測及び評価が

行われているところ、このような手法は既存文献資料

に基づく一般的なもので合理性があるものと認めるこ

とができる（請１－７の６－１６－２２７頁～６－１

６－２３１頁、請４０資料３－１の２１９頁、資料３

－７の１頁～４頁、資料３－７参考資料、請８７、１

４６、処４１の２３頁、２４頁、処４２、４３）。 

そして、このような手法による、工事に伴う水中音
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がジュゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の結

果も踏まえ、本件願書に添付された環境保全図書にお

いては、工事に伴う水中音は、事後調査の対象とされ

ておらず、本件埋立承認に際しては、工事に伴う水中

音の予測の不確実性の程度が大きかったり（公有水面

の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並

びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行

うための手法を選定するための指針、環境の保全のた

めの措置に関する指針等を定める省令（平成１０年農

林水産省・運輸省・建設省令第１号）第３２条第１項

第１号）、環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

あったりする（同項柱書き）とは考えられていなかっ

たことが認められる。本件変更承認申請書に添付され

た環境保全図書においても、工事に伴う水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響について、本件願書に添付された環

境保全図書と同じ手法により予測及び評価が行われ、

工事に伴う水中音は事後調査の対象とされていない。

（請１－７の８－６頁、８－８頁、８－９頁、９－２

１頁、請２６－５の４－１頁） 

なお、処分庁は、大浦湾の底質は全般に砂又は泥で

あり、一律に海況が「階級０」、底質が「砂」と設定

され、近距離音場による効果の予測が行われているが、

大浦湾から嘉陽海域までの底質は泥地、砂床又は岩盤

であり、さらに、海況の「階級０」が当該海域を代表

するものか不明であり、予測が定量的なシミュレーシ

ョンに耐える精度になっていないと指摘している。し

かし、下記ｂのとおり、大浦湾の底質は、全体的には

中砂・細砂分が主体となる砂質であることに加え、海

況を「風浪階級０」、底質を「砂」と設定する場合に、

距離減衰量（伝搬損失。ＴＬ）に対する減衰値（海況

や底質に依存する近距離音場の不規則性ｋＬ）が最も

大きくなり、反対に、受音点における音圧レベルが最

も大きくなる（水中音の予測式：ＳＰＬＲ＝ＳＰＬ１

＋ａ・Ｌｏｇ１０（Ｒ）－ΔＬｄ－ｋＬを前提とし、

かつ、ａ＝－２３．５とされていること（請１－７の

６－１６－２２９頁、請２６－５の２－１４－８頁、

がジュゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の結

果も踏まえ、本件願書に添付された環境保全図書にお

いては、工事に伴う水中音は、事後調査の対象とされ

ておらず、本件埋立承認に際しては、工事に伴う水中

音の予測の不確実性の程度が大きかったり（公有水面

の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並

びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行

うための手法を選定するための指針、環境の保全のた

めの措置に関する指針等を定める省令（平成１０年農

林水産省・運輸省・建設省令第１号）第３２条第１項

第１号）、環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

あったりする（同項柱書き）とは考えられていなかっ

たことが認められる。本件変更承認申請書に添付され

た環境保全図書においても、工事に伴う水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響について、本件願書に添付された環

境保全図書と同じ手法により予測及び評価が行われ、

工事に伴う水中音は事後調査の対象とされていない。

（請１－７の８－６頁、８－８頁、８－９頁、９－２

１頁、請２６－５の４－１頁） 

なお、処分庁は、大浦湾の底質は全般に砂又は泥で

あり、一律に海況が「階級０」、底質が「砂」と設定さ

れ、近距離音場による効果の予測が行われているが、

大浦湾から嘉陽海域までの底質は泥地、砂床又は岩盤

であり、さらに、海況の「階級０」が当該海域を代表

するものか不明であり、予測が定量的なシミュレーシ

ョンに耐える精度になっていないと指摘している。し

かし、下記ｂのとおり、大浦湾の底質は、全体的には

中砂・細砂分が主体となる砂質であることに加え、海

況を「風浪階級０」、底質を「砂」と設定する場合に、

距離減衰量（伝搬損失。ＴＬ）に対する減衰値（海況

や底質に依存する近距離音場の不規則性ｋＬ）が最も

大きくなり、反対に、受音点における音圧レベルが最

も大きくなる（水中音の予測式：ＳＰＬＲ＝ＳＰＬ１

＋ａ・Ｌｏｇ１０（Ｒ）－ΔＬｄ－ｋＬを前提とし、

かつ、ａ＝－２３．５とされていること（請１－７の

６－１６－２２９頁、請２６－５の２－１４－８頁、

がジュゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の結

果も踏まえ、本件願書に添付された環境保全図書にお

いては、工事に伴う水中音は、事後調査の対象とされ

ておらず、本件埋立承認に際しては、工事に伴う水中

音の予測の不確実性の程度が大きかったり（公有水面

の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並

びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行

うための手法を選定するための指針、環境の保全のた

めの措置に関する指針等を定める省令（平成１０年農

林水産省・運輸省・建設省令第１号）第３２条第１項

第１号）、環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

あったりする（同項柱書き）とは考えられていなかっ

たことが認められる。本件変更承認申請書に添付され

た環境保全図書においても、工事に伴う水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響について、本件願書に添付された環

境保全図書と同じ手法により予測及び評価が行われ、

工事に伴う水中音は事後調査の対象とされていない。

（請１－７の８－６頁、８－８頁、８－９頁、９－２

１頁、請２６－５の４－１頁） 

なお、沖縄県知事は、大浦湾の底質は全般に砂又は

泥であり、一律に海況が「階級０」、底質が「砂」と設

定され、近距離音場による効果の予測が行われている

が、大浦湾から嘉陽海域までの底質は泥地、砂床又は

岩盤であり、さらに、海況の「階級０」が当該海域を

代表するものか不明であり、予測が定量的なシミュレ

ーションに耐える精度になっていないと指摘してい

る。しかし、下記ｂのとおり、大浦湾の底質は、全体

的には中砂・細砂分が主体となる砂質であることに加

え、海況を「風浪階級０」、底質を「砂」と設定する場

合に、距離減衰量（伝搬損失。ＴＬ）に対する減衰値

（海況や底質に依存する近距離音場の不規則性ｋＬ）

が最も大きくなり、反対に、受音点における音圧レベ

ルが最も大きくなる（水中音の予測式：ＳＰＬＲ＝Ｓ

ＰＬ１＋ａ・Ｌｏｇ１０（Ｒ）－ΔＬｄ－ｋＬを前提

とし、かつ、ａ＝－２３．５とされていること（請１

－７の６－１６－２２９頁、請２６－５の２－１４－
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請４０資料３－１の２１９頁、資料３－７の４頁、資

料３－７参考資料３）を前提とすれば、この水中音の

予測式においては、ｋＬには、請２６－５の２－１４

－８頁「表－２．１４．６ 海況や底質に依存する近距

離音場の不規則性」の値を負の値として代入すること

となると解される。請８７、１４６、処４２、４３、

６７、６８）ため、安全側の予測が行われていること

（請２６－５の２－１４－８頁）からすれば、処分庁

のこの指摘は理由がない。処分庁は、この水中音の予

測式において、ｋＬについては、正の値を減算する体

裁になっており、負の値として代入することは確認す

ることができず、審査請求人の説明が不自然であり、

計算結果も示されていないことに照らしても、算出の

過誤があったおそれがあるとも指摘している。しかし、

上記のとおり、既存文献資料（請１４６、処４３）上、

海況や底質に依存する近距離音場の不規則性（ｋＬ）

は距離減衰量（伝搬損失。ＴＬ）に対する減衰値であ

ることからすれば、この水中音の予測式において、ｋ

Ｌには負の値を代入することとなることは明らかであ

り、審査請求人の説明自体に不合理な点はないから、

処分庁のこの指摘も根拠が乏しく、理由がない。 

 

処分庁は、リーフ等の地形による遮音効果について、

リーフ等の地形は複雑であるにもかかわらず、リーフ

等の位置を単純に－２．５ｍ、－５．０ｍ及び－７．

５ｍに分けて仮想障壁としているところにも不確実性

が生じている等とも指摘している。しかし、リーフ等

の地形による回折減衰を考慮するために設定された仮

想障壁は、概ね水深０ｍから１０ｍまでの海底地形の

状況に沿って、水深５ｍ及び水深１０ｍの等深線を参

考として、－２．５ｍ、－５．０ｍ及び－７．５ｍに

設定されていることが認められる（請１－７の３－４

９頁、３－５１頁～３－５４頁、請２６－５の２－１

４－１１頁～２－１４－１５頁、請２９資料３（処２

３）２頁、請４０資料３－１の２２２頁、資料３－７

の５頁、６頁、資料３－７参考資料３）。そうすると、

請４０資料３－１の２１９頁、資料３－７の４頁、資

料３－７参考資料３）を前提とすれば、この水中音の

予測式においては、ｋＬには、請２６－５の２－１４

－８頁「表－２．１４．６ 海況や底質に依存する近距

離音場の不規則性」の値を負の値として代入すること

となると解される。請８７、１４６、処４２、４３、

６７、６８）ため、安全側の予測が行われていること

（請２６－５の２－１４－８頁）からすれば、処分庁

のこの指摘は理由がない。処分庁は、この水中音の予

測式において、ｋＬについては、正の値を減算する体

裁になっており、負の値として代入することは確認す

ることができず、審査請求人の説明が不自然であり、

計算結果も示されていないことに照らしても、算出の

過誤があったおそれがあるとも指摘している。しかし、

上記のとおり、既存文献資料（請１４６、処４３）上、

海況や底質に依存する近距離音場の不規則性（ｋＬ）

は距離減衰量（伝搬損失。ＴＬ）に対する減衰値であ

ることからすれば、この水中音の予測式において、ｋ

Ｌには負の値を代入することとなることは明らかであ

り、審査請求人の説明自体に不合理な点はないから、

処分庁のこの指摘も根拠が乏しく、理由がない。 

 

処分庁は、リーフ等の地形による遮音効果について、

リーフ等の地形は複雑であるにもかかわらず、リーフ

等の位置を単純に－２．５ｍ、－５．０ｍ及び－７．

５ｍに分けて仮想障壁としているところにも不確実性

が生じている等とも指摘している。しかし、リーフ等

の地形による回折減衰を考慮するために設定された仮

想障壁は、概ね水深０ｍから１０ｍまでの海底地形の

状況に沿って、水深５ｍ及び水深１０ｍの等深線を参

考として、－２．５ｍ、－５．０ｍ及び－７．５ｍに

設定されていることが認められる（請１－７の３－４

９頁、３－５１頁～３－５４頁、請２６－５の２－１

４－１１頁～２－１４－１５頁、請２９資料３（処２

３）２頁、請４０資料３－１の２２２頁、資料３－７

の５頁、６頁、資料３－７参考資料３）。そうすると、

８頁、請４０資料３－１の２１９頁、資料３－７の４

頁、資料３－７参考資料３）を前提とすれば、この水

中音の予測式においては、ｋＬには、請２６－５の２

－１４－８頁「表－２．１４．６ 海況や底質に依存す

る近距離音場の不規則性」の値を負の値として代入す

ることとなると解される。請８７、１４６、処４２、

４３、６７、６８）ため、安全側の予測が行われてい

ること（請２６－５の２－１４－８頁）からすれば、

沖縄県知事のこの指摘は理由がない。沖縄県知事は、

この水中音の予測式において、ｋＬについては、正の

値を減算する体裁になっており、負の値として代入す

ることは確認することができず、沖縄防衛局の説明が

不自然であり、計算結果も示されていないことに照ら

しても、算出の過誤があったおそれがあるとも指摘し

ている。しかし、上記のとおり、既存文献資料（請１

４６、処４３）上、海況や底質に依存する近距離音場

の不規則性（ｋＬ）は距離減衰量（伝搬損失。ＴＬ）

に対する減衰値であることからすれば、この水中音の

予測式において、ｋＬには負の値を代入することとな

ることは明らかであり、沖縄防衛局の説明自体に不合

理な点はないから、沖縄県知事のこの指摘も根拠が乏

しく、理由がない。 

沖縄県知事は、リーフ等の地形による遮音効果につ

いて、リーフ等の地形は複雑であるにもかかわらず、

リーフ等の位置を単純に－２．５ｍ、－５．０ｍ及び

－７．５ｍに分けて仮想障壁としているところにも不

確実性が生じている等とも指摘している。しかし、リ

ーフ等の地形による回折減衰を考慮するために設定さ

れた仮想障壁は、概ね水深０ｍから１０ｍまでの海底

地形の状況に沿って、水深５ｍ及び水深１０ｍの等深

線を参考として、－２．５ｍ、－５．０ｍ及び－７．

５ｍに設定されていることが認められる（請１－７の

３－４９頁、３－５１頁～３－５４頁、請２６－５の

２－１４－１１頁～２－１４－１５頁、請２９資料３

（処２３）２頁、請４０資料３－１の２２２頁、資料

３－７の５頁、６頁、資料３－７参考資料３）。そうす
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上記の仮想障壁は合理的に設定されており、予測の正

確性を高めているということができるから、処分庁の

この指摘も理由がない。 

ｂ また、大浦湾の底質は、大浦湾南西側の水深の深い部

分には、深みに沿って帯状に、特異的にシルト分及び

粘土分が多いことがうかがわれるが、全体的には中砂・

細砂分が主体となる砂質である（請１－７の６－１０

－２８頁～６－１０－３１頁、６－１０－８８頁～６

－１０－９４頁）。 

そして、音が海底で反射する場合に生じる反射喪失

は、周波数（ｋＨｚ）によって異なるものの、底質が

砂又は泥の場合には、実測値で７ｄＢ以上であるとさ

れている（請８７の１０頁、１１頁）。 

したがって、水中音の予測式により水中音を予測す

るに当たり、反射喪失を生じた、水中音の海底表面で

の反射音圧を考慮に入れることとし、加算した場合で

も、常用対数を用いたデシベルで表示される音圧レベ

ルの増加量は小さい（仮に、７ｄＢの反射喪失を生じ

た反射音圧を加算した場合でも、約０．４ｄＢ）と認

められる。 

処分庁は、大浦湾のように地形が複雑な浅海域にお

いては、音の反射など、伝搬形式が複雑である上、一

般的な距離減衰式を用いたとしても、水中音に係る知

見は十分ではなく、不確実性が生じる等とも指摘して

いる。しかし、以上のとおり、本件願書に添付された

環境保全図書においては、水中音の予測を行うに当た

り、地形の複雑性等も既存文献資料に基づき、十分に

合理的に考慮されるなどしていると認められるから、

処分庁のこの指摘も理由がない。 

ｃ 処分庁は、水中音を発する工事について水中音調査を

実施し、予測値と実測値を比較し、必要に応じて、予

測値の補正を行うなどしてより慎重に精度の高い水中

音を予測すべきである等と指摘している。 

しかし、上記(ｱ)ｂ及びｃのとおり、本件願書及び本

件変更承認申請書に添付された各環境保全図書におい

ては、水中音の予測を行うに当たり、海中土木工事（杭

上記の仮想障壁は合理的に設定されており、予測の正

確性を高めているということができるから、処分庁の

この指摘も理由がない。 

ｂ また、大浦湾の底質は、大浦湾南西側の水深の深い部

分には、深みに沿って帯状に、特異的にシルト分及び

粘土分が多いことがうかがわれるが、全体的には中砂・

細砂分が主体となる砂質である（請１－７の６－１０

－２８頁～６－１０－３１頁、６－１０－８８頁～６

－１０－９４頁）。 

そして、音が海底で反射する場合に生じる反射喪失

は、周波数（ｋＨｚ）によって異なるものの、底質が

砂又は泥の場合には、実測値で７ｄＢ以上であるとさ

れている（請８７の１０頁、１１頁）。 

したがって、水中音の予測式により水中音を予測す

るに当たり、反射喪失を生じた、水中音の海底表面で

の反射音圧を考慮に入れることとし、加算した場合で

も、常用対数を用いたデシベルで表示される音圧レベ

ルの増加量は小さい（仮に、７ｄＢの反射喪失を生じ

た反射音圧を加算した場合でも、約０．４ｄＢ）と認

められる。 

処分庁は、大浦湾のように地形が複雑な浅海域にお

いては、音の反射など、伝搬形式が複雑である上、一

般的な距離減衰式を用いたとしても、水中音に係る知

見は十分ではなく、不確実性が生じる等とも指摘して

いる。しかし、以上のとおり、本件願書に添付された

環境保全図書においては、水中音の予測を行うに当た

り、地形の複雑性等も既存文献資料に基づき、十分に

合理的に考慮されるなどしていると認められるから、

処分庁のこの指摘も理由がない。 

ｃ 処分庁は、水中音を発する工事について水中音調査を

実施し、予測値と実測値を比較し、必要に応じて、予

測値の補正を行うなどしてより慎重に精度の高い水中

音を予測すべきである等と指摘している。 

しかし、上記(ｱ)ｂ及びｃのとおり、本件願書及び本

件変更承認申請書に添付された各環境保全図書におい

ては、水中音の予測を行うに当たり、海中土木工事（杭

ると、上記の仮想障壁は合理的に設定されており、予

測の正確性を高めているということができるから、沖

縄県知事のこの指摘も理由がない。 

ｂ また、大浦湾の底質は、大浦湾南西側の水深の深い部

分には、深みに沿って帯状に、特異的にシルト分及び

粘土分が多いことがうかがわれるが、全体的には中砂・

細砂分が主体となる砂質である（請１－７の６－１０

－２８頁～６－１０－３１頁、６－１０－８８頁～６

－１０－９４頁）。 

そして、音が海底で反射する場合に生じる反射喪失

は、周波数（ｋＨｚ）によって異なるものの、底質が

砂又は泥の場合には、実測値で７ｄＢ以上であるとさ

れている（請８７の１０頁、１１頁）。 

したがって、水中音の予測式により水中音を予測す

るに当たり、反射喪失を生じた、水中音の海底表面で

の反射音圧を考慮に入れることとし、加算した場合で

も、常用対数を用いたデシベルで表示される音圧レベ

ルの増加量は小さい（仮に、７ｄＢの反射喪失を生じ

た反射音圧を加算した場合でも、約０．４ｄＢ）と認

められる。 

沖縄県知事は、大浦湾のように地形が複雑な浅海域

においては、音の反射など、伝搬形式が複雑である上、

一般的な距離減衰式を用いたとしても、水中音に係る

知見は十分ではなく、不確実性が生じる等とも指摘し

ている。しかし、以上のとおり、本件願書に添付され

た環境保全図書においては、水中音の予測を行うに当

たり、地形の複雑性等も既存文献資料に基づき、十分

に合理的に考慮されるなどしていると認められるか

ら、沖縄県知事のこの指摘も理由がない。 

ｃ 沖縄県知事は、水中音を発する工事について水中音調

査を実施し、予測値と実測値を比較し、必要に応じて、

予測値の補正を行うなどしてより慎重に精度の高い水

中音を予測すべきである等と指摘している。 

しかし、上記(ｱ)ｂ及びｃのとおり、本件願書及び本

件変更承認申請書に添付された各環境保全図書におい

ては、水中音の予測を行うに当たり、海中土木工事（杭
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打ち工事（油圧ハンマ及びバイブロハンマ）、捨石投入

工事（ランプウェイ台船）、浚渫工事（グラブ浚渫船）

及び地盤改良工事（サンドコンパクション船及びサン

ドドレーン船））の実施時期及び作業船（ガット船又は

土運搬船）の稼働隻数を踏まえ、水中音の予測時期を

設定し、同種の海中土木工事及び船舶騒音に関する実

測データを基にしている。 

また、水中音の距離減衰予測における回帰係数（ａ）

も、数種類の工種（杭打ち工事、捨石工事、サンドコ

ンパクション等）における実測データから算定された

係数の平均値（－２３．５）を適用している（請１－

７の６－１６－２２９頁、請２６－５の２－１４－８

頁、請４０資料３－１の２１９頁、資料３－７の４頁、

資料３－７参考資料３）。処分庁は、回帰係数（－２３．

５）について、東京湾、長崎県、浜名湖など、他の水

域の平均値が用いられているが、それらの回帰係数に

も幅があり、不確実性が生じており、伝搬減衰係数に

ついて、大浦湾における実測値により推定することで、

他の水域の平均値を用いるよりも精度が高くなると指

摘している。しかし、上記(ｱ)ｂ及びｃのとおり、本件

願書及び本件変更承認申請書に添付された各環境保全

図書においては、水中音の予測を行うに当たり、杭打

ち工事や、捨石投入工事、地盤改良工事（サンドコン

パクション船）等が水中音の主な発生源とされており、

これらの工事も含む数種類の工種における実測データ

から算定された係数の平均値を、水中音の距離減衰予

測における回帰係数（ａ）として適用することにも、

十分に合理性があると認められる。処分庁は、回帰係

数について、平均値を用いることで、一般的な球面拡

散を想定した場合の減衰係数（－２０）よりも過大な

減衰を見込む結果となっているとも指摘している。し

かし、回帰係数（ａ）が球面拡散を想定した場合の減

衰係数（－２０）よりも大きな値となっていることに

ついては、実測データには、海水中や底質の吸収によ

る減衰が含まれるためと考えられると説明されており

（請４０資料３－７参考資料３）、回帰係数（－２３．

打ち工事（油圧ハンマ及びバイブロハンマ）、捨石投入

工事（ランプウェイ台船）、浚渫工事（グラブ浚渫船）

及び地盤改良工事（サンドコンパクション船及びサン

ドドレーン船））の実施時期及び作業船（ガット船又は

土運搬船）の稼働隻数を踏まえ、水中音の予測時期を

設定し、同種の海中土木工事及び船舶騒音に関する実

測データを基にしている。 

また、水中音の距離減衰予測における回帰係数（ａ）

も、数種類の工種（杭打ち工事、捨石工事、サンドコ

ンパクション等）における実測データから算定された

係数の平均値（－２３．５）を適用している（請１－

７の６－１６－２２９頁、請２６－５の２－１４－８

頁、請４０資料３－１の２１９頁、資料３－７の４頁、

資料３－７参考資料３）。処分庁は、回帰係数（－２３．

５）について、東京湾、長崎県、浜名湖など、他の水

域の平均値が用いられているが、それらの回帰係数に

も幅があり、不確実性が生じており、伝搬減衰係数に

ついて、大浦湾における実測値により推定することで、

他の水域の平均値を用いるよりも精度が高くなると指

摘している。しかし、上記(ｱ)ｂ及びｃのとおり、本件

願書及び本件変更承認申請書に添付された各環境保全

図書においては、水中音の予測を行うに当たり、杭打

ち工事や、捨石投入工事、地盤改良工事（サンドコン

パクション船）等が水中音の主な発生源とされており、

これらの工事も含む数種類の工種における実測データ

から算定された係数の平均値を、水中音の距離減衰予

測における回帰係数（ａ）として適用することにも、

十分に合理性があると認められる。処分庁は、回帰係

数について、平均値を用いることで、一般的な球面拡

散を想定した場合の減衰係数（－２０）よりも過大な

減衰を見込む結果となっているとも指摘している。し

かし、回帰係数（ａ）が球面拡散を想定した場合の減

衰係数（－２０）よりも大きな値となっていることに

ついては、実測データには、海水中や底質の吸収によ

る減衰が含まれるためと考えられると説明されており

（請４０資料３－７参考資料３）、回帰係数（－２３．

打ち工事（油圧ハンマ及びバイブロハンマ）、捨石投入

工事（ランプウェイ台船）、浚渫工事（グラブ浚渫船）

及び地盤改良工事（サンドコンパクション船及びサン

ドドレーン船））の実施時期及び作業船（ガット船又は

土運搬船）の稼働隻数を踏まえ、水中音の予測時期を

設定し、同種の海中土木工事及び船舶騒音に関する実

測データを基にしている。 

また、水中音の距離減衰予測における回帰係数（ａ）

も、数種類の工種（杭打ち工事、捨石工事、サンドコ

ンパクション等）における実測データから算定された

係数の平均値（－２３．５）を適用している（請１－

７の６－１６－２２９頁、請２６－５の２－１４－８

頁、請４０資料３－１の２１９頁、資料３－７の４頁、

資料３－７参考資料３）。沖縄県知事は、回帰係数（－

２３．５）について、東京湾、長崎県、浜名湖など、

他の水域の平均値が用いられているが、それらの回帰

係数にも幅があり、不確実性が生じており、伝搬減衰

係数について、大浦湾における実測値により推定する

ことで、他の水域の平均値を用いるよりも精度が高く

なると指摘している。しかし、上記(ｱ)ｂ及びｃのとお

り、本件願書及び本件変更承認申請書に添付された各

環境保全図書においては、水中音の予測を行うに当た

り、杭打ち工事や、捨石投入工事、地盤改良工事（サ

ンドコンパクション船）等が水中音の主な発生源とさ

れており、これらの工事も含む数種類の工種における

実測データから算定された係数の平均値を、水中音の

距離減衰予測における回帰係数（ａ）として適用する

ことにも、十分に合理性があると認められる。沖縄県

知事は、回帰係数について、平均値を用いることで、

一般的な球面拡散を想定した場合の減衰係数（－２０）

よりも過大な減衰を見込む結果となっているとも指摘

している。しかし、回帰係数（ａ）が球面拡散を想定

した場合の減衰係数（－２０）よりも大きな値となっ

ていることについては、実測データには、海水中や底

質の吸収による減衰が含まれるためと考えられると説

明されており（請４０資料３－７参考資料３）、回帰係
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５）が球面拡散を想定した場合の減衰係数（－２０）

よりも大きくなっていることも不自然でないと認めら

れる。 

このように、水中音の予測を行うに当たって同種の

海中土木工事及び船舶騒音に関する実測データが基に

されている上、現時点においては、水中音の発生レベ

ルが大きくなると予測される時期にも至っていないこ

とに加え、上記ａのとおり既存文献資料に基づく一般

的な手法により適切に水中音の予測が行われているこ

とを考慮すれば、現時点において、工事に伴う水中音

を実測し、予測値と比較する実益は大きくないと認め

られ、また、下記のとおり水中音を発する工事の水中

音の調査を審査請求人に行わせなければならないよう

な事情までは認められないから、処分庁のこれらの指

摘はいずれも理由がない。 

さらに、処分庁は、水中音を発する工事の水中音の

調査は、杭打ち工事の実施時期まで実施されず、加え

て、ジュゴンの生息範囲における音圧レベルが評価基

準を下回る場合には、実施が継続されず、審査請求人

が行う事後調査では、杭打ち工事前にジュゴンが大浦

湾に来遊した際における水中音の影響や、評価基準値

以下の範囲内における水中音の影響について確認する

ことができず、水中音の調査を恒常的に実施すること

により、工事の状況と水中音の状況、ジュゴンの行動

を科学的データに基づき比較検討することが可能とな

る等と指摘している。 

しかし、上記ａのとおり、本件埋立承認に際しても

工事に伴う水中音の事後調査の対象とされていなかっ

たことに加え、本件願書に添付された環境保全図書に

ついては、当時の沖縄県知事等の意見も踏まえて作成

され（請１－７第４章）、第１章第３の１⑸オのとおり、

本件埋立承認の段階で採り得ると考えられる環境保全

措置及び対策が講じられており、環境保全に十分配慮

した対策が採られていると判断されているところ、本

件変更承認申請書に添付された環境保全図書において

も、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響につい

５）が球面拡散を想定した場合の減衰係数（－２０）

よりも大きくなっていることも不自然でないと認めら

れる。 

このように、水中音の予測を行うに当たって同種の

海中土木工事及び船舶騒音に関する実測データが基に

されている上、現時点においては、水中音の発生レベ

ルが大きくなると予測される時期にも至っていないこ

とに加え、上記ａのとおり既存文献資料に基づく一般

的な手法により適切に水中音の予測が行われているこ

とを考慮すれば、現時点において、工事に伴う水中音

を実測し、予測値と比較する実益は大きくないと認め

られ、また、下記のとおり水中音を発する工事の水中

音の調査を審査請求人に行わせなければならないよう

な事情までは認められないから、処分庁のこれらの指

摘はいずれも理由がない。 

さらに、処分庁は、水中音を発する工事の水中音の

調査は、杭打ち工事の実施時期まで実施されず、加え

て、ジュゴンの生息範囲における音圧レベルが評価基

準を下回る場合には、実施が継続されず、審査請求人

が行う事後調査では、杭打ち工事前にジュゴンが大浦

湾に来遊した際における水中音の影響や、評価基準値

以下の範囲内における水中音の影響について確認する

ことができず、水中音の調査を恒常的に実施すること

により、工事の状況と水中音の状況、ジュゴンの行動

を科学的データに基づき比較検討することが可能とな

る等と指摘している。 

しかし、上記ａのとおり、本件埋立承認に際しても

工事に伴う水中音の事後調査の対象とされていなかっ

たことに加え、本件願書に添付された環境保全図書に

ついては、当時の沖縄県知事等の意見も踏まえて作成

され（請１－７第４章）、事案の概要第３の１⑸オのと

おり、本件埋立承認の段階で採り得ると考えられる環

境保全措置及び対策が講じられており、環境保全に十

分配慮した対策が採られていると判断されているとこ

ろ、本件変更承認申請書に添付された環境保全図書に

おいても、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響

数（－２３．５）が球面拡散を想定した場合の減衰係

数（－２０）よりも大きくなっていることも不自然で

ないと認められる。 

このように、水中音の予測を行うに当たって同種の

海中土木工事及び船舶騒音に関する実測データが基に

されている上、現時点においては、水中音の発生レベ

ルが大きくなると予測される時期にも至っていないこ

とに加え、上記ａのとおり既存文献資料に基づく一般

的な手法により適切に水中音の予測が行われているこ

とを考慮すれば、現時点において、工事に伴う水中音

を実測し、予測値と比較する実益は大きくないと認め

られ、また、下記のとおり水中音を発する工事の水中

音の調査を沖縄防衛局に行わせなければならないよう

な事情までは認められないから、沖縄県知事のこれら

の指摘はいずれも理由がない。 

さらに、沖縄県知事は、水中音を発する工事の水中

音の調査は、杭打ち工事の実施時期まで実施されず、

加えて、ジュゴンの生息範囲における音圧レベルが評

価基準を下回る場合には、実施が継続されず、沖縄防

衛局が行う事後調査では、杭打ち工事前にジュゴンが

大浦湾に来遊した際における水中音の影響や、評価基

準値以下の範囲内における水中音の影響について確認

することができず、水中音の調査を恒常的に実施する

ことにより、工事の状況と水中音の状況、ジュゴンの

行動を科学的データに基づき比較検討することが可能

となる等と指摘している。 

しかし、上記ａのとおり、本件埋立承認に際しても

工事に伴う水中音の事後調査の対象とされていなかっ

たことに加え、本件願書に添付された環境保全図書に

ついては、当時の沖縄県知事等の意見も踏まえて作成

され（請１－７第４章）、第１章第３の１⑸オのとおり、

本件埋立承認の段階で採り得ると考えられる環境保全

措置及び対策が講じられており、環境保全に十分配慮

した対策が採られていると判断されているところ、本

件変更承認申請書に添付された環境保全図書において

も、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響につい
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ては、適切な予測及び評価が行われ、本件願書に添付

された環境保全図書と同様の適切かつ合理的な内容の

環境保全措置及び事後調査が検討されていると認めら

れることなどからすれば、本件埋立承認の際と同じく、

工事に伴う水中音が事後調査の対象とされていないこ

とが不適切であるとはいえず、水中音を発する工事の

水中音の調査、まして水中音の恒常的な調査を審査請

求人に行わせなければならないような事情までは認め

られないから、処分庁のこの指摘も理由がない。 

処分庁は、上記イ(ｵ)ｂのとおり、これまでの工事実

績に照らし、審査請求人が行っている水中音の予測の

設定条件にも疑義があり、水中音のジュゴンへの影響

の評価に疑義が残るとも指摘している。しかし、処分

庁が指摘する水中音の予測の設定条件は、本件願書及

び本件変更承認申請書に添付された各環境保全図書に

おける水中音の予測条件ではなく、本件願書及び本件

変更承認申請書に添付された各環境保全図書における

水中音の予測の適切さに疑義を生じさせるものでな

い。また、上記(ｱ)ｃのとおり、本件変更承認申請書に

添付された環境保全図書においては、水中音の予測を

行うに当たり、海中土木工事（杭打ち工事、捨石投入

工事、浚渫工事及び地盤改良工事）の実施時期及び作

業船の稼働隻数を踏まえ、以下のとおり水中音の予測

時期を設定している（請２６－５の２－１４－３頁～

２－１４－１５頁、請４０資料３－１の２２０頁～２

２２頁、資料３－７の１頁～６頁）。 

 

(a) ３年次１１か月目 杭打ち工事（バイブロハンマ）

が１か所、捨石投入工事（ランプウェイ台船）が３

か所、地盤改良工事（サンドドレーン船）が５か所

で同時に行われ、さらに、ガット船の稼働隻数が比

較的多く（日稼働隻数１７隻、同時稼働隻数９隻）、

工期の前半において水中音の発生レベルが最も大き

くなる時期と考えられる。 

(b) ７年次１１か月目 埋立土砂の運搬に用いるガッ

ト船の稼働隻数が最大となり（日稼働隻数３２隻、

については、適切な予測及び評価が行われ、本件願書

に添付された環境保全図書と同様の適切かつ合理的な

内容の環境保全措置及び事後調査が検討されていると

認められることなどからすれば、本件埋立承認の際と

同じく、工事に伴う水中音が事後調査の対象とされて

いないことが不適切であるとはいえず、水中音を発す

る工事の水中音の調査、まして水中音の恒常的な調査

を審査請求人に行わせなければならないような事情ま

では認められないから、処分庁のこの指摘も理由がな

い。 

処分庁は、上記イ(ｵ)ｂのとおり、これまでの工事実

績に照らし、審査請求人が行っている水中音の予測の

設定条件にも疑義があり、水中音のジュゴンへの影響

の評価に疑義が残るとも指摘している。しかし、処分

庁が指摘する水中音の予測の設定条件は、本件願書及

び本件変更承認申請書に添付された各環境保全図書に

おける水中音の予測条件ではなく、本件願書及び本件

変更承認申請書に添付された各環境保全図書における

水中音の予測の適切さに疑義を生じさせるものでな

い。また、上記(ｱ)ｃのとおり、本件変更承認申請書に

添付された環境保全図書においては、水中音の予測を

行うに当たり、海中土木工事（杭打ち工事、捨石投入

工事、浚渫工事及び地盤改良工事）の実施時期及び作

業船の稼働隻数を踏まえ、以下のとおり水中音の予測

時期を設定している（請２６－５の２－１４－３頁～

２－１４－１５頁、請４０資料３－１の２２０頁～２

２２頁、資料３－７の１頁～６頁）。 

(a) ３年次１１か月目 杭打ち工事（バイブロハンマ）

が１か所、捨石投入工事（ランプウェイ台船）が３

か所、地盤改良工事（サンドドレーン船）が５か所

で同時に行われ、さらに、ガット船の稼働隻数が比

較的多く（日稼働隻数１７隻、同時稼働隻数９隻）、

工期の前半において水中音の発生レベルが最も大き

くなる時期と考えられる。 

(b) ７年次１１か月目 埋立土砂の運搬に用いるガッ

ト船の稼働隻数が最大となり（日稼働隻数３２隻、

ては、適切な予測及び評価が行われ、本件願書に添付

された環境保全図書と同様の適切かつ合理的な内容の

環境保全措置及び事後調査が検討されていると認めら

れることなどからすれば、本件埋立承認の際と同じく、

工事に伴う水中音が事後調査の対象とされていないこ

とが不適切であるとはいえず、水中音を発する工事の

水中音の調査、まして水中音の恒常的な調査を沖縄防

衛局に行わせなければならないような事情までは認め

られないから、沖縄県知事のこの指摘も理由がない。 

沖縄県知事は、上記イ(ｵ)ｂのとおり、これまでの工

事実績に照らし、沖縄防衛局が行っている水中音の予

測の設定条件にも疑義があり、水中音のジュゴンへの

影響の評価に疑義が残るとも指摘している。しかし、

沖縄県知事が指摘する水中音の予測の設定条件は、本

件願書及び本件変更承認申請書に添付された各環境保

全図書における水中音の予測条件ではなく、本件願書

及び本件変更承認申請書に添付された各環境保全図書

における水中音の予測の適切さに疑義を生じさせるも

のでない。また、上記(ｱ)ｃのとおり、本件変更承認申

請書に添付された環境保全図書においては、水中音の

予測を行うに当たり、海中土木工事（杭打ち工事、捨

石投入工事、浚渫工事及び地盤改良工事）の実施時期

及び作業船の稼働隻数を踏まえ、以下のとおり水中音

の予測時期を設定している（請２６－５の２－１４－

３頁～２－１４－１５頁、請４０資料３－１の２２０

頁～２２２頁、資料３－７の１頁～６頁）。 

 

(a) ３年次１１か月目 杭打ち工事（バイブロハンマ）

が１か所、捨石投入工事（ランプウェイ台船）が３

か所、地盤改良工事（サンドドレーン船）が５か所

で同時に行われ、さらに、ガット船の稼働隻数が比

較的多く（日稼働隻数１７隻、同時稼働隻数９隻）、

工期の前半において水中音の発生レベルが最も大き

くなる時期と考えられる。 

(b) ７年次１１か月目 埋立土砂の運搬に用いるガッ

ト船の稼働隻数が最大となり（日稼働隻数３２隻、
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同時稼働隻数１６隻）、船舶からの水中音の発生レベ

ルが最も大きくなる時期と考えられる。 

(c) ９年次６か月目 本件代替施設東側の進入灯の工

事で杭打ち工事（油圧ハンマ）が行われ、工期の後

半において水中音の発生レベルが最も大きくなる時

期と考えられる。 

このように、水中音の予測時期について、建設機械

の稼働時においては、水中音の発生レベルが最も大き

くなる工程時期とすることは適切な手法である（処４

０⑸③ⅱ．ⅰ））。そして、以上のとおりの作業船の稼

働隻数等の水中音の予測条件には、処分庁が指摘する

工事実績（大型掘削船１隻、台船２隻、作業船２隻及

び大型コンクリートブロックの投入。運搬船等６隻）

を考慮しても、不合理な点があることはうかがわれな

いから、水中音の予測の設定条件にも疑義があるとい

う処分庁の指摘は理由がない。 

(ｳ) 以上によれば、本件変更承認申請書に添付された環境

保全図書において、工事区域において発生する騒音のう

ち、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、

本件願書に添付された環境保全図書と同じ手法により適

切な予測及び評価が行われ、工事に伴う水中音は事後調

査の対象とされていないことは、合理性があると認める

ことができ、大浦湾の地形を考慮しても、工事に伴う水

中音がジュゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の

結果に不確実性があるとしてその妥当性を否定すること

はできない。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書において、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影

響については、適切かつ合理的に調査が行われて情報が収

集され、工事区域において発生する騒音のうち、工事に伴

う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、大浦湾の地

形を考慮しても、適切な予測及び評価が行われていると認

められるから、処分庁の上記アの指摘は理由がない。 

⑶ア 次に、処分庁は、ジュゴンについては、その生息域に変化

が生じるなど地域特性が変化しているにもかかわらず、そ

のことを踏まえた環境保全措置となっておらず、的確に環

同時稼働隻数１６隻）、船舶からの水中音の発生レベ

ルが最も大きくなる時期と考えられる。 

(c) ９年次６か月目 本件代替施設東側の進入灯の工

事で杭打ち工事（油圧ハンマ）が行われ、工期の後

半において水中音の発生レベルが最も大きくなる時

期と考えられる。 

このように、水中音の予測時期について、建設機械

の稼働時においては、水中音の発生レベルが最も大き

くなる工程時期とすることは適切な手法である（処４

０⑸③ⅱ．ⅰ））。そして、以上のとおりの作業船の稼

働隻数等の水中音の予測条件には、処分庁が指摘する

工事実績（大型掘削船１隻、台船２隻、作業船２隻及

び大型コンクリートブロックの投入。運搬船等６隻）

を考慮しても、不合理な点があることはうかがわれな

いから、水中音の予測の設定条件にも疑義があるとい

う処分庁の指摘は理由がない。 

(ｳ) 以上によれば、本件変更承認申請書に添付された環境

保全図書において、工事区域において発生する騒音のう

ち、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、

本件願書に添付された環境保全図書と同じ手法により適

切な予測及び評価が行われ、工事に伴う水中音は事後調

査の対象とされていないことは、合理性があると認める

ことができ、大浦湾の地形を考慮しても、工事に伴う水

中音がジュゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の

結果に不確実性があるとしてその妥当性を否定すること

はできない。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書において、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影

響については、適切かつ合理的に調査が行われて情報が収

集され、工事区域において発生する騒音のうち、工事に伴

う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、大浦湾の地

形を考慮しても、適切な予測及び評価が行われていると認

められるから、処分庁の上記アの指摘は理由がない。 

⑶ア 次に、処分庁は、ジュゴンについては、その生息域に変化

が生じるなど地域特性が変化しているにもかかわらず、そ

のことを踏まえた環境保全措置となっておらず、的確に環

同時稼働隻数１６隻）、船舶からの水中音の発生レベ

ルが最も大きくなる時期と考えられる。 

(c) ９年次６か月目 本件代替施設東側の進入灯の工

事で杭打ち工事（油圧ハンマ）が行われ、工期の後

半において水中音の発生レベルが最も大きくなる時

期と考えられる。 

このように、水中音の予測時期について、建設機械

の稼働時においては、水中音の発生レベルが最も大き

くなる工程時期とすることは適切な手法である（処４

０⑸③ⅱ．ⅰ））。そして、以上のとおりの作業船の稼

働隻数等の水中音の予測条件には、沖縄県知事が指摘

する工事実績（大型掘削船１隻、台船２隻、作業船２

隻及び大型コンクリートブロックの投入。運搬船等６

隻）を考慮しても、不合理な点があることはうかがわ

れないから、水中音の予測の設定条件にも疑義がある

という沖縄県知事の指摘は理由がない。 

(ｳ) 以上によれば、本件変更承認申請書に添付された環境

保全図書において、工事区域において発生する騒音のう

ち、工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、

本件願書に添付された環境保全図書と同じ手法により適

切な予測及び評価が行われ、工事に伴う水中音は事後調

査の対象とされていないことは、合理性があると認める

ことができ、大浦湾の地形を考慮しても、工事に伴う水

中音がジュゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の

結果に不確実性があるとしてその妥当性を否定すること

はできない。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書において、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影

響については、適切かつ合理的に調査が行われて情報が収

集され、工事区域において発生する騒音のうち、工事に伴

う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、大浦湾の地

形を考慮しても、適切な予測及び評価が行われていると認

められるから、沖縄県知事の上記アの指摘は理由がない。 

⑶ア 次に、沖縄県知事は、ジュゴンについては、その生息域に

変化が生じるなど地域特性が変化しているにもかかわら

ず、そのことを踏まえた環境保全措置となっておらず、的
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境保全措置が検討されているとは認められず、また、水中

音がジュゴンに及ぼす影響については、研究の進展によっ

ては、今後、評価基準として更に低い値が提案される可能

性もあり、不確実性がある上に、ジュゴンの生息範囲に変

化が生じているにもかかわらず、水中音を発する工事の水

中音の調査は、杭打ち工事の実施時期まで実施されず、さ

らに、ジュゴンの生息範囲における音圧レベルが評価基準

を下回る場合には、実施が継続されず、審査請求人が行う

事後調査では、杭打ち工事前にジュゴンが大浦湾に来遊し

た際における水中音の影響や、評価基準値以下の範囲内に

おける水中音の影響について確認することができず、事後

調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能でな

く、本件埋立事業の実施により生じ得る環境への影響を回

避又は軽減するために採り得る措置が的確に検討されてお

らず、措置を講じた場合の効果が適切に評価されていない

等と指摘している（別紙２（請７５）第２の４⑴ア(ｲ)及び

⑵ア(ｲ)）。 

イ 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書において、

本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響については、

適切かつ合理的に調査が行われて情報が収集され、工事区

域において発生する騒音のうち、工事に伴う水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響については、適切な予測及び評価が行わ

れ、適切かつ合理的な内容の環境保全措置及び事後調査が

検討されていると認めることができることは、上記⑵のと

おりである。本件願書に添付された環境保全図書について

は、当時の沖縄県知事等の意見も踏まえて作成され（請１

－７第４章）、第１章第３の１⑸オのとおり、本件埋立承認

の段階で採り得ると考えられる環境保全措置及び対策が講

じられており、環境保全に十分配慮した対策が採られてい

ると判断されているところ、同環境保全図書における環境

保全措置及び事後調査の内容を変更しなければならないよ

うな事情までは認められない。なお、初めて杭打ち工事を

行う際に行う水中音の測定については、事後調査ではなく、

環境保全措置の一環として行われるものである（請１－７

の６－１６－２８２頁、請２６－５の２－１４－３０頁、

請４０資料３－１の２２３頁）。 

境保全措置が検討されているとは認められず、また、水中

音がジュゴンに及ぼす影響については、研究の進展によっ

ては、今後、評価基準として更に低い値が提案される可能

性もあり、不確実性がある上に、ジュゴンの生息範囲に変

化が生じているにもかかわらず、水中音を発する工事の水

中音の調査は、杭打ち工事の実施時期まで実施されず、さ

らに、ジュゴンの生息範囲における音圧レベルが評価基準

を下回る場合には、実施が継続されず、審査請求人が行う

事後調査では、杭打ち工事前にジュゴンが大浦湾に来遊し

た際における水中音の影響や、評価基準値以下の範囲内に

おける水中音の影響について確認することができず、事後

調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能でな

く、本件埋立事業の実施により生じ得る環境への影響を回

避又は軽減するために採り得る措置が的確に検討されてお

らず、措置を講じた場合の効果が適切に評価されていない

等と指摘している（別紙２（請７５）第２の４⑴ア(ｲ)及び

⑵ア(ｲ)）。 

イ 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書において、

本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響については、

適切かつ合理的に調査が行われて情報が収集され、工事区

域において発生する騒音のうち、工事に伴う水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響については、適切な予測及び評価が行わ

れ、適切かつ合理的な内容の環境保全措置及び事後調査が

検討されていると認めることができることは、上記⑵のと

おりである。本件願書に添付された環境保全図書について

は、当時の沖縄県知事等の意見も踏まえて作成され（請１

－７第４章）、事案の概要第３の１⑸オのとおり、本件埋立

承認の段階で採り得ると考えられる環境保全措置及び対策

が講じられており、環境保全に十分配慮した対策が採られ

ていると判断されているところ、同環境保全図書における

環境保全措置及び事後調査の内容を変更しなければならな

いような事情までは認められない。なお、初めて杭打ち工

事を行う際に行う水中音の測定については、事後調査では

なく、環境保全措置の一環として行われるものである（請

１－７の６－１６－２８２頁、請２６－５の２－１４－３

０頁、請４０資料３－１の２２３頁）。 

確に環境保全措置が検討されているとは認められず、また、

水中音がジュゴンに及ぼす影響については、研究の進展に

よっては、今後、評価基準として更に低い値が提案される

可能性もあり、不確実性がある上に、ジュゴンの生息範囲

に変化が生じているにもかかわらず、水中音を発する工事

の水中音の調査は、杭打ち工事の実施時期まで実施されず、

さらに、ジュゴンの生息範囲における音圧レベルが評価基

準を下回る場合には、実施が継続されず、沖縄防衛局が行

う事後調査では、杭打ち工事前にジュゴンが大浦湾に来遊

した際における水中音の影響や、評価基準値以下の範囲内

における水中音の影響について確認することができず、事

後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能で

なく、本件埋立事業の実施により生じ得る環境への影響を

回避又は軽減するために採り得る措置が的確に検討されて

おらず、措置を講じた場合の効果が適切に評価されていな

い等と指摘している（別紙３（請７５）第２の４⑴ア(ｲ)及

び⑵ア(ｲ)）。 

イ 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書において、

本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影響については、

適切かつ合理的に調査が行われて情報が収集され、工事区

域において発生する騒音のうち、工事に伴う水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響については、適切な予測及び評価が行わ

れ、適切かつ合理的な内容の環境保全措置及び事後調査が

検討されていると認めることができることは、上記⑵のと

おりである。本件願書に添付された環境保全図書について

は、当時の沖縄県知事等の意見も踏まえて作成され（請１

－７第４章）、第１章第３の１⑸オのとおり、本件埋立承認

の段階で採り得ると考えられる環境保全措置及び対策が講

じられており、環境保全に十分配慮した対策が採られてい

ると判断されているところ、同環境保全図書における環境

保全措置及び事後調査の内容を変更しなければならないよ

うな事情までは認められない。なお、初めて杭打ち工事を

行う際に行う水中音の測定については、事後調査ではなく、

環境保全措置の一環として行われるものである（請１－７

の６－１６－２８２頁、請２６－５の２－１４－３０頁、

請４０資料３－１の２２３頁）。 
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ウ(ｱ) 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

ては、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、水

中音がジュゴンに及ぼす影響についての知見は少なく、

ジュゴンと水中音に関する調査事例など、ジュゴンに関

する知見のみでは水中音の影響についての評価基準を設

定することが困難と考えられたため、クジラ類やイルカ

類等の海産哺乳類の水中音に関する影響レベルの知見を

収集整理し、それらを参考として、水中音がジュゴンに

及ぼす影響を検討することとしている。 

そして、水中音が海産哺乳類に及ぼす影響については、

Ｓｏｕｔｈａｌｌらが、これまでのデータを総合的に整

理し、騒音がクジラ目及び鰭脚類に及ぼす影響について

の評価基準を提案している（Ｓｏｕｔｈａｌｌ ｅｔ ａ

ｌ， ２００７）。この評価基準は、海産哺乳類の可聴域

の周波数特性を考慮して設定されているため、ジュゴン

に対しても、ジュゴンの可聴域の周波数特性に関する知

見を基にすることにより適用することができるものと考

えられ、また、海外の海洋土木工事に係る環境影響評価

においては、この基準を参考として、水中音がジュゴン

に及ぼす影響を評価している事例もみられた。そこで、

本件埋立事業において、水中音がジュゴンに及ぼす影響

を評価する基準については、この評価基準の考え方を参

考として、概ね以下のとおり設定することとされた。（請

１－７の６－１６－２２３頁～６－１６－２２６頁、請

２６－５の２－１４－３頁、請４０資料３－１の２１８

頁、資料３－７の１頁） 

１．水中音による影響を「障害」と「行動阻害」の二

つの観点から評価する。 

２．本件埋立事業での主要な音源のうち、杭打ちはパ

ルス音として、捨て石、浚渫及び船舶騒音は非パル

ス音として扱う。 

３．ジュゴンの可聴音域は、鳴音の周波数特性から、

３ｋＨｚから１８ｋＨｚまでの範囲を含むと推定さ

れているため、中周波数帯域のクジラ目について提

案されている基準値を参考とする。 

４．基準値は、音圧レベル（ＳＰＬ）と、音響曝露レ

ウ(ｱ) 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

ては、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、水

中音がジュゴンに及ぼす影響についての知見は少なく、

ジュゴンと水中音に関する調査事例など、ジュゴンに関

する知見のみでは水中音の影響についての評価基準を設

定することが困難と考えられたため、クジラ類やイルカ

類等の海産哺乳類の水中音に関する影響レベルの知見を

収集整理し、それらを参考として、水中音がジュゴンに

及ぼす影響を検討することとしている。 

そして、水中音が海産哺乳類に及ぼす影響については、

Ｓｏｕｔｈａｌｌらが、これまでのデータを総合的に整

理し、騒音がクジラ目及び鰭脚類に及ぼす影響について

の評価基準を提案している（Ｓｏｕｔｈａｌｌ ｅｔ ａ

ｌ， ２００７）。この評価基準は、海産哺乳類の可聴域

の周波数特性を考慮して設定されているため、ジュゴン

に対しても、ジュゴンの可聴域の周波数特性に関する知

見を基にすることにより適用することができるものと考

えられ、また、海外の海洋土木工事に係る環境影響評価

においては、この基準を参考として、水中音がジュゴン

に及ぼす影響を評価している事例もみられた。そこで、

本件埋立事業において、水中音がジュゴンに及ぼす影響

を評価する基準については、この評価基準の考え方を参

考として、概ね以下のとおり設定することとされた。（請

１－７の６－１６－２２３頁～６－１６－２２６頁、請

２６－５の２－１４－３頁、請４０資料３－１の２１８

頁、資料３－７の１頁） 

１．水中音による影響を「障害」と「行動阻害」の二

つの観点から評価する。 

２．本件埋立事業での主要な音源のうち、杭打ちはパ

ルス音として、捨て石、浚渫及び船舶騒音は非パル

ス音として扱う。 

３．ジュゴンの可聴音域は、鳴音の周波数特性から、

３ｋＨｚから１８ｋＨｚまでの範囲を含むと推定さ

れているため、中周波数帯域のクジラ目について提

案されている基準値を参考とする。 

４．基準値は、音圧レベル（ＳＰＬ）と、音響曝露レ

ウ(ｱ) 本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

ては、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、水

中音がジュゴンに及ぼす影響についての知見は少なく、

ジュゴンと水中音に関する調査事例など、ジュゴンに関

する知見のみでは水中音の影響についての評価基準を設

定することが困難と考えられたため、クジラ類やイルカ

類等の海産哺乳類の水中音に関する影響レベルの知見を

収集整理し、それらを参考として、水中音がジュゴンに

及ぼす影響を検討することとしている。 

そして、水中音が海産哺乳類に及ぼす影響については、

Ｓｏｕｔｈａｌｌらが、これまでのデータを総合的に整

理し、騒音がクジラ目及び鰭脚類に及ぼす影響について

の評価基準を提案している（Ｓｏｕｔｈａｌｌ ｅｔ ａ

ｌ， ２００７）。この評価基準は、海産哺乳類の可聴域

の周波数特性を考慮して設定されているため、ジュゴン

に対しても、ジュゴンの可聴域の周波数特性に関する知

見を基にすることにより適用することができるものと考

えられ、また、海外の海洋土木工事に係る環境影響評価

においては、この基準を参考として、水中音がジュゴン

に及ぼす影響を評価している事例もみられた。そこで、

本件埋立事業において、水中音がジュゴンに及ぼす影響

を評価する基準については、この評価基準の考え方を参

考として、概ね以下のとおり設定することとされた。（請

１－７の６－１６－２２３頁～６－１６－２２６頁、請

２６－５の２－１４－３頁、請４０資料３－１の２１８

頁、資料３－７の１頁） 

１．水中音による影響を「障害」と「行動阻害」の二

つの観点から評価する。 

２．本件埋立事業での主要な音源のうち、杭打ちはパ

ルス音として、捨て石、浚渫及び船舶騒音は非パル

ス音として扱う。 

３．ジュゴンの可聴音域は、鳴音の周波数特性から、

３ｋＨｚから１８ｋＨｚまでの範囲を含むと推定さ

れているため、中周波数帯域のクジラ目について提

案されている基準値を参考とする。 

４．基準値は、音圧レベル（ＳＰＬ）と、音響曝露レ
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ベル（ＳＥＬ）により設定する。 

５．行動阻害に関する影響レベルは、大浦湾内の水中

音の測定結果による音圧レベルが１１３ｄＢから１

２４ｄＢまで（平均１１９ｄＢ）（海面下０．５ｍ層、

等価騒音レベルＬｅｑ）であったこと（請１－７の

６－１３－１１１頁～６－１３－１１３頁）、ジュゴ

ンの鳴音の音圧レベルが平均１２２ｄＢ程度（１１

４ｄＢから１３０ｄＢまで。平均１２１．８ｄＢ。

請１－７の６－１６－２２３頁）と推定されること

及びＳｏｕｔｈａｌｌら（２００７）が整理した行

動阻害に関する実験データを参考として、１２０ｄ

Ｂに設定する。 

なお、処分庁は、「Ｓｏｕｔｈａｌｌら（２００７）」

の実験データをみても、個体による水中音への行動反応

の差異は相当程度あるとみられ、大浦湾周辺に来遊する

ジュゴンが評価基準以下の水中音で行動反応を起こす可

能性は否定できず、また、工事実施前の大浦湾内の音圧

レベルの平均は、既に１１９ｄＢとなっており、評価基

準のレベルにほぼ達しているから、評価基準が適切に設

定されておらず、評価基準を見直すべきである等と指摘

している。しかし、「別表１ 多数パルス音に対する行動

反応について報告された中周波数帯域のクジラ目の数

（太字）」(請１－７の６－１６－２２５頁、処５９の４

５６頁）をみると、｢１１０ｔｏ＜１２０｣までの行には、

「０（反応小）から９（反応大）まで」の反応スコアの

うち、｢０｣の反応スコアしか現れず、「１２０ｔｏ＜１

３０」の行から、｢６｣の反応スコアが現れるようになり、

また、｢別表２ 非パルス音に対する行動反応について報

告された中周波数帯域のクジラ目の数(太字)」（請１－

７の６－１６－２２６頁、処５９の４６６頁）をみても、

「９０ｔｏ＜１００」及び「１００ｔｏ＜１１０」の行

にも、｢８｣の反応スコアが、「１１０ｔｏ＜１２０」の

行にも、｢６｣の反応スコアが現れているものの、「１２

０ｔｏ＜１３０」の行には、｢５｣、｢６｣及び「８」の反

応スコアが現れていることを認めることができる。この

ことに、上記のとおり、ジュゴンの鳴音の音圧レベルが

ベル（ＳＥＬ）により設定する。 

５．行動阻害に関する影響レベルは、大浦湾内の水中

音の測定結果による音圧レベルが１１３ｄＢから１

２４ｄＢまで（平均１１９ｄＢ）（海面下０．５ｍ層、

等価騒音レベルＬｅｑ）であったこと（請１－７の

６－１３－１１１頁～６－１３－１１３頁）、ジュゴ

ンの鳴音の音圧レベルが平均１２２ｄＢ程度（１１

４ｄＢから１３０ｄＢまで。平均１２１．８ｄＢ。

請１－７の６－１６－２２３頁）と推定されること

及びＳｏｕｔｈａｌｌら（２００７）が整理した行

動阻害に関する実験データを参考として、１２０ｄ

Ｂに設定する。 

なお、処分庁は、「Ｓｏｕｔｈａｌｌら（２００７）」

の実験データをみても、個体による水中音への行動反応

の差異は相当程度あるとみられ、大浦湾周辺に来遊する

ジュゴンが評価基準以下の水中音で行動反応を起こす可

能性は否定できず、また、工事実施前の大浦湾内の音圧

レベルの平均は、既に１１９ｄＢとなっており、評価基

準のレベルにほぼ達しているから、評価基準が適切に設

定されておらず、評価基準を見直すべきである等と指摘

している。しかし、「別表１ 多数パルス音に対する行動

反応について報告された中周波数帯域のクジラ目の数

（太字）」（請１－７の６－１６－２２５頁、処５９の４

５６頁）をみると、「１１０ｔｏ＜１２０」までの行には、

「０（反応小）から９（反応大）まで」の反応スコアの

うち、「０」の反応スコアしか現れず、「１２０ｔｏ＜１

３０」の行から、「６」の反応スコアが現れるようになり、

また、「別表２ 非パルス音に対する行動反応について報

告された中周波数帯域のクジラ目の数（太字）」（請１－

７の６－１６－２２６頁、処５９の４６６頁）をみても、

「９０ｔｏ＜１００」及び「１００ｔｏ＜１１０」の行

にも、「８」の反応スコアが、「１１０ｔｏ＜１２０」の

行にも、「６」の反応スコアが現れているものの、「１２

０ｔｏ＜１３０」の行には、「５」、「６」及び「８」の反

応スコアが現れていることを認めることができる。この

ことに、上記のとおり、ジュゴンの鳴音の音圧レベルが

ベル（ＳＥＬ）により設定する。 

５．行動阻害に関する影響レベルは、大浦湾内の水中

音の測定結果による音圧レベルが１１３ｄＢから１

２４ｄＢまで（平均１１９ｄＢ）（海面下０．５ｍ層、

等価騒音レベルＬｅｑ）であったこと（請１－７の

６－１３－１１１頁～６－１３－１１３頁）、ジュゴ

ンの鳴音の音圧レベルが平均１２２ｄＢ程度（１１

４ｄＢから１３０ｄＢまで。平均１２１．８ｄＢ。

請１－７の６－１６－２２３頁）と推定されること

及びＳｏｕｔｈａｌｌら（２００７）が整理した行

動阻害に関する実験データを参考として、１２０ｄ

Ｂに設定する。 

なお、沖縄県知事は、「Ｓｏｕｔｈａｌｌら（２００７）」

の実験データをみても、個体による水中音への行動反応

の差異は相当程度あるとみられ、大浦湾周辺に来遊する

ジュゴンが評価基準以下の水中音で行動反応を起こす可

能性は否定できず、また、工事実施前の大浦湾内の音圧

レベルの平均は、既に１１９ｄＢとなっており、評価基

準のレベルにほぼ達しているから、評価基準が適切に設

定されておらず、評価基準を見直すべきである等と指摘

している。しかし、「別表１ 多数パルス音に対する行動

反応について報告された中周波数帯域のクジラ目の数

（太字）」（請１－７の６－１６－２２５頁、処５９の４

５６頁）をみると、「１１０ｔｏ＜１２０」までの行には、

「０（反応小）から９（反応大）まで」の反応スコアの

うち、「０」の反応スコアしか現れず、「１２０ｔｏ＜１

３０」の行から、「６」の反応スコアが現れるようになり、

また、「別表２ 非パルス音に対する行動反応について報

告された中周波数帯域のクジラ目の数（太字）」（請１－

７の６－１６－２２６頁、処５９の４６６頁）をみても、

「９０ｔｏ＜１００」及び「１００ｔｏ＜１１０」の行

にも、「８」の反応スコアが、「１１０ｔｏ＜１２０」の

行にも、「６」の反応スコアが現れているものの、「１２

０ｔｏ＜１３０」の行には、「５」、「６」及び「８」の反

応スコアが現れていることを認めることができる。この

ことに、上記のとおり、ジュゴンの鳴音の音圧レベルが
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平均１２２ｄＢ程度（１１４ｄＢから１３０ｄＢまで。

平均１２１．８ｄＢ）と推定されること、大浦湾内の水

中音の測定結果による音圧レベルが１１３ｄＢから１２

４ｄＢまで（平均１１９ｄＢ）であったことなどからす

れば、上記のとおり、鳴音の周波数特性から推定される

ジュゴンの可聴音域を考慮し、中周波数帯域のクジラ目

について提案されている基準値を参考とするなどし、行

動阻害に関する影響レベルを１２０ｄＢに設定すること

は合理性があるといえる。なお、第１章第３の１⑷のと

おり本件願書に添付された環境保全図書は本件埋立事業

に係る環境影響評価書を踏まえて作成されたものである

ところ、同環境影響評価書は、工事に伴う水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の結果に関し

て、水中音の影響が及ぶ範囲の予測は、ジュゴンの鳴音

について想定した平均的音圧レベル（１２２ｄＢ）より

も低く想定して行う必要があるなどの当時の沖縄県知事

の意見（請１－７の４－５－６０頁）も踏まえて作成さ

れたものである。 

(ｲ) 処分庁は、捨石投入が実施されていたり、船舶が航行

していたりすることからも、評価基準以下の水中音が個

体Ａに影響を及ぼしている可能性を否定できないと指摘

したり、個体Ａはより低い音圧レベルへの感受性が高く

大浦湾内の水中音の環境を避けていた可能性も考えられ

ると指摘したりしてもいる。しかし、上記⑵イ(ｲ)及び(ｵ)

のとおり、個体Ａが確認されなくなったことについては、

水中音や振動を発する工事の影響によるものとまで認め

ることができず、また、ジュゴンが海上工事の水中音を

避けているという事実や、工事の影響、水中音の影響等

を認めるに足りないことからすれば、評価基準以下の水

中音が個体Ａに影響を及ぼしていることを認めるに足り

るような根拠はなく、処分庁のこの指摘も理由がない。 

 

(ｳ) 以上のとおり、工事区域において発生する騒音のうち、

工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、

本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

て、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、既往

平均１２２ｄＢ程度（１１４ｄＢから１３０ｄＢまで。

平均１２１．８ｄＢ）と推定されること、大浦湾内の水

中音の測定結果による音圧レベルが１１３ｄＢから１２

４ｄＢまで（平均１１９ｄＢ）であったことなどからす

れば、上記のとおり、鳴音の周波数特性から推定される

ジュゴンの可聴音域を考慮し、中周波数帯域のクジラ目

について提案されている基準値を参考とするなどし、行

動阻害に関する影響レベルを１２０ｄＢに設定すること

は合理性があるといえる。なお、事案の概要第３の１⑷

のとおり本件願書に添付された環境保全図書は本件埋立

事業に係る環境影響評価書を踏まえて作成されたもので

あるところ、同環境影響評価書は、工事に伴う水中音が

ジュゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の結果に

関して、水中音の影響が及ぶ範囲の予測は、ジュゴンの

鳴音について想定した平均的音圧レベル（１２２ｄＢ）

よりも低く想定して行う必要があるなどの当時の沖縄県

知事の意見（請１－７の４－５－６０頁）も踏まえて作

成されたものである。 

(ｲ) 処分庁は、捨石投入が実施されていたり、船舶が航行

していたりすることからも、評価基準以下の水中音が個

体Ａに影響を及ぼしている可能性を否定できないと指摘

したり、個体Ａはより低い音圧レベルへの感受性が高く

大浦湾内の水中音の環境を避けていた可能性も考えられ

ると指摘したりしてもいる。しかし、上記⑵イ(ｲ)及び(ｵ)

のとおり、個体Ａが確認されなくなったことについては、

水中音や振動を発する工事の影響によるものとまで認め

ることができず、また、ジュゴンが海上工事の水中音を

避けているという事実や、工事の影響、水中音の影響等

を認めるに足りないことからすれば、評価基準以下の水

中音が個体Ａに影響を及ぼしていることを認めるに足り

るような根拠はなく、処分庁のこの指摘も理由がない。 

 

(ｳ) 以上のとおり、工事区域において発生する騒音のうち、

工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、

本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

て、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、既往

平均１２２ｄＢ程度（１１４ｄＢから１３０ｄＢまで。

平均１２１．８ｄＢ）と推定されること、大浦湾内の水

中音の測定結果による音圧レベルが１１３ｄＢから１２

４ｄＢまで（平均１１９ｄＢ）であったことなどからす

れば、上記のとおり、鳴音の周波数特性から推定される

ジュゴンの可聴音域を考慮し、中周波数帯域のクジラ目

について提案されている基準値を参考とするなどし、行

動阻害に関する影響レベルを１２０ｄＢに設定すること

は合理性があるといえる。なお、第１章第３の１⑷のと

おり本件願書に添付された環境保全図書は本件埋立事業

に係る環境影響評価書を踏まえて作成されたものである

ところ、同環境影響評価書は、工事に伴う水中音がジュ

ゴンに及ぼす影響についての予測及び評価の結果に関し

て、水中音の影響が及ぶ範囲の予測は、ジュゴンの鳴音

について想定した平均的音圧レベル（１２２ｄＢ）より

も低く想定して行う必要があるなどの当時の沖縄県知事

の意見（請１－７の４－５－６０頁）も踏まえて作成さ

れたものである。 

(ｲ) 沖縄県知事は、捨石投入が実施されていたり、船舶が

航行していたりすることからも、評価基準以下の水中音

が個体Ａに影響を及ぼしている可能性を否定できないと

指摘したり、個体Ａはより低い音圧レベルへの感受性が

高く大浦湾内の水中音の環境を避けていた可能性も考え

られると指摘したりしてもいる。しかし、上記⑵イ(ｲ)及

び(ｵ)のとおり、個体Ａが確認されなくなったことについ

ては、水中音や振動を発する工事の影響によるものとま

で認めることができず、また、ジュゴンが海上工事の水

中音を避けているという事実や、工事の影響、水中音の

影響等を認めるに足りないことからすれば、評価基準以

下の水中音が個体Ａに影響を及ぼしていることを認める

に足りるような根拠はなく、沖縄県知事のこの指摘も理

由がない。 

(ｳ) 以上のとおり、工事区域において発生する騒音のうち、

工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、

本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

て、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、既往
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知見等を参考として、適切かつ合理的に評価基準が設定

されていることが認められる。このことに加え、本件願

書に添付された環境保全図書については、当時の沖縄県

知事の意見も踏まえて作成され、第１章第３の１⑸オの

とおり、本件埋立承認の段階で採り得ると考えられる環

境保全措置及び対策が講じられており、環境保全に十分

配慮した対策が採られていると判断されていることを考

慮すれば、同環境保全図書において設定された評価基準

を変更しなければならないような事情までは認められな

いから、評価基準が適切に設定されておらず、評価基準

を見直すべきであるという処分庁の指摘は理由がない。 

 

(ｴ) なお、Ｓｏｕｔｈａｌｌらは、２０１９年に、水中音

が「海牛類グループ」(ジュゴン、マナティー等)を含む

海産哺乳類に及ぼす影響についての評価基準を提案した

（Ｓｏｕｔｈａｌｌ， Ｂ.Ｌ．， Ｆｉｎｎｅｒａｎ， Ｊ．

Ｆ.， Ｒｅｉｃｈｍｕｔｈ， Ｃ.， Ｎａｃｈｔｉｇａｌ

ｌ， Ｐ．Ｅ.， Ｋｅｔｔｅｎ， Ｄ．Ｒ．， Ｂｏｗｌｅ

ｓ， Ａ.Ｅ.， Ｔｙａｃｋ， Ｐ.Ｌ.， ２０１９）。こ

の評価基準においては、障害の影響についての評価基準

に加え、一時的な聴覚障害の影響（ＴＴＳ。音響曝露に

よって生じる聴覚障害のうち、一時的で回復可能なもの）

についての評価基準が設定され（行動阻害の影響を及ぼ

す可能性についての評価基準は設定されていない。）、そ

れぞれ「海牛類グループ」についての基準値が提案され

ている。本件変更承認申請書に添付された環境保全図書

においては、工事区域において発生する騒音のうち、工

事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、この

評価基準を踏まえた評価基準によっても、予測及び評価

が行われている。その結果、水中音がジュゴンに障害の

影響を及ぼす可能性については、いずれの予測ケースに

おいても、水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす音圧

レベル（ピーク値）の評価基準（パルス音：２２６ｄＢ）

及び音響曝露レベルの評価基準（パルス音：１９０ｄＢ、

非パルス音：２０６ｄＢ）を上回る範囲はみられなかっ

た。水中音がジュゴンに一時的な聴覚障害の影響を及ぼ

知見等を参考として、適切かつ合理的に評価基準が設定

されていることが認められる。このことに加え、本件願

書に添付された環境保全図書については、当時の沖縄県

知事の意見も踏まえて作成され、事案の概要第３の１⑸

オのとおり、本件埋立承認の段階で採り得ると考えられ

る環境保全措置及び対策が講じられており、環境保全に

十分配慮した対策が採られていると判断されていること

を考慮すれば、同環境保全図書において設定された評価

基準を変更しなければならないような事情までは認めら

れないから、評価基準が適切に設定されておらず、評価

基準を見直すべきであるという処分庁の指摘は理由がな

い。 

(ｴ) なお、Ｓｏｕｔｈａｌｌらは、２０１９年に、水中音

が「海牛類グループ」（ジュゴン、マナティー等）を含む

海産哺乳類に及ぼす影響についての評価基準を提案した

（Ｓｏｕｔｈａｌｌ， Ｂ．Ｌ．， Ｆｉｎｎｅｒａｎ， Ｊ．

Ｆ．， Ｒｅｉｃｈｍｕｔｈ， Ｃ．， Ｎａｃｈｔｉｇａｌ

ｌ， Ｐ．Ｅ．， Ｋｅｔｔｅｎ， Ｄ．Ｒ．， Ｂｏｗｌｅ

ｓ， Ａ．Ｅ．， Ｔｙａｃｋ， Ｐ．Ｌ．， ２０１９）。こ

の評価基準においては、障害の影響についての評価基準

に加え、一時的な聴覚障害の影響（ＴＴＳ。音響曝露に

よって生じる聴覚障害のうち、一時的で回復可能なもの）

についての評価基準が設定され（行動阻害の影響を及ぼ

す可能性についての評価基準は設定されていない。）、そ

れぞれ「海牛類グループ」についての基準値が提案され

ている。本件変更承認申請書に添付された環境保全図書

においては、工事区域において発生する騒音のうち、工

事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、この

評価基準を踏まえた評価基準によっても、予測及び評価

が行われている。その結果、水中音がジュゴンに障害の

影響を及ぼす可能性については、いずれの予測ケースに

おいても、水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす音圧

レベル（ピーク値）の評価基準（パルス音：２２６ｄＢ）

及び音響曝露レベルの評価基準（パルス音：１９０ｄＢ、

非パルス音：２０６ｄＢ）を上回る範囲はみられなかっ

た。水中音がジュゴンに一時的な聴覚障害の影響を及ぼ

知見等を参考として、適切かつ合理的に評価基準が設定

されていることが認められる。このことに加え、本件願

書に添付された環境保全図書については、当時の沖縄県

知事の意見も踏まえて作成され、第１章第３の１⑸オの

とおり、本件埋立承認の段階で採り得ると考えられる環

境保全措置及び対策が講じられており、環境保全に十分

配慮した対策が採られていると判断されていることを考

慮すれば、同環境保全図書において設定された評価基準

を変更しなければならないような事情までは認められな

いから、評価基準が適切に設定されておらず、評価基準

を見直すべきであるという沖縄県知事の指摘は理由がな

い。 

(ｴ) なお、Ｓｏｕｔｈａｌｌらは、２０１９年に、水中音

が「海牛類グループ」（ジュゴン、マナティー等）を含む

海産哺乳類に及ぼす影響についての評価基準を提案した

（Ｓｏｕｔｈａｌｌ， Ｂ．Ｌ．， Ｆｉｎｎｅｒａｎ， Ｊ．

Ｆ．， Ｒｅｉｃｈｍｕｔｈ， Ｃ．， Ｎａｃｈｔｉｇａｌ

ｌ， Ｐ．Ｅ．， Ｋｅｔｔｅｎ， Ｄ．Ｒ．， Ｂｏｗｌｅ

ｓ， Ａ．Ｅ．， Ｔｙａｃｋ， Ｐ．Ｌ．， ２０１９）。こ

の評価基準においては、障害の影響についての評価基準

に加え、一時的な聴覚障害の影響（ＴＴＳ。音響曝露に

よって生じる聴覚障害のうち、一時的で回復可能なもの）

についての評価基準が設定され（行動阻害の影響を及ぼ

す可能性についての評価基準は設定されていない。）、そ

れぞれ「海牛類グループ」についての基準値が提案され

ている。本件変更承認申請書に添付された環境保全図書

においては、工事区域において発生する騒音のうち、工

事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響について、この

評価基準を踏まえた評価基準によっても、予測及び評価

が行われている。その結果、水中音がジュゴンに障害の

影響を及ぼす可能性については、いずれの予測ケースに

おいても、水中音がジュゴンに障害の影響を及ぼす音圧

レベル（ピーク値）の評価基準（パルス音：２２６ｄＢ）

及び音響曝露レベルの評価基準（パルス音：１９０ｄＢ、

非パルス音：２０６ｄＢ）を上回る範囲はみられなかっ

た。水中音がジュゴンに一時的な聴覚障害の影響を及ぼ
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す可能性については、３年次１１か月目に、音響曝露レ

ベルの評価基準（非パルス音：１８６ｄＢ）を上回る範

囲がみられるが、施工箇所の近傍に限られる。以上から、

水中音がジュゴンに障害を及ぼす影響については、Ｓｏ

ｕｔｈａｌｌら（２０１９）で提案された評価基準を踏

まえた評価基準による予測の結果も、本件願書に添付さ

れた環境保全図書における予測の結果と比較して、概ね

同程度又はそれ以下と評価されている。（請２６－５の２

－１４－３４頁～２－１４－４０頁、請４０資料３－１

の２２５頁～２２７頁） 

処分庁は、ジュゴンに対する水中音の知見が少なく、

研究の進展によっては、今後、評価基準として更に低い

値が提案される可能性もあり、評価基準そのものに不確

実性があり、評価基準以下であればジュゴンの行動に影

響は与えないとはいえないと指摘している。しかし、上

記のような最新の科学的知見も踏まえて設定された評価

基準は、予測及び評価の手法として適切なものというこ

とができる（請１１５）から、処分庁のこの指摘は理由

がない。 

(ｵ) 以上のとおり、工事区域において発生する騒音のうち、

工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、

本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

て、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、既往

知見等を参考として、最新の科学的知見も踏まえ、適切

かつ合理的に、評価基準が設定され、予測及び評価が行

われていると認めることができる。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書において、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影

響については、適切かつ合理的に調査が行われて情報が収

集され、工事区域において発生する騒音のうち、工事に伴

う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、既往知見等

を参考として、適切な予測及び評価が行われ、適切かつ合

理的な内容の環境保全措置及び事後調査が検討されている

と認めることができる。したがって、本件埋立事業の実施

により生じ得る環境への影響を回避又は軽減するために採

り得る措置が的確に検討され、この措置を講じた場合の効

す可能性については、３年次１１か月目に、音響曝露レ

ベルの評価基準（非パルス音：１８６ｄＢ）を上回る範

囲がみられるが、施工箇所の近傍に限られる。以上から、

水中音がジュゴンに障害を及ぼす影響については、Ｓｏ

ｕｔｈａｌｌら（２０１９）で提案された評価基準を踏

まえた評価基準による予測の結果も、本件願書に添付さ

れた環境保全図書における予測の結果と比較して、概ね

同程度又はそれ以下と評価されている。（請２６－５の２

－１４－３４頁～２－１４－４０頁、請４０資料３－１

の２２５頁～２２７頁） 

処分庁は、ジュゴンに対する水中音の知見が少なく、

研究の進展によっては、今後、評価基準として更に低い

値が提案される可能性もあり、評価基準そのものに不確

実性があり、評価基準以下であればジュゴンの行動に影

響は与えないとはいえないと指摘している。しかし、上

記のような最新の科学的知見も踏まえて設定された評価

基準は、予測及び評価の手法として適切なものというこ

とができる（請１１５）から、処分庁のこの指摘は理由

がない。 

(ｵ) 以上のとおり、工事区域において発生する騒音のうち、

工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、

本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

て、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、既往

知見等を参考として、最新の科学的知見も踏まえ、適切

かつ合理的に、評価基準が設定され、予測及び評価が行

われていると認めることができる。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書において、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影

響については、適切かつ合理的に調査が行われて情報が収

集され、工事区域において発生する騒音のうち、工事に伴

う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、既往知見等

を参考として、適切な予測及び評価が行われ、適切かつ合

理的な内容の環境保全措置及び事後調査が検討されている

と認めることができる。したがって、本件埋立事業の実施

により生じ得る環境への影響を回避又は軽減するために採

り得る措置が的確に検討され、この措置を講じた場合の効

す可能性については、３年次１１か月目に、音響曝露レ

ベルの評価基準（非パルス音：１８６ｄＢ）を上回る範

囲がみられるが、施工箇所の近傍に限られる。以上から、

水中音がジュゴンに障害を及ぼす影響については、Ｓｏ

ｕｔｈａｌｌら（２０１９）で提案された評価基準を踏

まえた評価基準による予測の結果も、本件願書に添付さ

れた環境保全図書における予測の結果と比較して、概ね

同程度又はそれ以下と評価されている。（請２６－５の２

－１４－３４頁～２－１４－４０頁、請４０資料３－１

の２２５頁～２２７頁） 

沖縄県知事は、ジュゴンに対する水中音の知見が少な

く、研究の進展によっては、今後、評価基準として更に

低い値が提案される可能性もあり、評価基準そのものに

不確実性があり、評価基準以下であればジュゴンの行動

に影響は与えないとはいえないと指摘している。しかし、

上記のような最新の科学的知見も踏まえて設定された評

価基準は、予測及び評価の手法として適切なものという

ことができる（請１１５）から、沖縄県知事のこの指摘

は理由がない。 

(ｵ) 以上のとおり、工事区域において発生する騒音のうち、

工事に伴う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、

本件変更承認申請書に添付された環境保全図書におい

て、本件願書に添付された環境保全図書と同様に、既往

知見等を参考として、最新の科学的知見も踏まえ、適切

かつ合理的に、評価基準が設定され、予測及び評価が行

われていると認めることができる。 

エ 以上のとおり、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書において、本件埋立事業の実施がジュゴンに及ぼす影

響については、適切かつ合理的に調査が行われて情報が収

集され、工事区域において発生する騒音のうち、工事に伴

う水中音がジュゴンに及ぼす影響については、既往知見等

を参考として、適切な予測及び評価が行われ、適切かつ合

理的な内容の環境保全措置及び事後調査が検討されている

と認めることができる。したがって、本件埋立事業の実施

により生じ得る環境への影響を回避又は軽減するために採

り得る措置が的確に検討され、この措置を講じた場合の効
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果も適切に評価されていると認めることができるから、処

分庁の上記アの指摘は理由がない。 

⑷ア さらに、処分庁は、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）

工法の実施に伴い地盤が盛り上がる箇所は、水深が深くな

る傾斜部となっており、本件願書に添付された環境保全図

書の海底面の改変範囲と異なる環境が含まれることを考慮

した場合には、盛り上がり箇所の調査が実施されていない

ことは、調査の手法として必要な水準が確保されていると

はいえず、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工法の

実施に伴う地盤の盛り上がりが環境に及ぼす影響について

適切に情報が収集されておらず、適切な予測が行われてい

るとは認められないと指摘している（別紙２（請７５）第

２の４⑴イ）。 

イ(ｱ) 本件願書に添付された環境保全図書における護岸基礎

マウンド構築に伴う海底面の改変範囲（消波ブロック設

置範囲を含む。）の埋立部を含む面積は約１６５ｈａであ

り、他方で、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書における護岸基礎マウンド構築に伴う海底面の改変

範囲（盛り上がり土及び消波ブロック設置範囲を含む。）

の埋立部を含む面積は約１６６ｈａである。本件変更承

認申請に当たり、設計概要変更により地盤改良工事の実

施に伴って生じる、海底面の盛り上り箇所を含めた改変

範囲は、約１．８ｈａで、設計概要変更の前から約１％

の増加となっており、かつ、増加した範囲は設計概要変

更の前の海底面の改変範囲に隣接している。（請２６－５

の１－５１頁、１－５２頁、請５５別紙２６頁、添付資

料２３、請５６別紙２の２６頁、請６０別紙５２頁、５

３頁） 

(ｲ) 本件埋立出願に当たっては、海域生物及び海域生態系

の調査が行われており（請１－７第５章５．３表－５．

３．１６、表－５．３．２２、第６章６．１３．１、６．

１９．１、参考資料編第２章）、サンゴ類（請１－７第５

章５．３表－５．３．１７、第６章６．１４．１、参考

資料編第２章２．４．９）や海藻草類（請１－７第５章

５．３表－５．３．１８、第６章６．１５．１、参考資

料編第２章２．４．１０）等の各生物群の調査に加え、

果も適切に評価されていると認めることができるから、処

分庁の上記アの指摘は理由がない。 

⑷ア さらに、処分庁は、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）

工法の実施に伴い地盤が盛り上がる箇所は、水深が深くな

る傾斜部となっており、本件願書に添付された環境保全図

書の海底面の改変範囲と異なる環境が含まれることを考慮

した場合には、盛り上がり箇所の調査が実施されていない

ことは、調査の手法として必要な水準が確保されていると

はいえず、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工法の

実施に伴う地盤の盛り上がりが環境に及ぼす影響について

適切に情報が収集されておらず、適切な予測が行われてい

るとは認められないと指摘している（別紙２（請７５）第

２の４⑴イ）。 

イ(ｱ) 本件願書に添付された環境保全図書における護岸基礎

マウンド構築に伴う海底面の改変範囲（消波ブロック設

置範囲を含む。）の埋立部を含む面積は約１６５ｈａであ

り、他方で、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書における護岸基礎マウンド構築に伴う海底面の改変

範囲（盛り上がり土及び消波ブロック設置範囲を含む。）

の埋立部を含む面積は約１６６ｈａである。本件変更承

認申請に当たり、設計概要変更により地盤改良工事の実

施に伴って生じる、海底面の盛り上り箇所を含めた改変

範囲は、約１．８ｈａで、設計概要変更の前から約１％

の増加となっており、かつ、増加した範囲は設計概要変

更の前の海底面の改変範囲に隣接している。（請２６－５

の１－５１頁、１－５２頁、請５５別紙２６頁、添付資

料２３、請５６別紙２の２６頁、請６０別紙５２頁、５

３頁） 

(ｲ) 本件埋立出願に当たっては、海域生物及び海域生態系

の調査が行われており（請１－７第５章５．３表－５．

３．１６、表－５．３．２２、第６章６．１３．１、６．

１９．１、参考資料編第２章）、サンゴ類（請１－７第５

章５．３表－５．３．１７、第６章６．１４．１、参考

資料編第２章２．４．９）や海藻草類（請１－７第５章

５．３表－５．３．１８、第６章６．１５．１、参考資

料編第２章２．４．１０）等の各生物群の調査に加え、

果も適切に評価されていると認めることができるから、沖

縄県知事の上記アの指摘は理由がない。 

⑷ア さらに、沖縄県知事は、サンドコンパクションパイル（Ｓ

ＣＰ）工法の実施に伴い地盤が盛り上がる箇所は、水深が

深くなる傾斜部となっており、本件願書に添付された環境

保全図書の海底面の改変範囲と異なる環境が含まれること

を考慮した場合には、盛り上がり箇所の調査が実施されて

いないことは、調査の手法として必要な水準が確保されて

いるとはいえず、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）

工法の実施に伴う地盤の盛り上がりが環境に及ぼす影響に

ついて適切に情報が収集されておらず、適切な予測が行わ

れているとは認められないと指摘している（別紙３（請７

５）第２の４⑴イ）。 

イ(ｱ) 本件願書に添付された環境保全図書における護岸基礎

マウンド構築に伴う海底面の改変範囲（消波ブロック設

置範囲を含む。）の埋立部を含む面積は約１６５ｈａであ

り、他方で、本件変更承認申請書に添付された環境保全

図書における護岸基礎マウンド構築に伴う海底面の改変

範囲（盛り上がり土及び消波ブロック設置範囲を含む。）

の埋立部を含む面積は約１６６ｈａである。本件変更承

認申請に当たり、設計概要変更により地盤改良工事の実

施に伴って生じる、海底面の盛り上り箇所を含めた改変

範囲は、約１．８ｈａで、設計概要変更の前から約１％

の増加となっており、かつ、増加した範囲は設計概要変

更の前の海底面の改変範囲に隣接している。（請２６－５

の１－５１頁、１－５２頁、請５５別紙２６頁、添付資

料２３、請５６別紙２の２６頁、請６０別紙５２頁、５

３頁） 

(ｲ) 本件埋立出願に当たっては、海域生物及び海域生態系

の調査が行われており（請１－７第５章５．３表－５．

３．１６、表－５．３．２２、第６章６．１３．１、６．

１９．１、参考資料編第２章）、サンゴ類（請１－７第５

章５．３表－５．３．１７、第６章６．１４．１、参考

資料編第２章２．４．９）や海藻草類（請１－７第５章

５．３表－５．３．１８、第６章６．１５．１、参考資

料編第２章２．４．１０）等の各生物群の調査に加え、
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２２０地点においてインベントリー調査（海藻草類、サ

ンゴ類、大型底生動物（貝類、甲殻類、棘皮類等）、魚類

を対象とした、標本、写真記録等に基づく生物種の目録

作成）が行われるなどし（請１－７の６－１９－１－１

頁～６－１９－１－４頁、請８９、１２０）、施行区域及

びその周辺の海域に係る海域生物及び海域生態系の状況

等が把握されている。 

底生動物についてはマクロベントス、メイオベントス

及びメガロベントスを対象として調査が行われており、

マクロベントス及びメイオベントスについては３７地点

において採泥器による表層堆積物の採取により調査が行

われ、メガロベントスについては、上記インベントリー

調査における生息する種の把握のほか、サンゴ類の１２

８地点におけるスポット調査の実施時に出現種及びその

概数が記録されるなどした（請１－７第５章５．３表－

５．３．１６、表－５．３．２２、第６章６．１３．１、

６．１４．１、６．１９．１、参考資料編第２章）。 

(ｳ) このようにして行われていた底生動物の調査を含め、

水深２０ｍ以深の底生動物の調査については平成１９年

から平成２６年までの間に２８回にわたり１５地点にお

いて採泥器による表層堆積物の採取によりマクロベント

ス（底生動物）調査として実施されており、上記１５地

点のうち３地点（Ｅ１６からＥ１８まで）が改変区域内

にあり、そのうち２地点（Ｅ１６、Ｅ１７）がサンドコ

ンパクションパイル（ＳＣＰ）工法の実施に伴い海底面

が盛り上がる箇所にある（請８９の１３頁、処２０）。 

さらに、平成３１年４月には、大浦湾内の水深２０ｍ

以深の（埋在性）底生動物の調査について、２２地点に

おいて、採泥器による表層堆積物の採取により実施され

ており、上記２２地点のうち、１４地点（Ｅ１６からＥ

１８まで及びＢＴ１からＢＴ１１まで）が改変区域内に

ある（請８９の１６頁）。 

加えて、令和２年７月から同年９月までの間には、大

浦湾内の水深２０ｍ以深４０ｍ以浅の（表在性）底生動

物の調査について、上記２２地点のうち、２１地点にお

いて、潜水目視観察（及び写真撮影）により実施されて

２２０地点においてインベントリー調査（海藻草類、サ

ンゴ類、大型底生動物（貝類、甲殻類、棘皮類等）、魚類

を対象とした、標本、写真記録等に基づく生物種の目録

作成）が行われるなどし（請１－７の６－１９－１－１

頁～６－１９－１－４頁、請８９、１２０）、施行区域及

びその周辺の海域に係る海域生物及び海域生態系の状況

等が把握されている。 

底生動物についてはマクロベントス、メイオベントス

及びメガロベントスを対象として調査が行われており、

マクロベントス及びメイオベントスについては３７地点

において採泥器による表層堆積物の採取により調査が行

われ、メガロベントスについては、上記インベントリー

調査における生息する種の把握のほか、サンゴ類の１２

８地点におけるスポット調査の実施時に出現種及びその

概数が記録されるなどした（請１－７第５章５．３表－

５．３．１６、表－５．３．２２、第６章６．１３．１、

６．１４．１、６．１９．１、参考資料編第２章）。 

(ｳ) このようにして行われていた底生動物の調査を含め、

水深２０ｍ以深の底生動物の調査については平成１９年

から平成２６年までの間に２８回にわたり１５地点にお

いて採泥器による表層堆積物の採取によりマクロベント

ス（底生動物）調査として実施されており、上記１５地

点のうち３地点（Ｅ１６からＥ１８まで）が改変区域内

にあり、そのうち２地点（Ｅ１６、Ｅ１７）がサンドコ

ンパクションパイル（ＳＣＰ）工法の実施に伴い海底面

が盛り上がる箇所にある（請８９の１３頁、処２０）。 

さらに、平成３１年４月には、大浦湾内の水深２０ｍ

以深の（埋在性）底生動物の調査について、２２地点に

おいて、採泥器による表層堆積物の採取により実施され

ており、上記２２地点のうち、１４地点（Ｅ１６からＥ

１８まで及びＢＴ１からＢＴ１１まで）が改変区域内に

ある（請８９の１６頁）。 

加えて、令和２年７月から同年９月までの間には、大

浦湾内の水深２０ｍ以深４０ｍ以浅の（表在性）底生動

物の調査について、上記２２地点のうち、２１地点にお

いて、潜水目視観察（及び写真撮影）により実施されて

２２０地点においてインベントリー調査（海藻草類、サ

ンゴ類、大型底生動物（貝類、甲殻類、棘皮類等）、魚類

を対象とした、標本、写真記録等に基づく生物種の目録

作成）が行われるなどし（請１－７の６－１９－１－１

頁～６－１９－１－４頁、請８９、１２０）、施行区域及

びその周辺の海域に係る海域生物及び海域生態系の状況

等が把握されている。 

底生動物についてはマクロベントス、メイオベントス

及びメガロベントスを対象として調査が行われており、

マクロベントス及びメイオベントスについては３７地点

において採泥器による表層堆積物の採取により調査が行

われ、メガロベントスについては、上記インベントリー

調査における生息する種の把握のほか、サンゴ類の１２

８地点におけるスポット調査の実施時に出現種及びその

概数が記録されるなどした（請１－７第５章５．３表－

５．３．１６、表－５．３．２２、第６章６．１３．１、

６．１４．１、６．１９．１、参考資料編第２章）。 

(ｳ) このようにして行われていた底生動物の調査を含め、

水深２０ｍ以深の底生動物の調査については平成１９年

から平成２６年までの間に２８回にわたり１５地点にお

いて採泥器による表層堆積物の採取によりマクロベント

ス（底生動物）調査として実施されており、上記１５地

点のうち３地点（Ｅ１６からＥ１８まで）が改変区域内

にあり、そのうち２地点（Ｅ１６、Ｅ１７）がサンドコ

ンパクションパイル（ＳＣＰ）工法の実施に伴い海底面

が盛り上がる箇所にある（請８９の１３頁、処２０）。 

さらに、平成３１年４月には、大浦湾内の水深２０ｍ

以深の（埋在性）底生動物の調査について、２２地点に

おいて、採泥器による表層堆積物の採取により実施され

ており、上記２２地点のうち、１４地点（Ｅ１６からＥ

１８まで及びＢＴ１からＢＴ１１まで）が改変区域内に

ある（請８９の１６頁）。 

加えて、令和２年７月から同年９月までの間には、大

浦湾内の水深２０ｍ以深４０ｍ以浅の（表在性）底生動

物の調査について、上記２２地点のうち、２１地点にお

いて、潜水目視観察（及び写真撮影）により実施されて
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おり、上記２１地点のうち、１４地点（Ｅ１６からＥ１

８まで及びＢＴ１からＢＴ１１まで）が改変区域内にあ

り、また、水深４０ｍ以深の底生動物の調査について、

４地点（Ｅ３３及びＢＴ１２からＢＴ１４まで）におい

て、（表在性底生動物につき）ＲＯＶ（遠隔操作無人探査

機）により実施され、上記４地点のうち、３地点（ＢＴ

１２からＢＴ１４まで）において、（埋在性底生動物につ

き）採泥器による表層堆積物の採取により実施されてお

り、この３地点（ＢＴ１２からＢＴ１４まで）が改変区

域内にある（請９０（処２４）４頁～８頁）。 

そして、上記地点のうち、６地点（Ｅ１６、Ｅ１７、

ＢＴ５、ＢＴ６、ＢＴ７及びＢＴ１１）がサンドコンパ

クションパイル（ＳＣＰ）工法の実施に伴い海底面が盛

り上がる箇所にある（請９０（処２４）４頁）。 

これらの調査の結果によれば、水深が深くなる斜面部

に位置する地点（Ｅ１６、ＢＴ５及びＢＴ６。そのうち、

ＢＴ５及びＢＴ６は、改変区域の外側に向かって水深が

深くなる斜面部に位置する地点）を含め、各調査地点に

おいて確認された種はインベントリー調査等によって他

の地点においても確認されている種であり、水深２０ｍ

以深のみに生息が限定されるような重要な種は確認され

ておらず、隣接する海底面の改変範囲の生物の生息状況

に大きな差異はないということができる（請８９の１４

頁、１５頁、１７頁～２０頁、請９０（処２４）６頁～

１０頁、請１２１、１２２、１４７～１４９）。 

なお、海底面の改変範囲については、設計概要変更に

より増加した範囲も含め、工事の実施段階において、主

に自力移動能力の低い貝類や甲殻類の重要な種、必要と

判断される海藻類の重要な種について、これらに影響を

与える工事を実施する前に可能な限り移動させるなどの

措置が行われる予定である（請１－７の６－１３－３４

４頁、６－１３－３４５頁、７－９頁、９－１４頁、請

９１）。 

ウ 以上によれば、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工

法の実施に伴い海底面が盛り上がる箇所が、水深が深くな

る傾斜部に生じ、又は設計概要変更の前後で、海底面の改

おり、上記２１地点のうち、１４地点（Ｅ１６からＥ１

８まで及びＢＴ１からＢＴ１１まで）が改変区域内にあ

り、また、水深４０ｍ以深の底生動物の調査について、

４地点（Ｅ３３及びＢＴ１２からＢＴ１４まで）におい

て、（表在性底生動物につき）ＲＯＶ（遠隔操作無人探査

機）により実施され、上記４地点のうち、３地点（ＢＴ

１２からＢＴ１４まで）において、（埋在性底生動物につ

き）採泥器による表層堆積物の採取により実施されてお

り、この３地点（ＢＴ１２からＢＴ１４まで）が改変区

域内にある（請９０（処２４）４頁～８頁）。 

そして、上記地点のうち、６地点（Ｅ１６、Ｅ１７、

ＢＴ５、ＢＴ６、ＢＴ７及びＢＴ１１）がサンドコンパ

クションパイル（ＳＣＰ）工法の実施に伴い海底面が盛

り上がる箇所にある（請９０（処２４）４頁）。 

これらの調査の結果によれば、水深が深くなる斜面部

に位置する地点（Ｅ１６、ＢＴ５及びＢＴ６。そのうち、

ＢＴ５及びＢＴ６は、改変区域の外側に向かって水深が

深くなる斜面部に位置する地点）を含め、各調査地点に

おいて確認された種はインベントリー調査等によって他

の地点においても確認されている種であり、水深２０ｍ

以深のみに生息が限定されるような重要な種は確認され

ておらず、隣接する海底面の改変範囲の生物の生息状況

に大きな差異はないということができる（請８９の１４

頁、１５頁、１７頁～２０頁、請９０（処２４）６頁～

１０頁、請１２１、１２２、１４７～１４９）。 

なお、海底面の改変範囲については、設計概要変更に

より増加した範囲も含め、工事の実施段階において、主

に自力移動能力の低い貝類や甲殻類の重要な種、必要と

判断される海藻類の重要な種について、これらに影響を

与える工事を実施する前に可能な限り移動させるなどの

措置が行われる予定である（請１－７の６－１３－３４

４頁、６－１３－３４５頁、７－９頁、９－１４頁、請

９１）。 

ウ 以上によれば、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工

法の実施に伴い海底面が盛り上がる箇所が、水深が深くな

る傾斜部に生じ、又は設計概要変更の前後で、海底面の改

おり、上記２１地点のうち、１４地点（Ｅ１６からＥ１

８まで及びＢＴ１からＢＴ１１まで）が改変区域内にあ

り、また、水深４０ｍ以深の底生動物の調査について、

４地点（Ｅ３３及びＢＴ１２からＢＴ１４まで）におい

て、（表在性底生動物につき）ＲＯＶ（遠隔操作無人探査

機）により実施され、上記４地点のうち、３地点（ＢＴ

１２からＢＴ１４まで）において、（埋在性底生動物につ

き）採泥器による表層堆積物の採取により実施されてお

り、この３地点（ＢＴ１２からＢＴ１４まで）が改変区

域内にある（請９０（処２４）４頁～８頁）。 

そして、上記地点のうち、６地点（Ｅ１６、Ｅ１７、

ＢＴ５、ＢＴ６、ＢＴ７及びＢＴ１１）がサンドコンパ

クションパイル（ＳＣＰ）工法の実施に伴い海底面が盛

り上がる箇所にある（請９０（処２４）４頁）。 

これらの調査の結果によれば、水深が深くなる斜面部

に位置する地点（Ｅ１６、ＢＴ５及びＢＴ６。そのうち、

ＢＴ５及びＢＴ６は、改変区域の外側に向かって水深が

深くなる斜面部に位置する地点）を含め、各調査地点に

おいて確認された種はインベントリー調査等によって他

の地点においても確認されている種であり、水深２０ｍ

以深のみに生息が限定されるような重要な種は確認され

ておらず、隣接する海底面の改変範囲の生物の生息状況

に大きな差異はないということができる（請８９の１４

頁、１５頁、１７頁～２０頁、請９０（処２４）６頁～

１０頁、請１２１、１２２、１４７～１４９）。 

なお、海底面の改変範囲については、設計概要変更に

より増加した範囲も含め、工事の実施段階において、主

に自力移動能力の低い貝類や甲殻類の重要な種、必要と

判断される海藻類の重要な種について、これらに影響を

与える工事を実施する前に可能な限り移動させるなどの

措置が行われる予定である（請１－７の６－１３－３４

４頁、６－１３－３４５頁、７－９頁、９－１４頁、請

９１）。 

ウ 以上によれば、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工

法の実施に伴い海底面が盛り上がる箇所が、水深が深くな

る傾斜部に生じ、又は設計概要変更の前後で、海底面の改
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変範囲に変更が生じたとしても、設計概要変更の前後の海

底面の改変範囲内において、生物の生息状況に大きな差異

はないと認めることができるため、海域生物及び海域生態

系については、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工

法の実施に伴い海底面が盛り上がる箇所が生じることが環

境に及ぼす影響を含め、本件変更承認申請に当たり、本件

願書に添付された環境保全図書と同様に、適切かつ合理的

に調査が行われて十分な情報が収集され、適切な予測及び

評価が行われていると認めることができるから、処分庁の

上記アの指摘は理由がない。 

エ(ｱ) これに対し、処分庁は、審査請求人が調査を実施した

６地点は、いずれも主に護岸法線上又は飛行場建設場所

内となっており、新たな改変箇所となる盛り上がり箇所

と水深が異なるなど、調査が不十分であり、さらに、そ

の調査の結果からも、調査地点間で、同一種が確認され

ていなかったり、確認された種に統一した傾向がみられ

なかったりするなど、審査請求人が主張するように、「生

息状況から大きく変化するものではない」とはいえず、

その地点における種や個体数の生息状況を含めた生物相

が他の生物相と同様かについて、季節ごとに詳細な調査

を行い、予測及び評価を行う必要があると指摘している。 

 

(ｲ) 上記イ(ｳ)の平成３１年４月に実施された調査におい

ては、水深２０ｍ以深の調査地点として、改変区域内に

おいて、平成１９年から平成２６年までの間に底生動物

の調査を行っていた既存の３地点（Ｅ１６からＥ１８ま

で）に加え、①まず、水深２０ｍ以深の海底の谷地形と

なっている箇所を縦断するように７地点（ＢＴ１からＢ

Ｔ４まで及びＢＴ９からＢＴ１１まで）を設定し、②次

に、それらの中で最も深いＢＴ９で交差して横断するよ

うに３地点（ＢＴ６からＢＴ８まで）を設定し、③最後

に、水深２０ｍ以深の調査範囲における最も北側の点と

して１地点（ＢＴ５）を設定し、その上で、改変区域外

において、既存の８地点（Ｅ６、Ｅ９、Ｅ１２からＥ１

４まで及びＥ３１からＥ３３まで）を加え、合計２２地

点を設定している（請１１８）。 

変範囲に変更が生じたとしても、設計概要変更の前後の海

底面の改変範囲内において、生物の生息状況に大きな差異

はないと認めることができるため、海域生物及び海域生態

系については、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工

法の実施に伴い海底面が盛り上がる箇所が生じることが環

境に及ぼす影響を含め、本件変更承認申請に当たり、本件

願書に添付された環境保全図書と同様に、適切かつ合理的

に調査が行われて十分な情報が収集され、適切な予測及び

評価が行われていると認めることができるから、処分庁の

上記アの指摘は理由がない。 

エ(ｱ) これに対し、処分庁は、審査請求人が調査を実施した

６地点は、いずれも主に護岸法線上又は飛行場建設場所

内となっており、新たな改変箇所となる盛り上がり箇所

と水深が異なるなど、調査が不十分であり、さらに、そ

の調査の結果からも、調査地点間で、同一種が確認され

ていなかったり、確認された種に統一した傾向がみられ

なかったりするなど、審査請求人が主張するように、「生

息状況から大きく変化するものではない」とはいえず、

その地点における種や個体数の生息状況を含めた生物相

が他の生物相と同様かについて、季節ごとに詳細な調査

を行い、予測及び評価を行う必要があると指摘している。 

 

(ｲ) 上記イ(ｳ)の平成３１年４月に実施された調査におい

ては、水深２０ｍ以深の調査地点として、改変区域内に

おいて、平成１９年から平成２６年までの間に底生動物

の調査を行っていた既存の３地点（Ｅ１６からＥ１８ま

で）に加え、①まず、水深２０ｍ以深の海底の谷地形と

なっている箇所を縦断するように７地点（ＢＴ１からＢ

Ｔ４まで及びＢＴ９からＢＴ１１まで）を設定し、②次

に、それらの中で最も深いＢＴ９で交差して横断するよ

うに３地点（ＢＴ６からＢＴ８まで）を設定し、③最後

に、水深２０ｍ以深の調査範囲における最も北側の点と

して１地点（ＢＴ５）を設定し、その上で、改変区域外

において、既存の８地点（Ｅ６、Ｅ９、Ｅ１２からＥ１

４まで及びＥ３１からＥ３３まで）を加え、合計２２地

点を設定している（請１１８）。 

変範囲に変更が生じたとしても、設計概要変更の前後の海

底面の改変範囲内において、生物の生息状況に大きな差異

はないと認めることができるため、海域生物及び海域生態

系については、サンドコンパクションパイル（ＳＣＰ）工

法の実施に伴い海底面が盛り上がる箇所が生じることが環

境に及ぼす影響を含め、本件変更承認申請に当たり、本件

願書に添付された環境保全図書と同様に、適切かつ合理的

に調査が行われて十分な情報が収集され、適切な予測及び

評価が行われていると認めることができるから、沖縄県知

事の上記アの指摘は理由がない。 

エ(ｱ) これに対し、沖縄県知事は、沖縄防衛局が調査を実施

した６地点は、いずれも主に護岸法線上又は飛行場建設

場所内となっており、新たな改変箇所となる盛り上がり

箇所と水深が異なるなど、調査が不十分であり、さらに、

その調査の結果からも、調査地点間で、同一種が確認さ

れていなかったり、確認された種に統一した傾向がみら

れなかったりするなど、沖縄防衛局が主張するように、

「生息状況から大きく変化するものではない」とはいえ

ず、その地点における種や個体数の生息状況を含めた生

物相が他の生物相と同様かについて、季節ごとに詳細な

調査を行い、予測及び評価を行う必要があると指摘して

いる。 

(ｲ) 上記イ(ｳ)の平成３１年４月に実施された調査におい

ては、水深２０ｍ以深の調査地点として、改変区域内に

おいて、平成１９年から平成２６年までの間に底生動物

の調査を行っていた既存の３地点（Ｅ１６からＥ１８ま

で）に加え、①まず、水深２０ｍ以深の海底の谷地形と

なっている箇所を縦断するように７地点（ＢＴ１からＢ

Ｔ４まで及びＢＴ９からＢＴ１１まで）を設定し、②次

に、それらの中で最も深いＢＴ９で交差して横断するよ

うに３地点（ＢＴ６からＢＴ８まで）を設定し、③最後

に、水深２０ｍ以深の調査範囲における最も北側の点と

して１地点（ＢＴ５）を設定し、その上で、改変区域外

において、既存の８地点（Ｅ６、Ｅ９、Ｅ１２からＥ１

４まで及びＥ３１からＥ３３まで）を加え、合計２２地

点を設定している（請１１８）。 
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また、上記イ(ｳ)の令和２年７月から同年９月までの間

に実施された調査においては、水深４０ｍ以深の調査地

点として、改変区域内における水深４０ｍ以深の調査範

囲において、調査地点の数が十分なものとなり、かつ、

調査地点の間隔が概ね均等なものとなるように、改変区

域内において３地点（ＢＴ１２からＢＴ１４まで）を設

定し、その上で、改変区域外において、既存の１地点（Ｅ

３３）を加え、合計４地点を設定している（請１１８）。 

処分庁は、Ｅ１６、Ｅ１７及びＢＴ１１の東側の新た

な改変箇所は大浦湾側に更に１０ｍ程度深くなる箇所で

あり、また、Ｃ－２護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係

船機能付）の盛り上がりによる改変箇所は砂床と泥地の

境界付近で急激に深くなる箇所であり、調査地点と環境

が異なる等と指摘している。 

処分庁が指摘する「Ｅ１６、Ｅ１７及びＢＴ１１の東

側の新たな改変箇所」は、水深が３５ｍから４０ｍまで

であり、大別すれば、底質が泥地であるとうかがわれる

ところ、Ｅ１６地点は水深が３４．１ｍ、ＢＴ１１地点

は水深が３２．２ｍ、ＢＴ９地点は水深が３５．０ｍ、

ＢＴ１０地点は水深が３４．８ｍ、ＢＴ１２地点は水深

が４２．７ｍ、ＢＴ１３地点は水深が４２．５ｍ、ＢＴ

１４地点は水深が４１．３ｍであり、大別すれば、底質

が泥地である（請８９の１６頁、請９０（処２４）４頁、

５頁、８頁、請１４７の１頁、処２２、２３）。なお、個

別にみれば、底質は、Ｅ１６地点（及びＥ１７地点）が

砂泥又は砂、ＢＴ１１地点は泥、ＢＴ９地点及びＢＴ１

０地点は粗砂又は砂、ＢＴ１２地点及びＢＴ１３地点は

泥混じり砂、ＢＴ１４地点は泥混じり粗砂である（請８

９の１４頁～１８頁、請９０（処２４）５頁、８頁）。そ

うすると、当該改変箇所について、これらの調査地点と

環境が異なるとまでは認められない。また、処分庁が指

摘する「Ｃ－２護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船

機能付）の盛り上がりによる改変箇所」は、水深が３０

ｍから３５ｍまでであり、大別すれば、底質が砂床又は

泥地であるとうかがわれるところ、ＢＴ５地点及びＢＴ

６地点は当該改変箇所の近傍であり、ＢＴ５地点は水深

また、上記イ(ｳ)の令和２年７月から同年９月までの間

に実施された調査においては、水深４０ｍ以深の調査地

点として、改変区域内における水深４０ｍ以深の調査範

囲において、調査地点の数が十分なものとなり、かつ、

調査地点の間隔が概ね均等なものとなるように、改変区

域内において３地点（ＢＴ１２からＢＴ１４まで）を設

定し、その上で、改変区域外において、既存の１地点（Ｅ

３３）を加え、合計４地点を設定している（請１１８）。 

処分庁は、Ｅ１６、Ｅ１７及びＢＴ１１の東側の新た

な改変箇所は大浦湾側に更に１０ｍ程度深くなる箇所で

あり、また、Ｃ－２護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係

船機能付）の盛り上がりによる改変箇所は砂床と泥地の

境界付近で急激に深くなる箇所であり、調査地点と環境

が異なる等と指摘している。 

処分庁が指摘する「Ｅ１６、Ｅ１７及びＢＴ１１の東

側の新たな改変箇所」は、水深が３５ｍから４０ｍまで

であり、大別すれば、底質が泥地であるとうかがわれる

ところ、Ｅ１６地点は水深が３４．１ｍ、ＢＴ１１地点

は水深が３２．２ｍ、ＢＴ９地点は水深が３５．０ｍ、

ＢＴ１０地点は水深が３４．８ｍ、ＢＴ１２地点は水深

が４２．７ｍ、ＢＴ１３地点は水深が４２．５ｍ、ＢＴ

１４地点は水深が４１．３ｍであり、大別すれば、底質

が泥地である（請８９の１６頁、請９０（処２４）４頁、

５頁、８頁、請１４７の１頁、処２２、２３）。なお、個

別にみれば、底質は、Ｅ１６地点（及びＥ１７地点）が

砂泥又は砂、ＢＴ１１地点は泥、ＢＴ９地点及びＢＴ１

０地点は粗砂又は砂、ＢＴ１２地点及びＢＴ１３地点は

泥混じり砂、ＢＴ１４地点は泥混じり粗砂である（請８

９の１４頁～１８頁、請９０（処２４）５頁、８頁）。そ

うすると、当該改変箇所について、これらの調査地点と

環境が異なるとまでは認められない。また、処分庁が指

摘する「Ｃ－２護岸からＣ－３護岸まで及び護岸（係船

機能付）の盛り上がりによる改変箇所」は、水深が３０

ｍから３５ｍまでであり、大別すれば、底質が砂床又は

泥地であるとうかがわれるところ、ＢＴ５地点及びＢＴ

６地点は当該改変箇所の近傍であり、ＢＴ５地点は水深

また、上記イ(ｳ)の令和２年７月から同年９月までの間

に実施された調査においては、水深４０ｍ以深の調査地

点として、改変区域内における水深４０ｍ以深の調査範

囲において、調査地点の数が十分なものとなり、かつ、

調査地点の間隔が概ね均等なものとなるように、改変区

域内において３地点（ＢＴ１２からＢＴ１４まで）を設

定し、その上で、改変区域外において、既存の１地点（Ｅ

３３）を加え、合計４地点を設定している（請１１８）。 

沖縄県知事は、Ｅ１６、Ｅ１７及びＢＴ１１の東側の

新たな改変箇所は大浦湾側に更に１０ｍ程度深くなる箇

所であり、また、Ｃ－２護岸からＣ－３護岸まで及び護

岸（係船機能付）の盛り上がりによる改変箇所は砂床と

泥地の境界付近で急激に深くなる箇所であり、調査地点

と環境が異なる等と指摘している。 

沖縄県知事が指摘する「Ｅ１６、Ｅ１７及びＢＴ１１

の東側の新たな改変箇所」は、水深が３５ｍから４０ｍ

までであり、大別すれば、底質が泥地であるとうかがわ

れるところ、Ｅ１６地点は水深が３４．１ｍ、ＢＴ１１

地点は水深が３２．２ｍ、ＢＴ９地点は水深が３５．０

ｍ、ＢＴ１０地点は水深が３４．８ｍ、ＢＴ１２地点は

水深が４２．７ｍ、ＢＴ１３地点は水深が４２．５ｍ、

ＢＴ１４地点は水深が４１．３ｍであり、大別すれば、

底質が泥地である（請８９の１６頁、請９０（処２４）

４頁、５頁、８頁、請１４７の１頁、処２２、２３）。な

お、個別にみれば、底質は、Ｅ１６地点（及びＥ１７地

点）が砂泥又は砂、ＢＴ１１地点は泥、ＢＴ９地点及び

ＢＴ１０地点は粗砂又は砂、ＢＴ１２地点及びＢＴ１３

地点は泥混じり砂、ＢＴ１４地点は泥混じり粗砂である

（請８９の１４頁～１８頁、請９０（処２４）５頁、８

頁）。そうすると、当該改変箇所について、これらの調査

地点と環境が異なるとまでは認められない。また、沖縄

県知事が指摘する「Ｃ－２護岸からＣ－３護岸まで及び

護岸（係船機能付）の盛り上がりによる改変箇所」は、

水深が３０ｍから３５ｍまでであり、大別すれば、底質

が砂床又は泥地であるとうかがわれるところ、ＢＴ５地

点及びＢＴ６地点は当該改変箇所の近傍であり、ＢＴ５
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が３０．８ｍ、ＢＴ６地点は水深が２８．４ｍ、ＢＴ７

地点は水深が２５．１ｍ、ＢＴ８地点は水深が２９．６

ｍであり、大別すれば、底質が砂床である（請８９の１

６頁、請９０（処２４）４頁、５頁、請１４７の１頁、

処２２、２３）。なお、個別にみれば、底質は、ＢＴ５地

点が砂泥又は砂、ＢＴ６地点が粗砂又は砂礫、ＢＴ７地

点は粗砂、ＢＴ８地点が粗砂又は砂礫である（請８９の

１６頁～１８頁、請９０（処２４）５頁）。そうすると、

当該改変箇所についても、これらの調査地点と環境が異

なるとまでは認められない。したがって、処分庁のこの

指摘は理由がない。 

(ｳ) 以上のとおり、これらの調査地点は、水深２０ｍ以深の

調査範囲において、合理的に設定されていると認めること

ができ、このことに加え、上記イ(ｲ)及び(ｳ)のとおりの調

査の実施状況等も考慮すれば、水深２０ｍ以深の底生動物

についても十分な調査が行われていると認めることができ

る。 

また、水深２０ｍ以深のいずれの調査地点においても、

水深２０ｍ以深のみに生息が限定される重要な種は確認さ

れておらず、隣接する海底面の改変範囲の生物の生息状況

に大きな差異はないということができることは、上記イ(ｳ)

のとおりである。 

以上によれば、処分庁の上記(ｱ)の指摘は理由がない。処

分庁は、環境監視等委員会の委員の中に底生のマクロベン

トスの専門家がおらず、当該専門家による意見を受けた上

で調査箇所等が選定されていないと指摘しているが、その

ことにより十分な調査が行われていないことにはならな

い。 

⑸ア 加えて、処分庁は、①上記第１の２⑶アと同じく、Ｂ－２

７地点について、力学試験を行わず、他の地点から、Ｃ－

１－１－１工区直下のＡｖｆ－ｃ２層のせん断強さを類推

しており、地点周辺の性状等を適切に考慮しているとはい

い難いなどとして、告示第１３条に適合しているとは認め

られず、②上記第１の２⑷アと同じく、審査請求人は、施

工時の安定計算において、計測施工を行う前提で、Ｃ－１

護岸等について、一律に部分係数γＳ＝１．００、γＲ＝

が３０．８ｍ、ＢＴ６地点は水深が２８．４ｍ、ＢＴ７

地点は水深が２５．１ｍ、ＢＴ８地点は水深が２９．６

ｍであり、大別すれば、底質が砂床である（請８９の１

６頁、請９０（処２４）４頁、５頁、請１４７の１頁、

処２２、２３）。なお、個別にみれば、底質は、ＢＴ５地

点が砂泥又は砂、ＢＴ６地点が粗砂又は砂礫、ＢＴ７地

点は粗砂、ＢＴ８地点が粗砂又は砂礫である（請８９の

１６頁～１８頁、請９０（処２４）５頁）。そうすると、

当該改変箇所についても、これらの調査地点と環境が異

なるとまでは認められない。したがって、処分庁のこの

指摘は理由がない。 

(ｳ) 以上のとおり、これらの調査地点は、水深２０ｍ以深の

調査範囲において、合理的に設定されていると認めること

ができ、このことに加え、上記イ(ｲ)及び(ｳ)のとおりの調

査の実施状況等も考慮すれば、水深２０ｍ以深の底生動物

についても十分な調査が行われていると認めることができ

る。 

また、水深２０ｍ以深のいずれの調査地点においても、

水深２０ｍ以深のみに生息が限定される重要な種は確認さ

れておらず、隣接する海底面の改変範囲の生物の生息状況

に大きな差異はないということができることは、上記イ(ｳ)

のとおりである。 

以上によれば、処分庁の上記(ｱ)の指摘は理由がない。処

分庁は、環境監視等委員会の委員の中に底生のマクロベン

トスの専門家がおらず、当該専門家による意見を受けた上

で調査箇所等が選定されていないと指摘しているが、その

ことにより十分な調査が行われていないことにはならな

い。 

⑸ア 加えて、処分庁は、①上記第１の２⑶アと同じく、Ｂ－２

７地点について、力学試験を行わず、他の地点から、Ｃ－

１－１－１工区直下のＡｖｆ－ｃ２層のせん断強さを類推

しており、地点周辺の性状等を適切に考慮しているとはい

い難いなどとして、告示第１３条に適合しているとは認め

られず、②上記第１の２⑷アと同じく、審査請求人は、施

工時の安定計算において、計測施工を行う前提で、Ｃ－１

護岸等について、一律に部分係数γＳ＝１．００、γＲ＝

地点は水深が３０．８ｍ、ＢＴ６地点は水深が２８．４

ｍ、ＢＴ７地点は水深が２５．１ｍ、ＢＴ８地点は水深

が２９．６ｍであり、大別すれば、底質が砂床である（請

８９の１６頁、請９０（処２４）４頁、５頁、請１４７

の１頁、処２２、２３）。なお、個別にみれば、底質は、

ＢＴ５地点が砂泥又は砂、ＢＴ６地点が粗砂又は砂礫、

ＢＴ７地点は粗砂、ＢＴ８地点が粗砂又は砂礫である（請

８９の１６頁～１８頁、請９０（処２４）５頁）。そうす

ると、当該改変箇所についても、これらの調査地点と環

境が異なるとまでは認められない。したがって、沖縄県

知事のこの指摘は理由がない。 

(ｳ) 以上のとおり、これらの調査地点は、水深２０ｍ以深の

調査範囲において、合理的に設定されていると認めること

ができ、このことに加え、上記イ(ｲ)及び(ｳ)のとおりの調

査の実施状況等も考慮すれば、水深２０ｍ以深の底生動物

についても十分な調査が行われていると認めることができ

る。 

また、水深２０ｍ以深のいずれの調査地点においても、

水深２０ｍ以深のみに生息が限定される重要な種は確認さ

れておらず、隣接する海底面の改変範囲の生物の生息状況

に大きな差異はないということができることは、上記イ(ｳ)

のとおりである。 

以上によれば、沖縄県知事の上記(ｱ)の指摘は理由がな

い。沖縄県知事は、環境監視等委員会の委員の中に底生の

マクロベントスの専門家がおらず、当該専門家による意見

を受けた上で調査箇所等が選定されていないと指摘してい

るが、そのことにより十分な調査が行われていないことに

はならない。 

⑸ア 加えて、沖縄県知事は、①上記第１の２⑶アと同じく、Ｂ

－２７地点について、力学試験を行わず、他の地点から、

Ｃ－１－１－１工区直下のＡｖｆ－ｃ２層のせん断強さを

類推しており、地点周辺の性状等を適切に考慮していると

はいい難いなどとして、告示第１３条に適合しているとは

認められず、②上記第１の２⑷アと同じく、沖縄防衛局は、

施工時の安定計算において、計測施工を行う前提で、Ｃ－

１護岸等について、一律に部分係数γＳ＝１．００、γＲ
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１．００、調整係数ｍ＝１．１０としたとしているが、地

盤条件等の不確定性をどのように考慮したか不明であるな

どとして、告示第３条への適合について判断できず、③上

記第１の２⑸アと同じく、Ｃ－１－１－１工区のＢ－２７

地点付近のＡｖｆ－ｃ２層のせん断強さは、他の地点から

の類推であるため、Ｂ－２７地点について力学試験等を実

施した場合のせん断強さの値は変わる可能性があり、それ

に伴い、地盤の円弧すべりについて、作用耐力比の値も変

わる可能性があるなどとして、災害防止に十分配慮した検

討が実施されていないと指摘している（別紙２（請７５）

第２の４⑶及び⑷）。 

イ しかし、処分庁のこれらの指摘はいずれも理由がないこと

は、上記第１の２⑶から⑸までのとおりである。 

３ 以上によれば、処分庁の上記２⑴の指摘も理由がない。 

以上のとおり、本件変更承認申請が第２号要件を充足しない

という処分庁の指摘は理由がなく、処分庁が指摘する不承認の

理由をもって、本件変更承認申請が第２号要件を充足しないと

はいえない。 

第２号要件について、当時の沖縄県知事は、本件埋立承認を

するに当たり、第１章第３の１⑸ア、イ及びオのとおり、沖縄

県が定めた審査基準に基づいて本件埋立事業が第２号要件に適

合するか否かを検討し、また、関係市町村長及び関係機関から

の回答内容や審査請求人からの回答内容を踏まえた上で、本件

埋立事業が第２号要件に適合するか否かを専門技術的な知見に

基づいて審査し、①護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用

いる土砂等の性質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投

入、④埋立てによる水面の陸地化において、現段階で採り得る

と考えられる工法、環境保全措置及び対策が講じられており、

さらに、護岸の構造は支持力等の安定計算が行われ、技術基準

に適合しており、災害防止にも十分配慮されているとして、第

２号要件に適合すると判断しているところ、最高裁判所は、上

記審査基準に特段不合理な点があることはうかがわれず、また、

その判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることもうか

がわれず、本件埋立事業が第２号要件に適合するとした当時の

沖縄県知事の判断に違法又は不当があるということはできない

と判断していること（前掲最高裁平成２８年１２月２０日第二

１．００、調整係数ｍ＝１．１０としたとしているが、地

盤条件等の不確定性をどのように考慮したか不明であるな

どとして、告示第３条への適合について判断できず、③上

記第１の２⑸アと同じく、Ｃ－１－１－１工区のＢ－２７

地点付近のＡｖｆ－ｃ２層のせん断強さは、他の地点から

の類推であるため、Ｂ－２７地点について力学試験等を実

施した場合のせん断強さの値は変わる可能性があり、それ

に伴い、地盤の円弧すべりについて、作用耐力比の値も変

わる可能性があるなどとして、災害防止に十分配慮した検

討が実施されていないと指摘している（別紙２（請７５）

第２の４⑶及び⑷）。 

イ しかし、処分庁のこれらの指摘はいずれも理由がないこと

は、上記第１の２⑶から⑸までのとおりである。 

３ 以上によれば、処分庁の上記２⑴の指摘も理由がない。 

以上のとおり、本件変更承認申請が第２号要件を充足しない

という処分庁の指摘は理由がなく、処分庁が指摘する不承認の

理由をもって、本件変更承認申請が第２号要件を充足しないと

はいえない。 

第２号要件について、当時の沖縄県知事は、本件埋立承認を

するに当たり、事案の概要第３の１⑸ア、イ及びオのとおり、

沖縄県が定めた審査基準に基づいて本件埋立事業が第２号要件

に適合するか否かを検討し、また、関係市町村長及び関係機関

からの回答内容や審査請求人からの回答内容を踏まえた上で、

本件埋立事業が第２号要件に適合するか否かを専門技術的な知

見に基づいて審査し、①護岸その他の工作物の施工、②埋立て

に用いる土砂等の性質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及

び投入、④埋立てによる水面の陸地化において、現段階で採り

得ると考えられる工法、環境保全措置及び対策が講じられてお

り、さらに、護岸の構造は支持力等の安定計算が行われ、技術

基準に適合しており、災害防止にも十分配慮されているとして、

第２号要件に適合すると判断しているところ、最高裁判所は、

上記審査基準に特段不合理な点があることはうかがわれず、ま

た、その判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることも

うかがわれず、本件埋立事業が第２号要件に適合するとした当

時の沖縄県知事の判断に違法又は不当があるということはでき

ないと判断していること（前掲最高裁平成２８年１２月２０日

＝１．００、調整係数ｍ＝１．１０としたとしているが、

地盤条件等の不確定性をどのように考慮したか不明である

などとして、告示第３条への適合について判断できず、③

上記第１の２⑸アと同じく、Ｃ－１－１－１工区のＢ－２

７地点付近のＡｖｆ－ｃ２層のせん断強さは、他の地点か

らの類推であるため、Ｂ－２７地点について力学試験等を

実施した場合のせん断強さの値は変わる可能性があり、そ

れに伴い、地盤の円弧すべりについて、作用耐力比の値も

変わる可能性があるなどとして、災害防止に十分配慮した

検討が実施されていないと指摘している（別紙３（請７５）

第２の４⑶及び⑷）。 

イ しかし、沖縄県知事のこれらの指摘はいずれも理由がない

ことは、上記第１の２⑶から⑸までのとおりである。 

３ 以上によれば、沖縄県知事の上記２⑴の指摘も理由がない。 

以上のとおり、本件変更承認申請が第２号要件を充足しない

という沖縄県知事の指摘は理由がなく、沖縄県知事が指摘する

不承認の理由をもって、本件変更承認申請が第２号要件を充足

しないとはいえない。 

第２号要件について、当時の沖縄県知事は、本件埋立承認を

するに当たり、第１章第３の１⑸ア、イ及びオのとおり、沖縄

県が定めた審査基準に基づいて本件埋立事業が第２号要件に適

合するか否かを検討し、また、関係市町村長及び関係機関から

の回答内容や沖縄防衛局からの回答内容を踏まえた上で、本件

埋立事業が第２号要件に適合するか否かを専門技術的な知見に

基づいて審査し、①護岸その他の工作物の施工、②埋立てに用

いる土砂等の性質への対応、③埋立土砂等の採取、運搬及び投

入、④埋立てによる水面の陸地化において、現段階で採り得る

と考えられる工法、環境保全措置及び対策が講じられており、

さらに、護岸の構造は支持力等の安定計算が行われ、技術基準

に適合しており、災害防止にも十分配慮されているとして、第

２号要件に適合すると判断しているところ、最高裁判所は、上

記審査基準に特段不合理な点があることはうかがわれず、また、

その判断過程及び判断内容に特段不合理な点があることもうか

がわれず、本件埋立事業が第２号要件に適合するとした当時の

沖縄県知事の判断に違法又は不当があるということはできない

と判断していること（前掲最高裁平成２８年１２月２０日第二
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小法廷判決参照）が認められる。 

そして、第１章第３の１⑼及び２（取り分け同⑷）並びに上

記２⑸のとおりの本件変更承認申請の内容等、すなわち、設計

概要変更が環境に及ぼす影響の程度は設計概要変更の前と比べ

て同程度又はそれ以下と考えられ、設計概要変更の前と同様の

環境保全措置を講ずることとされるとともに、変更前と同様の

方針に従って事後調査及び環境監視調査も実施していくことと

されているという申請の内容、本件変更承認申請書に添付され

た環境保全図書は環境監視等委員会による指導及び助言等の内

容も踏まえて作成されていること、護岸の構造は支持力等の安

定計算が行われ、技術基準に適合していることその他の事実関

係等を考慮すれば、本件変更承認申請は本件埋立事業が第２号

要件に適合するとの判断を覆すようなものではなく、本件変更

承認申請は第２号要件に適合すると認められるから、本件変更

承認申請について第２号要件を充足しないとした処分庁の判断

は、専門技術的な裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用した

ものとして違法であり、かつ、不適切な裁量判断として不当で

ある。 

第二小法廷判決参照）が認められる。 

そして、事案の概要第３の１⑼及び２（取り分け同⑷）並び

に上記２⑸のとおりの本件変更承認申請の内容等、すなわち、

設計概要変更が環境に及ぼす影響の程度は設計概要変更の前と

比べて同程度又はそれ以下と考えられ、設計概要変更の前と同

様の環境保全措置を講ずることとされるとともに、変更前と同

様の方針に従って事後調査及び環境監視調査も実施していくこ

ととされているという申請の内容、本件変更承認申請書に添付

された環境保全図書は環境監視等委員会による指導及び助言等

の内容も踏まえて作成されていること、護岸の構造は支持力等

の安定計算が行われ、技術基準に適合していることその他の事

実関係等を考慮すれば、本件変更承認申請は本件埋立事業が第

２号要件に適合するとの判断を覆すようなものではなく、本件

変更承認申請は第２号要件に適合すると認められるから、本件

変更承認申請について第２号要件を充足しないとした処分庁の

判断は、専門技術的な裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用

したものとして違法であり、かつ、不適切な裁量判断として不

当である。 

小法廷判決参照）が認められる。 

そして、第１章第３の１⑼及び２（取り分け同⑷）並びに上

記２⑸のとおりの本件変更承認申請の内容等、すなわち、設計

概要変更が環境に及ぼす影響の程度は設計概要変更の前と比べ

て同程度又はそれ以下と考えられ、設計概要変更の前と同様の

環境保全措置を講ずることとされるとともに、変更前と同様の

方針に従って事後調査及び環境監視調査も実施していくことと

されているという申請の内容、本件変更承認申請書に添付され

た環境保全図書は環境監視等委員会による指導及び助言等の内

容も踏まえて作成されていること、護岸の構造は支持力等の安

定計算が行われ、技術基準に適合していることその他の事実関

係等を考慮すれば、本件変更承認申請は本件埋立事業が第２号

要件に適合するとの判断を覆すようなものではなく、本件変更

承認申請は第２号要件に適合すると認められるから、本件変更

承認申請について第２号要件を充足しないとした沖縄県知事の

判断は、専門技術的な裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用

したものとして違法であり、かつ、不適切な裁量判断として不

当である。 

第３ 埋立ての必要性について 

１ 処分庁は、埋立ての必要性について、以下のとおり指摘してい

る（別紙２（請７５）第２の２）。 

埋立予定地に軟弱地盤が確認されたことを踏まえ、設計概要

変更承認申請が行われているが、本件埋立事業の埋立計画は、

本件埋立承認の後に実施した土質調査を踏まえ、地盤改良を追

加したことに伴い、工程の変更を含め、大幅な見直しとなって

おり、また、地盤の安定性等に係る設計に関して最も重要な地

点において必要な調査が実施されておらず、地盤の安定性等が

十分に検討されていないため、災害防止に十分配慮されている

とはいい難いことなどから、埋立ての動機となった土地利用が

可能となるまでに不確実性が生じ、さらに、埋立地の土地利用

開始時期にも不確実性が生じており、普天間飛行場の危険性の

早期除去にはつながらず、埋立ての必要性について、合理性が

あると認められない（別紙２（請７５）第２の２）。 

審査請求人は、本件埋立承認を受けるに当たって、本件埋立

事業を行うことにより、５年で、本件代替施設が完成し、普天

間飛行場の移設が可能となり、同飛行場の危険性の早期除去に

第３ 埋立ての必要性について 

１ 処分庁は、埋立ての必要性について、以下のとおり指摘してい

る（別紙２（請７５）第２の２）。 

埋立予定地に軟弱地盤が確認されたことを踏まえ、設計概要

変更承認申請が行われているが、本件埋立事業の埋立計画は、

本件埋立承認の後に実施した土質調査を踏まえ、地盤改良を追

加したことに伴い、工程の変更を含め、大幅な見直しとなって

おり、また、地盤の安定性等に係る設計に関して最も重要な地

点において必要な調査が実施されておらず、地盤の安定性が十

分に検討されていないため、災害防止に十分配慮されていると

はいい難いことなどから、埋立ての動機となった土地利用が可

能となるまでに不確実性が生じ、さらに、埋立地の土地利用開

始時期にも不確実性が生じており、普天間飛行場の危険性の早

期除去にはつながらず、埋立ての必要性について、合理性があ

ると認められない（別紙２（請７５）第２の２）。 

審査請求人は、本件埋立承認を受けるに当たって、本件埋立

事業を行うことにより、５年で、本件代替施設が完成し、普天

間飛行場の移設が可能となり、同飛行場の危険性の早期除去に

第３ 埋立ての必要性について 

１ 沖縄県知事は、埋立ての必要性について、以下のとおり指摘し

ている（別紙３（請７５）第２の２）。 

埋立予定地に軟弱地盤が確認されたことを踏まえ、設計概要

変更承認申請が行われているが、本件埋立事業の埋立計画は、

本件埋立承認の後に実施した土質調査を踏まえ、地盤改良を追

加したことに伴い、工程の変更を含め、大幅な見直しとなって

おり、また、地盤の安定性等に係る設計に関して最も重要な地

点において必要な調査が実施されておらず、地盤の安定性等が

十分に検討されていないため、災害防止に十分配慮されている

とはいい難いことなどから、埋立ての動機となった土地利用が

可能となるまでに不確実性が生じ、さらに、埋立地の土地利用

開始時期にも不確実性が生じており、普天間飛行場の危険性の

早期除去にはつながらず、埋立ての必要性について、合理性が

あると認められない（別紙３（請７５）第２の２）。 

沖縄防衛局は、本件埋立承認を受けるに当たって、本件埋立

事業を行うことにより、５年で、本件代替施設が完成し、普天

間飛行場の移設が可能となり、同飛行場の危険性の早期除去に
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つながると説明していた。したがって、本件埋立承認は、埋立

区域の地盤が本件願書に添付された設計概要説明書の記載等の

とおりのものであり、着工から５年で埋立ての工程を確実に終

えることができ、本件埋立事業が、早期に、かつ、確実に完成

し、「埋立工事を早期に着手して普天間飛行場の代替施設を一

日でも早く完成させ」る、「普天間飛行場の危険性を早期に除

去する必要があり、極力短期間で移設」させる、「移設を着実

に実施」する等の埋立ての目的を確実に実現するものであるこ

とを前提として、埋立ての必要性を判断していた。 

しかし、本件変更承認申請に添付された設計概要説明書の工

程表によれば、変更に係る工事に着手した時点を起点として、

９年１か月後が終期とされており、本件変更承認申請は本件埋

立事業の前提を覆すものとなっている上、その９年余という期

間も全く不確実なものであり、埋立地の土地利用が可能となる

までに不確実性が生じており、本件変更承認申請に基づくとす

れば、本件埋立事業は、「普天間飛行場の危険性を一刻も早く

除去すること」にはつながらないため、埋立ての必要性の前提

は失われ、又は本件変更承認申請の内容は本件埋立承認の時に

認められた埋立ての必要性と整合しないというほかなく、埋立

ての必要性については、合理性があるとは認められない。また、

災害防止に十分配慮した検討が実施されていないため、「埋立

をしようとする場所」についても、合理性があるとは認められ

ない。 

２ 公有水面埋立法は、出願事項の変更の承認に関する第１３条ノ

２第２項において、公有水面埋立承認願書の出願事項の記載に

関する第２条第２項及び同願書の添付図書に関する同条第３項

を準用していない。公有水面埋立法施行規則（昭和４９年運輸

省・建設省令第１号）も、国が行う埋立てに関し、第１６条第

１項において読み替えて準用する第７条第１項において、出願

事項の変更の承認申請書の記載事項として、公有水面埋立承認

願書に関する別記様式第一（第１６条第１項において準用する

第１条）によって定める同願書の記載事項とは別に、かつ、内

容も異にして、別記様式第三によって当該変更の内容、理由等

を記載すべきことを定め、また、第１６条第１項において準用

する第７条第２項においても、出願事項の変更の承認申請書の

添付図書として、当該変更の内容に応じて公有水面埋立承認願

つながると説明していた。したがって、本件埋立承認は、埋立

区域の地盤が本件願書に添付された設計概要説明書の記載等の

とおりのものであり、着工から５年で埋立ての工程を確実に終

えることができ、本件埋立事業が、早期に、かつ、確実に完成

し、「埋立工事を早期に着手して普天間飛行場の代替施設を一

日でも早く完成させ」る、「普天間飛行場の危険性を早期に除

去する必要があり、極力短期間で移設」させる、「移設を着実

に実施」する等の埋立ての目的を確実に実現するものであるこ

とを前提として、埋立ての必要性を判断していた。 

しかし、本件変更承認申請に添付された設計概要説明書の工

程表によれば、変更に係る工事に着手した時点を起点として、

９年１か月後が終期とされており、本件変更承認申請は本件埋

立事業の前提を覆すものとなっている上、その９年余という期

間も全く不確実なものであり、埋立地の土地利用が可能となる

までに不確実性が生じており、本件変更承認申請に基づくとす

れば、本件埋立事業は、「普天間飛行場の危険性を一刻も早く

除去すること」にはつながらないため、埋立ての必要性の前提

は失われ、又は本件変更承認申請の内容は本件埋立承認の時に

認められた埋立ての必要性と整合しないというほかなく、埋立

ての必要性については、合理性があるとは認められない。また、

災害防止に十分配慮した検討が実施されていないため、「埋立

をしようとする場所」についても、合理性があるとは認められ

ない。 

２ 公有水面埋立法は、出願事項の変更の承認に関する第１３条ノ

２第２項において、公有水面埋立承認願書の出願事項の記載に

関する第２条第２項及び同願書の添付図書に関する同条第３項

を準用していない。公有水面埋立法施行規則（昭和４９年運輸

省・建設省令第１号）も、国が行う埋立てに関し、第１６条第

１項において読み替えて準用する第７条第１項において、出願

事項の変更の承認申請書の記載事項として、公有水面埋立承認

願書に関する別記様式第一（第１６条第１項において準用する

第１条）によって定める同願書の記載事項とは別に、かつ、内

容も異にして、別記様式第三によって当該変更の内容、理由等

を記載すべきことを定め、また、第１６条第１項において準用

する第７条第２項においても、出願事項の変更の承認申請書の

添付図書として、当該変更の内容に応じて公有水面埋立承認願

つながると説明していた。したがって、本件埋立承認は、埋立

区域の地盤が本件願書に添付された設計概要説明書の記載等の

とおりのものであり、着工から５年で埋立ての工程を確実に終

えることができ、本件埋立事業が、早期に、かつ、確実に完成

し、「埋立工事を早期に着手して普天間飛行場の代替施設を一

日でも早く完成させ」る、「普天間飛行場の危険性を早期に除

去する必要があり、極力短期間で移設」させる、「移設を着実

に実施」する等の埋立ての目的を確実に実現するものであるこ

とを前提として、埋立ての必要性を判断していた。 

しかし、本件変更承認申請に添付された設計概要説明書の工

程表によれば、変更に係る工事に着手した時点を起点として、

９年１か月後が終期とされており、本件変更承認申請は本件埋

立事業の前提を覆すものとなっている上、その９年余という期

間も全く不確実なものであり、埋立地の土地利用が可能となる

までに不確実性が生じており、本件変更承認申請に基づくとす

れば、本件埋立事業は、「普天間飛行場の危険性を一刻も早く

除去すること」にはつながらないため、埋立ての必要性の前提

は失われ、又は本件変更承認申請の内容は本件埋立承認の時に

認められた埋立ての必要性と整合しないというほかなく、埋立

ての必要性については、合理性があるとは認められない。また、

災害防止に十分配慮した検討が実施されていないため、「埋立

をしようとする場所」についても、合理性があるとは認められ

ない。 

２ 公有水面埋立法は、出願事項の変更の承認に関する第１３条ノ

２第２項において、公有水面埋立承認願書の出願事項の記載に

関する第２条第２項及び同願書の添付図書に関する同条第３項

を準用していない。公有水面埋立法施行規則（昭和４９年運輸

省・建設省令第１号）も、国が行う埋立てに関し、第１６条第

１項において読み替えて準用する第７条第１項において、出願

事項の変更の承認申請書の記載事項として、公有水面埋立承認

願書に関する別記様式第一（第１６条第１項において準用する

第１条）によって定める同願書の記載事項とは別に、かつ、内

容も異にして、別記様式第三によって当該変更の内容、理由等

を記載すべきことを定め、また、第１６条第１項において準用

する第７条第２項においても、出願事項の変更の承認申請書の

添付図書として、当該変更の内容に応じて公有水面埋立承認願
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書の添付図書（第１６条第１項において準用する第２条及び第

３条（第２号及び第３号を除く。））のうち一部のみを添付す

べきことを定めている。 

このように、同法は、出願事項の変更承認申請に係る審査に

おいては、申請者が、既に埋立ての承認を受けており、埋立て

に関する工事を適法に実施し得る地位を有していることを前提

として、飽くまで出願事項を変更する変更承認申請の内容につ

いて、第４条第１項の要件への適合性や第１３条ノ２第１項の

正当の事由の有無を判断することとしていると解される。 

また、第１章第３の１⑽のとおり、処分庁は、沖縄県が行政

手続法第５条第１項に基づいて定めた審査基準により本件変更

承認申請に係る審査を行っているところ、出願事項変更の許可

に係る審査基準（請７７、処２７）において、埋立地の用途及

び設計の概要の変更の承認についての判断に当たり、当然に埋

立ての必要性についての審査が行われることが予定されている

ことはうかがわれない。 

本件変更承認申請の内容をみると、その内容のうち、埋立地

用途変更については、第１章第３の２⑴アのとおり、工程を見

直して作業ヤード計画を合理化した結果、従来作業ヤードに供

するために造成することとしていた埋立地が必要なくなったこ

とから、埋立区域及び埋立地の用途につき、その一部を削除し

たというものであり、本件変更承認申請に係る変更前後を通じ

て埋め立てることとなる埋立区域にはその用途の変更がなく、

本件変更承認申請の用途変更に係る変更内容は、埋立ての必要

性の判断に影響を及ぼすようなものではない。 

また、本件変更承認申請の内容のうち、設計概要の変更につ

いても、第１章第３の２⑴イのとおり、所要の箇所に地盤改良

を追加して行うことやそれに伴う護岸の設計工区の設定、標準

断面の決定等に加え、全般について、より合理的な設計、施行

方法等とすることとしたというものであり、本件変更承認申請

の設計概要の変更に係る変更内容は、埋立地を完成させるため

の手段及び方法を変更するものであって、埋立ての必要性に影

響を及ぼすようなものではない。処分庁が指摘するように、地

盤改良の追加に伴い、工程の変更を含めた見直しが行われてい

るが、公有水面埋立法は、第４２条第３項において、国が行う

埋立てに関しては、指定期間内における工事の竣功の義務に関

書の添付図書（第１６条第１項において準用する第２条及び第

３条（第２号及び第３号を除く。））のうち一部のみを添付す

べきことを定めている。 

このように、同法は、出願事項の変更承認申請に係る審査に

おいては、申請者が、既に埋立ての承認を受けており、埋立て

に関する工事を適法に実施し得る地位を有していることを前提

として、飽くまで出願事項を変更する変更承認申請の内容につ

いて、第４条第１項の要件への適合性や第１３条ノ２第１項の

正当の事由の有無を判断することとしていると解される。 

また、事案の概要第３の１⑽のとおり、処分庁は、沖縄県が

行政手続法第５条第１項に基づいて定めた審査基準により本件

変更承認申請に係る審査を行っているところ、出願事項変更の

許可に係る審査基準（請７７、処２７）において、埋立地の用

途及び設計の概要の変更の承認についての判断に当たり、当然

に埋立ての必要性についての審査が行われることが予定されて

いることはうかがわれない。 

本件変更承認申請の内容をみると、その内容のうち、埋立地

用途変更については、事案の概要第３の２⑴アのとおり、工程

を見直して作業ヤード計画を合理化した結果、従来作業ヤード

に供するために造成することとしていた埋立地が必要なくなっ

たことから、埋立区域及び埋立地の用途につき、その一部を削

除したというものであり、本件変更承認申請に係る変更前後を

通じて埋め立てることとなる埋立区域にはその用途の変更がな

く、本件変更承認申請の用途変更に係る変更内容は、埋立ての

必要性の判断に影響を及ぼすようなものではない。 

また、本件変更承認申請の内容のうち、設計概要の変更につ

いても、事案の概要第３の２⑴イのとおり、所要の箇所に地盤

改良を追加して行うことやそれに伴う護岸の設計工区の設定、

標準断面の決定等に加え、全般について、より合理的な設計、

施行方法等とすることとしたというものであり、本件変更承認

申請の設計概要の変更に係る変更内容は、埋立地を完成させる

ための手段及び方法を変更するものであって、埋立ての必要性

に影響を及ぼすようなものではない。処分庁が指摘するように、

地盤改良の追加に伴い、工程の変更を含めた見直しが行われて

いるが、公有水面埋立法は、第４２条第３項において、国が行

う埋立てに関しては、指定期間内における工事の竣功の義務に

書の添付図書（第１６条第１項において準用する第２条及び第

３条（第２号及び第３号を除く。））のうち一部のみを添付す

べきことを定めている。 

このように、同法は、出願事項の変更承認申請に係る審査に

おいては、申請者が、既に埋立ての承認を受けており、埋立て

に関する工事を適法に実施し得る地位を有していることを前提

として、飽くまで出願事項を変更する変更承認申請の内容につ

いて、第４条第１項の要件への適合性や第１３条ノ２第１項の

正当の事由の有無を判断することとしていると解される。 

また、第１章第３の１⑽のとおり、沖縄県知事は、沖縄県が

行政手続法第５条第１項に基づいて定めた審査基準により本件

変更承認申請に係る審査を行っているところ、出願事項変更の

許可に係る審査基準（請７７、処２７）において、埋立地の用

途及び設計の概要の変更の承認についての判断に当たり、当然

に埋立ての必要性についての審査が行われることが予定されて

いることはうかがわれない。 

本件変更承認申請の内容をみると、その内容のうち、埋立地

用途変更については、第１章第３の２⑴アのとおり、工程を見

直して作業ヤード計画を合理化した結果、従来作業ヤードに供

するために造成することとしていた埋立地が必要なくなったこ

とから、埋立区域及び埋立地の用途につき、その一部を削除し

たというものであり、本件変更承認申請に係る変更前後を通じ

て埋め立てることとなる埋立区域にはその用途の変更がなく、

本件変更承認申請の用途変更に係る変更内容は、埋立ての必要

性の判断に影響を及ぼすようなものではない。 

また、本件変更承認申請の内容のうち、設計概要の変更につ

いても、第１章第３の２⑴イのとおり、所要の箇所に地盤改良

を追加して行うことやそれに伴う護岸の設計工区の設定、標準

断面の決定等に加え、全般について、より合理的な設計、施行

方法等とすることとしたというものであり、本件変更承認申請

の設計概要の変更に係る変更内容は、埋立地を完成させるため

の手段及び方法を変更するものであって、埋立ての必要性に影

響を及ぼすようなものではない。沖縄県知事が指摘するように、

地盤改良の追加に伴い、工程の変更を含めた見直しが行われて

いるが、公有水面埋立法は、第４２条第３項において、国が行

う埋立てに関しては、指定期間内における工事の竣功の義務に
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する第１３条を準用していないため、埋立てに関する工事の竣

功の期間の伸長については、出願事項の変更等の許可に関する

第１３条ノ２を準用せず、都道府県知事の承認の対象として定

めておらず、本件埋立出願における埋立てに関する工事の施行

に要する期間が伸長されたとしても、それ自体は承認の対象と

なる変更の内容や承認に係る審査の対象とされているものでな

い。 

以上によれば、本件変更承認申請に係る審査において、埋立

ての必要性は第１号要件、第２号要件等から独立した審査事項

にはならず、埋立ての必要性について合理性があると認められ

ないことを不承認の理由とした処分庁の上記１の指摘は理由が

ない。 

そして、埋立ての必要性について、当時の沖縄県知事は、本

件埋立承認をするに当たり、第１章第３の１⑸ウのとおり、普

天間飛行場の使用状況や、同飛行場の返還及び代替施設の設置

に関する日米間の交渉経過等を踏まえた上で、騒音被害等によ

り同飛行場の周辺住民の生活に深刻な影響が生じていること

や、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前提と

して、①沿岸域を埋め立てて代替施設を建設し、滑走路延長線

上を海域とすることにより、航空機が住宅地の上空を飛行する

ことを回避しようとするものであることから、埋立ての動機と

なった土地利用が埋立てによらなければ充足されない、②同飛

行場の移設先の確保という点から、当該公有水面を廃止する価

値があり、また、今埋立てを開始しなければならない、③沿岸

域を埋め立てて滑走路延長線上を海域とすることにより航空機

が住宅地の上空を飛行することが回避されることや、本件代替

施設が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワブの一部を

利用して設置されることなどから、埋立てをしようとする場所

が埋立地の用途に照らして適切な場所である、④同飛行場の施

設面積が約４．８ｋ㎡であるのに対し、本件代替施設の面積が

約２ｋ㎡であり、そのうち埋立面積が約１．６ｋ㎡であること

などから、埋立ての規模が適正であるなどとして、本件埋立事

業が埋立ての必要性が認められると判断していたことが認めら

れる。 

さらに、最高裁判所は、審査請求人が、公有水面埋立法上、

本件埋立事業のうち本件変更承認申請の内容に含まれない範囲

関する第１３条を準用していないため、埋立てに関する工事の

竣功の期間の伸長については、出願事項の変更等の許可に関す

る第１３条ノ２を準用せず、都道府県知事の承認の対象として

定めておらず、本件埋立出願における埋立てに関する工事の施

行に要する期間が伸長されたとしても、それ自体は承認の対象

となる変更の内容や承認に係る審査の対象とされているもので

ない。 

以上によれば、本件変更承認申請に係る審査において、埋立

ての必要性は第１号要件、第２号要件等から独立した審査事項

にはならず、埋立ての必要性について合理性があると認められ

ないことを不承認の理由とした処分庁の上記１の指摘は理由が

ない。 

そして、埋立ての必要性について、当時の沖縄県知事は、本

件埋立承認をするに当たり、事案の概要第３の１⑸ウのとおり、

普天間飛行場の使用状況や、同飛行場の返還及び代替施設の設

置に関する日米間の交渉経過等を踏まえた上で、騒音被害等に

より同飛行場の周辺住民の生活に深刻な影響が生じていること

や、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前提と

して、①沿岸域を埋め立てて代替施設を建設し、滑走路延長線

上を海域とすることにより、航空機が住宅地の上空を飛行する

ことを回避しようとするものであることから、埋立ての動機と

なった土地利用が埋立てによらなければ充足されない、②同飛

行場の移設先の確保という点から、当該公有水面を廃止する価

値があり、また、今埋立てを開始しなければならない、③沿岸

域を埋め立てて滑走路延長線上を海域とすることにより航空機

が住宅地の上空を飛行することが回避されることや、本件代替

施設が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワブの一部を

利用して設置されることなどから、埋立てをしようとする場所

が埋立地の用途に照らして適切な場所である、④同飛行場の施

設面積が約４．８ｋ㎡であるのに対し、本件代替施設の面積が

約２ｋ㎡であり、そのうち埋立面積が約１．６ｋ㎡であること

などから、埋立ての規模が適正であるなどとして、本件埋立事

業が埋立ての必要性が認められると判断していたことが認めら

れる。 

さらに、最高裁判所は、審査請求人が、公有水面埋立法上、

本件埋立事業のうち本件変更承認申請の内容に含まれない範囲

関する第１３条を準用していないため、埋立てに関する工事の

竣功の期間の伸長については、出願事項の変更等の許可に関す

る第１３条ノ２を準用せず、都道府県知事の承認の対象として

定めておらず、本件埋立出願における埋立てに関する工事の施

行に要する期間が伸長されたとしても、それ自体は承認の対象

となる変更の内容や承認に係る審査の対象とされているもので

ない。 

以上によれば、本件変更承認申請に係る審査において、埋立

ての必要性は第１号要件、第２号要件等から独立した審査事項

にはならず、埋立ての必要性について合理性があると認められ

ないことを不承認の理由とした沖縄県知事の上記１の指摘は理

由がない。 

そして、埋立ての必要性について、当時の沖縄県知事は、本

件埋立承認をするに当たり、第１章第３の１⑸ウのとおり、普

天間飛行場の使用状況や、同飛行場の返還及び代替施設の設置

に関する日米間の交渉経過等を踏まえた上で、騒音被害等によ

り同飛行場の周辺住民の生活に深刻な影響が生じていること

や、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前提と

して、①沿岸域を埋め立てて代替施設を建設し、滑走路延長線

上を海域とすることにより、航空機が住宅地の上空を飛行する

ことを回避しようとするものであることから、埋立ての動機と

なった土地利用が埋立てによらなければ充足されない、②同飛

行場の移設先の確保という点から、当該公有水面を廃止する価

値があり、また、今埋立てを開始しなければならない、③沿岸

域を埋め立てて滑走路延長線上を海域とすることにより航空機

が住宅地の上空を飛行することが回避されることや、本件代替

施設が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワブの一部を

利用して設置されることなどから、埋立てをしようとする場所

が埋立地の用途に照らして適切な場所である、④同飛行場の施

設面積が約４．８ｋ㎡であるのに対し、本件代替施設の面積が

約２ｋ㎡であり、そのうち埋立面積が約１．６ｋ㎡であること

などから、埋立ての規模が適正であるなどとして、本件埋立事

業が埋立ての必要性が認められると判断していたことが認めら

れる。 

さらに、最高裁判所は、沖縄防衛局が、公有水面埋立法上、

本件埋立事業のうち本件変更承認申請の内容に含まれない範囲
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においては、埋立てに関する工事を適法に実施し得る地位を有

していると判断していることが認められる（最高裁令和３年７

月６日第三小法廷判決・民集７５巻７号３４２２頁参照）。 

こうしたことや本件変更承認申請の内容に加え、第１章第３

の１⑴から⑹まで（取り分け同⑴、⑸ウ及び⑹）の事実関係等

及び証拠（請８１－１～４、請１０５－１～請１０６－２）に

よれば、現在も普天間飛行場の周辺に学校や住宅、医療施設等

が密集し、騒音被害等により住民生活に深刻な影響が生じてお

り、また、過去に同飛行場周辺で航空機の墜落事故が発生して

おり、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であり、本件埋立

事業を着実に進め、同飛行場の移転先を確保し、同飛行場の移

設及び返還を実現する必要があることについては、本件埋立承

認の時から何ら変わりがないことが認められることその他の事

実関係等からすれば、埋立てに関する工事の施行に要する期間

が変更されたとしても、埋立ての必要が失われたり、本件埋立

承認の時に認められた埋立ての必要性と整合性を欠いたりして

いないことは明らかである。したがって、処分庁が上記１にお

いて指摘するように、本件埋立事業の埋立計画は、地盤改良に

伴い、工程の変更を含め、大幅な見直しとなっていることから、

土地利用が可能となるまでに不確実性が生じ、また、埋立地の

土地利用開始時期にも不確実性が生じており、普天間飛行場の

危険性の早期除去にはつながらないなどとして埋立ての必要性

が合理性を欠くとすることはできない。 

なお、処分庁が上記１の指摘において、本件変更承認申請に

ついて、地盤の安定性等に係る設計に関して最も重要な地点に

おいて必要な調査が実施されておらず、地盤の安定性等が十分

に検討されていないため、災害防止に十分配慮されているとは

いい難いなどとすることにも理由がないことは、上記第１の２

⑶から⑸までのとおりである。 

３ 以上のとおり、処分庁の上記１の指摘は理由がなく、埋立ての

必要性について合理性があると認められず、埋立ての必要性を

欠くとした処分庁の判断は、違法であり、かつ、不適切な裁量

判断として不当である。 

においては、埋立てに関する工事を適法に実施し得る地位を有

していると判断していることが認められる（最高裁令和３年７

月６日第三小法廷判決・民集７５巻７号３４２２頁参照）。 

こうしたことや本件変更承認申請の内容に加え、事案の概要

第３の１⑴から⑹まで（取り分け同⑴、⑸ウ及び⑹）の事実関

係等及び証拠（請８１－１～４、請１０５－１～請１０６－２）

によれば、現在も普天間飛行場の周辺に学校や住宅、医療施設

等が密集し、騒音被害等により住民生活に深刻な影響が生じて

おり、また、過去に同飛行場周辺で航空機の墜落事故が発生し

ており、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であり、本件埋

立事業を着実に進め、同飛行場の移転先を確保し、同飛行場の

移設及び返還を実現する必要があることについては、本件埋立

承認の時から何ら変わりがないことが認められることその他の

事実関係等からすれば、埋立てに関する工事の施行に要する期

間が変更されたとしても、埋立ての必要が失われたり、本件埋

立承認の時に認められた埋立ての必要性と整合性を欠いたりし

ていないことは明らかである。したがって、処分庁が上記１に

おいて指摘するように、本件埋立事業の埋立計画は、地盤改良

に伴い、工程の変更を含め、大幅な見直しとなっていることか

ら、土地利用が可能となるまでに不確実性が生じ、また、埋立

地の土地利用開始時期にも不確実性が生じており、普天間飛行

場の危険性の早期除去にはつながらないなどとして埋立ての必

要性が合理性を欠くとすることはできない。 

なお、処分庁が上記１の指摘において、本件変更承認申請に

ついて、地盤の安定性等に係る設計に関して最も重要な地点に

おいて必要な調査が実施されておらず、地盤の安定性等が十分

に検討されていないため、災害防止に十分配慮されているとは

いい難いなどとすることにも理由がないことは、上記第１の２

⑶から⑸までのとおりである。 

３ 以上のとおり、処分庁の上記１の指摘は理由がなく、埋立ての

必要性について合理性があると認められず、埋立ての必要性を

欠くとした処分庁の判断は、違法であり、かつ、不適切な裁量

判断として不当である。 

においては、埋立てに関する工事を適法に実施し得る地位を有

していると判断していることが認められる（最高裁令和３年７

月６日第三小法廷判決・民集７５巻７号３４２２頁参照）。 

こうしたことや本件変更承認申請の内容に加え、第１章第３

の１⑴から⑹まで（取り分け同⑴、⑸ウ及び⑹）の事実関係等

及び証拠（請８１－１～４、請１０５－１～請１０６－２）に

よれば、現在も普天間飛行場の周辺に学校や住宅、医療施設等

が密集し、騒音被害等により住民生活に深刻な影響が生じてお

り、また、過去に同飛行場周辺で航空機の墜落事故が発生して

おり、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であり、本件埋立

事業を着実に進め、同飛行場の移転先を確保し、同飛行場の移

設及び返還を実現する必要があることについては、本件埋立承

認の時から何ら変わりがないことが認められることその他の事

実関係等からすれば、埋立てに関する工事の施行に要する期間

が変更されたとしても、埋立ての必要が失われたり、本件埋立

承認の時に認められた埋立ての必要性と整合性を欠いたりして

いないことは明らかである。したがって、沖縄県知事が上記１

において指摘するように、本件埋立事業の埋立計画は、地盤改

良に伴い、工程の変更を含め、大幅な見直しとなっていること

から、土地利用が可能となるまでに不確実性が生じ、また、埋

立地の土地利用開始時期にも不確実性が生じており、普天間飛

行場の危険性の早期除去にはつながらないなどとして埋立ての

必要性が合理性を欠くとすることはできない。 

なお、沖縄県知事が上記１の指摘において、本件変更承認申

請について、地盤の安定性等に係る設計に関して最も重要な地

点において必要な調査が実施されておらず、地盤の安定性等が

十分に検討されていないため、災害防止に十分配慮されている

とはいい難いなどとすることにも理由がないことは、上記第１

の２⑶から⑸までのとおりである。 

３ 以上のとおり、沖縄県知事の上記１の指摘は理由がなく、埋立

ての必要性について合理性があると認められず、埋立ての必要

性を欠くとした沖縄県知事の判断は、違法であり、かつ、不適

切な裁量判断として不当である。 

第４ 公有水面埋立法第１３条ノ２第１項の「正当ノ事由アリト認ム

ルトキ」という要件について 

１ 処分庁は、「正当ノ事由」について、以下のとおり指摘してい

第４ 公有水面埋立法第１３条ノ２第１項の「正当ノ事由アリト認ム

ルトキ」という要件について 

１ 処分庁は、「正当ノ事由」について、以下のとおり指摘してい

第４ 公有水面埋立法第１３条ノ２第１項の「正当ノ事由アリト認ム

ルトキ」という要件について 

１ 沖縄県知事は、「正当ノ事由」について、以下のとおり指摘し
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る（別紙２（請７５）第２の１）。 

本件変更承認申請について、埋立地の用途及び設計の概要の

変更に至った理由は、客観的見地から、やむを得ないと考えら

れるが、上記第１の２⑶ア、⑷ア及び⑸ア並びに上記第３の１

における指摘と同じく、変更の内容は、やむを得ないと認めら

れず、「正当ノ事由」があると認められない（別紙２（請７５）

第２の１）。 

本件変更承認申請に基づく本件埋立事業は、いつ完成するか

分からず、また、仮に、工事を進めたとしても、地盤の安定性

を確保できるかも分からないものであり、普天間飛行場の危険

性の早期の除去に資するものか分からず、埋立ての必要性を認

めることができず、「変更することについて合理的理由がある」

ものと認めることができず、さらに、「変更後の設計の概要に

基づいて埋立に関する工事の実施が確実にできることが認めら

れる」ものともいえないため、「変更の内容が客観的見地から、

やむを得ない」とは認められず、「正当ノ事由」が認められな

い。 

２ しかし、処分庁のこれらの指摘にいずれも理由がないことは、

上記第１の２⑶から⑸まで及び上記第３の３のとおりである。 

 

そして、本件変更承認申請については、第１章第３（取り分

け同１⑺及び２）のとおりの本件変更承認申請の内容、すなわ

ち、①埋立地の用途につき、名護市辺野古地区地先の配置及び

規模を削除すること、②本件埋立承認の後に実施した土質調査

により、大浦湾側の水域の海底地盤に粘性土及び中間土が堆積

していることが判明したことを踏まえ、所要の箇所に地盤改良

を追加して行うことに加え、全般について、より合理的な設計、

施行方法等とすることという申請の内容その他の事実関係及び

証拠（処２９）によれば、本件変更承認申請に係る埋立地の用

途及び設計の概要の変更の理由及び内容は必要かつ相当なもの

で、「正当ノ事由」があると認められる。 

したがって、本件変更承認申請について変更の内容はやむを

得ないと認められないなどとして「正当ノ事由」があると認め

られないとした処分庁の判断は、裁量権の範囲を逸脱し、又は

これを濫用したものとして違法であり、かつ、不適切な裁量判

断として不当である。本件変更承認申請に係る埋立地の用途及

る（別紙２（請７５）第２の１）。 

本件変更承認申請について、埋立地の用途及び設計の概要の

変更に至った理由は、客観的見地から、やむを得ないと考えら

れるが、上記第１の２⑶ア、⑷ア及び⑸ア並びに上記第３の１

における指摘と同じく、変更の内容は、やむを得ないと認めら

れず、「正当ノ事由」があると認められない（別紙２（請７５）

第２の１）。 

本件変更承認申請に基づく本件埋立事業は、いつ完成するか

分からず、また、仮に、工事を進めたとしても、地盤の安定性

を確保できるかも分からないものであり、普天間飛行場の危険

性の早期の除去に資するものか分からず、埋立ての必要性を認

めることができず、「変更することについて合理的理由がある」

ものと認めることができず、さらに、「変更後の設計の概要に

基づいて埋立に関する工事の実施が確実にできることが認めら

れる」ものともいえないため、「変更の内容が客観的見地から、

やむを得ない」とは認められず、「正当ノ事由」が認められな

い。 

２ しかし、処分庁のこれらの指摘にいずれも理由がないことは、

上記第１の２⑶から⑸まで及び上記第３の３のとおりである。 

 

そして、本件変更承認申請については、事案の概要第３（取

り分け同１⑺及び２）のとおりの本件変更承認申請の内容、す

なわち、①埋立地の用途につき、名護市辺野古地区地先の配置

及び規模を削除すること、②本件埋立承認の後に実施した土質

調査により、大浦湾側の水域の海底地盤に粘性土及び中間土が

堆積していることが判明したことを踏まえ、所要の箇所に地盤

改良を追加して行うことに加え、全般について、より合理的な

設計、施行方法等とすることという申請の内容その他の事実関

係及び証拠（処２９）によれば、本件変更承認申請に係る埋立

地の用途及び設計の概要の変更の理由及び内容は必要かつ相当

なもので、「正当ノ事由」があると認められる。 

したがって、本件変更承認申請について変更の内容はやむを

得ないと認められないなどとして「正当ノ事由」があると認め

られないとした処分庁の判断は、裁量権の範囲を逸脱し、又は

これを濫用したものとして違法であり、かつ、不適切な裁量判

断として不当である。本件変更承認申請に係る埋立地の用途及

ている（別紙３（請７５）第２の１）。 

本件変更承認申請について、埋立地の用途及び設計の概要の

変更に至った理由は、客観的見地から、やむを得ないと考えら

れるが、上記第１の２⑶ア、⑷ア及び⑸ア並びに上記第３の１

における指摘と同じく、変更の内容は、やむを得ないと認めら

れず、「正当ノ事由」があると認められない（別紙３（請７５）

第２の１）。 

本件変更承認申請に基づく本件埋立事業は、いつ完成するか

分からず、また、仮に、工事を進めたとしても、地盤の安定性

を確保できるかも分からないものであり、普天間飛行場の危険

性の早期の除去に資するものか分からず、埋立ての必要性を認

めることができず、「変更することについて合理的理由がある」

ものと認めることができず、さらに、「変更後の設計の概要に

基づいて埋立に関する工事の実施が確実にできることが認めら

れる」ものともいえないため、「変更の内容が客観的見地から、

やむを得ない」とは認められず、「正当ノ事由」が認められな

い。 

２ しかし、沖縄県知事のこれらの指摘にいずれも理由がないこと

は、上記第１の２⑶から⑸まで及び上記第３の３のとおりであ

る。 

そして、本件変更承認申請については、第１章第３（取り分

け同１⑺及び２）のとおりの本件変更承認申請の内容、すなわ

ち、①埋立地の用途につき、名護市辺野古地区地先の配置及び

規模を削除すること、②本件埋立承認の後に実施した土質調査

により、大浦湾側の水域の海底地盤に粘性土及び中間土が堆積

していることが判明したことを踏まえ、所要の箇所に地盤改良

を追加して行うことに加え、全般について、より合理的な設計、

施行方法等とすることという申請の内容その他の事実関係及び

証拠（処２９）によれば、本件変更承認申請に係る埋立地の用

途及び設計の概要の変更の理由及び内容は必要かつ相当なもの

で、「正当ノ事由」があると認められる。 

したがって、本件変更承認申請について変更の内容はやむを

得ないと認められないなどとして「正当ノ事由」があると認め

られないとした沖縄県知事の判断は、裁量権の範囲を逸脱し、

又はこれを濫用したものとして違法であり、かつ、不適切な裁

量判断として不当である。本件変更承認申請に係る埋立地の用
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び設計の概要の変更には正当の事由があり、本件変更承認申請

は公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同法第１３

条ノ２第１項及び同条第２項において準用する同法第４条第１

項第１号及び第２号等の要件を満たし、承認されるべきもので

あると認めることができる。 

び設計の概要の変更には正当の事由があり、本件変更承認申請

は公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同様第１３

条ノ２第１項及び同条第２項において準用する同法第４条第１

項第１号及び第２号等の要件を満たし、承認されるべきもので

あると認めることができる。 

途及び設計の概要の変更には正当の事由があり、本件変更承認

申請は公有水面埋立法第４２条第３項において準用する同法第

１３条ノ２第１項及び同条第２項において準用する同法第４条

第１項第１号及び第２号等の要件を満たし、承認されるべきも

のであると認めることができる。 

第４章 結論 

以上のとおり、本件変更不承認処分は違法であるから、本件審

査請求には理由がある。また、本件に現れた諸事情からすると、

本件変更不承認処分は不適切な裁量判断として不当であることも

明らかであるから、いずれにせよ本件審査請求には理由がある。

したがって、行政不服審査法第４６条第１項の規定により、本件

変更不承認処分は取り消されるべきである。 

第５ 結論 

以上のとおり、本件変更不承認処分は違法であるから、本件審

査請求には理由がある。また、本件に現れた諸事情からすると、

本件変更不承認処分は不適切な裁量判断として不当であることも

明らかであるから、いずれにせよ本件審査請求には理由がある。

したがって、行政不服審査法第４６条第１項の規定により、主文

のとおり裁決する。 

第４章 結論 

以上のとおり、本件変更承認申請は公有水面埋立法第４２条第

３項において準用する同法第１３条ノ２第１項及び同条第２項に

おいて準用する同法第４条第１項第１号及び第２号等の要件を満

たし、承認されるべきものと認められる。貴県知事が沖縄防衛局

による本件変更承認申請について承認しないことは、裁量権の範

囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとして違法であり、同法第

４２条第３項において準用する同法第１３条ノ２第１項及び同条

第２項において準用する同法第４条第１項第１号及び第２号等の

規定に違反し、都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違

反しているといわざるを得ない。また、本件に現れた諸事情から

すると、本件変更承認申請について承認しないことは、著しく適

正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているといわざるを得ない。

よって、地方自治法第２４５条の７第１項に基づき、貴県に対し、

本件変更承認申請について承認するよう指示する。 

 

 


